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‡��ॾنఔ等
見େֶֶଇʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ	1��
見େֶେֶӃֶଇʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ115
見େֶֶҐ規程ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ1��
　　見େֶେֶӃ文ֶ研究Պതֶ࢜Ґ論文৹ࠪ内規ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ1�9
　　見େֶେֶӃֶࣃ研究ՊֶҐ論文৹ࠪ及び試験内規ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ1�1
見େֶ期େֶ部ֶଇʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ1��
見େֶ期େֶ部ֶҐ規程ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ1�5
ֶ生ೲۚ等ೲೖ規程ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ1��
見େֶ全ֶֶ生ҕ員ձ規程ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ151
見େֶେֶӃֶ生ռ規程ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ151
見େֶֶ生ռ規程ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ15�
見େֶ期େֶ部ֶ生ռ規程ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ15�
見େֶ自ಈं及びオートόイ௨ֶ者に対するռ規程ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ15�
見େֶ自సंறྠ管理規程ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ155
見େֶ自సंறྠ利用規ଇʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ155
�に関する規程ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ15ޢ人情報の保ݸԂֶ࣋法人૯ߍֶ
見େֶ・見େֶ期େֶ部情報ηΩϡϦςィ規程ʪجຊ方ʫʜʜʜʜʜʜʜ1��
見େֶ・見େֶ期େֶ部情報ηΩϡϦςィ規程ʪ対جࡦ४ʫʜʜʜʜʜʜʜ1��
見େֶֶ内ネットϫーΫ管理・ӡ用規程ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ1�5
見େֶηΫシϡアϧ・ϋϥスϝント及び
　アΧデϛッΫ・ϋϥスϝント等の防止等に関する規程ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ1��
見େֶେֶӃֶ生規程ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ1��
૯ֶ࣋Ԃେຊࣉ࣋័ࢁֶ生規程ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ1��
૯ֶ࣋Ԃத根ಊֶ生規程ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ1�9
見େֶ文ֶ部・見େֶ期େֶ部同૭ձֶ生規程ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ1�9
見େֶֶࣃ部同૭ձֶ生規程ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ1��
見େֶֶࣃ部ޙԉձֶ生規程ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ1��
ੴ間ֶ生規程ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ1��
見େֶಛผޭ࿑授与規程ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ1�1
見େֶඌ༏ֶज़ྭ授与規程ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ1�1
見େֶੴᴲ༤ֶज़ྭ授与規程ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ1�1
見େֶֶࣃ部ࢯՈ༏ࢠֶۚ規程ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ1�1
େ規自વࡂ害等によりጶࡂした見େֶ・見େֶ期େֶ部の
　ֶ生に係る授ۀ料ݮ໔規程ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ1��
見େֶब৬Ѻટ規程ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ1��
見େֶ保݈ηンター規程ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ1��
見େֶ文ֶ部ෛইֶ生に対するҩྍඅิॿ規程ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ1��
見େֶֶࣃ部ෛইֶ生に対するҩྍඅิॿ規程ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ1�5
見େֶ期େֶ部ෛইֶ生に対するҩྍඅิॿ規程ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ1�5
見େֶਤ書ؗ規程ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ1��
　　見େֶਤ書ؗ利用規程ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ1��
　　見େֶਤ書ؗ複ࣸサーϏス細ଇʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ1��
見େֶࢪઃ・ઃඋ用管理規程ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ1�9
見େֶମҭؗ用管理規程ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ1�9
見େֶάϥンυ用管理規程ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ1��
見େֶཱߥςχスコート用管理規程ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ1��
見େֶٷཱߥಓ用管理規程ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ1�1
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‡��ॾنఔ等
見େֶֶଇʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ	1��
見େֶେֶӃֶଇʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ115
見େֶֶҐ規程ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ1��
　　見େֶେֶӃ文ֶ研究Պതֶ࢜Ґ論文৹ࠪ内規ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ1�9
　　見େֶେֶӃֶࣃ研究ՊֶҐ論文৹ࠪ及び試験内規ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ1�1
見େֶ期େֶ部ֶଇʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ1��
見େֶ期େֶ部ֶҐ規程ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ1�5
ֶ生ೲۚ等ೲೖ規程ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ1��
見େֶ全ֶֶ生ҕ員ձ規程ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ151
見େֶେֶӃֶ生ռ規程ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ151
見େֶֶ生ռ規程ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ15�
見େֶ期େֶ部ֶ生ռ規程ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ15�
見େֶ自ಈं及びオートόイ௨ֶ者に対するռ規程ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ15�
見େֶ自సंறྠ管理規程ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ155
見େֶ自సंறྠ利用規ଇʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ155
�に関する規程ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ15ޢ人情報の保ݸԂֶ࣋法人૯ߍֶ
見େֶ・見େֶ期େֶ部情報ηΩϡϦςィ規程ʪجຊ方ʫʜʜʜʜʜʜʜ1��
見େֶ・見େֶ期େֶ部情報ηΩϡϦςィ規程ʪ対جࡦ४ʫʜʜʜʜʜʜʜ1��
見େֶֶ内ネットϫーΫ管理・ӡ用規程ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ1�5
見େֶηΫシϡアϧ・ϋϥスϝント及び
　アΧデϛッΫ・ϋϥスϝント等の防止等に関する規程ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ1��
見େֶେֶӃֶ生規程ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ1��
૯ֶ࣋Ԃେຊࣉ࣋័ࢁֶ生規程ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ1��
૯ֶ࣋Ԃத根ಊֶ生規程ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ1�9
見େֶ文ֶ部・見େֶ期େֶ部同૭ձֶ生規程ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ1�9
見େֶֶࣃ部同૭ձֶ生規程ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ1��
見େֶֶࣃ部ޙԉձֶ生規程ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ1��
ੴ間ֶ生規程ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ1��
見େֶಛผޭ࿑授与規程ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ1�1
見େֶඌ༏ֶज़ྭ授与規程ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ1�1
見େֶੴᴲ༤ֶज़ྭ授与規程ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ1�1
見େֶֶࣃ部ࢯՈ༏ࢠֶۚ規程ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ1�1
େ規自વࡂ害等によりጶࡂした見େֶ・見େֶ期େֶ部の
　ֶ生に係る授ۀ料ݮ໔規程ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ1��
見େֶब৬Ѻટ規程ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ1��
見େֶ保݈ηンター規程ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ1��
見େֶ文ֶ部ෛইֶ生に対するҩྍඅิॿ規程ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ1��
見େֶֶࣃ部ෛইֶ生に対するҩྍඅิॿ規程ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ1�5
見େֶ期େֶ部ෛইֶ生に対するҩྍඅิॿ規程ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ1�5
見େֶਤ書ؗ規程ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ1��
　　見େֶਤ書ؗ利用規程ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ1��
　　見େֶਤ書ؗ複ࣸサーϏス細ଇʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ1��
見େֶࢪઃ・ઃඋ用管理規程ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ1�9
見େֶମҭؗ用管理規程ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ1�9
見େֶάϥンυ用管理規程ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ1��
見େֶཱߥςχスコート用管理規程ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ1��
見େֶٷཱߥಓ用管理規程ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ1�1
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見େֶ部ࣨ用管理規程ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ1�1
見େֶঁֶࢠ生ྈྈଇʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ1��
見େֶֶ༑ձձଇʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ1��
見େֶ・見େֶ期େֶ部՝外׆ಈ公認ஂମ࿈合ձձଇʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ1��
見େֶձձଇʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ1��
見େֶֶࣃ部ޙԉձձଇʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ1��
見େֶ同૭ձ૯ଇʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ1��
見େֶ同૭ձ࿈བྷٞڠձ規程ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ1��
見େֶֶࣃ部同૭ձձଇʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ1��
見େֶ文ֶ部・見େֶ期େֶ部同૭ձձଇʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ19�
ֶ部ֶ生・େֶӃ生・ઐ߈Պֶ生のための研究ྙ理教ҭ
　ʕ論文・レポートを書くときに৺得てほしいことʕʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ19�

ʪ意ʫこれらのॾ規程は、改正作ۀதのものがؚまれています。
　　　　ֶ生ࢧԉ՝で最৽の内容を֬認してください。
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ݟେֶֶଇ

ɹɹୈ̍ষɹ૯ɹɹଇ
（　　的）
ୈ̍　ຊֶは、教ҭجຊ法（ত��法第�5߸）のझ
ֶ、にのっとりࢫ ج教ҭ法（ত��法第��߸）にߍ
ͮきߴ、 い教ཆとともに、ઐのࣝを授け、あわせて
ષ的行࣋によって社ձࢱの૿ਐ及び社ձ文Խの上
にߩ献するಓٛあつきྑݡなる人ࡐをҭ成することを
的とする。

（自ݾධՁ等）
ୈ̎　ຊֶは、教ҭ研究ਫ४の上をਤり、前の的
及び社ձ的໋をୡ成するため、教ҭ研究׆ಈ等のঢ়
ͦ、及びධՁを行いݕݾについて自گ の݁果を公表
するものとする。
̎　前߲のݕ及びධՁを行うに当たり、ͦ の߲及び
ମ੍については、ผに定める。
̏　第1߲のݕ及びධՁの݁果について、ຊֶの৬員
Ҏ外の者によるূݕを行うようにめることとする。

（教ҭ内容等の改ળのための৫的な研म等）
ୈ̎の̎　ຊֶは、授ۀの内容及び方法の改ળをਤるた
めの৫的な研म及び研究（フΝΧϧςィ・ディϕϩッ
プϝントɿҎԼ「̛̙」という。）を実ࢪするものとする。
̎　前߲の̛̙を推ਐするために、ຊֶֶ֤部に̛̙ҕ
員ձをஔく。
̏　̛̙ҕ員ձに関する規程は、ผに定める。
（情報のੵۃ的な提ڙ）
ୈ̎の̏　ຊֶは、教ҭ研究׆ಈ等のঢ়گについて、ץ
行物の掲載ͦの他くपをਤることができる方法
によって、ੵ 。するものとするڙ的に情報を提ۃ

ɹɹୈ̎ষɹɹɹ৫
（ֶ　　部）
ୈ̏　ຊֶに次のֶ部をஔく。
̎　ֶ部は、文ֶ部及びֶࣃ部とする。
（ֶ　　Պ）
ୈ̐　ֶ部に次のֶՊをஔく。
̎　ֶՊは、文ֶ部にຊ文ֶՊ、ӳ語ӳถ文ֶՊ、文Խ
ࣃ部にֶࣃ、Պ及びυΩϡϝンςーシϣンֶՊをֶࡒ
ֶՊをஔく。

（େֶӃ）
ୈ̑　ຊֶにେֶӃをஔく。

ɹɹୈ̏ষɹमۀݶ及びؒظֶࡏ
（मۀ限）
ୈ̒　मۀ限は、文ֶ部は�とし、ֶࣃ部は�と
する。

（在ֶ期間）
ୈ̓　在ֶ期間は、文ֶ部は�を、ֶࣃ部は1�を
えることができない。
しࢉ部に͓いては、第1ֶから第�ֶまでを௨ֶࣃ　̎

て�、第�ֶから第�ֶまでを௨ࢉして�、第5ֶ
から第�ֶまでを௨ࢉして�をえて在ֶするこ
とはできない。

ɹɹୈ̐ষɹऩ༰ఆһ
（定　　員）
ୈ̔　ຊֶにೖֶさせるֶ生の定員及びֶ生のऩ容定
員は、次のと͓りとする。

ֶ部ֶՊ名 ೖֶ定員 ऩ容定員　　
文ֶ部　　ຊ　文　ֶ　Պ 9�人 ��� 人
文ֶ部　ӳ 語 ӳ ถ 文 ֶ Պ 9�人 ��� 人
文ֶ部　文　Խ　ࡒ　ֶ　Պ ��人 ��� 人
文ֶ部　υΩϡϝンςーシϣンֶՊ �� 人 ��� 人
Պ　　　ֶ　　　ࣃ　部ֶࣃ 1��人 ��� 人

ɹɹୈ̑ষɹڭҭ՝ఔ
（教ҭ研究上の的）
ୈ̕　ຊֶֶ部ֶՊ͝との人ࡐのཆ成及び教ҭ研究上
の的については、第1に定める的のほか、֤ ֶ部ֶ
Պのઃஔझࢫにͮجき、ผ表ᶗに定めると͓りとする。

（授ۀՊ及び୯Ґ数）
ୈ̕の̎　ຊֶに͓いて։ઃする授ۀՊ及びͦの୯
Ґ数は、文ֶ部はผ表ᶘ、ֶࣃ部はผ表ᶙに定めると͓
りとする。
̎　授ۀՊのཤम方法については、ผに定める。
（୯Ґࢉܭ方法）
ୈ��　授ۀՊの୯Ґࢉܭ方法は、1୯Ґの授ۀՊ
を�5࣌間のֶमを必要とする内容をもって構成する
ことをඪ४とし、次に掲͛るج४によるものとする。
　（1） 間࣌��間から࣌及びԋशについては、15ٛߨ

までの授ۀをもって1୯Ґとする。
　（�）　実験、実श及び実ٕについては、࣌��間から�5

。をもって1୯Ґとするۀ間までの授࣌
̎　前߲の規定にかかわらず、ଔۀ論文、ଔۀ研究等の授
Պについては、これらのֶमの成果をධՁして୯Ґۀ
を授与することが適切と認められる合には、これらに
必要なֶम等をྀߟして୯Ґ数を定めることができる。
　（授ۀの方法）
ୈ��の̎　授ۀは、ٛߨ、ԋश、実験、実शएしくは実
ٕのいずれかにより又はこれらのซ用により行うもの
とする。
̎　文部Պֶେਉがผに定めるとこΖにより、前߲の授
を行ۀに利用して、当該授ߴを、ଟ༷なϝディアをۀ
う教ࣨҎ外の所でཤमさせることができる。

（取得資格等）
ୈ��　ຊֶに͓いて取得できる資格は、次のと͓りと
する。
　　文ֶ部　ຊ文ֶՊ　
　　　தֶߍ教་一छ໔ڐঢ়（ࠃ語）ߴ、 等ֶߍ教་一छ
　　　໔ڐঢ়（ࠃ語、書ಓ）、࢘書教་、࢘書、ֶ ܳ員
　　ӳ語ӳถ文ֶՊ　
　　　தֶߍ教་一छ໔ڐঢ়（外ࠃ語（ӳ語））ߴ、 等ֶߍ



ー1��ー

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

Ⅵ

Ⅶ

Ⅷ

Ⅸ

Ⅹ

Ⅺ

Ⅻ

ⅩⅢ

学
内
情
報

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

利
用
ガ
イ
ド

総
合
案
内

事
務
手
続

ガ
イ
ド

学
生
生
活

ガ
イ
ド

奨
学
金

ガ
イ
ド

健
康
管
理

ガ
イ
ド

学
内
施
設

ガ
イ
ド

進
路（
就
職
）

ガ
イ
ド

災
害
・
事
故

等
へ
の
対
応

学
会
・
父
母

会・同
窓
会・

大
学
校
歌
他

諸
規
程
等

校
舎
案
内

課
外
活
動

ガ
イ
ド

大
学
周
辺案内

図
テ
レ
フ
ォ
ン

ガ
イ
ド
こ
ん
な
と
き

ど
う
す
る
？

Ⅺ
諸
規
程
等

ݟେֶֶଇ

ɹɹୈ̍ষɹ૯ɹɹଇ
（　　的）
ୈ̍　ຊֶは、教ҭجຊ法（ত��法第�5߸）のझ
ֶ、にのっとりࢫ ج教ҭ法（ত��法第��߸）にߍ
ͮきߴ、 い教ཆとともに、ઐのࣝを授け、あわせて
ષ的行࣋によって社ձࢱの૿ਐ及び社ձ文Խの上
にߩ献するಓٛあつきྑݡなる人ࡐをҭ成することを
的とする。

（自ݾධՁ等）
ୈ̎　ຊֶは、教ҭ研究ਫ४の上をਤり、前の的
及び社ձ的໋をୡ成するため、教ҭ研究׆ಈ等のঢ়
ͦ、及びධՁを行いݕݾについて自گ の݁果を公表
するものとする。
̎　前߲のݕ及びධՁを行うに当たり、ͦ の߲及び
ମ੍については、ผに定める。
̏　第1߲のݕ及びධՁの݁果について、ຊֶの৬員
Ҏ外の者によるূݕを行うようにめることとする。

（教ҭ内容等の改ળのための৫的な研म等）
ୈ̎の̎　ຊֶは、授ۀの内容及び方法の改ળをਤるた
めの৫的な研म及び研究（フΝΧϧςィ・ディϕϩッ
プϝントɿҎԼ「̛̙」という。）を実ࢪするものとする。
̎　前߲の̛̙を推ਐするために、ຊֶֶ֤部に̛̙ҕ
員ձをஔく。
̏　̛̙ҕ員ձに関する規程は、ผに定める。
（情報のੵۃ的な提ڙ）
ୈ̎の̏　ຊֶは、教ҭ研究׆ಈ等のঢ়گについて、ץ
行物の掲載ͦの他くपをਤることができる方法
によって、ੵ 。するものとするڙ的に情報を提ۃ

ɹɹୈ̎ষɹɹɹ৫
（ֶ　　部）
ୈ̏　ຊֶに次のֶ部をஔく。
̎　ֶ部は、文ֶ部及びֶࣃ部とする。
（ֶ　　Պ）
ୈ̐　ֶ部に次のֶՊをஔく。
̎　ֶՊは、文ֶ部にຊ文ֶՊ、ӳ語ӳถ文ֶՊ、文Խ
ࣃ部にֶࣃ、Պ及びυΩϡϝンςーシϣンֶՊをֶࡒ
ֶՊをஔく。

（େֶӃ）
ୈ̑　ຊֶにେֶӃをஔく。

ɹɹୈ̏ষɹमۀݶ及びؒظֶࡏ
（मۀ限）
ୈ̒　मۀ限は、文ֶ部は�とし、ֶࣃ部は�と
する。

（在ֶ期間）
ୈ̓　在ֶ期間は、文ֶ部は�を、ֶࣃ部は1�を
えることができない。
しࢉ部に͓いては、第1ֶから第�ֶまでを௨ֶࣃ　̎

て�、第�ֶから第�ֶまでを௨ࢉして�、第5ֶ
から第�ֶまでを௨ࢉして�をえて在ֶするこ
とはできない。

ɹɹୈ̐ষɹऩ༰ఆһ
（定　　員）
ୈ̔　ຊֶにೖֶさせるֶ生の定員及びֶ生のऩ容定
員は、次のと͓りとする。

ֶ部ֶՊ名 ೖֶ定員 ऩ容定員　　
文ֶ部　　ຊ　文　ֶ　Պ 9�人 ��� 人
文ֶ部　ӳ 語 ӳ ถ 文 ֶ Պ 9�人 ��� 人
文ֶ部　文　Խ　ࡒ　ֶ　Պ ��人 ��� 人
文ֶ部　υΩϡϝンςーシϣンֶՊ �� 人 ��� 人
Պ　　　ֶ　　　ࣃ　部ֶࣃ 1��人 ��� 人

ɹɹୈ̑ষɹڭҭ՝ఔ
（教ҭ研究上の的）
ୈ̕　ຊֶֶ部ֶՊ͝との人ࡐのཆ成及び教ҭ研究上
の的については、第1に定める的のほか、֤ ֶ部ֶ
Պのઃஔझࢫにͮجき、ผ表ᶗに定めると͓りとする。

（授ۀՊ及び୯Ґ数）
ୈ̕の̎　ຊֶに͓いて։ઃする授ۀՊ及びͦの୯
Ґ数は、文ֶ部はผ表ᶘ、ֶࣃ部はผ表ᶙに定めると͓
りとする。

̎　授ۀՊのཤम方法については、ผに定める。
（୯Ґࢉܭ方法）
ୈ��　授ۀՊの୯Ґࢉܭ方法は、1୯Ґの授ۀՊ
を�5࣌間のֶमを必要とする内容をもって構成する
ことをඪ४とし、次に掲͛るج४によるものとする。

　（1） 間࣌��間から࣌及びԋशについては、15ٛߨ
までの授ۀをもって1୯Ґとする。

　（�）　実験、実श及び実ٕについては、࣌��間から�5
。をもって1୯Ґとするۀ間までの授࣌

̎　前߲の規定にかかわらず、ଔۀ論文、ଔۀ研究等の授
Պについては、これらのֶमの成果をධՁして୯Ґۀ
を授与することが適切と認められる合には、これらに
必要なֶम等をྀߟして୯Ґ数を定めることができる。

　（授ۀの方法）
ୈ��の̎　授ۀは、ٛߨ、ԋश、実験、実शएしくは実
ٕのいずれかにより又はこれらのซ用により行うもの
とする。

̎　文部Պֶେਉがผに定めるとこΖにより、前߲の授
を行ۀに利用して、当該授ߴを、ଟ༷なϝディアをۀ
う教ࣨҎ外の所でཤमさせることができる。

（取得資格等）
ୈ��　ຊֶに͓いて取得できる資格は、次のと͓りと
する。

　　文ֶ部　ຊ文ֶՊ　
　　　தֶߍ教་一छ໔ڐঢ়（ࠃ語）ߴ、 等ֶߍ教་一छ
　　　໔ڐঢ়（ࠃ語、書ಓ）、࢘書教་、࢘書、ֶ ܳ員
　　ӳ語ӳถ文ֶՊ　
　　　தֶߍ教་一छ໔ڐঢ়（外ࠃ語（ӳ語））ߴ、 等ֶߍ
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　　　教་一छ໔ڐঢ়（外ࠃ語（ӳ語））、࢘書教་、࢘書、
　　　ֶܳ員
　　文ԽֶࡒՊ
　　　தֶߍ教་一छ໔ڐঢ়（社ձ）ߴ、 等ֶߍ教་一छ
　　　໔ڐঢ়（理ྺ࢙）、࢘書教་、࢘書、ֶ ܳ員
　　υΩϡϝンςーシϣンֶՊ　
、書࢘、書教་࢘、ঢ়（情報）ڐ教་一छ໔ߍ等ֶߴ　　　
　　　ֶܳ員
̎　教ҭ৬員の໔ڐを得ようとする者は、第1�第�߲
の規定によるほか、第9の�第1߲ผ表ᶘの教৬に関
するՊについて必要な୯Ґ（教ҭ৬員໔ڐ法及び教
ҭ৬員໔ڐ法ࢪ行規ଇに定める୯Ґ）をम得しなけれ
ばならない。
書教་の資格を得ようとする者は、第1�第�߲࢘　̏
及び前߲の規定によるほか、第9の�第1߲ผ表ᶘの
ਤߍֶ）ਤ書ؗに関するՊについて必要な୯Ґߍֶ
書ؗ࢘書教་ߨश規程に定める୯Ґ）をम得しなけれ
ばならない。
書となる資格を得ようとする者は、第1�第�߲の࢘　̐
規定によるほか、第9の�第1߲ผ表ᶘのਤ書ؗに関す
るՊについて必要な୯Ґをम得しなければならない。
̑　ֶܳ員となる資格を得ようとする者は、第1�第�߲
の規定によるほか、第9の�第1߲ผ表ᶘのത物ؗに関す
るՊについて必要な୯Ґをम得しなければならない。

ɹɹୈ̒ষɹଔۀのཁ݅等
（୯Ґの授与）
ୈ��　授ۀՊをཤमした者に対し、試験の上୯Ґを
与えるものとする。ただし、ଔۀ論文及びଔۀ研究等の
授ۀՊについては、これらのֶमの成果をධՁして
୯Ґを与えることができる。
̎　授ۀՊの合格者には所定の୯Ґが与えられる。成
のධՁについては、ผに定める。
̏　試験についての細ଇは、ผに定める。
（ଔۀの要件）
ୈ��　ֶ֤部のଔۀの要件は、次のと͓りとする。
̎　文ֶ部では、�Ҏ上在ֶし第9の�第1߲ผ表ᶘ
で定めるとこΖに従い、ຊ文ֶՊは、必म5�୯Ґબ
��୯ҐҎ上合1ܭ��୯ҐҎ上、ӳ語ӳถ文ֶՊは、必म
��୯Ґબ��୯ҐҎ上合1ܭ��୯ҐҎ上、文ԽֶࡒՊ
は、必म��୯Ґબ��୯ҐҎ上合1ܭ��୯ҐҎ上、υ
ΩϡϝンςーシϣンֶՊは、必म��୯Ґબ��୯ҐҎ
上合1ܭ��୯ҐҎ上をम得しなければならない。
部では、�Ҏ上在ֶし第9の�第1߲ผ表ᶙֶࣃ　̏
で定めるとこΖに従い、必म���୯ҐҎ上をम得しな
ければならない。
̐　第�߲の規定によりଔۀの要件としてम得すき
1��୯Ґのうͪ、第1�の�第�߲の授ۀ方法によりम
得する୯Ґ数は��୯Ґをえないものとする。
̑　第�߲の規定によりଔۀの要件としてम得すき

���୯Ґのうͪ、第1�の�第�߲の授ۀ方法によりम
得する୯Ґ数は��୯Ґをえないものとする。

（େֶӃ授ۀՊのཤम）
ୈ��の�　ຊֶ文ֶ部ֶ生が、ຊֶେֶӃ文ֶ研究Պ
（ҎԼ「文ֶ研究Պ」という。）のਐֶをࢤし、所属す
るֶՊが教ҭ上有益と認めるときは、当該ֶ生がֶ
のڐ可を得て、文ֶ研究Պത࢜前期՝程の授ۀՊを
ཤमすることができるものとする。
̎　前߲の文ֶ研究Պത࢜前期՝程の授ۀՊのཤमに
関し必要な事߲は、ผに定める。

（他のେֶ又は期େֶに͓ける授ۀՊのཤम等）
ୈ��　他のେֶ又は期େֶに͓いてཤमした授ۀ
Պについてम得した୯Ґを、��୯Ґをえないൣ
ғでຊֶに͓いて教ҭ上有益と認めるときは、ຊֶに
͓ける授ۀՊのཤमによりम得したものとみなすこ
とができる。
̎　前߲の規定は、ֶ 生が外ࠃのେֶ又は期େֶにཹ
ֶする合について४用する。

（େֶҎ外の教ҭࢪઃ等に͓けるֶम）
ୈ��　他の期େֶ又はߴ等ઐֶߍのઐ߈Պ及び
文部Պֶେਉがผに定めるֶमを、教ҭ上有益と認め
るときは、ຊֶに͓ける授ۀՊのཤमとみなし、୯Ґ
を与えることができる。
̎　前߲の୯Ґについては、前第1߲の規定による୯
Ґと合わせて��୯Ґをえないものとする。

（ೖֶ前の既म得୯Ґ等の認定）
ୈ��　ຊֶにೖֶする前に他のେֶ又は期େֶに
͓いてཤमした授ۀՊについてम得した୯Ґを、教
ҭ上有益と認めるときは、ຊֶに͓ける授ۀՊのཤ
मとみなし、୯Ґを与えることができる。
ୈ��　ຊֶにೖֶする前に他の期େֶ又はߴ等ઐ
ֶߍのઐ߈Պ及び文部Պֶେਉがผに定めるֶम
を、教ҭ上有益と認めるときは、ຊֶに͓ける授ۀՊ
のཤमとみなし、୯Ґを与えることができる。
̎　前の規定と合わせて与えることのできる୯Ґ数
は、ฤೖֶ及びసֶ等の合を除き、��୯Ґをえな
いものとする。

ɹɹୈ̓ষɹֶ、ֶ ۀٳ及びظ
（ֶ）
ୈ��　ֶは、�݄1に࢝まり、ཌ�݄�1に終わる。
（ֶ期）
ୈ��　ֶは、�ֶ期に分け、前期は�݄1から9݄
��までとし、ޙ期は1�݄1からཌ�݄�1まで
とする。
̎　教ҭ上必要と認めるとき、ֶ はこれを変更するこ
とができる。

（ۀٳ）
ୈ��　ۀٳは、次のと͓りとする。
　（1）　༵
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ຽのॕに関する法（ত��法1��߸）ࠃ　（�）　
に規定する

　（�）　։ֶ記೦（11݄�1）
　（�）　य़ۀٳق
　（5）　Նۀٳق
　（�）　ౙۀٳق
̎　य़ق、Նق、ౙق及びྟ࣌のۀٳは、ͦ のこれ
を定め、合によりۀٳを変更することができる。

ɹɹୈ̔ষɹೖֶ、ୀֶ、আ੶、ֶٳ、෮ֶ、సೖֶ、సՊ、
ɹɹɹɹɹɹฤೖֶ、࠶ೖֶ及びཹֶ
（ೖֶの࣌期）
ୈ��　ೖֶの࣌期は、ຖֶの࢝めとする。
（ೖֶ資格）
ୈ��　ຊֶにೖֶする資格のある者は、次の֤߸の一
に該当する者とする。
をߍした者एしくはத等教ҭֶۀをଔߍ等ֶߴ　（1）　

ଔۀした者
　（�）　௨ৗの՝程による1�のֶߍ教ҭをम了した者
　（�）　外ࠃに͓いてֶߍ教ҭに͓ける1�の՝程をम

了した者又はこれに४ずる者で文部Պֶେਉの指
定したもの

　（�）　文部Պֶେਉがߴ等ֶߍの՝程と同等の՝程を
有するものとして認定した在外教ҭࢪઃの当該՝
程をम了した者

　（5）　ઐमֶߍのߴ等՝程（मۀ限が�Ҏ上である
ことͦの他の文部Պֶେਉが定めるج४を満たす
ものに限る。）で文部Պֶେਉがผに指定するもの
を文部Պֶେਉが定めるҎޙにम了した者

　（�）　文部Պֶେਉの指定した者
程認定試験規ଇ（ฏ成1�文部ۀଔߍ等ֶߴ　（�）　

Պֶলྩ第1߸）により文部Պֶେਉの行うߴ等ֶ
程認定試験に合格した者（同規ଇෟଇ第ۀଔߍ
�の規定によるഇ止前のେֶೖֶ資格ݕ定規程
（ত��文部লྩ第1�߸）によるେֶೖֶ資格
（。定に合格した者をؚΉݕ

　（�）　ຊֶに͓いて、ݸผのೖֶ資格৹ࠪによりߴ、 等
した者と同等Ҏ上のֶྗがあると認めۀをଔߍֶ
た者で、1ࡀ�にୡしたもの

（出ئखଓ）
ୈ��　ຊֶにೖֶしようとする者は、ຊֶ所定のೖֶ
。い出なければならないئ定料をఴえݕ書にೖֶئ

（ೖֶ試験）
ୈ��　ೖֶئࢤ者には、ೖֶ試験を行う。
（ೖֶखଓ）
ୈ��　ೖֶをڐ可された者は、ຊֶ所定の書等を
提出しなければならない。

（ୀֶ）
ୈ��　ୀֶしようとする者は、ͦ の理༝を۩してֶ
にئい出て、ڐ可をडけなければならない。

（除੶）
ୈ��の̎　次の֤߸のいずれかに該当する者をֶ
は除੶することができる。
　（1）　指定の期までにֶ生ೲۚ等をೲೖせず、ಜ

ଅしてもな͓ೲೖにԠじない者
　（�）　第�第1߲に定める在ֶ期間をえた者
　（�）　第�第�߲に定める数をえてもਐڃできな

い者
　（�）　第��第�߲に定めるֶٳ期間をえて෮ֶで

きない者
　（5）　外ࠃ人ཹֶ生で、ຊのೖࠃの際に、ڏ偽のਃ

をして「ཹֶ」の在ཹ資格を得たことが明らかにࠂ
なった者

　（�）　外ࠃ人ཹֶ生で、在ཹ資格をࣦした者
のಧけがあった者ࢮ　（�）　
（ֶٳ）
ୈ��　පͦؾの他やΉをえない理༝によって�か݄Ҏ
上ܽ੮しようとするときは、ֶ にֶٳをئい出て、ڐ
可をडけなければならない。
ֶٳ、上ͦの他ಛผの必要があると認めた者は߁݈　̎
を໋ずることがある。
の期間は、当該内とし、引きଓき̎をえֶٳ　̏
ないこととし௨ࢉして̐Ҏ内とする。
。ೖしないࢉの期間は、第̓の在ֶ期間にֶٳ　̐
（෮ֶ）
ୈ��　ֶٳ期間தにͦの理༝がফ໓した合は、ֶ 
にئい出てڐ可をडけて෮ֶすることができる。

（సೖֶ）
ୈ��　他େֶからຊֶసೖֶをرする者がある
ときは、બߟの上ೖֶをڐ可することがある。
̎　సೖֶに関する規程は、ผに定める。
（他େֶのసֶ）
ୈ��　ຊֶから他のେֶೖֶ又はసֶしようとす
る者は、ͦ の理༝書を提出し、ֶ のڐ可をडけるもの
とする。ڐ可をडけた合、ୀֶしなければならない。

（సՊ）　
ୈ��の̎　ຊֶ文ֶ部のֶ生で、他のֶՊసՊをر
する者があるときは、બߟの上సՊをڐ可すること
がある。　
̎　సՊに関する規程は、ผに定める。
（ฤೖֶ）
ୈ��　ຊֶฤೖֶをرする者があるときは、બߟ
の上ೖֶをڐ可することがある。
̎　ฤೖֶに関する規程は、ผに定める。
（ೖֶ࠶）
ୈ��　ຊֶのֶ生でୀֶした者が、࠶ೖֶをرした
ときは、બߟの上ೖֶをڐ可することがある。
。ೖֶに関する規程は、ผに定める࠶　̎
（ཹֶ）
ୈ��　外ࠃのେֶ又は期େֶでֶमすることをࢤ
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ຽのॕに関する法（ত��法1��߸）ࠃ　（�）　
に規定する

　（�）　։ֶ記೦（11݄�1）
　（�）　य़ۀٳق
　（5）　Նۀٳق
　（�）　ౙۀٳق
̎　य़ق、Նق、ౙق及びྟ࣌のۀٳは、ͦ のこれ
を定め、合によりۀٳを変更することができる。

ɹɹୈ̔ষɹೖֶ、ୀֶ、আ੶、ֶٳ、෮ֶ、సೖֶ、సՊ、
ɹɹɹɹɹɹฤೖֶ、࠶ೖֶ及びཹֶ
（ೖֶの࣌期）
ୈ��　ೖֶの࣌期は、ຖֶの࢝めとする。
（ೖֶ資格）
ୈ��　ຊֶにೖֶする資格のある者は、次の֤߸の一
に該当する者とする。
をߍした者एしくはத等教ҭֶۀをଔߍ等ֶߴ　（1）　

ଔۀした者
　（�）　௨ৗの՝程による1�のֶߍ教ҭをम了した者
　（�）　外ࠃに͓いてֶߍ教ҭに͓ける1�の՝程をम

了した者又はこれに४ずる者で文部Պֶେਉの指
定したもの

　（�）　文部Պֶେਉがߴ等ֶߍの՝程と同等の՝程を
有するものとして認定した在外教ҭࢪઃの当該՝
程をम了した者

　（5）　ઐमֶߍのߴ等՝程（मۀ限が�Ҏ上である
ことͦの他の文部Պֶେਉが定めるج४を満たす
ものに限る。）で文部Պֶେਉがผに指定するもの
を文部Պֶେਉが定めるҎޙにम了した者

　（�）　文部Պֶେਉの指定した者
程認定試験規ଇ（ฏ成1�文部ۀଔߍ等ֶߴ　（�）　

Պֶলྩ第1߸）により文部Պֶେਉの行うߴ等ֶ
程認定試験に合格した者（同規ଇෟଇ第ۀଔߍ
�の規定によるഇ止前のେֶೖֶ資格ݕ定規程
（ত��文部লྩ第1�߸）によるେֶೖֶ資格
（。定に合格した者をؚΉݕ

　（�）　ຊֶに͓いて、ݸผのೖֶ資格৹ࠪによりߴ、 等
した者と同等Ҏ上のֶྗがあると認めۀをଔߍֶ
た者で、1ࡀ�にୡしたもの

（出ئखଓ）
ୈ��　ຊֶにೖֶしようとする者は、ຊֶ所定のೖֶ
。い出なければならないئ定料をఴえݕ書にೖֶئ

（ೖֶ試験）
ୈ��　ೖֶئࢤ者には、ೖֶ試験を行う。
（ೖֶखଓ）
ୈ��　ೖֶをڐ可された者は、ຊֶ所定の書等を
提出しなければならない。

（ୀֶ）
ୈ��　ୀֶしようとする者は、ͦ の理༝を۩してֶ
にئい出て、ڐ可をडけなければならない。

（除੶）
ୈ��の̎　次の֤߸のいずれかに該当する者をֶ
は除੶することができる。

　（1）　指定の期までにֶ生ೲۚ等をೲೖせず、ಜ
ଅしてもな͓ೲೖにԠじない者

　（�）　第�第1߲に定める在ֶ期間をえた者
　（�）　第�第�߲に定める数をえてもਐڃできな

い者
　（�）　第��第�߲に定めるֶٳ期間をえて෮ֶで

きない者
　（5）　外ࠃ人ཹֶ生で、ຊのೖࠃの際に、ڏ偽のਃ

をして「ཹֶ」の在ཹ資格を得たことが明らかにࠂ
なった者

　（�）　外ࠃ人ཹֶ生で、在ཹ資格をࣦした者
のಧけがあった者ࢮ　（�）　
（ֶٳ）
ୈ��　පͦؾの他やΉをえない理༝によって�か݄Ҏ
上ܽ੮しようとするときは、ֶ にֶٳをئい出て、ڐ
可をडけなければならない。

ֶٳ、上ͦの他ಛผの必要があると認めた者は߁݈　̎
を໋ずることがある。

の期間は、当該内とし、引きଓき̎をえֶٳ　̏
ないこととし௨ࢉして̐Ҏ内とする。

。ೖしないࢉの期間は、第̓の在ֶ期間にֶٳ　̐
（෮ֶ）
ୈ��　ֶٳ期間தにͦの理༝がফ໓した合は、ֶ 
にئい出てڐ可をडけて෮ֶすることができる。

（సೖֶ）
ୈ��　他େֶからຊֶసೖֶをرする者がある
ときは、બߟの上ೖֶをڐ可することがある。

̎　సೖֶに関する規程は、ผに定める。
（他େֶのసֶ）
ୈ��　ຊֶから他のେֶೖֶ又はసֶしようとす
る者は、ͦ の理༝書を提出し、ֶ のڐ可をडけるもの
とする。ڐ可をडけた合、ୀֶしなければならない。

（సՊ）　
ୈ��の̎　ຊֶ文ֶ部のֶ生で、他のֶՊసՊをر
する者があるときは、બߟの上సՊをڐ可すること
がある。　

̎　సՊに関する規程は、ผに定める。
（ฤೖֶ）
ୈ��　ຊֶฤೖֶをرする者があるときは、બߟ
の上ೖֶをڐ可することがある。

̎　ฤೖֶに関する規程は、ผに定める。
（ೖֶ࠶）
ୈ��　ຊֶのֶ生でୀֶした者が、࠶ೖֶをرした
ときは、બߟの上ೖֶをڐ可することがある。

。ೖֶに関する規程は、ผに定める࠶　̎
（ཹֶ）
ୈ��　外ࠃのେֶ又は期େֶでֶमすることをࢤ
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Ⅺ
諸
規
程
等

ֶ、する者はئ のڐ可を得てཹֶすることができる。
̎　ཹֶに関する規程は、ผに定める。

ɹɹୈ̕ষɹೖֶݕఆྉ及びֶੜೲۚ
（ೖֶݕ定料及びֶ生ೲۚ）
ୈ��　ೖֶݕ定料及びֶ生ೲۚは、ผ表ᶚに定める
と͓りとする。
̎　ͦの他ֶ生ೲۚについての細ଇは、ผに定める。
（期間தのֶ生ೲֶۚٳ）
ୈ��　ֶٳ期間தのֶ生ೲۚについては、ผに定め
る。

（ಜଅ）
ୈ��　当該ֶの授ۀ料ͦの他のೲۚのೲೖをͦ
のの指定期間内に行わず、ಜଅをडけても指定期
間内にな͓ೲしない者を、ֶ は除੶することがで
きる。

（ೖֶݕ定料等の不ฦؐ）
ୈ��　既ೲのೖֶݕ定料及びֶ生ೲۚは、ผに定め
る合を除きฦؐしない。

（ઐ߈生のೲۚ）
ୈ��　ઐ߈生のೲۚについては、ผに定める。
（Պ等ཤम生のೲۚ）
ୈ��　Պ等ཤम生のೲۚについては、ผに定める。

ɹɹୈ��ষɹ੍ֶ
（੍ֶ）
ୈ��　ຊֶに੍ֶをઃける。
̎　੍ֶに関する規程は、ผに定める。

ɹɹୈ��ষɹ৬һ৫
（৬員）
ୈ��　ຊֶに次の৬員をஔく。
　（1）　ֶ
　（�）　෭ֶ
　（�）　ֶ部
　（�）　教授
　（5）　।教授
ࢣߨ　（�）　
　（�）　ॿ教
　（�）　ॿख
書࢘　（9）　
　（1�）事৬員
　（11）ҩྍ৬員
　（1�）ٕज़৬員
̎　前߲の規定にかかわらず、教ҭ及び研究上有用と認
められたときには、٬員教授をஔくことができる。この
合に͓いて、٬員教授について必要なことは、ผに定
める。
̏　ิ৬に関する規程は、ผに定める。
（分ঠߍ）

ୈ��　ֶは、ߍをつかさどり、所属৬員を౷ಜする。
̎　෭ֶは、ֶ をॿけ、໋ をडけてߍをつかさどる。
̏　ֶ部は、ֶ 部に関するߍをつかさどる。
̐　教授は、ઐ߈分について、教ҭ上、研究上又は実上
のಛに༏れたࣝ、能ྗ及び実を有する者であって、
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̑　।教授は、ઐ߈分について、教ҭ上、研究上又は実
上の༏れたࣝ、能ྗ及び実を有する者であって、ֶ
生を教授し、ͦ の研究を指導し、又は研究に従事する。
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1�　ٕज़৬員は、上৬の໋をडけ、ٕ ज़に関する用に
従事する。

ɹɹୈ��ষɹڭतձ及びֶ෦ձٞに関する߲ࣄ
（教授ձ）
ୈ��　ֶ֤部に教授ձをஔく。
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のとしてֶが定める事߲
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がつかさど
る教ҭ研究に関する事߲について৹ٞし、及びֶ等
のٻめにԠじ、意見を述ることができる。　

（ֶ部ձٞ）
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め、ֶ 部ձٞをஔく。
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ɹɹ第��ষɹઐ߈ੜɺڀݚੜɺՊཤमੜٴͼ
ɹɹɹɹɹɹ ਓཹֶੜࠃ֎
（ઐ߈生）
ୈ��　ຊֶのଔۀ生又はこれと同等Ҏ上のֶྗがあ
ると認められた者が、ຊֶ教員指導のԼにಛ定の授ۀ
Պの研究をئい出たときは、બߟの上ઐ߈生として
ೖֶをڐ可することがある。
̎　ઐ߈生に関する規程は、ผに定める。
（研究生）
第��条　ຊֶ教員の指導をडけ、ຊֶઐֶՊの研究
をࢤする者があるときは、બߟの上研究生としてڐ
可することがある。
̎　研究生に関する規程は、ผに定める。
（Պ等ཤम生）
ୈ��　ຊֶの授ۀՊத、ಛ定のՊをཤमしようと
する者があるときは、બߟの上Պ等ཤम生としてڐ
可することがある。
̎　Պ等ཤम生に関する規程は、ผに定める。
（外ࠃ人ཹֶ生）
ୈ��　外ࠃ人でେֶに͓いて教ҭをडける的を
もってೖࠃし、ຊֶにೖֶをئࢤする者があるときは、
બߟの上ೖֶをڐ可することがある。
̎　外ࠃ人ཹֶ生に関する規程は、ผに定める。

ɹɹୈ��ষɹଔূۀ書・ֶҐه
（ଔূۀ書・ֶҐ記）
ୈ��　ຊֶ所定の՝程をमめた者には、ଔূۀ書・ֶ
Ґ記を授与する。

（ֶҐ）
ୈ��　ຊֶをଔۀした者には、つ͗のֶҐを授与する。
　　文ֶ部　ֶ࢜（文ֶ）
（ֶࣃ）ֶ࢜　部ֶࣃ　　
̎　ֶҐに関する規程は、ผに定める。

ɹɹୈ��ষɹɹɹേ
（表জ）
ୈ��　ຊֶのֶ生で、行方正、ֶ ज़༏लな者又は他
のൣとなる行為のあった者は、これを表জする。

（ռ）
ୈ��　ֶ生のຊ分に反し、ֶ ଇͦの他のॾ規ଇにҧ反
した者は、教授ձの৹ٞを経て、ֶ がռする。ռ
は、ռࠂ、ۘ ৻、ఀ ֶ及びୀֶとする。
̎　前߲のୀֶは、次の֤߸の一に該当する者に対して
行う。
　（1）　ੑ行不ྑで改ળの見ࠐみがないと認められる者
　（�）　ֶྗྼ等で成ۀの見ࠐみがないと認められる者
　（�）　ແಧけで期にわたりܽ੮した者又は正当な理

༝がなくて出੮がৗでない者
　（�）　ຊֶのடংをཚし、ͦ の他ֶ生としてのຊ分に

反した者

ɹɹ第��ষɹࡶɹɹଇ
（公։࠲ߨ）
ୈ��　ຊֶは、社ձ一ൠの成人を対とし、ֶ ज़の
上と生ֶ֔शのਐలのため公։࠲ߨを։࠵する。

（ਤ書ؗ）
ୈ��　ຊֶにਤ書ؗをஔく。
̎　ਤ書ؗに関する規程は、ผに定める。
（保݈ηンター）
ୈ��　ຊֶは、ֶ 生及び৬員に対する保݈管理ۀを
実ࢪするため保݈ηンターをஔく。
̎　保݈ηンターに関する規程は、ผに定める。
（部ෟ属පӃֶࣃ）
ୈ��　ຊֶにֶࣃ部ෟ属පӃをஔく。
。部ෟ属පӃに関する規程は、ผに定めるֶࣃ　̎
（ֶ生ྈ）
ୈ��　ຊֶは、ֶ 生のためにֶ生ྈをஔく。
̎　ֶ生ྈに関する規程は、ผに定める。

ɹɹୈ��ষɹվਖ਼खଓ
（改正खଓ）
ୈ��　ຊֶଇ及びຊֶଇにͮجいて定めるॾ規ଇ・
ॾ規程はຊֶの必要にԠじて変更することがある。
�　ຊֶଇの改正は、֤ 教授ձの৹ٞを経て、理事ձがܾ
定する。

　　　ෟ　ଇ
　ຊֶଇは、ত���݄1からこれをࢪ行する。
　　　ෟ　ଇ
　このֶଇは、ฏ成���݄1からࢪ行する。　
　　　ෟ　ଇ
̍　このֶଇは、ฏ成�9�݄1からࢪ行する。
部に͓いては、ฏ成��Ҏ前にೖֶしたֶ生ֶࣃ　̎
に対する第�第�߲の適用に当たっては、同߲の期間
（第1ֶに͓いては�、第�ֶに͓いては�、第�
ֶ及び第�ֶに͓いては௨ࢉ�、第5ֶ及び第�
ֶに͓いては௨ࢉ�）のࢉܭに͓いて、ฏ成��
Ҏ前の在ֶ期間はࢉೖしない。　
		 な͓、ฏ成��Ҏ前にೖֶしたֶ生に対するֶࣃ
部に͓ける在ֶ期間のࢉܭに͓いては、ฏ成��Ҏ
前の在ֶ期間をࢉೖする。　
　　　ෟ　ଇ　
　このֶଇは、ྩ ��݄1からࢪ行する。
　ただし、ྩ �Ҏ前のೖֶ生については、第��、
第��及び第��に定めるとこΖによる「保ޢ者」は、従
前のと͓り「保ূ人」とする。
　　　ෟ　ଇ
　このֶଇは、ྩ ��݄1からࢪ行する。
　　　ෟ　ଇ
　このֶଇは、ྩ 5�݄1からࢪ行する。
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ɹɹ第��ষɹઐ߈ੜɺڀݚੜɺՊཤमੜٴͼ
ɹɹɹɹɹɹ ਓཹֶੜࠃ֎
（ઐ߈生）
ୈ��　ຊֶのଔۀ生又はこれと同等Ҏ上のֶྗがあ
ると認められた者が、ຊֶ教員指導のԼにಛ定の授ۀ
Պの研究をئい出たときは、બߟの上ઐ߈生として
ೖֶをڐ可することがある。
̎　ઐ߈生に関する規程は、ผに定める。
（研究生）
第��条　ຊֶ教員の指導をडけ、ຊֶઐֶՊの研究
をࢤする者があるときは、બߟの上研究生としてڐ
可することがある。
̎　研究生に関する規程は、ผに定める。
（Պ等ཤम生）
ୈ��　ຊֶの授ۀՊத、ಛ定のՊをཤमしようと
する者があるときは、બߟの上Պ等ཤम生としてڐ
可することがある。
̎　Պ等ཤम生に関する規程は、ผに定める。
（外ࠃ人ཹֶ生）
ୈ��　外ࠃ人でେֶに͓いて教ҭをडける的を
もってೖࠃし、ຊֶにೖֶをئࢤする者があるときは、
બߟの上ೖֶをڐ可することがある。
̎　外ࠃ人ཹֶ生に関する規程は、ผに定める。

ɹɹୈ��ষɹଔূۀ書・ֶҐه
（ଔূۀ書・ֶҐ記）
ୈ��　ຊֶ所定の՝程をमめた者には、ଔূۀ書・ֶ
Ґ記を授与する。

（ֶҐ）
ୈ��　ຊֶをଔۀした者には、つ͗のֶҐを授与する。
　　文ֶ部　ֶ࢜（文ֶ）
（ֶࣃ）ֶ࢜　部ֶࣃ　　
̎　ֶҐに関する規程は、ผに定める。

ɹɹୈ��ষɹɹɹേ
（表জ）
ୈ��　ຊֶのֶ生で、行方正、ֶ ज़༏लな者又は他
のൣとなる行為のあった者は、これを表জする。

（ռ）
ୈ��　ֶ生のຊ分に反し、ֶ ଇͦの他のॾ規ଇにҧ反
した者は、教授ձの৹ٞを経て、ֶ がռする。ռ
は、ռࠂ、ۘ ৻、ఀ ֶ及びୀֶとする。
̎　前߲のୀֶは、次の֤߸の一に該当する者に対して
行う。
　（1）　ੑ行不ྑで改ળの見ࠐみがないと認められる者
　（�）　ֶྗྼ等で成ۀの見ࠐみがないと認められる者
　（�）　ແಧけで期にわたりܽ੮した者又は正当な理

༝がなくて出੮がৗでない者
　（�）　ຊֶのடংをཚし、ͦ の他ֶ生としてのຊ分に

反した者

ɹɹ第��ষɹࡶɹɹଇ
（公։࠲ߨ）
ୈ��　ຊֶは、社ձ一ൠの成人を対とし、ֶ ज़の
上と生ֶ֔शのਐలのため公։࠲ߨを։࠵する。

（ਤ書ؗ）
ୈ��　ຊֶにਤ書ؗをஔく。
̎　ਤ書ؗに関する規程は、ผに定める。
（保݈ηンター）
ୈ��　ຊֶは、ֶ 生及び৬員に対する保݈管理ۀを
実ࢪするため保݈ηンターをஔく。

̎　保݈ηンターに関する規程は、ผに定める。
（部ෟ属පӃֶࣃ）
ୈ��　ຊֶにֶࣃ部ෟ属පӃをஔく。
。部ෟ属පӃに関する規程は、ผに定めるֶࣃ　̎
（ֶ生ྈ）
ୈ��　ຊֶは、ֶ 生のためにֶ生ྈをஔく。
̎　ֶ生ྈに関する規程は、ผに定める。

ɹɹୈ��ষɹվਖ਼खଓ
（改正खଓ）
ୈ��　ຊֶଇ及びຊֶଇにͮجいて定めるॾ規ଇ・
ॾ規程はຊֶの必要にԠじて変更することがある。

�　ຊֶଇの改正は、֤ 教授ձの৹ٞを経て、理事ձがܾ
定する。

　　　ෟ　ଇ
　ຊֶଇは、ত���݄1からこれをࢪ行する。
　　　ෟ　ଇ
　このֶଇは、ฏ成���݄1からࢪ行する。　
　　　ෟ　ଇ
̍　このֶଇは、ฏ成�9�݄1からࢪ行する。
部に͓いては、ฏ成��Ҏ前にೖֶしたֶ生ֶࣃ　̎
に対する第�第�߲の適用に当たっては、同߲の期間
（第1ֶに͓いては�、第�ֶに͓いては�、第�
ֶ及び第�ֶに͓いては௨ࢉ�、第5ֶ及び第�
ֶに͓いては௨ࢉ�）のࢉܭに͓いて、ฏ成��
Ҏ前の在ֶ期間はࢉೖしない。　
		 な͓、ฏ成��Ҏ前にೖֶしたֶ生に対するֶࣃ
部に͓ける在ֶ期間のࢉܭに͓いては、ฏ成��Ҏ
前の在ֶ期間をࢉೖする。　
　　　ෟ　ଇ　
　このֶଇは、ྩ ��݄1からࢪ行する。
　ただし、ྩ �Ҏ前のೖֶ生については、第��、
第��及び第��に定めるとこΖによる「保ޢ者」は、従
前のと͓り「保ূ人」とする。
　　　ෟ　ଇ
　このֶଇは、ྩ ��݄1からࢪ行する。
　　　ෟ　ଇ
　このֶଇは、ྩ 5�݄1からࢪ行する。
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教ҭ研究上の的
ผ表ᶗ

ֶ部 ֶՊ 人ࡐのཆ成及び教ҭ研究上の的

文

ֶ

部


ຊ
文
ֶ
Պ

　ຊ文ֶとຊ語ֶに関する該തなࣝ見及
びຊ語による論理的思ߟとͦれを他者に
える発話ྗと文章ྗをඋえ、ಓなྗをԀ
わず、自ݾをলみて他者のܟ意をれない、
。実・த༱の人をҭてるݎ
のຊ文ֶとຊ語ֶを࣌間で、全࢛　
論文として݁実さۀにଔޙからֶび、最ૅج
せるྗをཆう。同࣌に、ຊの౷文Խ・書物・
ܳ能やࣈ文Խݍについての理解をᔻཆしつ
つ、ݹ典੶の文ࣈを解ಡするྗ、ਤ書ؗを௨じ
てௐࠪ分析するྗ、தֶ・ߍߴ生にࠃ語や書
ಓを教えるྗ、外ࠃ人にӳ語でॳา的なຊ
文Խを説明するྗ等を܇࿅する。
　૯じてຊ文ֶに関してはߴ、 教Պ書程ߍ
のݹ文・文・ݱ文についてߟࢀ書によら
ずに説明できるࣝと能ྗ、ຊ語ֶに関し
ては、ຊ語を語としないຊ語ֶश者に
ຊ語についてૅج的説明ができるࣝと能
ྗ、ͦ の྆者をඋえ、社ձの༷ʑなہ໘に適Ԡ
してੈのதにߩ献する人ࡐをҭ成する。
　ͦのためにも、研究上は、文献やデータにج
ͮきखଓきと論理を重ࢹする実ূओٛをجຊ
とし、ֶ と社ձの݈全な発లに寄与するこ
とを的とする。

ӳ
語
ӳ
ถ
文
ֶ
Պ

　ٿ社ձの࣌に対Ԡできるいࢹとߴ
いࣝ見をඋえた人ࡐのҭ成を的とする。こ
の的のため、ӳ語のߴなӡ用能ྗをश得
するだけではなく、ӳ語資料のௐࠪ分析を௨
じて、イギϦス、アϝϦΧをはじめとするӳ語
の社ձ、文Խ、文ֶに関するਂいࣝをにݍ
つけることができるように教ҭを͓こなう。
さらには、ࠃ際語としてのӳ語を௨して、ӳ語
Ҏ外のੈքのॾҬについても理解をਂめݍ
ることができるいࢹをཆうことをめざ
す。また、これらの能ྗとࣝをश得した݁
果、自分と自分を取りרく社ձとの関係をਂ
く理解した上で、自分と自文Խについてӳ語
でえることができる、ฒびに、自文Խとҟ文
Խのҧいを認ࣝした上で、ҟ文Խに対して
容のਫ਼ਆをͪ࣋、ҟ文Խ間の૬ޓ理解に寄与
することができる人ࡐをҭ成することによ
り、く社ձにߩ献することを的とする。Ҏ
上の的のため、ຊֶՊの教員は関࿈ॾ分
をԣ断した研究を推ਐする。

文
Խ
ࡒ
ֶ
Պ

　人類のいྺ࢙のதから生み出されて、ࠓ
までえられてきた文Խࡒについて、ͦ の
質・作ٕ法などに関する෯ࡐ的意ٛや࢙ྺ
いࣝをֶび、ซせてͦの取りѻい方やௐ
・ࠪ研究のख法、保存とम෮のٕज़をにけ、

কདྷにわたって文Խࡒをकりえて行くઐ
৬にबける人ࡐをҭ成する。1～�に͓いて
は֓ૅج説Պで、文Խ的ج൫をֶび、�次
Ҏ߱のઐબՊでは෯いࣝと、「ௐ
、まとめ、発表する」ྗ をश得する。1～�
次にわたる実शՊで、文Խࡒの実物に৮れ
つつ、ௐ ・ࠪ研究、理・म෮、ల示・公։のٕज़
をにける。最終ֶで上記を૯合しଔۀ
論文に݁実させる。Ҏ上の的のため、ຊֶՊ
教員はֶ際的な研究を推ਐする。

υ
Ω
ỿ
ϝ
ϯ
ς
ồ
γ
ἀ
ϯ
ֶ
科

　աڈŋݱ在ŋະདྷにわたる「情報」のଟ༷なあ
り方について理解し、情報を分析し発৴する
ྗをにけ、社ձで׆༂できる人ࡐのҭ成
を的とする。
　1・�次に͓いてコンピϡータ及び情報に
関するૅج的なࣝとٕ能をम得し、�・�
次に͓いては情報ֶ・ਤ書ؗ ・ֶ書誌ֶのͦ
れͧれの分に͓いて1・�次でֶんだこと
をさらにਂめ、෯いࣝをにける。
　情報ֶコースではߴ等ֶߍ情報Պ教員や一
ൠ企ۀに͓けるٕज़৬、ਤ書ֶؗコースでは
、書࢘なデδタϧԽに対Ԡできるਤ書ܹؗٸ
書誌ֶコースではݹ典੶のՁをݱ社ձに
発৴できるようなઐ৬のཆ成をめざす。さ
らに、社ձ人としてのૅج的な能ྗをཆうΧ
ϦΩϡϥϜをඋえることにより、一ൠ企ۀの
༷ʑな৬छに対Ԡできる人ࡐをҭ成する。
　研究に͓いても、これらの教ҭ的に対Ԡ
して、֤ 分で見をਂめ、ͦ れらを༥合し、
৽たな研究ྖҬの造をめざしている。

ࣃ

ֶ

部

ࣃ
ֶ
Պ

く人格の形成と社ձのͮجのਫ਼ਆにֶݐ　
ไを教ҭの根ຊに͓き、ࠃ際的にも௨用す
るいࣝを授けると共にߴ、 なࣃ・ֺ ޱ・
ਂ、に関するઐのֶज़を教授研究しߢ い教
ཆとྑࣝをඋえた৴པされるࣃՊҩࢣのҭ成
を໋とする。すなわͪ、一ൠ教ҭに͓いて
は、෯い教ཆと他者を思いやる৺をれず
に、コϛϡχέーシϣン能ྗに༏れ、さまざま
なہ໘に͓けるを発見し解ܾする能ྗ
をҭてる。ઐ教ҭՊのྖૅجҬの教ҭに
͓いては、最৽のࣃՊҩֶのࣝをৗにֶび
ଓける研究৺をͪ࣋、根拠にͮجいたࣃՊҩ
ྍを実ફする人ࡐをཆ成する。また、ྟ চྖҬ
の教ҭではઐにภらないいࣝとٕ能に
加えて、ऑ者をॿけࢧえることのできる࣊Ѫ
の態を࣋つ人ࡐとしての教ҭを行う。さら
にҬҩྍにߩ献し、ױ࣬ߢޱが全の݈߁
に及ぼすӨڹを理解し、͓ߢޱよび全の݈
、を૿ਐさせ࣬පの༧防を行うことができ߁
的͓よびྟচ的な྆分で造ੑにΉૅج
ҩྍ人をҭ成する。
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規
程
等

授ۀՊ及びͦの୯Ґ数
ผ表ᶘ　文ֶ部

授　ۀ　Պ　
୯ Ґ 数

必म୯Ґ બ୯Ґ

ຊ文ֶՊ

फ教 （ֶ実ફ行࣋をؚΉ）
ֶ
৺理ֶᶗ
৺理ֶᶘ
ྙ理ֶᶗ（֓説）
ྙ理ֶᶘ
ੈքྺ࢙ᶗ（֓説）
ੈքྺ࢙ᶘ
ຊྺ࢙ᶗ（֓説）
ຊྺ࢙ᶘ
誌ֶ֓説
ֶ࣏ᶗ（֓説）
ֶ࣏ᶘ
法ֶᶗ（ຊݑࠃ法）
法ֶᶘ
経済ֶᶗ（֓説）
経済ֶᶘ
社ձֶᶗ（֓説）
社ձֶᶘ
ΩϟϦア形成論
ΩϟϦアスΩϧԋशᶗ
ΩϟϦアスΩϧԋशᶘ
ΩϟϦアスΩϧԋशᶙ
ΩϟϦアスΩϧԋशᶚ
δϟーφϦζϜ論ᶗ
δϟーφϦζϜ論ᶘ（ϝディアϦςϥシー）
コϛϡχέーシϣン論
Ϙϥンςィア論
ମҭ（ମҭ実ٕ̍୯ҐをؚΉ）
生֔スポーπᶗ
生֔スポーπᶘ
Պֶ߁݈
Պֶٕज़論ᶗ
Պֶٕज़論ᶘ
ڥٿ論ᶗ
ڥٿ論ᶘ
情報Ϧςϥシーᶗ
情報Ϧςϥシーᶘ
表文Խ論ᶗ
表文Խ論ᶘ
表文Խ論ᶙ
表文Խ論ᶚ
Ҭ文Խ研究ᶗ
Ҭ文Խ研究ᶘ
Ҭ文Խ研究ᶙ

�

�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

1
1
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�

Ҭ文Խ研究ᶚ
Ҭ文Խ研究ᶛ
Ҭ文Խ研究ᶜ
言語ֶ
ຊ語
தࠃ語ᶗ̖
தࠃ語ᶗ̗
தࠃ語ᶘ̖
தࠃ語ᶘ̗
தࠃ語ᶙ̖
தࠃ語ᶙ̗
தࠃ語ᶚ̖
தࠃ語ᶚ̗
ӳ語ᶗ
ӳ語ᶘ
ӳ語ᶙ
બӳ語ᶗ
બӳ語ᶘ
બӳ語ᶙ
બӳ語ᶚ
બӳ語ᶛ
બӳ語ᶜ
υイπ語ᶗ̖
υイπ語ᶗ̗
υイπ語ᶘ̖
υイπ語ᶘ̗
υイπ語ᶙ̖
υイπ語ᶙ̗
υイπ語ᶚ̖
υイπ語ᶚ̗
フϥンス語ᶗ̖
フϥンス語ᶗ̗
フϥンス語ᶘ̖
フϥンス語ᶘ̗
フϥンス語ᶙ̖
フϥンス語ᶙ̗
フϥンス語ᶚ̖
フϥンス語ᶚ̗
外ࠃ文ֶᶗ
外ࠃ文ֶᶘ
外ࠃ文ֶᶙ
外ࠃ文ֶᶚ
ຊ語ֶ֓論（Ի言語・文章表ݱをؚΉ）
ຊ語ֶೖ
ຊ語ֶԋशᶗ
ຊ語ֶԋशᶘ
ຊ語ֶٛߨᶗ

�

�
�
�

�

�
�
�
�

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
�
�
�
�

�
�
�
�

ຊ語ֶٛߨᶘ
ຊ語࢙
文ֶ֓論ࠃ
文ݹૅج
文ૅج

�
�
�

�
�
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Ⅺ
諸
規
程
等

授ۀՊ及びͦの୯Ґ数
ผ表ᶘ　文ֶ部

授　ۀ　Պ　
୯ Ґ 数

必म୯Ґ બ୯Ґ

ຊ文ֶՊ

फ教 （ֶ実ફ行࣋をؚΉ）
ֶ
৺理ֶᶗ
৺理ֶᶘ
ྙ理ֶᶗ（֓説）
ྙ理ֶᶘ
ੈքྺ࢙ᶗ（֓説）
ੈքྺ࢙ᶘ
ຊྺ࢙ᶗ（֓説）
ຊྺ࢙ᶘ
誌ֶ֓説
ֶ࣏ᶗ（֓説）
ֶ࣏ᶘ
法ֶᶗ（ຊݑࠃ法）
法ֶᶘ
経済ֶᶗ（֓説）
経済ֶᶘ
社ձֶᶗ（֓説）
社ձֶᶘ
ΩϟϦア形成論
ΩϟϦアスΩϧԋशᶗ
ΩϟϦアスΩϧԋशᶘ
ΩϟϦアスΩϧԋशᶙ
ΩϟϦアスΩϧԋशᶚ
δϟーφϦζϜ論ᶗ
δϟーφϦζϜ論ᶘ（ϝディアϦςϥシー）
コϛϡχέーシϣン論
Ϙϥンςィア論
ମҭ（ମҭ実ٕ̍୯ҐをؚΉ）
生֔スポーπᶗ
生֔スポーπᶘ
Պֶ߁݈
Պֶٕज़論ᶗ
Պֶٕज़論ᶘ
ڥٿ論ᶗ
ڥٿ論ᶘ
情報Ϧςϥシーᶗ
情報Ϧςϥシーᶘ
表文Խ論ᶗ
表文Խ論ᶘ
表文Խ論ᶙ
表文Խ論ᶚ
Ҭ文Խ研究ᶗ
Ҭ文Խ研究ᶘ
Ҭ文Խ研究ᶙ

�

�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

1
1
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�

Ҭ文Խ研究ᶚ
Ҭ文Խ研究ᶛ
Ҭ文Խ研究ᶜ
言語ֶ
ຊ語
தࠃ語ᶗ̖
தࠃ語ᶗ̗
தࠃ語ᶘ̖
தࠃ語ᶘ̗
தࠃ語ᶙ̖
தࠃ語ᶙ̗
தࠃ語ᶚ̖
தࠃ語ᶚ̗
ӳ語ᶗ
ӳ語ᶘ
ӳ語ᶙ
બӳ語ᶗ
બӳ語ᶘ
બӳ語ᶙ
બӳ語ᶚ
બӳ語ᶛ
બӳ語ᶜ
υイπ語ᶗ̖
υイπ語ᶗ̗
υイπ語ᶘ̖
υイπ語ᶘ̗
υイπ語ᶙ̖
υイπ語ᶙ̗
υイπ語ᶚ̖
υイπ語ᶚ̗
フϥンス語ᶗ̖
フϥンス語ᶗ̗
フϥンス語ᶘ̖
フϥンス語ᶘ̗
フϥンス語ᶙ̖
フϥンス語ᶙ̗
フϥンス語ᶚ̖
フϥンス語ᶚ̗
外ࠃ文ֶᶗ
外ࠃ文ֶᶘ
外ࠃ文ֶᶙ
外ࠃ文ֶᶚ
ຊ語ֶ֓論（Ի言語・文章表ݱをؚΉ）
ຊ語ֶೖ
ຊ語ֶԋशᶗ
ຊ語ֶԋशᶘ
ຊ語ֶٛߨᶗ

�

�
�
�

�

�
�
�
�

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
�
�
�
�

�
�
�
�

ຊ語ֶٛߨᶘ
ຊ語࢙
文ֶ֓論ࠃ
文ݹૅج
文ૅج

�
�
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�
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典文法ݹૅج
文ಡ解ݱ
ಡߨ文
（典ݹ）ಡߨ文ֶࠃ
ಡ（ۙ）ߨ文ֶࠃ
ݹ上・த　࢙文ֶࠃ
த　࢙文ֶࠃ ・ੈۙ ੈ
ۙ　࢙文ֶࠃ
ᶗݹ文ֶԋश　上・தࠃ
ᶘݹ文ֶԋश　上・தࠃ
ᶙݹ文ֶԋश　上・தࠃ
文ֶԋश　தࠃ ・ੈۙ ੈᶗ
文ֶԋश　தࠃ ・ੈۙ ੈᶘ
文ֶԋश　தࠃ ・ੈۙ ੈᶙ
文ֶԋश　ۙᶗࠃ
文ֶԋश　ۙᶘࠃ
文ֶԋश　ۙᶙࠃ
文ֶԋश　ۙᶚࠃ
文法ԋशࠃ
文ֶԋश
上文ֶٛߨᶗ
上文ֶٛߨᶘ
தݹ文ֶٛߨᶗ
தݹ文ֶٛߨᶘ
தੈ文ֶٛߨᶗ
தੈ文ֶٛߨᶘ
ۙੈ文ֶٛߨᶗ
ۙੈ文ֶٛߨᶘ
ۙ文ֶٛߨᶗ
ۙ文ֶٛߨᶘ
தݹࠃ典文ֶ
தࠃ文ֶԋश
தࠃ文ֶ࢙
有৬ނ実ᶗ
有৬ނ実ᶘ
筆ؑݹ
書ಓ࢙
書ಓᶗ
書ಓᶘ
書ಓᶙ
書ಓᶚ
書ಓᶛ
書ಓᶜ
教৬ࠃ語Պ
教৬ࠃ語Պԋश
ੈքのதのຊ文ֶ
ଔۀ論文指導
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�
�
�
�

�

�
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�
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ଔۀ論文
˞他ֶՊ等։ߨՊ܈

ӳޠӳถ文ֶՊ

फ教 （ֶ実ફ行࣋をؚΉ）

�

�

�

ֶ
৺理ֶᶗ
৺理ֶᶘ
ྙ理ֶᶗ（֓説）
ྙ理ֶᶘ
ੈքྺ࢙ᶗ（֓説）
ੈքྺ࢙ᶘ
ຊྺ࢙ᶗ（֓説）
ຊྺ࢙ᶘ
誌ֶ֓説
ֶ࣏ᶗ（֓説）
ֶ࣏ᶘ
法ֶᶗ（ຊݑࠃ法）
法ֶᶘ
経済ֶᶗ（֓説）
経済ֶᶘ
社ձֶᶗ（֓説）
社ձֶᶘ
ΩϟϦア形成論
ΩϟϦアスΩϧԋशᶗ
ΩϟϦアスΩϧԋशᶘ
ΩϟϦアスΩϧԋशᶙ
ΩϟϦアスΩϧԋशᶚ
δϟーφϦζϜ論ᶗ
δϟーφϦζϜ論ᶘ（ϝディアϦςϥシー）
コϛϡχέーシϣン論
Ϙϥンςィア論
ମҭ（ମҭ実ٕ̍୯ҐをؚΉ）
生֔スポーπᶗ
生֔スポーπᶘ
Պֶ߁݈
Պֶٕज़論ᶗ
Պֶٕज़論ᶘ
ڥٿ論ᶗ
ڥٿ論ᶘ
情報Ϧςϥシーᶗ
情報Ϧςϥシーᶘ
表文Խ論ᶗ
表文Խ論ᶘ
表文Խ論ᶙ
表文Խ論ᶚ
Ҭ文Խ研究ᶗ
Ҭ文Խ研究ᶘ
Ҭ文Խ研究ᶙ
Ҭ文Խ研究ᶚ
Ҭ文Խ研究ᶛ
Ҭ文Խ研究ᶜ

�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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�
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言語ֶ
ຊ語
தࠃ語ᶗ̖
தࠃ語ᶗ̗
தࠃ語ᶘ̖

�
�

1
1
1
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தࠃ語ᶘ̗
தࠃ語ᶙ̖
தࠃ語ᶙ̗
தࠃ語ᶚ̖
தࠃ語ᶚ̗
બӳ語ᶗ
બӳ語ᶘ
બӳ語ᶙ
બӳ語ᶚ
બӳ語ᶛ
બӳ語ᶜ
υイπ語ᶗ̖
υイπ語ᶗ̗
υイπ語ᶘ̖
υイπ語ᶘ̗
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フϥンス語ᶗ̖
フϥンス語ᶗ̗
フϥンス語ᶘ̖
フϥンス語ᶘ̗
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フϥンス語ᶙ̗
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外ࠃ文ֶᶗ
外ࠃ文ֶᶘ
外ࠃ文ֶᶙ
外ࠃ文ֶᶚ
Ϧーディンά̖
Ϧーディンά̗
ϥイςィンά̖
ϥイςィンά̗
オーϥϧ・コϛϡχέーシϣンᶗ̖
オーϥϧ・コϛϡχέーシϣンᶗ̗
オーϥϧ・コϛϡχέーシϣンᶘ̖
オーϥϧ・コϛϡχέーシϣンᶘ̗
オーϥϧ・コϛϡχέーシϣンूத̖
オーϥϧ・コϛϡχέーシϣンूத̗
教ཆԋश
コンプϦϔンシϒ・インάϦッシϡ̖
コンプϦϔンシϒ・インάϦッシϡ̗
ϝディア・インάϦッシϡ̖
ϝディア・インάϦッシϡ̗
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ಛผԋशᶘ
ӳ語ֶ֓論̖
ӳ語ֶ֓論̗
ӳ文法̖
ӳ文法̗
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ӳ語Իֶ̖
ӳ語Իֶ̗
社ձ言語ֶ研究̖
社ձ言語ֶ研究̗
ӳ語文ֶ֓論ᶗ̖
ӳ語文ֶ֓論ᶗ̗
ӳ語文ֶ֓論ᶘ̖
ӳ語文ֶ֓論ᶘ̗
ӳ語文ֶೖ̖
ӳ語文ֶೖ̗
ӳถࢻ研究
ӳถԋܶ研究
イギϦス小説研究̖
イギϦス小説研究̗
アϝϦΧ小説研究̖
アϝϦΧ小説研究̗
ӳถࣇಐ文ֶ研究̖
ӳถࣇಐ文ֶ研究̗
イギϦス文Խ֓論̖
イギϦス文Խ֓論̗
アϝϦΧ文Խ֓論̖
アϝϦΧ文Խ֓論̗
イギϦス文Խ研究̖
イギϦス文Խ研究̗
アϝϦΧ文Խ研究̖
アϝϦΧ文Խ研究̗
ಛผ実श
ӳ語教ҭ研究̖
ӳ語教ҭ研究̗
ҟ文Խ間コϛϡχέーシϣン研究̖
ҟ文Խ間コϛϡχέーシϣン研究̗
ൺֱ文Խ研究̖
ൺֱ文Խ研究̗
イギϦス̖࢙
イギϦス̗࢙
アϝϦΧ̖࢙
アϝϦΧ̗࢙
50&*$ ᶗ̖
50&*$ ᶗ̗
50&*$ ᶘ̖
50&*$ ᶘ̗
スΫϦーン・インάϦッシϡ̖
スΫϦーン・インάϦッシϡ̗
翻訳ԋश̖
翻訳ԋश̗
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ӳ語コϛϡχέーシϣン֓論̗
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Ϧーディンά・スΩϧ̗
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ϥイςィンά・スΩϧ̗
Ϗδネス・ϥイςィンά̖
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外ࠃ文ֶᶘ
外ࠃ文ֶᶙ
外ࠃ文ֶᶚ
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ϥイςィンά̖
ϥイςィンά̗
オーϥϧ・コϛϡχέーシϣンᶗ̖
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Ϗδネス・ϥイςィンά̗
プレθンςーシϣン・スΩϧ̖
プレθンςーシϣン・スΩϧ̗
コϛϡχέーシϣン・スΩϧᶗ̖
コϛϡχέーシϣン・スΩϧᶗ̗
コϛϡχέーシϣン・スΩϧᶘ̖
コϛϡχέーシϣン・スΩϧᶘ̗
際文Խ研究̖ࠃ
際文Խ研究̗ࠃ
ւ外ӳ語研म
ւ外文Խ研म
ಛผӳ語研म
ଔۀ研究
˞他ֶՊ等։ߨՊ܈

文ԽֶࡒՊ

फ教 （ֶ実ફ行࣋をؚΉ）
ֶ
৺理ֶᶗ
৺理ֶᶘ
ྙ理ֶᶗ（֓説）
ྙ理ֶᶘ
ੈքྺ࢙ᶗ（֓説）
ੈքྺ࢙ᶘ
ຊྺ࢙ᶗ（֓説）
ຊྺ࢙ᶘ
誌ֶ֓説
ֶ࣏ᶗ（֓説）
ֶ࣏ᶘ
法ֶᶗ（ຊݑࠃ法）
法ֶᶘ
経済ֶᶗ（֓説）
経済ֶᶘ
社ձֶᶗ（֓説）
社ձֶᶘ
ΩϟϦア形成論
ΩϟϦアスΩϧԋशᶗ
ΩϟϦアスΩϧԋशᶘ
ΩϟϦアスΩϧԋशᶙ
ΩϟϦアスΩϧԋशᶚ
δϟーφϦζϜ論ᶗ
δϟーφϦζϜ論ᶘ（ϝディアϦςϥシー）
コϛϡχέーシϣン論
Ϙϥンςィア論
ମҭ（ମҭ実ٕ̍୯ҐをؚΉ）
生֔スポーπᶗ
生֔スポーπᶘ

�

�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

1�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

1
1

Պֶ߁݈
Պֶٕज़論ᶗ
Պֶٕज़論ᶘ
ڥٿ論ᶗ
ڥٿ論ᶘ

�
�
�
�
�

情報Ϧςϥシーᶗ
情報Ϧςϥシーᶘ
表文Խ論ᶗ
表文Խ論ᶘ
表文Խ論ᶙ
表文Խ論ᶚ
Ҭ文Խ研究ᶗ
Ҭ文Խ研究ᶘ
Ҭ文Խ研究ᶙ
Ҭ文Խ研究ᶚ
Ҭ文Խ研究ᶛ
Ҭ文Խ研究ᶜ
言語ֶ
ຊ語
தࠃ語ᶗ̖
தࠃ語ᶗ̗
தࠃ語ᶘ̖
தࠃ語ᶘ̗
தࠃ語ᶙ̖
தࠃ語ᶙ̗
தࠃ語ᶚ̖
தࠃ語ᶚ̗
ӳ語ᶗ
ӳ語ᶘ
ӳ語ᶙ
બӳ語ᶗ
બӳ語ᶘ
બӳ語ᶙ
બӳ語ᶚ
બӳ語ᶛ
બӳ語ᶜ
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υイπ語ᶘ̗
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フϥンス語ᶗ̖
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フϥンス語ᶘ̖
フϥンス語ᶘ̗
フϥンス語ᶙ̖
フϥンス語ᶙ̗
フϥンス語ᶚ̖
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外ࠃ文ֶᶗ
外ࠃ文ֶᶘ
外ࠃ文ֶᶙ
外ࠃ文ֶᶚ
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ത物ؗ֓論
ത物ؗ経Ӧ論
ֶݹߟ
文Խ人類ֶ
理ֶ
ಡߨ資料࢙ྺ
実शᶗ̖
実शᶗ̗
実शᶘ̖
実शᶘ̗
実शᶙ̖
実शᶙ̗
実शᶚ
文Խࡒԋशᶗ
文Խࡒԋशᶘ
फ教ֶ֓論
ຊ࢙֓論
ੈք࢙֓論
誌ֶ֓論
ຊ࢙ᶗ
ຊ࢙ᶘ
ຊ教࢙ᶗ
ຊ教࢙ᶘ
文書ֶᶗݹ
文書ֶᶘݹ
理ֶ࢙ྺ
誌ֶ࢙ྺ
ઌֶݹߟ࢙
ֶݹߟ࢙ྺ
ຊඒज़࢙ᶗ
ຊඒज़࢙ᶘ
ᶗ࢙ஙݐ
ᶘ࢙ஙݐ
工࢙ܳᶗ
工࢙ܳᶘ
ಛ論ᶗ࢙
ಛ論ᶘ࢙
ത物ؗ資料保存論Ⅰ
ത物ؗ資料保存論ᶘ
ຊ文Խ࢙ᶗ
ຊ文Խ࢙ᶘ
有৬ނ実ᶗ
有৬ނ実ᶘ
文Խ֤ࡒ論ᶗ
文Խ֤ࡒ論ᶘ
文Խ֤ࡒ論ᶙ
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文Խ֤ࡒ論ᶚ
文Խ֤ࡒ論ᶛ
ֶ外ؗ実श
ଔۀ論文
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फ教 （ֶ実ફ行࣋をؚΉ）
ֶ
৺理ֶᶗ
৺理ֶᶘ
ྙ理ֶᶗ（֓説）
ྙ理ֶᶘ
ੈքྺ࢙ᶗ（֓説）
ੈքྺ࢙ᶘ
ຊྺ࢙ᶗ（֓説）
ຊྺ࢙ᶘ
誌ֶ֓説
ֶ࣏ᶗ（֓説）
ֶ࣏ᶘ
法ֶᶗ（ຊݑࠃ法）
法ֶᶘ
経済ֶᶗ（֓説）
経済ֶᶘ
社ձֶᶗ（֓説）
社ձֶᶘ
ΩϟϦア形成論
ΩϟϦアスΩϧԋशᶗ
ΩϟϦアスΩϧԋशᶘ
ΩϟϦアスΩϧԋशᶙ
ΩϟϦアスΩϧԋशᶚ
δϟーφϦζϜ論ᶗ
δϟーφϦζϜ論ᶘ	ŸũƄŎŗžũŽŢŖ

コϛϡχέーシϣン論
Ϙϥンςィア論
ମҭ（ମҭ実ٕ̍୯ҐをؚΉ）
生֔スポーπᶗ
生֔スポーπᶘ
Պֶ߁݈
Պֶٕज़論ᶗ
Պֶٕज़論ᶘ
ڥٿ論ᶗ
ڥٿ論ᶘ
表文Խ論ᶗ
表文Խ論ᶘ
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言語ֶ
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情報ֶ֤論̱̎
情報ֶ֤論̲̎
˞他ֶՊ等։ߨՊ܈
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௨ʣڞに関するՊʢ֨ࢿ

৬に関するՊڭ
　教ࢣ論
　教ҭݪ理
　教ҭ৺理ֶ
　ಛผࢧԉ教ҭの方法
の੍ߍֶ　
　教ҭ՝程論
教ҭの方法及びٕज़（*$5׆用をؚΉ）
語Պ教ҭ法ᶗࠃ　
語Պ教ҭ法ᶘࠃ　
　書ಓՊ教ҭ法
　ӳ語Պ教ҭ法ᶗ
　ӳ語Պ教ҭ法ᶘ
　社ձՊ教ҭ法ᶗ
　社ձՊ教ҭ法ᶘ
　理ྺ࢙Պ教ҭ法ᶗ
　理ྺ࢙Պ教ҭ法ᶘ
　情報Պ教ҭ法
　ಓಙ教ҭ
ಛผ׆ಈ及び૯合的なֶशの࣌間の指導法
　生ె指導とΩϟϦア形成
　教ҭ૬ஊ
　தֶߍ教ҭ実शᶗ
　தֶߍ教ҭ実शᶘ
教ҭ実शᶗߍ等ֶߴ　
教ҭ実शᶘߍ等ֶߴ　
　教৬実ફԋश（தߴ・ ）
ਤ書ؗに関するՊ
　生ֶ֔श֓論
　ਤ書ؗ֓論
　ਤ書ؗ情報ٕज़論
　ਤ書੍ؗ・経Ӧ論
　ਤ書ؗサーϏス論
ಐサーϏス論ࣇ　
　情報サーϏス論
　情報サーϏスԋशᶗ
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　ਤ書ؗ情報資源論ᶘ
　情報資源৫論
　情報資源৫ԋशᶗ
　情報資源৫ԋशᶘ
　情報Ϧςϥシーᶗ
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　ਤ書ؗサーϏスಛ論
　ਤ書・ਤ書࢙ؗ
ਤ書ؗに関するՊߍֶ
ਤ書ؗߍ経Ӧとֶߍֶ　
　ਤ書ؗ情報資源論ᶗ
　情報資源৫論
　情報ϝディアの׆用
　ֶश指導とֶߍਤ書ؗ
　ಡ書と๛かな人間ੑ
തؗに関するՊ
　ത物ؗ֓論
　ത物ؗ経Ӧ論
　ത物ؗ資料論
　ത物ؗ資料保存論ᶗ
　ത物ؗ資料保存論ᶘ
　ത物ؗల示論
　ത物ؗ教ҭ論
　生ֶ֔श֓論
　ത物ؗ情報・ϝディア論
　ത物ؗ実शᶗ
　ത物ؗ実शᶘ
　ຊ文Խ࢙ᶗ
　ຊ文Խ࢙ᶘ
　ຊඒज़࢙ᶗ
　ຊඒज़࢙ᶘ
　表文Խ論ᶗ
　表文Խ論ᶘ
ֶݹߟ　
　有৬ނ実ᶗ
　有৬ނ実ᶘ
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と人間ڥ　
ષᶗࢀ　
ષᶘࢀ　
　फֶ実श
書ཆに関するՊ࢘ߍֶ
ਤ書ؗߍ経Ӧとֶߍֶ　
　ਤ書ؗ情報ٕज़論
　ਤ書ؗ情報資源論ᶗ
　υΩϡϝントॲ理֓論
　υΩϡϝントॲ理ԋशᶗ
　υΩϡϝントॲ理ԋशᶘ
　情報サーϏス֤論ᶗ
　情報サーϏス֓論
　情報サーϏスԋशᶗ
　情報サーϏスԋशᶘ
　情報サーϏス֤論ᶘ
　ֶश指導とֶߍਤ書ؗ
　ಡ書と๛かな人間ੑ

�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

˞他ֶՊの指定されたઐՊ、資格に関するՊのう
ͪ指定されたՊ、他େֶとの୯ҐޓにͮجくՊ

ผ表ᶙ　ֶࣃ部

授　ۀ　Պ　
୯　Ґ　数

必म୯Ґ બ୯Ґ

Պֶࣃ

फ教 （ֶ実ફ行࣋をؚΉ）
ӳ語
Պҩֶӳ語ࣃ
ຊ的資質جのࢣՊҩࣃ
文章表ݱԋश
֓・࢙Պҩֶࣃ 論
社ձとֶࣃ
数ֶૅج
౷ܭ解析
情報Ϧςϥシー
ҩྍのための情報ॲ理
Ӵ生 ・ֶ公ऺӴ生ֶ　
保݈ߢޱ ・ֶҬࣃՊ保ֶ݈
Ӵ生 保ֶ݈ԋशߢޱֶ・
Պ法ҩֶࣃ
ҩ事法・ҩྍ҆全管理ֶ
ӫཆֶ
物理ֶૅج
生ମ物理ֶ
生ମ内物質のԽֶ的ૅج
Խֶԋश　
　生物ֶૅج
ώトの細๔Ҩֶ
発生ֶ
生物ֶԋश　
人ମ解ֶ
৫ֶ
৫ֶ実श
一ൠ生理ֶ
॥ٵݺ・生理ֶ
ँ֓論
成とԽ
ՊֶૅجՊࣃ
人ମ解ֶ実श
生理ֶߢޱ
一ൠ生Խֶ
分ࢠ生物ֶ
生Խֶߢޱ
生Խֶ実श　
一ൠප理ֶ
一ൠප理ֶ実श
ඍ生物のੑঢ়とײછ
છと໔Ӹײ内ߢޱ
　ඍ生物ֶ実शߢޱ
໔Ӹ૯論

1
�
1
�
�
1
�
1
1
1
1
�
1
1
1
1
1
1
1
�
1
1
1
1
1
�
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

薬物ಈ態と適Ԡ
薬物のछ類と薬理作用

1
1



ー11�ー

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

Ⅵ

Ⅶ

Ⅷ

Ⅸ

Ⅹ

Ⅺ

Ⅻ

ⅩⅢ

学
内
情
報

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

利
用
ガ
イ
ド

総
合
案
内

事
務
手
続

ガ
イ
ド

学
生
生
活

ガ
イ
ド

奨
学
金

ガ
イ
ド

健
康
管
理

ガ
イ
ド

学
内
施
設

ガ
イ
ド

進
路（
就
職
）

ガ
イ
ド

災
害
・
事
故

等
へ
の
対
応

学
会
・
父
母

会・同
窓
会・

大
学
校
歌
他

諸
規
程
等

校
舎
案
内

課
外
活
動

ガ
イ
ド

大
学
周
辺案内

図
テ
レ
フ
ォ
ン

ガ
イ
ド
こ
ん
な
と
き

ど
う
す
る
？

Ⅺ
諸
規
程
等

Պ薬理ֶ実शࣃ
ਆ経とӡಈの生理ֶ
生໋ݱの機能的ϝΧχζϜ
ྟচに必要なૅجҩֶ
ૅج料ֶのࡐՊࣃ
Պ理工ֶࣃ
Պ理工ֶ実शࣃ
の解ֶࣃ
৫・発生ֶߢޱ
৫・発生ֶ実शߢޱ
಄ᰍ部解ֶ
಄ᰍ部解ֶ実श
生理ֶ実श
ප理ֶߢޱ
ප理ֶ実शߢޱ
ԋशࠁூܕࣃ
์ࣹઢֶ
画像ֶࠪݕ
画像断ֶ
保存म෮ֶԋश
पපֶࣃ
　実शֶྍ࣏पࣃ
内ྍ法ֶࣃ
　内ྍ法ֶ実शࣃ
全部চٛิࣃ௲ֶ
全部চٛิࣃ௲ֶ実श

1
1
�
1
1
�
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
�
1
1
1
1
1
1

部分চٛิࣃ௲ֶ
部分চٛิࣃ௲ֶ実श
ΫϥンϒϦッδิ௲ֶԋश
外Պֶߢޱ
正ֶ૯論と断ֶڲՊࣃ
ᴭৰのૅجとྟচ
ྟচࠪݕ૯論
とྟচૅجपපのࣃ
Պຑਲֶࣃ
ֶྍ࣏正ֶڲՊࣃ
正ֶ実शڲՊࣃ
小ࣃࣇՊֶ૯論
小ࣃࣇՊֶ֤論
小ࣃࣇՊֶ実श
Պֶ૯論ࣃ者ྸߴ
Պֶ֤論ࣃ者ྸߴ
ো害者のࣃՊྍ࣏
Պֶࣃٸٹ໋ٹ
໘ྖҬの機能ো害إ・ߢޱ
໘インプϥントֶإֺߢޱ
౷合ྟচૅج実श
ྟচ実श
関࿈ҩֶ
内Պֶ
૯合ࣃՊҩֶ
˞他ֶ部։ߨՊ܈　

1
1
�
�
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
�
��
1
�
5�

�

ผ表ᶚ　ೖֶݕ定料及びֶ生ೲۚ
　文ֶ部

ʬೖֶݕ定料ʭ ຊ文ֶՊ ӳ語ӳถ文ֶՊ 文ԽֶࡒՊ υΩϡϝンςーシϣンֶՊ

一ൠબൈ（େֶೖֶ共௨ςスト利用ܕ）を除く �����ԁ �����ԁ �����ԁ �����ԁ

一ൠબൈ（େֶೖֶ共௨ςスト利用ܕ） 1����ԁ 1����ԁ 1����ԁ 1����ԁ

උߟ　出ئ方法によりֹݮすることがある。ৄ 細についてはผに定める。

ʬֶ生ೲۚʭ ຊ文ֶՊ ӳ語ӳถ文ֶՊ 文ԽֶࡒՊ υΩϡϝンςーシϣンֶՊ

ೖ　 ֶ 　 （ۚೖֶ࣌） ������ԁ ������ԁ ������ԁ ������ԁ

授　 　ۀ 料（ֹ）　 �1����ԁ �1����ԁ �1����ԁ �1����ԁ

実 験 実 श අ（ֹ） ʕ　		ԁ ʕ　		ԁ �����ԁ 5����ԁ

ࢪ ઃ ҡ ࣋ අ（ֹ） ������ԁ ������ԁ �5����ԁ �5����ԁ

部ֶࣃ　

ʬೖֶݕ定料ʭ

一ൠબൈ（େֶೖֶ共௨ςスト利用ܕ）を除く �����ԁ

一ൠબൈ（େֶೖֶ共௨ςスト利用ܕ） �����ԁ

උߟ　出ئ方法によりֹݮすることがある。ৄ 細についてはผに定める。
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Պ薬理ֶ実शࣃ
ਆ経とӡಈの生理ֶ
生໋ݱの機能的ϝΧχζϜ
ྟচに必要なૅجҩֶ
ૅج料ֶのࡐՊࣃ
Պ理工ֶࣃ
Պ理工ֶ実शࣃ
の解ֶࣃ
৫・発生ֶߢޱ
৫・発生ֶ実शߢޱ
಄ᰍ部解ֶ
಄ᰍ部解ֶ実श
生理ֶ実श
ප理ֶߢޱ
ප理ֶ実शߢޱ
ԋशࠁூܕࣃ
์ࣹઢֶ
画像ֶࠪݕ
画像断ֶ
保存म෮ֶԋश
पපֶࣃ
　実शֶྍ࣏पࣃ
内ྍ法ֶࣃ
　内ྍ法ֶ実शࣃ
全部চٛิࣃ௲ֶ
全部চٛิࣃ௲ֶ実श

1
1
�
1
1
�
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
�
1
1
1
1
1
1

部分চٛิࣃ௲ֶ
部分চٛิࣃ௲ֶ実श
ΫϥンϒϦッδิ௲ֶԋश
外Պֶߢޱ
正ֶ૯論と断ֶڲՊࣃ
ᴭৰのૅجとྟচ
ྟচࠪݕ૯論
とྟচૅجपපのࣃ
Պຑਲֶࣃ
ֶྍ࣏正ֶڲՊࣃ
正ֶ実शڲՊࣃ
小ࣃࣇՊֶ૯論
小ࣃࣇՊֶ֤論
小ࣃࣇՊֶ実श
Պֶ૯論ࣃ者ྸߴ
Պֶ֤論ࣃ者ྸߴ
ো害者のࣃՊྍ࣏
Պֶࣃٸٹ໋ٹ
໘ྖҬの機能ো害إ・ߢޱ
໘インプϥントֶإֺߢޱ
౷合ྟচૅج実श
ྟচ実श
関࿈ҩֶ
内Պֶ
૯合ࣃՊҩֶ
˞他ֶ部։ߨՊ܈　

1
1
�
�
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
�
��
1
�
5�

�

ผ表ᶚ　ೖֶݕ定料及びֶ生ೲۚ
　文ֶ部

ʬೖֶݕ定料ʭ ຊ文ֶՊ ӳ語ӳถ文ֶՊ 文ԽֶࡒՊ υΩϡϝンςーシϣンֶՊ

一ൠબൈ（େֶೖֶ共௨ςスト利用ܕ）を除く �����ԁ �����ԁ �����ԁ �����ԁ

一ൠબൈ（େֶೖֶ共௨ςスト利用ܕ） 1����ԁ 1����ԁ 1����ԁ 1����ԁ

උߟ　出ئ方法によりֹݮすることがある。ৄ 細についてはผに定める。

ʬֶ生ೲۚʭ ຊ文ֶՊ ӳ語ӳถ文ֶՊ 文ԽֶࡒՊ υΩϡϝンςーシϣンֶՊ

ೖ　 ֶ 　 （ۚೖֶ࣌） ������ԁ ������ԁ ������ԁ ������ԁ

授　 　ۀ 料（ֹ）　 �1����ԁ �1����ԁ �1����ԁ �1����ԁ

実 験 実 श අ（ֹ） ʕ　		ԁ ʕ　		ԁ �����ԁ 5����ԁ

ࢪ ઃ ҡ ࣋ අ（ֹ） ������ԁ ������ԁ �5����ԁ �5����ԁ

部ֶࣃ　

ʬೖֶݕ定料ʭ

一ൠબൈ（େֶೖֶ共௨ςスト利用ܕ）を除く �����ԁ

一ൠબൈ（େֶೖֶ共௨ςスト利用ܕ） �����ԁ

උߟ　出ئ方法によりֹݮすることがある。ৄ 細についてはผに定める。
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		ʬֶ生ೲۚʭ
　（1）　ྩ�Ҏ߱のೖֶ者

ೖֶ （ۚೖֶ࣌） 5�����ԁ

授ۀ料（ֹ） ೖ　ֶ　࣌ 195����ԁ

授ۀ料（ֹ） ̎Ҏ߱ �5�����ԁ

අ（ֹ）࣋ઃҡࢪ ������ԁ

教ҭॆ実අ（ֹ）ֶࣃ �5����ԁ

　（�）　ฏ成�5からྩ�までのೖֶ者

ೖ　 ֶ　 （ۚೖֶ࣌） ������ԁ

授　 　ۀ 料（　ֹ） �5�����ԁ

ࢪ ઃ ҡ ࣋ අ（　ֹ） ������ԁ

教ҭॆ実අ（　ֹ）ֶࣃ �5����ԁ

　（�）　ฏ成��・ฏ成��のೖֶ者

ೖ　 ֶ　 （ۚೖֶ࣌） ������ԁ

授　 　ۀ 料（　ֹ） �5�����ԁ

ࢪ ઃ ҡ ࣋ අ（　ֹ） ������ԁ

教ҭॆ実අֶࣃ
ೖ　ֶ　࣌ �������ԁ

̎Ҏ߱
（ֹ）˞ ������ԁ

限をえて在੶する合はۀ教ҭॆ実අは、मֶࣃ˞
໔除する。

　（�）　ฏ成��Ҏ前のೖֶ者

ೖ　 ֶ　 （ۚೖֶ࣌） ������ԁ

授　 　ۀ 料（　ֹ） �5�����ԁ

ࢪ ઃ ҡ ࣋ අ（　ֹ） �5����ԁ

（࣌ೖֶ）教ҭॆ実අֶࣃ 5������ԁ

ݟେֶେֶӃֶଇ

ɹɹୈ̍ষɹ૯ɹɹଇ
（的）
ୈ̍　ຊେֶӃは、ຊେֶの的及び໋ୡ成のため
ֶ部に͓ける教ҭのૅجの上にߴにしてઐ的なֶ
ज़の理論かつԠ用を教授研究し、ͦ のਂԞを究めて文
Խのਐలと社ձࢱの૿ਐに寄与しうる有能な研究指
導者をཆ成することを的とする。

（自ݾධՁ等）
ୈ̎　ຊେֶӃは、教ҭ研究ਫ४の上をਤり、前の
的及び社ձ的໋をୡ成するため、教ҭ研究׆ಈ等
のঢ়گについて自ݾݕ及びධՁを行い、ͦ の݁果を
公表するものとする。
̎　前߲のݕ及びධՁを行うに当たり、ͦ の߲及び
ମ੍については、ผに定める。
̏　第1߲のݕ及びධՁの݁果について、ຊֶの৬員
Ҏ外の者によるূݕを行うようにめることとする。

（教ҭ内容等の改ળのための৫的な研म等）
ୈ̎の̎　ຊେֶӃは、授ۀ及び研究指導の内容及び
方法の改ળをਤるための৫的な研म及び研究（フΝ
Χϧςィ・ディϕϩップϝントɿҎԼ「'%」という。）を
実ࢪするものとする。
̎　前߲の'%を推ਐするために、ຊେֶӃ֤研究Պに
'%ҕ員ձをஔく。
̏　'%ҕ員ձに関する規程は、ผに定める。
（情報のੵۃ的な提ڙ）
ୈ̎の̏　ຊେֶӃは、教ҭ研究׆ಈ等のঢ়گについ
て、ץ行物の掲載ͦの他くपをਤることができ
る方法によって、ੵ 。するものとするڙ的に情報を提ۃ

（՝程）
ୈ̏　ຊେֶӃ文ֶ研究Պにത࢜՝程をஔき、ത࢜前
期՝程とതޙ࢜期՝程とに۠分する。
ത࢜前期՝程は、これをम࢜՝程として取りѻうも
のとする。
̎　ຊେֶӃֶࣃ研究Պにത࢜՝程をஔく。
̏　文ֶ研究Պに͓けるത࢜前期՝程は、いࢹに
ཱってਫ਼ਂなֶࣝを授け、ઐ߈分に͓ける研究能ྗ
又はߴのઐੑを要する৬ۀ等に必要なߴの能ྗ
をཆうことを的とする。
̐　文ֶ研究Պに͓けるതޙ࢜期՝程は、ઐ߈分につ
いて研究者として自ཱして研究׆ಈを行い、又はͦの
他のߴにઐ的なۀに従事するに必要なߴの研
究能ྗ及びͦのૅجとなる๛かなֶࣝをཆうことを
的とする。
分について研߈՝程は、ઐ࢜研究Պに͓けるതֶࣃ　̑
究者として自ཱして研究׆ಈを行い、又はͦの他のߴ
にઐ的なۀに従事するに必要なߴの研究能ྗ及び
ͦのૅجとなる๛かなֶࣝをཆうことを的とする。
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Ⅺ
諸
規
程
等

ɹɹୈ̎ষɹɹɹ৫
（研究Պ）
ୈ̐　ຊେֶӃにԼ記の研究Պをஔく。
　　　　　文ֶ研究Պ
研究Պֶࣃ　　　　　
（ઐ߈）
ୈ̑　֤研究Պに次のઐ߈をஔく。
　文ֶ研究Պ ຊ文ֶઐ߈（ത࢜前期՝程、തޙ࢜期՝程）
　　　　　　　ӳถ文ֶઐ߈（ത࢜前期՝程、തޙ࢜期՝程）
　　　　　　　文Խֶࡒઐ߈（ത࢜前期՝程、തޙ࢜期՝程）
　　　　　　　υΩϡϝンςーシϣンઐ߈（ത࢜前期՝程、തޙ࢜期՝程）
（՝程࢜ത）߈ઐֶࣃ　研究Պֶࣃ　

ɹɹୈ̏ষɹमۀݶ等
（ඪ४मۀ限）
ୈ̒　文ֶ研究Պത࢜՝程のඪ४मۀ限は、5と
し、これを前期�、ޙ期�に۠分する。
。限は、�とするۀ՝程のඪ४म࢜研究Պതֶࣃ　̎
（期にわたる教ҭ՝程のཤम）
ୈ̒の̎　ֶ生が、৬ۀを有している等の事情により、
ඪ४मۀ限をえて一定の期間にわたりܭ画的に教
ҭ՝程をཤमしम了することをਃし出たときは、ͦ の
可するこڐ画的なཤम（ҎԼ「期ཤम」という。）をܭ
とがある。
̎　前߲により、ܭ画的なཤमを認められた者に係るम
限は、第��に定める在ֶ期間をえることはでۀ
きない。
̏　期ཤमに関する規程は、ผに定める。

ɹɹୈ̐ষɹఆɹɹһ
（ೖֶ定員及びऩ容定員）
ୈ̓　研究Պのೖֶ定員及びऩ容定員は、次のと͓り
とする。

研究
Պ名 ઐ߈名

ത࢜前期՝程 തޙ࢜期՝程 ത࢜՝程

ೖֶ
定員

ऩ容
定員

ೖֶ
定員

ऩ容
定員

ೖֶ
定員

ऩ容
定員

文　ֶ
研究Պ

ຊ文ֶ
ઐ߈ 5 1� � �

ӳถ文ֶ
ઐ߈ 5 1� � �

文Խֶࡒ
ઐ߈ � � � �

υΩϡϝンςー
シϣンઐ߈ � � � �

ֶ　ࣃ
研究Պ

ࣃ ֶ
ઐ ߈ 1� ��

合　ܭ 1� �� � �� 1� ��

ɹɹୈ̑ষɹڭҭํ๏等
（教ҭ方法）
ୈ̔　ຊେֶӃの教ҭは、授ۀՊの授ۀ及びֶҐ論
文の作成等に対する指導（ҎԼ「研究指導」という。）に
よって行うものとする。

̎　ຊେֶӃは、前߲の授ۀ又は研究指導を、ଟ༷なϝ
ディアをߴに利用して、当該授ۀ等を行う教ࣨ等Ҏ
外の所でཤमさせることができる。

（教ҭ方法のಛ例）
ୈ̔の̎　େֶӃの՝程に͓いては、教ҭ上ಛผの必
要があると認められる合には、間ͦの他ಛ定の࣌
間又は࣌期に͓いて授ۀ又は研究指導を行う等の適当
な方法により教ҭを行うことができる。

（授ۀՊ及び୯Ґ数）
ୈ̕　֤研究Պに͓ける授ۀՊ及び୯Ґ数は、ผ表
によるものとし、ཤम方法及び研究指導の内容は、֤ 研
究Պに͓いてผに定めることとする。
̎　文ֶ研究Պに͓いて、ผ表ᶗʵ1により、ത࢜前期՝
程は、��୯ҐҎ上をम得するものとする。
̏　文ֶ研究Պに͓いて、ผ表ᶗʵ�により、തޙ࢜期՝
程は、ຊ文ֶઐ߈及びӳถ文ֶઐ߈にあっては��
୯ҐҎ上を、文Խֶࡒઐ߈にあっては�୯ҐҎ上を、υ
Ωϡϝンςーシϣンઐ߈にあっては1�୯ҐҎ上をम
得するものとする。
研究Պに͓いては、ผ表ᶘにより、必मՊ・બֶࣃ　̐
Պをؚめて、合ܭ��୯ҐҎ上をम得するものとす
る。ただし、બՊについては、༧め定められたうͪ
からम得するものとし、ͦ のՊのཤमは、必मՊ୲
当教員の指導をडけるものとする。

（他のେֶӃの授ۀՊ）
ୈ��　֤研究Պに͓いて、教ҭ研究上有益と認めると
きは、ผに定めるとこΖにより、他のେֶӃの授ۀՊ
をཤमさせることができる。この合に͓いて、ཤमし
た授ۀՊのम得୯Ґは、15୯Ґをえないൣғで、ຊ
େֶӃに͓いてम得したものとみなすことができる。
̎　֤研究Պに͓いて、教ҭ研究上有益と認めるときは、
ผに定めるとこΖにより、他のେֶӃ又は研究所等に
͓いて必要な研究指導をडけさせることができる。

（ೖֶ前の既म得୯Ґ等の認定）
ୈ��の̎　ຊେֶӃにೖֶする前にຊେֶӃ又は他
のେֶӃに͓いてཤमした授ۀՊについてम得した
୯Ґ	Պ等ཤम生としてम得した୯ҐをؚΉ。
を、教
ҭ上有益と認めるときは、ຊେֶӃに͓ける授ۀՊ
のཤमとみなし、15୯Ґをえないൣғで୯Ґを与
えることができる。
̎　前߲の規定により認定できる୯Ґは、సೖֶ及び࠶
ೖֶの合を除き、֤ 研究Պに։ߨする授ۀՊと同
一名শ又は同一もしくは類ࣅ内容のもので、୯Ґ数が
同等Ҏ上のものに限り、前の規定により認定する୯
Ґ数と合わせて��୯Ґをえないものとする。

（୯Ґの認定）
ୈ��　授ۀՊをཤमした者に対しては、試験及び研
究報ࠂ等によりՊ୲当教員がֶ期又はֶに୯
Ґを認定する。
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ɹɹୈ̎ষɹɹɹ৫
（研究Պ）
ୈ̐　ຊେֶӃにԼ記の研究Պをஔく。
　　　　　文ֶ研究Պ
研究Պֶࣃ　　　　　
（ઐ߈）
ୈ̑　֤研究Պに次のઐ߈をஔく。
　文ֶ研究Պ ຊ文ֶઐ߈（ത࢜前期՝程、തޙ࢜期՝程）
　　　　　　　ӳถ文ֶઐ߈（ത࢜前期՝程、തޙ࢜期՝程）
　　　　　　　文Խֶࡒઐ߈（ത࢜前期՝程、തޙ࢜期՝程）
　　　　　　　υΩϡϝンςーシϣンઐ߈（ത࢜前期՝程、തޙ࢜期՝程）
（՝程࢜ത）߈ઐֶࣃ　研究Պֶࣃ　

ɹɹୈ̏ষɹमۀݶ等
（ඪ४मۀ限）
ୈ̒　文ֶ研究Պത࢜՝程のඪ४मۀ限は、5と
し、これを前期�、ޙ期�に۠分する。
。限は、�とするۀ՝程のඪ४म࢜研究Պതֶࣃ　̎
（期にわたる教ҭ՝程のཤम）
ୈ̒の̎　ֶ生が、৬ۀを有している等の事情により、
ඪ४मۀ限をえて一定の期間にわたりܭ画的に教
ҭ՝程をཤमしम了することをਃし出たときは、ͦ の
可するこڐ画的なཤम（ҎԼ「期ཤम」という。）をܭ
とがある。
̎　前߲により、ܭ画的なཤमを認められた者に係るम
限は、第��に定める在ֶ期間をえることはでۀ
きない。
̏　期ཤमに関する規程は、ผに定める。

ɹɹୈ̐ষɹఆɹɹһ
（ೖֶ定員及びऩ容定員）
ୈ̓　研究Պのೖֶ定員及びऩ容定員は、次のと͓り
とする。

研究
Պ名 ઐ߈名

ത࢜前期՝程 തޙ࢜期՝程 ത࢜՝程

ೖֶ
定員

ऩ容
定員

ೖֶ
定員

ऩ容
定員

ೖֶ
定員

ऩ容
定員

文　ֶ
研究Պ

ຊ文ֶ
ઐ߈ 5 1� � �

ӳถ文ֶ
ઐ߈ 5 1� � �

文Խֶࡒ
ઐ߈ � � � �

υΩϡϝンςー
シϣンઐ߈ � � � �

ֶ　ࣃ
研究Պ

ࣃ ֶ
ઐ ߈ 1� ��

合　ܭ 1� �� � �� 1� ��

ɹɹୈ̑ষɹڭҭํ๏等
（教ҭ方法）
ୈ̔　ຊେֶӃの教ҭは、授ۀՊの授ۀ及びֶҐ論
文の作成等に対する指導（ҎԼ「研究指導」という。）に
よって行うものとする。

̎　ຊେֶӃは、前߲の授ۀ又は研究指導を、ଟ༷なϝ
ディアをߴに利用して、当該授ۀ等を行う教ࣨ等Ҏ
外の所でཤमさせることができる。

（教ҭ方法のಛ例）
ୈ̔の̎　େֶӃの՝程に͓いては、教ҭ上ಛผの必
要があると認められる合には、間ͦの他ಛ定の࣌
間又は࣌期に͓いて授ۀ又は研究指導を行う等の適当
な方法により教ҭを行うことができる。

（授ۀՊ及び୯Ґ数）
ୈ̕　֤研究Պに͓ける授ۀՊ及び୯Ґ数は、ผ表
によるものとし、ཤम方法及び研究指導の内容は、֤ 研
究Պに͓いてผに定めることとする。

̎　文ֶ研究Պに͓いて、ผ表ᶗʵ1により、ത࢜前期՝
程は、��୯ҐҎ上をम得するものとする。

̏　文ֶ研究Պに͓いて、ผ表ᶗʵ�により、തޙ࢜期՝
程は、ຊ文ֶઐ߈及びӳถ文ֶઐ߈にあっては��
୯ҐҎ上を、文Խֶࡒઐ߈にあっては�୯ҐҎ上を、υ
Ωϡϝンςーシϣンઐ߈にあっては1�୯ҐҎ上をम
得するものとする。

研究Պに͓いては、ผ表ᶘにより、必मՊ・બֶࣃ　̐
Պをؚめて、合ܭ��୯ҐҎ上をम得するものとす
る。ただし、બՊについては、༧め定められたうͪ
からम得するものとし、ͦ のՊのཤमは、必मՊ୲
当教員の指導をडけるものとする。

（他のେֶӃの授ۀՊ）
ୈ��　֤研究Պに͓いて、教ҭ研究上有益と認めると
きは、ผに定めるとこΖにより、他のେֶӃの授ۀՊ
をཤमさせることができる。この合に͓いて、ཤमし
た授ۀՊのम得୯Ґは、15୯Ґをえないൣғで、ຊ
େֶӃに͓いてम得したものとみなすことができる。

̎　֤研究Պに͓いて、教ҭ研究上有益と認めるときは、
ผに定めるとこΖにより、他のେֶӃ又は研究所等に
͓いて必要な研究指導をडけさせることができる。

（ೖֶ前の既म得୯Ґ等の認定）
ୈ��の̎　ຊେֶӃにೖֶする前にຊେֶӃ又は他
のେֶӃに͓いてཤमした授ۀՊについてम得した
୯Ґ	Պ等ཤम生としてम得した୯ҐをؚΉ。
を、教
ҭ上有益と認めるときは、ຊେֶӃに͓ける授ۀՊ
のཤमとみなし、15୯Ґをえないൣғで୯Ґを与
えることができる。

̎　前߲の規定により認定できる୯Ґは、సೖֶ及び࠶
ೖֶの合を除き、֤ 研究Պに։ߨする授ۀՊと同
一名শ又は同一もしくは類ࣅ内容のもので、୯Ґ数が
同等Ҏ上のものに限り、前の規定により認定する୯
Ґ数と合わせて��୯Ґをえないものとする。

（୯Ґの認定）
ୈ��　授ۀՊをཤमした者に対しては、試験及び研
究報ࠂ等によりՊ୲当教員がֶ期又はֶに୯
Ґを認定する。
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（成の認定）
ୈ��　文ֶ研究Պに͓いては、֤ Պの成認定は、
༏・ྑ・可及び不可の�छのධ語をもって表わし、༏・
ྑ・可を合格とし、不可を不合格とする。
֤、研究Պに͓いてはֶࣃ　̎ Պの成認定は、合格、
不合格の�छとする。

（教ҭ৬員໔ڐঢ়）
ୈ��　教ҭ৬員໔ڐঢ়授与の所要資格を取得しよう
とする者は、文ֶ研究Պの授ۀՊより教ҭ৬員໔ڐ
法（ত��法第1��߸）及び教ҭ৬員໔ڐ法ࢪ行
規ଇ（ত�9文部লྩ第��߸）に定める所要୯Ґを
म得しなければならない。
̎　ຊେֶӃで取得できる໔ڐঢ়のछ類及び教Պは、次
のと͓りである。
研究Պ ઐ߈ ໔ڐঢ়のछ類 教Պ

文　ֶ
研究Պ

ຊ文
ֶઐ߈

தֶߍ教་ઐम໔ڐঢ়
ঢ়ڐ教་ઐम໔ߍ等ֶߴ 語　　ࠃ

ӳถ文
ֶઐ߈

தֶߍ教་ઐम໔ڐঢ়
ঢ়ڐ教་ઐम໔ߍ等ֶߴ

外ࠃ語
（ӳ語）

文Խࡒ
ֶઐ߈

தֶߍ教་ઐम໔ڐঢ়
ঢ়ڐ教་ઐम໔ߍ等ֶߴ

社　　ձ
理ྺ࢙

ɹɹୈ̒ষɹ՝ఔमྃのཁ݅
（म了の要件）
ୈ��　֤՝程म了の要件は、次に掲͛ると͓りとする。
̎　文ֶ研究Պに͓いて、ത࢜前期՝程は、�Ҏ上在
ֶし、��୯ҐҎ上をम得して、さらに必要な研究指導
をडけた上、म࢜論文の৹ࠪに合格し、かつ、最終試験
に合格しなければならない。ただし、在ֶ期間に関して
は、次の֤߸に該当する者は数を「�Ҏ上」を「1
Ҏ上」にಡみସえるものとする。
　（1）　第��の規定によりೖֶ資格を有したޙに、第

1�の�の規定により୯Ґをम得した者
　（�）　༏れた研究ۀを上͛た者
̏　തޙ࢜期՝程に͓いては、�Ҏ上在ֶし、ຊ文
ֶઐ߈及びӳถ文ֶઐ߈にあっては��୯ҐҎ上を、文
Խֶࡒઐ߈にあっては�୯ҐҎ上を、υΩϡϝンςー
シϣンઐ߈にあっては1�୯ҐҎ上をम得して、さらに
必要な研究指導をडけた上、ത࢜論文の৹ࠪに合格し、
かつ、最終試験に合格しなければならない。
、՝程に͓いては、�Ҏ上在ֶし࢜研究Պതֶࣃ　̐
��୯ҐҎ上をम得し、さらに必要な研究指導をडけた
上、ത࢜論文の৹ࠪに合格し、かつ、最終試験に合格しな
ければならない。ただし、在ֶ期間に関しては、次の֤߸
に該当する者はͦれͧれ数をಡみସえるものとする。
　（1）　第��の規定によりೖֶ資格を有したޙに、第

1�の�の規定により୯Ґをम得した者は、「�
Ҏ上」を「�Ҏ上」

　（�）　༏れた研究ۀを上͛た者は、「�Ҏ上」を「�
Ҏ上」

　（�）　前�߸にともに該当する者は、「�Ҏ上」を「�

Ҏ上」

ɹɹୈ̓ষɹֶɹɹҐ
（ֶҐの授与）
第��条　ຊେֶӃ文ֶ研究Պຊ文ֶઐ߈ത࢜前期՝
程、ӳถ文ֶઐ߈ത࢜前期՝程及びυΩϡϝンςー
シϣンઐ߈ത࢜前期՝程をम了した者には、म࢜（文
ֶ）のֶҐを授与する。
̎　ຊେֶӃ文ֶ研究Պ文Խֶࡒઐ߈ത࢜前期՝程をम
了した者には、म࢜（文Խֶࡒ）のֶҐを授与する。
ୈ��　ຊେֶӃ文ֶ研究Պຊ文ֶઐ߈തޙ࢜期՝
程、ӳถ文ֶઐ߈തޙ࢜期՝程及びυΩϡϝンςー
シϣンઐ߈തޙ࢜期՝程をम了した者には、ത࢜（文
ֶ）のֶҐを授与する。
̎　ຊେֶӃ文ֶ研究Պ文Խֶࡒઐ߈തޙ࢜期՝程をम
了した者には、ത࢜（文Խֶࡒ）のֶҐを授与する。
̏　ຊେֶӃֶ生Ҏ外の者で、ത࢜（文ֶ）又はത࢜（文Խ
࣌して、論文を提出する者があるٻのֶҐを（ֶࡒ
は、ຊֶֶҐ規程の定めるとこΖにより、これをड理す
るものとする。
ୈ��　ຊେֶӃֶࣃ研究Պത࢜՝程をम了した者に
は、ത（ֶࣃ）࢜のֶҐを授与する。
̎　ຊେֶӃֶ生Ҏ外の者で、ത（ֶࣃ）࢜のֶҐをٻ
して、論文を提出する者がある࣌は、ຊֶֶҐ規程の定
めるとこΖにより、これをड理するものとする。
ୈ��　ͦの他ֶҐに関する規程は、ผに定める。

ɹɹୈ̔ষɹೖֶ、ֶٳ、ֶࡏ、෮ֶ、సೖֶ、ୀֶ、
ɹɹɹɹɹɹআ੶及び࠶ೖֶ
（ೖֶの࣌期）
ୈ��　ೖֶの࣌期は、ຖֶ࢝めとする。
（ೖֶの資格）
ୈ��　ຊେֶӃ֤研究Պにೖֶできる資格のある者
は、ͦ れͧれ次の֤߸の一に該当する者とする。
　文ֶ研究Պത࢜前期՝程
　（1）　େֶをଔۀした者
　（�）　外ࠃに͓いてֶߍ教ҭに͓ける1�の՝程をम

了した者
　（�）　ઐमֶߍのઐ՝程（मۀ限が�Ҏ上である

ことͦの他の文部Պֶେਉが定めるج४を満たす
ものに限る。）で文部Պֶେਉがผに指定するもの
を文部Պֶେਉが定めるҎޙにम了した者

　（�）　文部Պֶେਉの指定した者
　（5）　ͦの他ຊେֶӃに͓いてେֶをଔۀした者と同

等Ҏ上のֶྗがあると認めた者
　文ֶ研究Պതޙ࢜期՝程
　（1）　म࢜のֶҐを有する者
　（�）　外ࠃに͓いてम࢜のֶҐに૬当するֶҐを授与

された者
　（�）　文部Պֶେਉの指定した者
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　（�）　ͦの他ຊ研究Պに͓いて、म࢜のֶҐを有する
者と同等Ҏ上のֶྗがあると認めた者

՝程࢜研究Պതֶࣃ　
　（1）　େ した者ۀをଔ（又はҩֶのֶ部ֶࣃֶ）
　（�）　外ࠃに͓いてֶߍ教ҭに͓ける1�の՝程（最

終՝程はֶࣃ又はҩֶ）をम了した者
　（�）　文部Պֶେਉの指定した者
　（�）　ͦの他ຊେֶӃに͓いて、େ 又はҩֶのֶࣃֶ）

ֶ部）をଔۀした者と同等Ҏ上のֶྗがあると認
めた者

（出ئखଓ）
ୈ��　ຊେֶӃにೖֶをئࢤする者は、所定のೖֶݕ
定料及び必要な書類をఴえてਃし出なければならない。

（ೖֶݕ定）
ୈ��　ೖֶݕ定は、人物及びֶྗについて行うものと
する。この合に͓いて、ֶ 定とし、試ݕ定は試験ݕྗ
験方法は、ͦ の定める。

（ೖֶखଓ）
ୈ��　前のબߟの݁果にͮجいて合格の௨をड
けた者は、定められた期までに所定の書類を提出す
るとともにೖֶۚ、授ۀ料及びͦの他のೲۚをೲೖ
するものとする。
̎　ֶは、前߲のखଓきを完了した者にೖֶをڐ可する。
（在ֶ期間）
ୈ��　文ֶ研究Պത࢜前期՝程に͓ける在ֶ期間は、
̐をえないものとする。
̎　文ֶ研究Պതޙ࢜期՝程に͓ける在ֶ期間は、�
をえないものとする。
՝程に͓ける在ֶ期間は、�を࢜研究Պതֶࣃ　̏
えないものとする。

（खଓֶٳ）
ୈ��　ֶ生がපͦؾの他の事ނにより�か݄Ҏ上ֶٳ
しようとするときは、ҩࢣの断書又はৄ細な理༝書
をఴえ、ֶ にئい出てڐ可をडけなければならない。

（期間ֶٳ）
ୈ��　ֶٳは、1をえることができない。ただし、
ಛผの事༝あるものに対しては、さらに1Ҏ内のٳ
ֶをڐ可することがある。ֶٳ期間は、第��の在ֶ
期間にࢉೖしない。

（෮ֶ）
ୈ��　ֶٳ期間தにͦの理༝がফ໓した合は、ֶ 
にئい出てڐ可をडけて෮ֶすることができる。

（のಛ例ֶٳ）
ୈ��　ֶは、ಛに必要と認めた者に対して、ֶٳを
໋ずることがある。

（他のେֶӃのೖֶ）
ୈ��　他のେֶӃೖֶしようとする者は、ͦ の理༝
をৄ記の上、ֶ にئい出てͦのڐ可をडけなければ
ならない。ڐ可をडけると同࣌にୀֶするものとする。

（他のେֶӃのసֶ）
ୈ��　他のେֶӃసֶしようとする者は、ͦ の理
༝をৄ記の上、ֶ にئい出てͦのڐ可をडけなけれ
ばならない。ڐ可をडけると同࣌にୀֶするものとす
る。

（సೖֶ）
ୈ��　ֶは、ຊେֶӃのసֶをئࢤする者に対し
て、ئい出によりܽ員ある合に限り֤研究Պҕ員ձ
の৹ٞを経て、これをڐ可することがある。

（ୀֶ）
ୈ��　ֶ生は、පͦؾの他の事༝でୀֶしようとする
ときは、ֶ にئい出てͦのڐ可をडけなければなら
ない。
ୈ��　ֶは、ֶ 生がපͦؾの他の事༝で成ۀの見ࠐ
みがないと認めたときは、ୀֶを໋ずることがある。
̎　文ֶ研究Պに͓いて、՝程をम了することなく、第
��第1߲又は第�߲に規定する在ֶ期間を経աした
者は、ୀֶするものとする。

（除੶）　
ୈ��の̎　次の֤߸のいずれかに該当する者をֶ
は除੶することができる。　
　（1）　指定の期までにֶ生ೲۚ等をೲೖせず、ಜ

ଅしてもな͓ೲೖにԠじない者
　（�）　第��に定める在ֶ期間をえた者
　（�）　第��に定めるֶٳ期間をえて෮ֶできない者
のಧけがあった者ࢮ　（�）　
　（ೖֶ࠶）
ୈ��の̏　ຊେֶӃのֶ生でୀֶした者が、࠶ೖֶを
可することがあڐの上、ೖֶをߟしたときは、બر
る。
。ೖֶに関する規程は、ผに定める࠶　̎

ɹɹୈ̕ষɹɹɹേ
（表জ）
ୈ��　著しいળ行のあった者は、これを表জすること
がある。

（ռ）
ୈ��　ֶ生のຊ分に反する行為のあった者は、研究Պ
ҕ員ձの৹ٞを経て、ֶ がռする。ռは、ռࠂ、ۘ
৻、ఀ ֶ及びୀֶとする。
̎　前߲のୀֶは、次の֤߸の一に該当する者に対して
行う。
　（1）　ੑ行不ྑで改ળの見ࠐみがないと認められる者
　（�）　පͦؾの他の事༝で成ۀの見ࠐみがないと認め

られる者
　（�）　正当の理༝がなくて出੮がৗでない者
　（�）　ຊֶのடংをཚし、ͦ の他ֶ生としてのຊ分に

反した者
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　（�）　ͦの他ຊ研究Պに͓いて、म࢜のֶҐを有する
者と同等Ҏ上のֶྗがあると認めた者

՝程࢜研究Պതֶࣃ　
　（1）　େ した者ۀをଔ（又はҩֶのֶ部ֶࣃֶ）
　（�）　外ࠃに͓いてֶߍ教ҭに͓ける1�の՝程（最

終՝程はֶࣃ又はҩֶ）をम了した者
　（�）　文部Պֶେਉの指定した者
　（�）　ͦの他ຊେֶӃに͓いて、େ 又はҩֶのֶࣃֶ）

ֶ部）をଔۀした者と同等Ҏ上のֶྗがあると認
めた者

（出ئखଓ）
ୈ��　ຊେֶӃにೖֶをئࢤする者は、所定のೖֶݕ
定料及び必要な書類をఴえてਃし出なければならない。

（ೖֶݕ定）
ୈ��　ೖֶݕ定は、人物及びֶྗについて行うものと
する。この合に͓いて、ֶ 定とし、試ݕ定は試験ݕྗ
験方法は、ͦ の定める。

（ೖֶखଓ）
ୈ��　前のબߟの݁果にͮجいて合格の௨をड
けた者は、定められた期までに所定の書類を提出す
るとともにೖֶۚ、授ۀ料及びͦの他のೲۚをೲೖ
するものとする。
̎　ֶは、前߲のखଓきを完了した者にೖֶをڐ可する。
（在ֶ期間）
ୈ��　文ֶ研究Պത࢜前期՝程に͓ける在ֶ期間は、
̐をえないものとする。
̎　文ֶ研究Պതޙ࢜期՝程に͓ける在ֶ期間は、�
をえないものとする。
՝程に͓ける在ֶ期間は、�を࢜研究Պതֶࣃ　̏
えないものとする。

（खଓֶٳ）
ୈ��　ֶ生がපͦؾの他の事ނにより�か݄Ҏ上ֶٳ
しようとするときは、ҩࢣの断書又はৄ細な理༝書
をఴえ、ֶ にئい出てڐ可をडけなければならない。

（期間ֶٳ）
ୈ��　ֶٳは、1をえることができない。ただし、
ಛผの事༝あるものに対しては、さらに1Ҏ内のٳ
ֶをڐ可することがある。ֶٳ期間は、第��の在ֶ
期間にࢉೖしない。

（෮ֶ）
ୈ��　ֶٳ期間தにͦの理༝がফ໓した合は、ֶ 
にئい出てڐ可をडけて෮ֶすることができる。

（のಛ例ֶٳ）
ୈ��　ֶは、ಛに必要と認めた者に対して、ֶٳを
໋ずることがある。

（他のେֶӃのೖֶ）
ୈ��　他のେֶӃೖֶしようとする者は、ͦ の理༝
をৄ記の上、ֶ にئい出てͦのڐ可をडけなければ
ならない。ڐ可をडけると同࣌にୀֶするものとする。

（他のେֶӃのసֶ）
ୈ��　他のେֶӃసֶしようとする者は、ͦ の理
༝をৄ記の上、ֶ にئい出てͦのڐ可をडけなけれ
ばならない。ڐ可をडけると同࣌にୀֶするものとす
る。

（సೖֶ）
ୈ��　ֶは、ຊେֶӃのసֶをئࢤする者に対し
て、ئい出によりܽ員ある合に限り֤研究Պҕ員ձ
の৹ٞを経て、これをڐ可することがある。

（ୀֶ）
ୈ��　ֶ生は、පͦؾの他の事༝でୀֶしようとする
ときは、ֶ にئい出てͦのڐ可をडけなければなら
ない。

ୈ��　ֶは、ֶ 生がපͦؾの他の事༝で成ۀの見ࠐ
みがないと認めたときは、ୀֶを໋ずることがある。

̎　文ֶ研究Պに͓いて、՝程をम了することなく、第
��第1߲又は第�߲に規定する在ֶ期間を経աした
者は、ୀֶするものとする。

（除੶）　
ୈ��の̎　次の֤߸のいずれかに該当する者をֶ
は除੶することができる。　

　（1）　指定の期までにֶ生ೲۚ等をೲೖせず、ಜ
ଅしてもな͓ೲೖにԠじない者

　（�）　第��に定める在ֶ期間をえた者
　（�）　第��に定めるֶٳ期間をえて෮ֶできない者
のಧけがあった者ࢮ　（�）　
　（ೖֶ࠶）
ୈ��の̏　ຊେֶӃのֶ生でୀֶした者が、࠶ೖֶを
可することがあڐの上、ೖֶをߟしたときは、બر
る。

。ೖֶに関する規程は、ผに定める࠶　̎

ɹɹୈ̕ষɹɹɹേ
（表জ）
ୈ��　著しいળ行のあった者は、これを表জすること
がある。

（ռ）
ୈ��　ֶ生のຊ分に反する行為のあった者は、研究Պ
ҕ員ձの৹ٞを経て、ֶ がռする。ռは、ռࠂ、ۘ
৻、ఀ ֶ及びୀֶとする。

̎　前߲のୀֶは、次の֤߸の一に該当する者に対して
行う。

　（1）　ੑ行不ྑで改ળの見ࠐみがないと認められる者
　（�）　පͦؾの他の事༝で成ۀの見ࠐみがないと認め

られる者
　（�）　正当の理༝がなくて出੮がৗでない者
　（�）　ຊֶのடংをཚし、ͦ の他ֶ生としてのຊ分に

反した者
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ɹɹୈ��ষɹೖֶݕఆྉ及びֶੜೲۚ
（ೖֶݕ定料及びֶ生ೲۚ）
ୈ��　ೖֶݕ定料及びֶ生ೲۚは、ผ表ᶙに定める
と͓りとする。
̎　ͦの他ֶ生ೲۚについての細ଇは、ผに定める。
（ೲۚの不ฦ）
ୈ��　既ೲのೲۚは、事༝のԿをわずฦしな
い。సֶ、ୀֶ、除੶又はୀֶを໋じられた者も当該
の授ۀ料をೲೖしなければならない。

（ఀֶ者の授ۀ料）
ୈ��　ఀֶ者も、当該の授ۀ料をೲೖしなければ
ならない。

（料ۀ者の授ֶٳ）
ୈ��　ֶٳ者の授ۀ料は、ֶ ࢝めより1間を௨じ
てֶٳする合に限り、当該の授ۀ料はऩしない。

（ಜଅ）
ୈ��　授ۀ料を所定期間内にೲೖせずಜଅをडけな
がら、な͓ೲೖをଵる者は、除੶される。

ɹɹୈ��ষɹ֎ࠃਓཹֶੜ、ௌߨੜ、Պ等ཤमੜ
ɹɹɹɹɹɹ及び研究ੜ
（外ࠃ人ཹֶ生等）
ୈ��　外ࠃ人ཹֶ生、ௌߨ生、Պ等ཤम生及び研究
生については、ผに定める。

ɹɹୈ��ষɹڭһ৫
（教員）
ୈ��　େֶӃֶ生の授ۀ及び研究指導には、ຊֶઐ
教員がこれに当たる。ただし、必要にԠじ݉教員をஔ
くことができる。

ɹɹୈ��ষɹ研究Պҕһձ
（研究Պҕ員ձ）
ୈ��　େֶӃに֤研究Պҕ員ձをஔく。
（研究Պҕ員ձの৫）
ୈ��　研究Պҕ員ձは、研究Պの教授をもって৫す
る。ただし、必要あるときは、研究Պҕ員ձのܾ定によ
り研究Պの他の教員を構成員に加えることができる。

（研究Պҕ員ձの৹ٞ事߲）
ୈ��　研究Պҕ員ձは、ֶ が次の֤߸に掲͛る事߲
についてܾ定を行うに当たり意見を述るものとする。
　（1）　ֶ生のೖֶ及び՝程のम了に関する事߲
　（�）　ֶҐの授与に関する事߲
　（�）　前�߸に掲͛るもののほか、教ҭ研究に関する重

要な事߲で、研究Պҕ員ձの意見をௌくことが必
要なものとしてֶが定める事߲

̎　研究Պҕ員ձは、前߲に規定するもののほか、ֶ 及
び研究Պ	ҎԼ「ֶ等」という。
がつかさどる教ҭ
研究に関する事߲について৹ٞし、及びֶ等のٻめ

にԠじて、意見を述ることができる。
（研究Պҕ員ձҕ員）
ୈ��　֤研究Պҕ員ձҕ員は、研究Պがͦのに
当たる。

（研究Պҕ員ձのটू及びٞ）
ୈ��　研究Պҕ員ձは、ҕ員がটूし、ͦ のٞと
なる。
　（研究Պҕ員ձのٞ事等）　
ୈ��　研究Պҕ員ձは、構成員の�分の�Ҏ上の出੮が
なければҕ員ձを։くことができない。
̎　ٞ事は、出੮した構成員のա数をもってܾし、可൱
同数のときは、ٞ がこれをܾする。

ɹɹୈ��ষɹ研究ՊӡӦҕһձ
（研究ՊӡӦҕ員ձ）
ୈ��　֤研究Պの࿈བྷௐ及びֶ等のࢾにԠえ
るため、研究ՊӡӦҕ員ձをஔく。

（৫）
ୈ��　研究ՊӡӦҕ員ձは、次に掲͛るҕ員をもって
৫し、必要にԠじてͦの他の৬員を加えることができる。
　（1）　ֶ
　（�）　֤研究Պ
　（�）　֤研究Պのઐ教授
（研究ՊӡӦҕ員ձの৹ٞ事߲）
ୈ��　研究ՊӡӦҕ員ձは、ֶ 等のࢾにԠじ、次に
掲͛る事߲について৹ٞし、意見を述ることができる。
　（1）　େֶӃの教ҭ研究に関する重要な規ଇの੍定改

ഇに関する事߲
　（�）　େֶӃの֤研究Պ及びେֶֶ֤部ͦの他の৫

との࿈བྷௐに関する事߲
　（�）　ͦの他େֶӃの教ҭ研究に関する必要な事߲
（টू）
ୈ��　研究ՊӡӦҕ員ձは、必要にԠじֶがこれを
টूし、ͦ のとなる。

ɹɹୈ��ষɹࣄ৫
（事ॲ理）
ୈ��　ຊେֶӃの事は、事部に͓いてॲ理する。

ɹɹୈ��ষɹվਖ਼खଓ
（改正खଓ）
ୈ��　ຊֶଇ及びຊֶଇにͮجいて定めるॾ規ଇ・
ॾ規程はຊֶの必要にԠじて変更することがある。
�　ຊֶଇの改正は、֤ 研究Պҕ員ձの৹ٞを経て、理事
ձがܾ定する。

　　　ෟ　ଇ
̍　ຊֶଇは、ত5��݄1からࢪ行する。
̎　ຊֶଇҎ外にֶ生に対して必要な事߲は、ຊେֶֶ
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　ผ表ᶗʵ̍　　文ֶ研究Պ（ത࢜前期՝程）

ઐ
߈
໊

授　ۀ　Պ　
୯ Ґ 数

必म બ ܭ



ຊ

จ

ֶ

ઐ

߈

文献ಡ解ᶗ
文献ಡ解ᶘ
文献ಡ解ᶙ
文献ಡ解ᶚ

�
�
�
�

ຊ文ֶ研究ᶗ
ຊ文ֶ研究ᶘ
ຊ文ֶ研究ᶙ
ຊ文ֶ研究ᶚ
ຊ文ֶ研究ᶛ
ຊ語ֶ研究
தࠃ文ֶ研究
ຊ書誌研究

̐
̐
̐
̐
̐
̐
̐
̐

ຊ文ֶԋशᶗ
ຊ文ֶԋशᶘ
ຊ文ֶԋशᶙ
ຊ文ֶԋशᶚ
ຊ文ֶԋशᶛ
ຊ語ֶԋश
ຊ࢙࢙料ԋश
ຊ書誌ԋश

̐
̐
̐
̐
̐
�
̐
̔

ӳ

ถ

จ

ֶ

ઐ

߈

イギϦス文ֶԋश
アϝϦΧ文ֶԋश
ӳ語ֶԋश
ӳถ文Խԋश
イギϦス文ֶ研究
アϝϦΧ文ֶ研究
ӳ語ֶ研究
ӳถ文Խ研究
Ϥーϩッύ文 ・ֶ文Խ研究
ൺֱ文 ・ֶ文Խ研究
言語ֶ研究
表文Խ研究
ҟ文Խ間コϛϡχέーシϣン研究
アΧデϛッΫ・ϥイςィンά
アΧデϛッΫ・プレθンςーシϣン
ӳ語教ҭ研究
ӳ語教ҭԋश
際文Խ研究ࠃ

̐
̐
̐
̐
̐
̐
̐
̐
̐
̐
̐
̐
̐
̐
̐
̐
̐
̐

จ

Խ

ࡒ

ֶ

ઐ

߈

文Խֶࡒಛघٛߨᶗ
文Խֶࡒಛघٛߨᶘ
文Խֶࡒಛघٛߨᶙ
文Խֶࡒಛघٛߨᶚ
文Խֶࡒಛघٛߨᶛ
文Խֶࡒಛघٛߨᶜ
文Խֶࡒಛघٛߨᶝ

̐
̐
̐
̐
̐
̐
̐

文Խֶࡒԋशᶗ
文Խֶࡒԋशᶘ

̐
̐

ଇに४拠するものとする。
　　　ෟ　ଇ
̍　このֶଇは、ྩ ��݄1からࢪ行する。
ただし、ྩ �Ҏ前のೖֶ生については、第�5
、第��及び第��に定めるとこΖによる「保ޢ者」
は、従前のと͓り「保ূ人」とする。
̎　ຊֶଇҎ外にֶ生に対して必要な事߲は、ຊେֶֶ
ଇに४拠するものとする。
　　　ෟ　ଇ
1　このֶଇは、ྩ ��݄1からࢪ行する。
�　ຊֶଇҎ外にֶ生に対して必要な事߲は、ຊେֶֶ
ଇに४拠するものとする。
　　　ෟ　ଇ
1　このֶଇは、ྩ 5�݄1からࢪ行する。
�　ຊֶଇҎ外にֶ生に対して必要な事߲は、ຊେֶֶ
ଇに४拠するものとする。
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　ผ表ᶗʵ̍　　文ֶ研究Պ（ത࢜前期՝程）

ઐ
߈
໊

授　ۀ　Պ　
୯ Ґ 数

必म બ ܭ



ຊ

จ

ֶ

ઐ

߈

文献ಡ解ᶗ
文献ಡ解ᶘ
文献ಡ解ᶙ
文献ಡ解ᶚ

�
�
�
�

ຊ文ֶ研究ᶗ
ຊ文ֶ研究ᶘ
ຊ文ֶ研究ᶙ
ຊ文ֶ研究ᶚ
ຊ文ֶ研究ᶛ
ຊ語ֶ研究
தࠃ文ֶ研究
ຊ書誌研究

̐
̐
̐
̐
̐
̐
̐
̐

ຊ文ֶԋशᶗ
ຊ文ֶԋशᶘ
ຊ文ֶԋशᶙ
ຊ文ֶԋशᶚ
ຊ文ֶԋशᶛ
ຊ語ֶԋश
ຊ࢙࢙料ԋश
ຊ書誌ԋश

̐
̐
̐
̐
̐
�
̐
̔

ӳ

ถ

จ

ֶ

ઐ

߈

イギϦス文ֶԋश
アϝϦΧ文ֶԋश
ӳ語ֶԋश
ӳถ文Խԋश
イギϦス文ֶ研究
アϝϦΧ文ֶ研究
ӳ語ֶ研究
ӳถ文Խ研究
Ϥーϩッύ文 ・ֶ文Խ研究
ൺֱ文 ・ֶ文Խ研究
言語ֶ研究
表文Խ研究
ҟ文Խ間コϛϡχέーシϣン研究
アΧデϛッΫ・ϥイςィンά
アΧデϛッΫ・プレθンςーシϣン
ӳ語教ҭ研究
ӳ語教ҭԋश
際文Խ研究ࠃ

̐
̐
̐
̐
̐
̐
̐
̐
̐
̐
̐
̐
̐
̐
̐
̐
̐
̐

จ

Խ

ࡒ

ֶ

ઐ

߈

文Խֶࡒಛघٛߨᶗ
文Խֶࡒಛघٛߨᶘ
文Խֶࡒಛघٛߨᶙ
文Խֶࡒಛघٛߨᶚ
文Խֶࡒಛघٛߨᶛ
文Խֶࡒಛघٛߨᶜ
文Խֶࡒಛघٛߨᶝ

̐
̐
̐
̐
̐
̐
̐

文Խֶࡒԋशᶗ
文Խֶࡒԋशᶘ

̐
̐

ଇに४拠するものとする。
　　　ෟ　ଇ
̍　このֶଇは、ྩ ��݄1からࢪ行する。
ただし、ྩ �Ҏ前のೖֶ生については、第�5
、第��及び第��に定めるとこΖによる「保ޢ者」
は、従前のと͓り「保ূ人」とする。
̎　ຊֶଇҎ外にֶ生に対して必要な事߲は、ຊେֶֶ
ଇに४拠するものとする。
　　　ෟ　ଇ
1　このֶଇは、ྩ ��݄1からࢪ行する。
�　ຊֶଇҎ外にֶ生に対して必要な事߲は、ຊେֶֶ
ଇに४拠するものとする。
　　　ෟ　ଇ
1　このֶଇは、ྩ 5�݄1からࢪ行する。
�　ຊֶଇҎ外にֶ生に対して必要な事߲は、ຊେֶֶ
ଇに४拠するものとする。
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จ
Խ
ࡒ
ֶ
ઐ
߈

文Խֶࡒԋशᶙ
文Խֶࡒԋशᶚ

̐
̐

ٛߨಛघࡒங文Խݐ
ຊ教࢙ಛघٛߨ
文献資料ԋश

̐
̐
̐

υ
Ω
ỿ
ϝ
ϯ
ς
ồ
γ
ἀ
ϯ
ઐ
߈

υΩϡϝンςーシϣンૅج �

研究論文ԋशᶗ
研究論文ԋशᶘ

�
�

՝研究ᶗ
՝研究ᶘ
実研究ᶗ
実研究ᶘ

�
�
�
�

ਤ書ؗ情報ֶ研究ᶗB
ਤ書ؗ情報ֶ研究ᶗC
ਤ書ؗ情報ֶ研究ᶗD
ਤ書ؗ情報ֶ研究ᶗE
ਤ書ؗ情報ֶ研究ᶘB
ਤ書ؗ情報ֶ研究ᶘC
ਤ書ؗ情報ֶ研究ᶘD
ਤ書ؗ情報ֶ研究ᶘE
ਤ書ؗ情報ֶ研究ᶙB
ਤ書ؗ情報ֶ研究ᶙC
ਤ書ؗ情報ֶ研究ᶙD
ਤ書ؗ情報ֶ研究ᶙE
人文情報ֶ研究ᶗB
人文情報ֶ研究ᶗC
人文情報ֶ研究ᶗD
人文情報ֶ研究ᶗE
人文情報ֶ研究ᶘB
人文情報ֶ研究ᶘC
人文情報ֶ研究ᶘD
人文情報ֶ研究ᶘE
人文情報ֶ研究ᶙB
人文情報ֶ研究ᶙC
人文情報ֶ研究ᶙD
人文情報ֶ研究ᶙE
書誌ֶ研究ᶗB
書誌ֶ研究ᶗC
書誌ֶ研究ᶗD
書誌ֶ研究ᶗE
書誌ֶ研究ᶘB
書誌ֶ研究ᶘC
書誌ֶ研究ᶘD
書誌ֶ研究ᶘE

̎
̎
̎
̎
̎
̎
̎
̎
̎
̎
̎
̎
̎
̎
̎
̎
̎
̎
̎
̎
̎
̎
̎
̎
̎
̎
̎
̎
�
�
�
�

υΩϡϝンςーシϣン研究ᶗ
υΩϡϝンςーシϣン研究ᶘ

̎
̎

　ผ表ᶗʵ̎　　文ֶ研究Պ（തޙ࢜期՝程）

ઐ
߈
໊

授　ۀ　Պ　
୯ Ґ 数

必म બ ܭ


ຊ
จ
ֶ
ઐ
߈

上文ֶಛघ研究
தݹ文ֶಛघ研究
தੈ文ֶಛघ研究
ۙੈ文ֶಛघ研究
ۙ文ֶಛघ研究

̐
̐
̐
̐
̐

ຊ語ֶಛघ研究
தࠃ文ֶಛघ研究

̐
̐

上文ֶԋश
தݹ文ֶԋश
தੈ文ֶԋश
ۙੈ文ֶԋश
ۙ文ֶԋश
ຊ語ֶԋश

̐
̐
̐
̐
̐
̐

ӳ
ถ
จ
ֶ
ઐ
߈

ӳ文ֶಛघ研究ᶗ
ӳ文ֶಛघ研究ᶘ
ถ文ֶಛघ研究ᶗ
ถ文ֶಛघ研究ᶘ

̐
̐
̐
̐

ӳ語ֶಛघ研究
ӳ文ֶԋश
ถ文ֶԋश
ӳ語ֶԋश
ӳถ文Խಛघ研究
ൺֱ文 ・ֶ文Խಛघ研究
ӳ語教ҭಛघ研究
際文Խಛघ研究ࠃ
ҟ文Խ間コϛϡχέーシϣンಛघ研究

̐
̐
̐
̐
̐
̐
̐
̐
̐

จ
Խ
ࡒ
ֶ
ઐ
߈

研究指導
文Խֶࡒಛघ研究ᶗ
文Խֶࡒಛघ研究ᶘ
文Խֶࡒಛघ研究ᶙ
文Խֶࡒಛघ研究ᶚ

̐
̐
̐
̐

υ
Ω
ỿ
ϝ
ϯ
ς
ồ
γ
ἀ
ϯ
ઐ
߈

研究指導ᶗ
研究指導ᶘ
研究指導ᶙ
υΩϡϝンςーシϣンಛघ研究ᶗ
υΩϡϝンςーシϣンಛघ研究ᶘ
υΩϡϝンςーシϣンಛघ研究ᶙ

̐
̐
̐
̐
̐
̐

　ผ表ᶘ　　ֶࣃ研究Պ

ઐ
߈
໊
ઐ߈
分 授　ۀ　Պ　

୯ Ґ 数

必म બ ܭ

ࣃ

ֶ
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ֶ

解ֶܥ
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解ֶ実श

�
�
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Ⅺ
諸
規
程
等
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ࣃ
ɹ
ɹ
ɹ
ֶ

ղ



ֶ

ٛߨ解ֶߢޱ
解ֶ実शߢޱ
ಛ論ֶࣃ
（બՊ）
生理ֶٛߨ
ٛߨ生理ֶߢޱ ^
分ࢠ生Խֶٛߨ
ٛߨ生Խֶࢠ分ߢޱ ^
ප理ֶٛߨ
ٛߨප理ֶߢޱ ^
์ࣹઢ・画像断ֶٛߨ
小ࣃࣇՊֶٛߨ
ͦの他ڐ可を得たՊ（ٛߨ）
ͦの他ڐ可を得たՊ（実श）

�
�
5

�

�

�

�
�
�
1�

৫ֶܥ
（必मՊ）
৫ֶٛߨ
৫ֶ実श
ٛߨ৫ֶߢޱ
৫ֶ実शߢޱ
ಛ論ֶࣃ
（બՊ）
ප理ֶٛߨ
ٛߨප理ֶߢޱ ^
保存म෮ֶٛߨ
ٛߨ内ྍ法ֶࣃ
ٛߨपපֶࣃ
ٛߨ外Պֶߢޱ
ٛߨ内Պֶߢޱ
ͦの他ڐ可を得たՊ（ٛߨ）
ͦの他ڐ可を得たՊ（実श）

�
�
�
�
5

�

�
�
�
�
�
�
1�

ੜ
ɹ
ɹ
ཧ
ɹ
ɹ
ֶ

（必मՊ）
生理ֶٛߨ
生理ֶ実श
ٛߨ生理ֶߢޱ
生理ֶ実शߢޱ
ಛ論ֶࣃ
（બՊ）
解ֶٛߨ
ٛߨ解ֶߢޱ ^
分ࢠ生Խֶٛߨ
ٛߨ生Խֶࢠ分ߢޱ ^
薬理ֶٛߨ
ٛߨՊ薬理ֶࣃ ^
有চٛิࣃ௲ֶٛߨ
ͦの他ڐ可を得たՊ（ٛߨ）
ͦの他ڐ可を得たՊ（実श）

�
�
�
�
5

�

�

�

�
�
1�

��


ࢠ
ੜ
Խ
ֶ

（必मՊ）
分ࢠ生Խֶٛߨ
分ࢠ生Խֶ実श ^ �

�

��

ࣃ
ɹ
ɹ
ɹ
ֶ



ࢠ

ੜ

Խ

ֶ

ٛߨ生Խֶࢠ分ߢޱ
^　生Խֶ実शࢠ分ߢޱ
ಛ論ֶࣃ
（બՊ）
৫ֶٛߨ
^　ٛߨ৫ֶߢޱ
ප理ֶٛߨ
^　ٛߨප理ֶߢޱ
ඍ生物ֶٛߨ
^　ٛߨඍ生物ֶߢޱ
ҬࣃՊ保ֶ݈ٛߨ
ٛߨ内ྍ法ֶࣃ
ٛߨपපֶࣃ
ͦの他ڐ可を得たՊ（ٛߨ）
ͦの他ڐ可を得たՊ（実श）

�
�
5

�

�

�

�
�
�
�
1�

ප

ཧ

ֶ

（必मՊ）
ප理ֶٛߨ
ප理ֶ実श
ٛߨප理ֶߢޱ
ප理ֶ実शߢޱ
ಛ論ֶࣃ
（બՊ）
৫ֶٛߨ
^　ٛߨ৫ֶߢޱ
分ࢠ生Խֶٛߨ
^　ٛߨ生Խֶࢠ分ߢޱ
ٛߨ内ྍ法ֶࣃ
ٛߨपපֶࣃ
ٛߨ外Պֶߢޱ
ٛߨ内Պֶߢޱ
ͦの他ڐ可を得たՊ（ٛߨ）
ͦの他ڐ可を得たՊ（実श）

�
�
�
�
5

�

�

�
�
�
�
�
1�

��

ޱ

ߢ

ඍ

ੜ



ֶ

（必मՊ）
ඍ生物ֶٛߨ
ඍ生物ֶ実श
ٛߨඍ生物ֶߢޱ
ඍ生物ֶ実शߢޱ
ಛ論ֶࣃ
（બՊ）
分ࢠ生Խֶٛߨ
^　ٛߨ生Խֶࢠ分ߢޱ
ҬࣃՊ保ֶ݈ٛߨ
ٛߨ内ྍ法ֶࣃ
ٛߨपපֶࣃ
ٛߨ外Պֶߢޱ
ٛߨ内Պֶߢޱ
ͦの他ڐ可を得たՊ（ٛߨ）
ͦの他ڐ可を得たՊ（実श）
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ֶ

ٛߨ解ֶߢޱ
解ֶ実शߢޱ
ಛ論ֶࣃ
（બՊ）
生理ֶٛߨ
ٛߨ生理ֶߢޱ ^
分ࢠ生Խֶٛߨ
ٛߨ生Խֶࢠ分ߢޱ ^
ප理ֶٛߨ
ٛߨප理ֶߢޱ ^
์ࣹઢ・画像断ֶٛߨ
小ࣃࣇՊֶٛߨ
ͦの他ڐ可を得たՊ（ٛߨ）
ͦの他ڐ可を得たՊ（実श）
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৫ֶܥ
（必मՊ）
৫ֶٛߨ
৫ֶ実श
ٛߨ৫ֶߢޱ
৫ֶ実शߢޱ
ಛ論ֶࣃ
（બՊ）
ප理ֶٛߨ
ٛߨප理ֶߢޱ ^
保存म෮ֶٛߨ
ٛߨ内ྍ法ֶࣃ
ٛߨपපֶࣃ
ٛߨ外Պֶߢޱ
ٛߨ内Պֶߢޱ
ͦの他ڐ可を得たՊ（ٛߨ）
ͦの他ڐ可を得たՊ（実श）
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（必मՊ）
生理ֶٛߨ
生理ֶ実श
ٛߨ生理ֶߢޱ
生理ֶ実शߢޱ
ಛ論ֶࣃ
（બՊ）
解ֶٛߨ
ٛߨ解ֶߢޱ ^
分ࢠ生Խֶٛߨ
ٛߨ生Խֶࢠ分ߢޱ ^
薬理ֶٛߨ
ٛߨՊ薬理ֶࣃ ^
有চٛิࣃ௲ֶٛߨ
ͦの他ڐ可を得たՊ（ٛߨ）
ͦの他ڐ可を得たՊ（実श）
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分ࢠ生Խֶ実श ^ �
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ֶ

ٛߨ生Խֶࢠ分ߢޱ
^　生Խֶ実शࢠ分ߢޱ
ಛ論ֶࣃ
（બՊ）
৫ֶٛߨ
^　ٛߨ৫ֶߢޱ
ප理ֶٛߨ
^　ٛߨප理ֶߢޱ
ඍ生物ֶٛߨ
^　ٛߨඍ生物ֶߢޱ
ҬࣃՊ保ֶ݈ٛߨ
ٛߨ内ྍ法ֶࣃ
ٛߨपපֶࣃ
ͦの他ڐ可を得たՊ（ٛߨ）
ͦの他ڐ可を得たՊ（実श）
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（必मՊ）
ප理ֶٛߨ
ප理ֶ実श
ٛߨප理ֶߢޱ
ප理ֶ実शߢޱ
ಛ論ֶࣃ
（બՊ）
৫ֶٛߨ
^　ٛߨ৫ֶߢޱ
分ࢠ生Խֶٛߨ
^　ٛߨ生Խֶࢠ分ߢޱ
ٛߨ内ྍ法ֶࣃ
ٛߨपපֶࣃ
ٛߨ外Պֶߢޱ
ٛߨ内Պֶߢޱ
ͦの他ڐ可を得たՊ（ٛߨ）
ͦの他ڐ可を得たՊ（実श）
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ֶ

（必मՊ）
ඍ生物ֶٛߨ
ඍ生物ֶ実श
ٛߨඍ生物ֶߢޱ
ඍ生物ֶ実शߢޱ
ಛ論ֶࣃ
（બՊ）
分ࢠ生Խֶٛߨ
^　ٛߨ生Խֶࢠ分ߢޱ
ҬࣃՊ保ֶ݈ٛߨ
ٛߨ内ྍ法ֶࣃ
ٛߨपපֶࣃ
ٛߨ外Պֶߢޱ
ٛߨ内Պֶߢޱ
ͦの他ڐ可を得たՊ（ٛߨ）
ͦの他ڐ可を得たՊ（実श）
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（必मՊ）
薬理ֶٛߨ
薬理ֶ実श
ٛߨՊ薬理ֶࣃ
Պ薬理ֶ実शࣃ
ಛ論ֶࣃ
（બՊ）
৫ֶٛߨ
^　ٛߨ৫ֶߢޱ
生理ֶٛߨ
^　ٛߨ生理ֶߢޱ
分ࢠ生Խֶٛߨ
^　ٛߨ生Խֶࢠ分ߢޱ
ඍ生物ֶٛߨ
^　ٛߨඍ生物ֶߢޱ
ٛߨ内ྍ法ֶࣃ
ٛߨपපֶࣃ
ͦの他ڐ可を得たՊ（ٛߨ）
ͦの他ڐ可を得たՊ（実श）
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ֶ

（必मՊ）
ٛߨՊ理工ֶࣃ
Պ理工ֶ実शࣃ
ಛ論ֶࣃ
（બՊ）
分ࢠ生Խֶٛߨ
^　ٛߨ生Խֶࢠ分ߢޱ
保存म෮ֶٛߨ
ٛߨ内ྍ法ֶࣃ
ٛߨपපֶࣃ
有চٛิࣃ௲ֶٛߨ
ΫϥンϒϦッδิ௲ֶٛߨ
ٛߨ正ֶڲՊࣃ
ͦの他ڐ可を得たՊ（ٛߨ）
ͦの他ڐ可を得たՊ（実श）
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ҬࣃՊ保ֶ݈ܥ
（必मՊ）
ҬࣃՊ保ֶ݈ٛߨ
ҬࣃՊ保ֶ݈実श
ಛ論ֶࣃ
（બՊ）
分ࢠ生Խֶٛߨ
^　ٛߨ生Խֶࢠ分ߢޱ
ප理ֶٛߨ
^　ٛߨප理ֶߢޱ
ඍ生物ֶٛߨ
^　ٛߨඍ生物ֶߢޱ
ٛߨ内ྍ法ֶࣃ
ٛߨपපֶࣃ
小ࣃࣇՊֶٛߨ
ͦの他ڐ可を得たՊ（ٛߨ）
ͦの他ڐ可を得たՊ（実श）
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୳ܥֶࣃࡧ
（必मՊ）
୳ٛߨֶࣃࡧ
୳ֶࣃࡧ実श
ಛ論ֶࣃ
（બՊ）
分ࢠ生Խֶٛߨ
^　ٛߨ生Խֶࢠ分ߢޱ
ඍ生物ֶٛߨ
^　ٛߨඍ生物ֶߢޱ
保存म෮ֶٛߨ
ٛߨ内ྍ法ֶࣃ
ٛߨपපֶࣃ
ͦの他ڐ可を得たՊ（ٛߨ）
ͦの他ڐ可を得たՊ（実श）
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（必मՊ）
保存म෮ֶٛߨ
保存म෮ֶ実श
ಛ論ֶࣃ
（બՊ）
生理ֶٛߨ
^　ٛߨ生理ֶߢޱ
ප理ֶٛߨ
^　ٛߨප理ֶߢޱ
ඍ生物ֶٛߨ
^　ٛߨඍ生物ֶߢޱ
ٛߨՊ理工ֶࣃ
ҬࣃՊ保ֶ݈ٛߨ
ͦの他ڐ可を得たՊ（ٛߨ）
ͦの他ڐ可を得たՊ（実श）
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（必मՊ）
ٛߨ内ྍ法ֶࣃ
内ྍ法ֶ実शࣃ
ಛ論ֶࣃ
（બՊ）
解ֶٛߨ
^　ٛߨ解ֶߢޱ
৫ֶٛߨ
^　ٛߨ৫ֶߢޱ
分ࢠ生Խֶٛߨ
^　ٛߨ生Խֶࢠ分ߢޱ
ප理ֶٛߨ
^　ٛߨප理ֶߢޱ
ඍ生物ֶٛߨ
^　ٛߨඍ生物ֶߢޱ
ٛߨՊ理工ֶࣃ
保存म෮ֶٛߨ
ٛߨपපֶࣃ
ΫϥンϒϦッδิ௲ֶٛߨ
ͦの他ڐ可を得たՊ（ٛߨ）
ͦの他ڐ可を得たՊ（実श）
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ֶ

（必मՊ）
ٛߨपපֶࣃ
実शֶྍ࣏पࣃ
ಛ論ֶࣃ
（બՊ）
分ࢠ生Խֶٛߨ
^　ٛߨ生Խֶࢠ分ߢޱ
ඍ生物ֶٛߨ
^　ٛߨඍ生物ֶߢޱ
ٛߨՊ理工ֶࣃ
ٛߨ内Պֶߢޱ
์ࣹઢ・画像断ֶٛߨ
୳ٛߨֶࣃࡧ
ͦの他ڐ可を得たՊ（ٛߨ）
ͦの他ڐ可を得たՊ（実श）
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（必मՊ）
有চٛิࣃ௲ֶ・ྸߴ者ࣃՊֶٛߨ
有চٛิࣃ௲ֶ・ྸߴ者ࣃՊֶ実श
ಛ論ֶࣃ
（બՊ）
解ֶٛߨ
^　ٛߨ解ֶߢޱ
生理ֶٛߨ
^　ٛߨ生理ֶߢޱ
薬理ֶٛߨ
^　ٛߨՊ薬理ֶࣃ
ٛߨՊ理工ֶࣃ
ٛߨ外Պֶߢޱ
ٛߨ内Պֶߢޱ
์ࣹઢ・画像断ֶٛߨ
ΫϥンϒϦッδิ௲ֶٛߨ
ͦの他ڐ可を得たՊ（ٛߨ）
ͦの他ڐ可を得たՊ（実श）
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（必मՊ）
ΫϥンϒϦッδิ௲ֶٛߨ
ΫϥンϒϦッδิ௲ֶ実श
ಛ論ֶࣃ
（બՊ）
生理ֶٛߨ
^　ٛߨ生理ֶߢޱ
ٛߨՊ理工ֶࣃ
ٛߨ内ྍ法ֶࣃ
ٛߨपපֶࣃ
ٛߨ正ֶڲՊࣃ
์ࣹઢ・画像断ֶٛߨ
ͦの他ڐ可を得たՊ（ٛߨ）
ͦの他ڐ可を得たՊ（実श）
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（必मՊ）
ٛߨ外Պֶߢޱ
外Պֶ実शߢޱ
ಛ論ֶࣃ
（બՊ）
解ֶٛߨ
^　ٛߨ解ֶߢޱ
生理ֶٛߨ
^　ٛߨ生理ֶߢޱ
分ࢠ生Խֶٛߨ
^　ٛߨ生Խֶࢠ分ߢޱ
ප理ֶٛߨ
^　ٛߨප理ֶߢޱ
ٛߨ正ֶڲՊࣃ
์ࣹઢ・画像断ֶٛߨ
ͦの他ڐ可を得たՊ（ٛߨ）
ͦの他ڐ可を得たՊ（実श）
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（必मՊ）
ٛߨ内Պֶߢޱ
内Պֶ実शߢޱ
ಛ論ֶࣃ
（બՊ）
解ֶٛߨ
^　ٛߨ解ֶߢޱ
生理ֶٛߨ
^　ٛߨ生理ֶߢޱ
分ࢠ生Խֶٛߨ
^　ٛߨ生Խֶࢠ分ߢޱ
ප理ֶٛߨ
^　ٛߨප理ֶߢޱ
ඍ生物ֶٛߨ
^　ٛߨඍ生物ֶߢޱ
์ࣹઢ・画像断ֶٛߨ
ͦの他ڐ可を得たՊ（ٛߨ）
ͦの他ڐ可を得たՊ（実श）
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（必मՊ）
ٛߨ正ֶڲՊࣃ
正ֶ実शڲՊࣃ
ಛ論ֶࣃ
（બՊ）
解ֶٛߨ
^　ٛߨ解ֶߢޱ
生理ֶٛߨ
^　ٛߨ生理ֶߢޱ
分ࢠ生Խֶٛߨ
^　ٛߨ生Խֶࢠ分ߢޱ
ٛߨՊ理工ֶࣃ
์ࣹઢ・画像断ֶٛߨ
ͦの他ڐ可を得たՊ（ٛߨ）
ͦの他ڐ可を得たՊ（実श）
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（必मՊ）
ٛߨपපֶࣃ
実शֶྍ࣏पࣃ
ಛ論ֶࣃ
（બՊ）
分ࢠ生Խֶٛߨ
^　ٛߨ生Խֶࢠ分ߢޱ
ඍ生物ֶٛߨ
^　ٛߨඍ生物ֶߢޱ
ٛߨՊ理工ֶࣃ
ٛߨ内Պֶߢޱ
์ࣹઢ・画像断ֶٛߨ
୳ٛߨֶࣃࡧ
ͦの他ڐ可を得たՊ（ٛߨ）
ͦの他ڐ可を得たՊ（実श）
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（必मՊ）
有চٛิࣃ௲ֶ・ྸߴ者ࣃՊֶٛߨ
有চٛิࣃ௲ֶ・ྸߴ者ࣃՊֶ実श
ಛ論ֶࣃ
（બՊ）
解ֶٛߨ
^　ٛߨ解ֶߢޱ
生理ֶٛߨ
^　ٛߨ生理ֶߢޱ
薬理ֶٛߨ
^　ٛߨՊ薬理ֶࣃ
ٛߨՊ理工ֶࣃ
ٛߨ外Պֶߢޱ
ٛߨ内Պֶߢޱ
์ࣹઢ・画像断ֶٛߨ
ΫϥンϒϦッδิ௲ֶٛߨ
ͦの他ڐ可を得たՊ（ٛߨ）
ͦの他ڐ可を得たՊ（実श）
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（必मՊ）
ΫϥンϒϦッδิ௲ֶٛߨ
ΫϥンϒϦッδิ௲ֶ実श
ಛ論ֶࣃ
（બՊ）
生理ֶٛߨ
^　ٛߨ生理ֶߢޱ
ٛߨՊ理工ֶࣃ
ٛߨ内ྍ法ֶࣃ
ٛߨपපֶࣃ
ٛߨ正ֶڲՊࣃ
์ࣹઢ・画像断ֶٛߨ
ͦの他ڐ可を得たՊ（ٛߨ）
ͦの他ڐ可を得たՊ（実श）
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（必मՊ）
ٛߨ外Պֶߢޱ
外Պֶ実शߢޱ
ಛ論ֶࣃ
（બՊ）
解ֶٛߨ
^　ٛߨ解ֶߢޱ
生理ֶٛߨ
^　ٛߨ生理ֶߢޱ
分ࢠ生Խֶٛߨ
^　ٛߨ生Խֶࢠ分ߢޱ
ප理ֶٛߨ
^　ٛߨප理ֶߢޱ
ٛߨ正ֶڲՊࣃ
์ࣹઢ・画像断ֶٛߨ
ͦの他ڐ可を得たՊ（ٛߨ）
ͦの他ڐ可を得たՊ（実श）

�
1�
5

�

�

�

�

�
�
�
1�

��

ޱ

ߢ

内

科

ֶ

（必मՊ）
ٛߨ内Պֶߢޱ
内Պֶ実शߢޱ
ಛ論ֶࣃ
（બՊ）
解ֶٛߨ
^　ٛߨ解ֶߢޱ
生理ֶٛߨ
^　ٛߨ生理ֶߢޱ
分ࢠ生Խֶٛߨ
^　ٛߨ生Խֶࢠ分ߢޱ
ප理ֶٛߨ
^　ٛߨප理ֶߢޱ
ඍ生物ֶٛߨ
^　ٛߨඍ生物ֶߢޱ
์ࣹઢ・画像断ֶٛߨ
ͦの他ڐ可を得たՊ（ٛߨ）
ͦの他ڐ可を得たՊ（実श）

�
1�
5

�

�

�

�

�

�
�
1�

��

ࣃ

科

ڲ

ਖ਼

ֶ

（必मՊ）
ٛߨ正ֶڲՊࣃ
正ֶ実शڲՊࣃ
ಛ論ֶࣃ
（બՊ）
解ֶٛߨ
^　ٛߨ解ֶߢޱ
生理ֶٛߨ
^　ٛߨ生理ֶߢޱ
分ࢠ生Խֶٛߨ
^　ٛߨ生Խֶࢠ分ߢޱ
ٛߨՊ理工ֶࣃ
์ࣹઢ・画像断ֶٛߨ
ͦの他ڐ可を得たՊ（ٛߨ）
ͦの他ڐ可を得たՊ（実श）

�
1�
5

�

�

�

�
�
�
1�

��
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ࣃ
ɹ
ɹ
ɹ
ֶ

ޱ
ߢ
ֺ
إ
໘
์
ࣹ
ઢ
・
ը
૾

அ
ֶ

（必मՊ）
์ࣹઢ・画像断ֶٛߨ
์ࣹઢ・画像断ֶ実श
ಛ論ֶࣃ
（બՊ）
解ֶٛߨ
^　ٛߨ解ֶߢޱ
৫ֶٛߨ
^　ٛߨ৫ֶߢޱ
ප理ֶٛߨ
^　ٛߨප理ֶߢޱ
ٛߨ内ྍ法ֶࣃ
ٛߨपපֶࣃ
ٛߨ外Պֶߢޱ
ٛߨ内Պֶߢޱ
ͦの他ڐ可を得たՊ（ٛߨ）
ͦの他ڐ可を得たՊ（実श）

�
1�
5

�

�

�

�
�
�
�
�
1�

��

খ
ࣇ
ࣃ
科
ֶ

（必मՊ）
小ࣃࣇՊֶٛߨ
小ࣃࣇՊֶ実श
ಛ論ֶࣃ
（બՊ）
৫ֶٛߨ
^　ٛߨ৫ֶߢޱ
ҬࣃՊ保ֶ݈ٛߨ
保存म෮ֶٛߨ
ٛߨ正ֶڲՊࣃ
์ࣹઢ・画像断ֶٛߨ
ͦの他ڐ可を得たՊ（ٛߨ）
ͦの他ڐ可を得たՊ（実श）

�
1�
5

�

�
�
�
�
�
1�

��

ࣃ

科

ຑ

ਲ

ֶ

（必मՊ）
ٛߨՊຑਲֶࣃ
Պຑਲֶ実शࣃ
ಛ論ֶࣃ
（બՊ）
生理ֶٛߨ
^　ٛߨ生理ֶߢޱ
分ࢠ生Խֶٛߨ
^　ٛߨ生Խֶࢠ分ߢޱ
薬理ֶٛߨ
^　ٛߨՊ薬理ֶࣃ
ٛߨ外Պֶߢޱ
ٛߨ内Պֶߢޱ
ͦの他ڐ可を得たՊ（ٛߨ）
ͦの他ڐ可を得たՊ（実श）

�
1�
5

�

�

�

�
�
�
1�

��

ࣃ
ɹ
ɹ
ɹ
ֶ

法

ҩ

ࣃ

ֶ

（必मՊ）
法ҩٛߨֶࣃ
法ҩֶࣃ実श
ಛ論ֶࣃ
（બՊ）
解ֶٛߨ
^　ٛߨ解ֶߢޱ
ප理ֶٛߨ
^　ٛߨප理ֶߢޱ
ٛߨ外Պֶߢޱ
ٛߨ内Պֶߢޱ
ͦの他ڐ可を得たՊ（ٛߨ）
ͦの他ڐ可を得たՊ（実श）

�
1�
5

�

�

�
�
�
1�

��

　ผ表ᶙ　ೖֶݕ定料及びֶ生ೲۚ
　文ֶ研究Պ
ʬೖֶݕ定料ʭ �����ԁ

ʬֶ生ೲۚʭ
　ೖ　ֶ　 （ۚೖֶ࣌） ������ԁ

　授　ۀ　料（　ֹ） ������ԁ

（࣌ೖֶ）ઃઃඋඅࢪ　 1�����ԁ

研究Պֶࣃ　
ʬೖֶݕ定料ʭ �����ԁ

ʬֶ生ೲۚʭ
　ೖ　ֶ　 （ۚೖֶ࣌） ������ԁ

　授　ۀ　料（　ֹ） ������ԁ

（࣌ೖֶ）ઃઃඋඅࢪ　 ������ԁ
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程
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ݟେֶֶҐنఔ
（　　的）
ୈ̍　この規程は、ֶ Ґ規ଇ（ত��文部লྩ第9
߸）第1�の規定ฒびに見େֶֶଇ（ҎԼ「େֶֶ
ଇ」という。）及び見େֶେֶӃֶଇ（ҎԼ「େֶӃֶ
ଇ」という。）にͮجき、見େ （ֶҎԼ「ຊֶ」という。）
に͓いて授与するֶҐ、論文৹ࠪの方法、試験、ֶ ྗの
֬認の方法等ֶҐについて、必要な事߲を定めること
を的とする。

（ֶҐのछ類及びઐ߈分）
ୈ̎　ຊֶに͓いて授与するֶҐのछ類は、ֶ ࢜म、࢜
及びത࢜とする。
̎　ֶҐのઐ߈分は、次のと͓りとする。
（文ֶ）ֶ࢜　　
（ֶࣃ）ֶ࢜　　
　　म࢜（文ֶ）
　　म࢜（文Խֶࡒ）
　　ത࢜（文ֶ）
　　ത࢜（文Խֶࡒ）
　　ത（ֶࣃ）࢜
（ֶҐ授与の要件）
ୈ̏　ֶ࢜のֶҐは、ຊֶֶଇ第1�の規定により、
所定の՝程をम了し、ଔۀした者に対し授与するもの
とする。
̎　म࢜のֶҐは、େֶӃֶଇ第1�第�߲の規定により、
所定の՝程をम了した者に対し授与するものとする。
̏　ത࢜のֶҐは、େֶӃֶଇ第1�第�߲及び第�߲の
規定により、所定の՝程をम了した者に対し授与する
ものとする。
̐　前߲に定めるもののほか、ത࢜のֶҐは、ຊֶେֶӃ
ֶଇ第1�第�߲及び第1�第�߲の規定により、ຊ
ֶେֶӃの行うֶҐ論文の৹ࠪ及び試験に合格し、か
つ、文ֶ研究Պに͓いては、തޙ࢜期՝程、ֶࣃ研究Պ
に͓いては、ത࢜՝程をम了した者と同等Ҏ上のֶྗ
を有することを֬認された者に対し授与することがで
きる。

（ֶҐ論文の提出）
ୈ̐　前第�߲及び第�߲の規定によりֶҐ論文の
৹ࠪをਃする者は、ֶ Ґ論文に所定の書類をఴえて
当該の研究Պ（ҎԼ「研究Պ」という。）に提出する
ものとする。
̎　前第�߲の規定によりֶҐをٻする者は、ֶ Ґ
論文に所定の書類をఴえて、研究Պを経てֶに提
出するものとする。
̏　提出するֶҐ論文は、自著一ฤとし、ߟࢀとして他の
論文をఴすることができる。
̐　いったんड理したֶҐ論文（ߟࢀとしてఴされた
論文をؚΉ。）は、ฦしない。

（৹ ࠪ 料）
ୈ̑　第�第�߲の規定のうͪ文ֶ研究Պに͓いて、
തޙ࢜期՝程に所定の期間在ֶして、所定の୯Ґをम
得したޙୀֶし、�Ҏ上経աし、ֶ Ґをٻする者
は、次の৹ࠪ料をೲしなければならない。

5����ԁ
ୈ̒　第�第�߲の規定によりֶҐをٻする者は、
次の৹ࠪ料をೲしなければならない。
̎　文ֶ研究Պに͓いては、次の৹ࠪ料とする。
　（1）　ઐ教員	 5����ԁ
　（�）　ͦの他	 1�����ԁ
。研究Պに͓いては、次の৹ࠪ料とするֶࣃ　̏
　（1）　ઐ教員	 5����ԁ
　（�）　ඇৗࢣߨۈ・ઐ߈生	 1�����ԁ
　（�）　ֶ外提出者	 ������ԁ
　（�）　ֶҐ論文৹ࠪҕୗ者	 1������ԁ
̐　既ೲの৹ࠪ料は、ฦしない。
（ֶҐ論文の৹ࠪ）
ୈ̓　研究Պは、第�第1߲の規定によりֶҐ論文
の৹ࠪのਃをड理したときは、当該の研究Պҕ員ձ
（ҎԼ「研究Պҕ員ձ」という。）に৹ࠪをୗする。
̎　ֶは、第�第�߲の規定によりֶҐٻのਃを
ड理したときは、研究Պҕ員ձにֶҐ論文の৹ࠪを
ୗする。

（৹ࠪҕ員ձ）
ୈ̔　前の規定によりֶҐ論文の৹ࠪをୗされた
研究Պҕ員ձは、研究Պҕ員ձのҕ員�名Ҏ上により
構成される৹ࠪҕ員ձをઃけ৹ࠪを行う。
̎　研究Պҕ員ձは、必要と認めたときは、前߲の規定に
かかわらず、研究Պ所属の教員を৹ࠪҕ員ձに加える
ことができる。
̏　研究Պҕ員ձは、必要と認めたときは、第1߲の規定
にかかわらず、他のେֶのେֶӃ又は研究所等の教員
等を৹ࠪҕ員ձに加えることができる。
̐　৹ࠪҕ員ձは、৹ࠪ上必要があるときは、ֶ Ґ論文
の訳文又はඪຊ（。としてఴされた論文をؚΉߟࢀ）
等の提出をٻめることができる。

（最終試験又は試験、試）
ୈ̕　৹ࠪҕ員ձは、ֶ Ґ論文の৹ࠪと同࣌にֶҐ論
文をத৺として、これに関࿈あるՊについて最終試
験又は試験を行う。
̎　前߲の最終試験又は試験の方法は、ޱ಄又は筆と
する。
̏　৹ࠪҕ員ձは、第�第�߲の規定によりത࢜のֶҐ
をٻする者については、ઐֶ߈ज़に関し、文ֶ研究Պ
に͓いては、തޙ࢜期՝程、ֶࣃ研究Պに͓いては、ത
՝程をम了した者と同等Ҏ上のֶྗを有することを࢜
֬認するため、ޱ಄又は筆による試を行う。
̐　文ֶ研究Պതޙ࢜期՝程に�Ҏ上在ֶし、େֶӃ
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Ⅺ
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程
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ݟେֶֶҐنఔ
（　　的）
ୈ̍　この規程は、ֶ Ґ規ଇ（ত��文部লྩ第9
߸）第1�の規定ฒびに見େֶֶଇ（ҎԼ「େֶֶ
ଇ」という。）及び見େֶେֶӃֶଇ（ҎԼ「େֶӃֶ
ଇ」という。）にͮجき、見େ （ֶҎԼ「ຊֶ」という。）
に͓いて授与するֶҐ、論文৹ࠪの方法、試験、ֶ ྗの
֬認の方法等ֶҐについて、必要な事߲を定めること
を的とする。

（ֶҐのछ類及びઐ߈分）
ୈ̎　ຊֶに͓いて授与するֶҐのछ類は、ֶ ࢜म、࢜
及びത࢜とする。
̎　ֶҐのઐ߈分は、次のと͓りとする。
（文ֶ）ֶ࢜　　
（ֶࣃ）ֶ࢜　　
　　म࢜（文ֶ）
　　म࢜（文Խֶࡒ）
　　ത࢜（文ֶ）
　　ത࢜（文Խֶࡒ）
　　ത（ֶࣃ）࢜
（ֶҐ授与の要件）
ୈ̏　ֶ࢜のֶҐは、ຊֶֶଇ第1�の規定により、
所定の՝程をम了し、ଔۀした者に対し授与するもの
とする。
̎　म࢜のֶҐは、େֶӃֶଇ第1�第�߲の規定により、
所定の՝程をम了した者に対し授与するものとする。
̏　ത࢜のֶҐは、େֶӃֶଇ第1�第�߲及び第�߲の
規定により、所定の՝程をम了した者に対し授与する
ものとする。
̐　前߲に定めるもののほか、ത࢜のֶҐは、ຊֶେֶӃ
ֶଇ第1�第�߲及び第1�第�߲の規定により、ຊ
ֶେֶӃの行うֶҐ論文の৹ࠪ及び試験に合格し、か
つ、文ֶ研究Պに͓いては、തޙ࢜期՝程、ֶࣃ研究Պ
に͓いては、ത࢜՝程をम了した者と同等Ҏ上のֶྗ
を有することを֬認された者に対し授与することがで
きる。

（ֶҐ論文の提出）
ୈ̐　前第�߲及び第�߲の規定によりֶҐ論文の
৹ࠪをਃする者は、ֶ Ґ論文に所定の書類をఴえて
当該の研究Պ（ҎԼ「研究Պ」という。）に提出する
ものとする。
̎　前第�߲の規定によりֶҐをٻする者は、ֶ Ґ
論文に所定の書類をఴえて、研究Պを経てֶに提
出するものとする。
̏　提出するֶҐ論文は、自著一ฤとし、ߟࢀとして他の
論文をఴすることができる。
̐　いったんड理したֶҐ論文（ߟࢀとしてఴされた
論文をؚΉ。）は、ฦしない。

（৹ ࠪ 料）
ୈ̑　第�第�߲の規定のうͪ文ֶ研究Պに͓いて、
തޙ࢜期՝程に所定の期間在ֶして、所定の୯Ґをम
得したޙୀֶし、�Ҏ上経աし、ֶ Ґをٻする者
は、次の৹ࠪ料をೲしなければならない。

5����ԁ
ୈ̒　第�第�߲の規定によりֶҐをٻする者は、
次の৹ࠪ料をೲしなければならない。

̎　文ֶ研究Պに͓いては、次の৹ࠪ料とする。
　（1）　ઐ教員	 5����ԁ
　（�）　ͦの他	 1�����ԁ
。研究Պに͓いては、次の৹ࠪ料とするֶࣃ　̏
　（1）　ઐ教員	 5����ԁ
　（�）　ඇৗࢣߨۈ・ઐ߈生	 1�����ԁ
　（�）　ֶ外提出者	 ������ԁ
　（�）　ֶҐ論文৹ࠪҕୗ者	 1������ԁ
̐　既ೲの৹ࠪ料は、ฦしない。
（ֶҐ論文の৹ࠪ）
ୈ̓　研究Պは、第�第1߲の規定によりֶҐ論文
の৹ࠪのਃをड理したときは、当該の研究Պҕ員ձ
（ҎԼ「研究Պҕ員ձ」という。）に৹ࠪをୗする。
̎　ֶは、第�第�߲の規定によりֶҐٻのਃを
ड理したときは、研究Պҕ員ձにֶҐ論文の৹ࠪを
ୗする。

（৹ࠪҕ員ձ）
ୈ̔　前の規定によりֶҐ論文の৹ࠪをୗされた
研究Պҕ員ձは、研究Պҕ員ձのҕ員�名Ҏ上により
構成される৹ࠪҕ員ձをઃけ৹ࠪを行う。

̎　研究Պҕ員ձは、必要と認めたときは、前߲の規定に
かかわらず、研究Պ所属の教員を৹ࠪҕ員ձに加える
ことができる。

̏　研究Պҕ員ձは、必要と認めたときは、第1߲の規定
にかかわらず、他のେֶのେֶӃ又は研究所等の教員
等を৹ࠪҕ員ձに加えることができる。

̐　৹ࠪҕ員ձは、৹ࠪ上必要があるときは、ֶ Ґ論文
の訳文又はඪຊ（。としてఴされた論文をؚΉߟࢀ）
等の提出をٻめることができる。

（最終試験又は試験、試）
ୈ̕　৹ࠪҕ員ձは、ֶ Ґ論文の৹ࠪと同࣌にֶҐ論
文をத৺として、これに関࿈あるՊについて最終試
験又は試験を行う。

̎　前߲の最終試験又は試験の方法は、ޱ಄又は筆と
する。

̏　৹ࠪҕ員ձは、第�第�߲の規定によりത࢜のֶҐ
をٻする者については、ઐֶ߈ज़に関し、文ֶ研究Պ
に͓いては、തޙ࢜期՝程、ֶࣃ研究Պに͓いては、ത
՝程をम了した者と同等Ҏ上のֶྗを有することを࢜
֬認するため、ޱ಄又は筆による試を行う。

̐　文ֶ研究Պതޙ࢜期՝程に�Ҏ上在ֶし、େֶӃ
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ֶଇ第9第�߲に規定する所定の୯Ґをम得してୀ
ֶした者が、ຊֶେֶӃೖֶ1ޙ�Ҏ内に第�第�߲
の規定によりത࢜のֶҐをٻするときは、前߲の試
を໔除する。
研究Պに�Ҏ上在ֶし、େֶӃֶଇ第9第�ֶ߲ࣃ　̑
に規定する所定の୯Ґをम得してୀֶした者が、ຊֶେ
ֶӃೖֶ1ޙ�Ҏ内に第�第�߲の規定によりത࢜の
ֶҐをٻするときは、第�߲のࢾを໔除する。

（৹ࠪ期間）
ୈ��　৹ࠪҕ員ձは、研究Պҕ員ձがത࢜のֶҐ論文
の৹ࠪをୗされた1、ޙҎ内にֶҐ論文の৹ࠪฒ
びに最終試験又は試験及び試を終了しなければなら
ない。

（৹ࠪҕ員ձの報ࠂ）
ୈ��　৹ࠪҕ員ձは、ֶ Ґ論文の৹ࠪฒびに最終試験
又は試験及び試を終了したときは、やかにͦの݁
果を研究Պҕ員ձに報ࠂしなければならない。

（研究Պҕ員ձの৹ٞ）
ୈ��　研究Պҕ員ձは、前の報ࠂにͮجいて、ֶ Ґ
授与の可൱について৹ٞする。
̎　前߲の৹ٞを行うには、研究Պҕ員ձҕ員（ւ外ߤ
தのҕ員及びٳ৬தのҕ員を除く。）の�分の̎Ҏ上の
出੮を必要とする。
̏　前�߲によりֶҐ授与の可൱をܾٞするには、ແ記
名投ථにより出੮ҕ員の�分の�Ҏ上のࢍ成を必要と
する。

（ֶの報ࠂ）
ୈ��　研究Պҕ員ձがֶҐを授与できるものとܾٞ
したときは、研究Պは、ֶ Ґ論文、ֶ Ґ論文の内容の
要ࢫ及びֶҐ論文の৹ࠪの要ࢫฒびに最終試験又は試
験及び試の成をఴえてֶに報ࠂしなければなら
ない。
̎　研究Պҕ員ձが第�第�߲の規定により、ֶ Ґ論文
の৹ࠪをୗされた者についてֶҐを授与できるもの
とܾٞしたときは、研究Պは、前߲に定めるもののほ
か、論文及びཤྺ書をఴえてֶに報ࠂしなけれ
ばならない。

（ֶҐの授与）
ୈ��　ֶは、第�の規定により、ֶ Ґの授与の可൱
について認定のうえ、ֶ Ґを授与すき者には、ֶ Ґ記
を授与する。
̎　ֶҐ記の༷ࣜは、༷ ࣜ第1、第�ʕ1、第�ʕ�、第�ʕ�、
及び第�のと͓りとする。

（ֶҐ論文要ࢫ等の公表）
ୈ��　ຊֶは、ത࢜のֶҐを授与したときは、当該ത
のֶ࢜のֶҐを授与したから�か݄Ҏ内に当該ത࢜
Ґの授与に係る論文の内容の要ࢫ及びֶҐ論文の৹ࠪ
の݁果の要ࢫをインターネットの利用により公表する
ものとする。

̎　前߲の規定によりത࢜論文要ࢫを公表する際には、
見େֶ৹ֶࠪҐ論文であるࢫを記しなければなら
ない。

（ֶҐ論文の公表）
ୈ��　ത࢜のֶҐを授与された者は、当該ത࢜のֶҐ
を授与されたから1Ҏ内に、当該ത࢜のֶҐの授
与に係る論文の全文を公表するものとする。ただし、当
該ത࢜のֶҐを授与される前に既に公表したときは、
この限りでない。
̎　前߲の規定にかかわらず、ത࢜のֶҐを授与された
者は、やΉを得ない事༝がある合には、ຊֶの承認を
डけて、当該ത࢜のֶҐの授与に係る論文の全文に
えてͦの内容を要したものを公表することができ
る。この合に͓いて、ຊֶは、ͦ のֶҐ論文の全文を
。するものとするڙめにԠじてӾཡにٻ

（ֶҐの名শの用）
ୈ��　ຊֶからֶҐを授与された者がֶҐの名শを
用いるときは、次のと͓りେֶ名「見େֶ」を記す
るものとする。
「見େֶ」（ֶ　　文）ֶ࢜　　
「見େֶ」（ֶ　　ࣃ）ֶ࢜　　
　　म࢜（文　　ֶ）「見େֶ」
　　म࢜（文Խֶࡒ）「見େֶ」
　　ത࢜（文　　ֶ）「見େֶ」
　　ത࢜（文Խֶࡒ）「見େֶ」
　　ത（ֶ　　ࣃ）࢜「見େֶ」
（ֶҐ授与の取ফし）
ୈ��　ֶҐを授与された者が次の֤߸のいずれかに
該当するときは、ֶ は、教授ձ及び研究Պҕ員ձの৹
ٞを経てֶҐの授与を取りফし、ֶ Ґ記をฦؐさせる
ものとする。
　（1）　不正の方法によりֶҐの授与をडけた事実が判

明したとき。
　（�）　ֶҐの授与をडけた者で、ͦ の名༪をԚৱする

行為があったとき。
（ֶҐ授与の報ࠂ）
ୈ�� ຊֶは、ത࢜のֶҐを授与したときは、ֶ Ґ規ଇ
（ত��文部লྩ第9߸）第1�の定めるとこΖに
より、ֶ Ґ授与報ࠂ書を文部Պֶେਉに提出するもの
とする。

（改　　正）
ୈ��　この規程の改正は、教授ձฒびに研究Պҕ員ձ
及びେֶӃӡӦҕ員ձの৹ٞを経て、ֶ がܾ定する。

　　　ෟ　ଇ
　この規程は、ত5��݄�からࢪ行する。
　　　ෟ　ଇ
　この改正規程は、ฏ成���݄1からࢪ行する。
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ֶҐ記༷ࣜ	
̍ʵ̎第༷ࣜ̍第༷ࣜ ༷ࣜ第̎ʵ̎	

༷ࣜ第̏	༷ࣜ第̎ʵ̏	
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ֶҐ記༷ࣜ	
̍ʵ̎第༷ࣜ̍第༷ࣜ ༷ࣜ第̎ʵ̎	

༷ࣜ第̏	༷ࣜ第̎ʵ̏	
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ݟେֶେֶӃ文ֶ研究Պ
തֶ࢜Ґ論文৹ࠪن

（झ　　ࢫ）
ୈ̍　この内規は、見େֶֶҐ規程（ҎԼ「ֶҐ規程」
という。）にͮجき、見େֶେֶӃ文ֶ研究Պ（ҎԼ
「研究Պ」という。）にതֶ࢜Ґٻ論文（ҎԼ「ֶҐ論
文」という。）を提出する合の要ྖについて、必要な事
߲を定めることを的とする。

（ֶҐ論文提出者）
ୈ̎　തֶ࢜Ґ論文の提出者は、次の֤߸のいずれか
に該当する者とする。
　（1）　ֶҐ規程第�第�߲の規定によりതֶ࢜Ґを取

得しようとする者
　（�）　ֶҐ規程第�第�߲の規定によりതֶ࢜Ґの

を行う者ٻ
（提出のखଓ）
ୈ̏　前第1߸の規定によるֶҐ論文提出者は、当
該のઐ߈（ҎԼ「֤ઐ߈」という。）に次の֤߸に掲͛る
文書を提出する。
　（1）　ֶҐ論文�部と論文要ࢫ�部
　（�）　ఴ書類
　　（ア）ֶ Ґ論文৹ࠪਃ書（༷ࣜ1） 1௨
　　（イ）論文（༷ࣜ�） 1௨
　　（）ཤྺ書（༷ࣜ�） 1௨
　　（Τ）研究ۀ書（༷ࣜ5） 1௨
　　（オ）ߟࢀ論文提出の合　֤�部
̎　前第�߸の規定による論文提出者は、֤ ઐ߈に次
の֤߸に掲͛る文書を提出する。
　（1）　ֶҐٻ論文�部と論文要ࢫ�部
　（�）　ఴ書類
　　（ア）ֶ Ґٻਃ書（༷ࣜ�） 1௨
　　（イ）論文 1௨
　　（）ཤྺ書 1௨
　　（Τ）研究ۀ書 1௨
　　（オ）最終ֶߍଔূۀ明書 1௨
　　（Χ）ߟࢀ論文提出の合　֤�部
（提出の࣌期）
ୈ̐　ֶҐ論文提出の࣌期は、ຖ9݄1から9݄��
とする。

（用　　語）
ୈ̑　ֶҐ論文の用語は、֤ ઐ߈に͓いて定める。
（ड　　理）
ୈ̒ɹ第�第1߸の規定によるֶҐ論文提出者の指導
教授は、֤ ઐ߈にࢾって論文のड理の可൱を৹ٞする。
̎　第�第�߸の規定によるֶҐ論文提出者から৹ࠪ
をґཔされたຊֶ教員は、֤ ઐ߈にࢾってֶҐ論文の
ड理の可൱を৹ٞする。
ୈ̓　前第1߲の規定によりड理をଥ当とする
合、֤ ઐ߈ओは文ֶ研究Պに論文のड理を文書で
要する。
̎　前第�߲の規定によりड理をଥ当とする合、֤
ઐ߈ओは文ֶ研究Պを経て、ֶ にֶҐ論文のड

理を文書で要する。
（ֶҐ論文৹ࠪ料）
ୈ̔ 前の規定によりֶҐ論文がड理された合は、
ֶҐ規程第5ฒびに第�により৹ࠪ料をೲする。
̎　ೲされた৹ࠪ料は、ฦしない。
（৹　　ࠪ）
ୈ̕ 文ֶ研究Պは、文ֶ研究Պҕ員ձに͓いて、ֶ
Ґ論文৹ࠪҕ員ձ（ҎԼ「৹ࠪҕ員ձ」という。）をઃஔ
し、৹ࠪҕ員ձはֶҐ論文の৹ࠪを行う。

（報　　ࠂ）
ୈ��ɹֶҐ論文৹ࠪҕ員ձの構成・৹ ・ࠪ৹ࠪの報ࠂ
は、次の֤߸による。
　（1）　第�第1߲の規定によりड理されたֶҐ論文の

合、৹ࠪҕ員は、ओࠪ1名、෭ࠪ�名、ܭ�名とし、ݪ
ଇとしてओࠪはֶҐ論文提出者の指導教授、෭ࠪ
のうͪ1名は研究Պઐ教員、他の1名は研究Պ内
外の関࿈分の研究者とする。

　（�）　第�第�߲の規定によりड理されたֶҐ論文の
合、৹ࠪҕ員は、ओࠪ1名、෭ࠪ�名、ܭ�名とし、ओ
ࠪ、及び෭ࠪのうͪ1名は研究Պઐ教員、෭ࠪの
他の1名は研究Պ内外の関࿈分の研究者とする。

　（�）　৹ࠪҕ員は、ֶ Ґ論文の内容が研究者として自
ཱできるためのૅجをなしているか൱かを1Ҏ内
に৹ࠪし、同࣌にֶҐ規程第9第1߲で定める最
終試験又は試験、あるいはֶҐ規程第9第�߲で
定める試を行い、全員出੮のҕ員ձで判定する。
ただし、ֶ 外のҕ員は書໘で৹ࠪ݁果を報ࠂする
ことができる。

　（�）　৹ࠪҕ員ձは、৹ࠪの݁論とͦの理༝を文ֶ研
究Պҕ員ձに報ࠂする。

（合൱の判定）
ୈ��　ֶҐ論文の合൱の判定は、文ֶ研究Պҕ員ձの
৹ٞを経て、ֶ が行う。
̎　文ֶ研究Պҕ員ձは、ֶ Ґ論文৹ࠪҕ員ձの報ࠂ及
び論文提出者の属するઐ߈の意見をߟࢀにし合൱の৹
ٞを行う。
̏　合൱の判定は、৹ٞを経たうえで、ແ記名投ථにより
出੮ҕ員の�分の�Ҏ上のଟ数ܾをもって行い、ͦ の݁
果をֶに上ਃする。

（研究Պの上ਃ）
ୈ�� 提出論文が合格し、他の必要な件が満たされて
いる合、文ֶ研究ՊはֶҐ規程第1�の規定によ
り、ֶ に上ਃする。

（ͦ の 他）
ୈ��　ֶҐ規程及びຊ内規にない事߲については、ͦ
の文ֶ研究Պҕ員ձの৹ٞを経てֶがܾ定する
ものとする。

　　　ෟ　ଇ
　この内規は、ฏ成1��݄1からࢪ行する。
　　　ෟ　ଇ
　この改正内規は、ฏ成���݄1からࢪ行する。
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（༷ࣜ̍）	 （༷ࣜ̎）	

（༷ࣜ̏）	 （༷ࣜ̐）	

（༷ࣜ̑）	

教 務 課 教 務 課

4
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ݟେֶେֶӃֶࣃ研究Պ
ֶҐ論文৹ࠪ及びݧࢼن

（ֶҐ論文提出の資格）
ୈ̍ ֶҐ論文提出の資格を有する者は、次の֤߸の一
に該当する者とする。
　（1）　ത࢜՝程在ֶதに論文を提出する合は、�Ҏ

上在ֶし、ຊֶେֶӃֶଇ第9第�߲に規定する
所定の୯Ґをम得した者

　（�）　ֶҐ規程第�第�߲によりֶҐをਃする者
は、ࣃՊܥૅجに͓いては5Ҏ上、ࣃՊྟচܥに
͓いては、�Ҏ上の研究ྺを有する者で人格ࣝ見
にඇすきのない者

̎　前߲第�߸の研究ྺとは、次の֤߸に該当するもの
とする。
　（1）　େֶ及びͦのෟ属機関のઐ৬員として研究に

従事した期間
　（�）　େֶӃをୀֶした者の合は、େֶӃに在ֶし

た期間
　（�）　ઐ߈Պ（全੍の研究生及びઐ߈生等をؚΉ）に

在ֶした期間
　（�）　権Җある研究ࢪઃに͓いてઐ৬員として研究

に従事した期間
ただし、ここにいう研究ࢪઃとは、研究Պҕ員ձに͓
いて認めたࢪઃで当分の間次のと͓りとする
　イ　ֶࣃ又はҩֶに関係あるࠃ又は方自࣏ମの研究
機関及びӴ生行機関

　ϩ　ஂࡒ法人もしくは、社ஂ法人৫によるֶࣃ又は
ҩֶに関係ある研究機関

　ϋ　ͦの他、研究Պҕ員ձに͓いて、前֤߸に४ずるも
のと認められたࢪઃ

（ֶҐ論文）
ୈ̎　ֶҐ論文は、提出者の୯著又は共著の論文とし、
公表された論文をݪଇとする。ただし、ߟࢀとして他の
論文をఴすることができる。

（ֶҐ「ٻのための」論文提出に要する書類等及び৹ࠪ
料）
ୈ̏　ֶҐ「ٻのための」論文提出に要する書類等
は、次の֤߸に掲͛ると͓りとする。
　（1）　ຊֶେֶӃֶ生（第1第1߲第1߸該当者）の

合
　　（ア）　ֶҐ論文৹ࠪਃ書（ผ1ࢴ） 1௨
　　（イ）　ཤྺ書（ผࢴ�） �௨
　　（）　論文（ผࢴ�） �௨
　　（Τ）　ֶҐ論文 �部
　　（オ）　投稿ઌの論文掲載ड理ূ明書 1௨
　　（Χ）　ֶҐ論文の内容の要ࢫ（�（Ҏ内ࣈ��� �部
　　（Ω）　承諾書（共著の合） 1௨
　　（Ϋ）　୯Ґम得ূ明書 1௨

　　（έ）　外ࠃ語試験合格ূ明書 1௨
　　（コ）　研究経ա報ࠂձ発表済ূ明書 1௨
　　（サ）　ओ ・ࠪ෭ࠪީิ者ਃ書 1௨
　　（シ）　ߟࢀ論文提出の合は֤�部
　（�）　ֶҐ論文提出によるֶҐٻ者（第1第1߲第�

߸該当者）の合
　　（ア）　ֶҐٻਃ書（ผࢴ�） 1௨
　　（イ）　ཤྺ書 �௨
　　（）　ଔূۀ明書 1௨
　　（Τ）　研究ྺূ明書（ผ5ࢴ） 1௨
　　（オ）　論文 �௨
　　（Χ）　ֶҐ論文 �部
　　（Ω）　投稿ઌの論文掲載ड理ূ明書 1௨
　　（Ϋ）　ֶҐ論文の内容の要ࢫ（�（Ҏ内ࣈ��� �部
　　（έ）　承諾書（共著の合） 1௨
　　（コ）　ຊֶ教授の推ન書（ผࢴ�） 1௨
　　（サ）　外ࠃ語試験合格ূ明書 1௨
　　（シ）　研究経ա報ࠂձ発表済ূ明書 1௨
　　（ス）　ֶҐ論文提出資格ূ明書 1௨
　　（η）　৹ࠪ料ೲ書 1௨
　　（ι）　ओ ・ࠪ෭ࠪީิ者ਃ書 1௨
　　（タ）　ߟࢀ論文提出の合は֤�部
̎　前߲֤߸に掲͛る書類のうͪ、ਃ書、ཤྺ書、論文
、研究ྺূ明書及び推ન書の༷ࣜ及び記載例は、ผ
。のと͓りとするࢴ
̏　ֶҐ論文提出によるֶҐٻ者は、第1߲第�߸に定
める書類のほか、ֶ Ґ規程第�に規定する৹ࠪ料を
ֶҐ論文提出と同࣌にೲしなければならない。

（ֶҐ論文৹ࠪのॱং）
ୈ̐　ֶҐ論文৹ࠪのॱংは、ड理のॱংによる。
（৹ࠪҕ員ձ）
ୈ̑　৹ࠪҕ員ձは、研究Պҕ員ձに͓いて承認され
たओࠪ1名及び෭ࠪ�名により構成される。
̎　試を行う合は、前記に定める者のほか、更に෭ࠪ
�名Ҏ内を加えることができる。
̏　৹ࠪҕ員ձは、ֶ Ґ論文の༧උ৹ࠪを行う。
̐　৹ࠪҕ員ձが必要と認めた合には、ֶ Ґ論文及び
ඪຊ等の提出をٻめることができるほか、ֶ Ґ論文提
出者ͦの他の出੮をٻめ、質ٙを行うことができる。

（最終試験）
ୈ̒　৹ࠪҕ員ձは、ຊֶେֶӃֶ生に係るֶҐ論文
の৹ࠪを終了したޙ、ֶ Ґ論文をத৺として、これに関
࿈あるՊについて、ޱ಄又は筆による最終試験を
行う。
̎　最終試験の期、Պ及び等最終試験の方法は、
৹ࠪҕ員ձがܾ定する。

（試験及び試）
ୈ̓　৹ࠪҕ員ձは、ֶ Ґ論文提出によるֶҐٻ者
に係るֶҐ論文の৹ࠪを終了したޙ、ֶ Ґ論文をத৺
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として、これに関࿈あるՊについて、ޱ಄又は筆に
よる試験を行い更にઐֶ߈ज़に関し、ຊֶେֶӃの՝
程をम了した者と同等Ҏ上のֶྗを有することを֬認
するため、ޱ಄又は筆による試を行う。な͓試に
͓いては、研究Պҕ員ձに͓いてಛผの事༝があると
認められた合を除き、外ࠃ語を՝するものとする。
̎　試験の期、Պ及び等試験の方法ฒびに試
の期等試の方法は、৹ࠪҕ員ձがܾ定する。

（৹ࠪҕ員ձの報ࠂ）
ୈ̔　৹ࠪҕ員ձは、研究Պҕ員ձがֶҐ論文の৹ࠪ
をୗされた1ޙҎ内に、ֶ Ґ論文の৹ࠪฒびに最
終試験又は試験及び試を行い、৹ࠪ報ࠂ書を研究Պ
に提出するものとする。
̎　৹ࠪ報ࠂ書には、৹ࠪ݁果を記ೖし、৹ࠪҕ員がॺ名
ೀҹするものとする。
̏　৹ࠪ報ࠂ書には、次の֤߸に掲͛る書類をఴする
ものとする。
　（1）　ֶҐ論文の内容の要ࢫ（�（Ҏ内ࣈ���
　（�）　ֶҐ論文の৹ࠪの要1）ࢫ（Ҏ内ࣈ���
　（�）　最終試験又は試験及び試の݁果の要ࢫ
̐　前߲第�߸の最終試験の݁果の要ࢫには最終試験の
方法と݁論の要ࢫを記載するものとし、試験及び試
の݁果の要ࢫには、試験及び試の方法と݁論の要ࢫ
を記載するものとする。

（研究Պҕ員ձの৹ٞ）
ୈ̕ 研究Պは、前の৹ࠪ報ࠂをडけたޙ、研究Պ
ҕ員ձを։࠵し、ֶ Ґ授与の可൱について৹ٞするも
のとする。
̎　研究Պは、研究Պҕ員ձ։࠵の�Ҏ上前に、次
の֤߸に掲͛る書類を研究Պҕ員ձҕ員にするも
のとする。
　（1）　ֶҐ論文の内容の要ࢫ（ࣸ）
　（�）　ֶҐ論文の৹ࠪの要ࢫ（ࣸ）（୲当者名を記載し

たもの）
　（�）　最終試験又は試験及び試の݁果の要ࢫ（ࣸ）

（୲当者名を記載したもの）
　（�）　ཤྺ書（ࣸ）
　（5）　論文（ࣸ）
̏　第1߲の৹ٞを行うには、研究Պҕ員ձҕ員（ւ外
৬தのҕ員を除く）の�分の�Ҏ上のٳதのҕ員及びߤ
出੮を必要とする。

（適ٓのॲஔ）
ୈ��　ֶҐ論文の৹ࠪฒびに試験等に関し、この内規
を適用し得ない合は、研究Պҕ員ձのٞを経て適ٓ
のॲஔをとるものとする。

　　　ෟ　ଇ
　この内規は、ত5��݄1からࢪ行する。
　　　ෟ　ଇ
　この改正内規は、ฏ成���݄1からࢪ行する。
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として、これに関࿈あるՊについて、ޱ಄又は筆に
よる試験を行い更にઐֶ߈ज़に関し、ຊֶେֶӃの՝
程をम了した者と同等Ҏ上のֶྗを有することを֬認
するため、ޱ಄又は筆による試を行う。な͓試に
͓いては、研究Պҕ員ձに͓いてಛผの事༝があると
認められた合を除き、外ࠃ語を՝するものとする。
̎　試験の期、Պ及び等試験の方法ฒびに試
の期等試の方法は、৹ࠪҕ員ձがܾ定する。

（৹ࠪҕ員ձの報ࠂ）
ୈ̔　৹ࠪҕ員ձは、研究Պҕ員ձがֶҐ論文の৹ࠪ
をୗされた1ޙҎ内に、ֶ Ґ論文の৹ࠪฒびに最
終試験又は試験及び試を行い、৹ࠪ報ࠂ書を研究Պ
に提出するものとする。
̎　৹ࠪ報ࠂ書には、৹ࠪ݁果を記ೖし、৹ࠪҕ員がॺ名
ೀҹするものとする。
̏　৹ࠪ報ࠂ書には、次の֤߸に掲͛る書類をఴする
ものとする。
　（1）　ֶҐ論文の内容の要ࢫ（�（Ҏ内ࣈ���
　（�）　ֶҐ論文の৹ࠪの要1）ࢫ（Ҏ内ࣈ���
　（�）　最終試験又は試験及び試の݁果の要ࢫ
̐　前߲第�߸の最終試験の݁果の要ࢫには最終試験の
方法と݁論の要ࢫを記載するものとし、試験及び試
の݁果の要ࢫには、試験及び試の方法と݁論の要ࢫ
を記載するものとする。

（研究Պҕ員ձの৹ٞ）
ୈ̕ 研究Պは、前の৹ࠪ報ࠂをडけたޙ、研究Պ
ҕ員ձを։࠵し、ֶ Ґ授与の可൱について৹ٞするも
のとする。
̎　研究Պは、研究Պҕ員ձ։࠵の�Ҏ上前に、次
の֤߸に掲͛る書類を研究Պҕ員ձҕ員にするも
のとする。
　（1）　ֶҐ論文の内容の要ࢫ（ࣸ）
　（�）　ֶҐ論文の৹ࠪの要ࢫ（ࣸ）（୲当者名を記載し

たもの）
　（�）　最終試験又は試験及び試の݁果の要ࢫ（ࣸ）

（୲当者名を記載したもの）
　（�）　ཤྺ書（ࣸ）
　（5）　論文（ࣸ）
̏　第1߲の৹ٞを行うには、研究Պҕ員ձҕ員（ւ外
৬தのҕ員を除く）の�分の�Ҏ上のٳதのҕ員及びߤ
出੮を必要とする。

（適ٓのॲஔ）
ୈ��　ֶҐ論文の৹ࠪฒびに試験等に関し、この内規
を適用し得ない合は、研究Պҕ員ձのٞを経て適ٓ
のॲஔをとるものとする。

　　　ෟ　ଇ
　この内規は、ত5��݄1からࢪ行する。
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ผ1ࢴ ผࢴ�

ผࢴ�ผࢴ�

ผࢴผ5ࢴ�
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ݟେֶظେֶ෦ֶଇ

ɹɹୈ̍ষɹɹ૯ɹɹଇ
（　　的）
ୈ̍　ຊֶは、教ҭجຊ法（ত��法第�5߸）のझ
ֶ、にのっとりࢫ ج教ҭ法（ত��法第��߸）にߍ
ͮき、教ཆをߴめるとともに、ૅج的ࣝ及びઐ的ٕ
能をम得させ、あわせてષ的行࣋によって社ձࢱの
૿ਐ及び社ձ文Խの上にߩ献するಓٛあつきྑݡな
人ࡐのҭ成を的とする。

（自ݾධՁ等）
ୈ̎　ຊֶは、教ҭ研究ਫ४の上をਤり、前の的
及び社ձ的໋をୡ成するため、教ҭ研究׆ಈ等のঢ়
ͦ、及びධՁを行いݕݾについて自گ の݁果を公表
するものとする。
̎　前߲のݕ及びධՁを行うに当たり、ͦ の߲及び
ମ੍については、ผに定める。
̏　第1߲のݕ及びධՁの݁果について、ຊֶの৬員
Ҏ外の者によるূݕを行うようにめることとする。

（教ҭ内容等の改ળのための৫的な研म等）
ୈ̎の̎　ຊֶは、授ۀの内容及び方法の改ળをਤるた
めの৫的な研म及び研究（フΝΧϧςィ・ディϕϩッ
プϝントɿҎԼ「'%」という。）を実ࢪするものとする。
̎　前߲の'%を推ਐするために、ຊֶに'%ҕ員ձをஔ
く。
̏　'%ҕ員ձに関する規程は、ผに定める。
（情報のੵۃ的な提ڙ）
ୈ̎の̏　ຊֶは、教ҭ研究׆ಈ等のঢ়گについて、ץ
行物の掲載ͦの他くपをਤることができる方法
によって、ੵ 。するものとするڙ的に情報を提ۃ

ɹɹୈ̎ষɹɹֶɹɹՊ
（ֶ　　Պ）
ୈ̏　ຊֶに次のֶՊをஔく。
　保　ҭ　Պ
ՊӴ生Պࣃ　

ɹɹୈ̏ষɹɹमۀݶ及びؒظֶࡏ
（मۀ限）
ୈ̐　मۀ限は、保ҭՊは�とし、ࣃՊӴ生Պは�
とする。

（在ֶ期間）
ୈ̑　在ֶ期間は、保ҭՊは�を、ࣃՊӴ生Պは�
をえることができない。

ɹɹୈ̐ষɹֶੜఆһ
（定　　員）
ୈ̒　ຊֶにೖֶさせるֶ生の定員及びֶ生のऩ容定
員は、次のと͓りとする。

ೖֶ定員	 ऩ容定員
　　保　ҭ　Պ	 ���人	 ���人
	ՊӴ生Պࣃ　　 15�人	 �5�人

ɹɹୈ̑ষɹɹڭҭ՝ఔ
（教ҭ研究上の的）
ୈ̓　ຊֶֶՊ͝との人ࡐのཆ成及び教ҭ研究上の
的については、第1に定める的のほか、֤ ֶՊのઃ
ஔझࢫにͮجき、次のと͓り定めるものとする。
̎　保ҭՊに͓いては、ષのਫ਼ਆをج൫にफ教的情ૢと
๛かな人間ੑをഓい、ࢠどもの݈全な発ୡとࢱを保
োすくֶ生として自らをߴめ、社ձとかかわり、ྗ
をଓける有能でઐ的な保ҭ者をཆ成する。
く人格の形ͮجՊӴ生Պに͓いては、ષの教えにࣃ　̏
成というֶݐのਫ਼ਆをجにして、人ʑの݈߁とࢱに
。をҭ成する࢜ՊӴ生ࣃ献する有能なߩ

（授ۀՊ及び୯Ґ数）
ୈ̓の̎　ຊֶに͓いて։ઃする授ۀՊ及びͦの୯
Ґ数は、ผ表ᶗʵ̍及びᶗʵ̎に定めると͓りとする。
̎　授ۀՊのཤम方法については、ผに定める。

（୯Ґࢉܭ方法）
ୈ̔　授ۀՊの୯Ґࢉܭ方法は、1୯Ґの授ۀՊ
を�5࣌間のֶमを必要とする内容をもって構成する
ことをඪ४とし、次のج४によるものとする。
　	1
ۀ間までの授࣌��間から࣌については、15ٛߨ　

をもって1୯Ґとする。
　	�
　ԋशについては、15࣌間から࣌��間までの授ۀ

をもって1୯Ґとする。
　	�
　実験、実श及び実ٕについては、࣌��間から�5

。をもって1୯Ґとするۀ間までの授࣌
̎　前߲の規定にかかわらず、ଔۀ論文、ଔۀ研究、ଔۀ
੍作等の授ۀՊについては、これらのֶमの成果を
ධՁして୯Ґを授与することが適切と認められる合
には、これらに必要なֶम等をྀߟして୯Ґ数を定め
ることができる。

（授ۀの方法）
ୈ̔の̎　授ۀは、ٛߨ、ԋश、実験、実शएしくは実ٕ
のいずれかにより又はこれらのซ用により行うものと
する。
̎　文部Պֶେਉがผに定めるとこΖにより、前߲の授
を行ۀに利用して、当該授ߴを、ଟ༷なϝディアをۀ
う教ࣨҎ外の所でཤमさせることができる。

（取得資格）
ୈ̕　ຊֶに͓いて取得できる資格は、次のと͓りと
する。
　　保　ҭ　Պ　 ༮ஓԂ教་二छ໔ڐঢ়、保ҭ࢜とな

る資格
Ո試験ड験資格ࠃ࢜ՊӴ生ࣃ　　ՊӴ生Պࣃ　　
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ݟେֶظେֶ෦ֶଇ

ɹɹୈ̍ষɹɹ૯ɹɹଇ
（　　的）
ୈ̍　ຊֶは、教ҭجຊ法（ত��法第�5߸）のझ
ֶ、にのっとりࢫ ج教ҭ法（ত��法第��߸）にߍ
ͮき、教ཆをߴめるとともに、ૅج的ࣝ及びઐ的ٕ
能をम得させ、あわせてષ的行࣋によって社ձࢱの
૿ਐ及び社ձ文Խの上にߩ献するಓٛあつきྑݡな
人ࡐのҭ成を的とする。

（自ݾධՁ等）
ୈ̎　ຊֶは、教ҭ研究ਫ४の上をਤり、前の的
及び社ձ的໋をୡ成するため、教ҭ研究׆ಈ等のঢ়
ͦ、及びධՁを行いݕݾについて自گ の݁果を公表
するものとする。
̎　前߲のݕ及びධՁを行うに当たり、ͦ の߲及び
ମ੍については、ผに定める。
̏　第1߲のݕ及びධՁの݁果について、ຊֶの৬員
Ҏ外の者によるূݕを行うようにめることとする。

（教ҭ内容等の改ળのための৫的な研म等）
ୈ̎の̎　ຊֶは、授ۀの内容及び方法の改ળをਤるた
めの৫的な研म及び研究（フΝΧϧςィ・ディϕϩッ
プϝントɿҎԼ「'%」という。）を実ࢪするものとする。
̎　前߲の'%を推ਐするために、ຊֶに'%ҕ員ձをஔ
く。
̏　'%ҕ員ձに関する規程は、ผに定める。
（情報のੵۃ的な提ڙ）
ୈ̎の̏　ຊֶは、教ҭ研究׆ಈ等のঢ়گについて、ץ
行物の掲載ͦの他くपをਤることができる方法
によって、ੵ 。するものとするڙ的に情報を提ۃ

ɹɹୈ̎ষɹɹֶɹɹՊ
（ֶ　　Պ）
ୈ̏　ຊֶに次のֶՊをஔく。
　保　ҭ　Պ
ՊӴ生Պࣃ　

ɹɹୈ̏ষɹɹमۀݶ及びؒظֶࡏ
（मۀ限）
ୈ̐　मۀ限は、保ҭՊは�とし、ࣃՊӴ生Պは�
とする。

（在ֶ期間）
ୈ̑　在ֶ期間は、保ҭՊは�を、ࣃՊӴ生Պは�
をえることができない。

ɹɹୈ̐ষɹֶੜఆһ
（定　　員）
ୈ̒　ຊֶにೖֶさせるֶ生の定員及びֶ生のऩ容定
員は、次のと͓りとする。

ೖֶ定員	 ऩ容定員
　　保　ҭ　Պ	 ���人	 ���人
	ՊӴ生Պࣃ　　 15�人	 �5�人

ɹɹୈ̑ষɹɹڭҭ՝ఔ
（教ҭ研究上の的）
ୈ̓　ຊֶֶՊ͝との人ࡐのཆ成及び教ҭ研究上の
的については、第1に定める的のほか、֤ ֶՊのઃ
ஔझࢫにͮجき、次のと͓り定めるものとする。

̎　保ҭՊに͓いては、ષのਫ਼ਆをج൫にफ教的情ૢと
๛かな人間ੑをഓい、ࢠどもの݈全な発ୡとࢱを保
োすくֶ生として自らをߴめ、社ձとかかわり、ྗ
をଓける有能でઐ的な保ҭ者をཆ成する。

く人格の形ͮجՊӴ生Պに͓いては、ષの教えにࣃ　̏
成というֶݐのਫ਼ਆをجにして、人ʑの݈߁とࢱに
。をҭ成する࢜ՊӴ生ࣃ献する有能なߩ

（授ۀՊ及び୯Ґ数）
ୈ̓の̎　ຊֶに͓いて։ઃする授ۀՊ及びͦの୯
Ґ数は、ผ表ᶗʵ̍及びᶗʵ̎に定めると͓りとする。

̎　授ۀՊのཤम方法については、ผに定める。

（୯Ґࢉܭ方法）
ୈ̔　授ۀՊの୯Ґࢉܭ方法は、1୯Ґの授ۀՊ
を�5࣌間のֶमを必要とする内容をもって構成する
ことをඪ४とし、次のج४によるものとする。

　	1
ۀ間までの授࣌��間から࣌については、15ٛߨ　
をもって1୯Ґとする。

　	�
　ԋशについては、15࣌間から࣌��間までの授ۀ
をもって1୯Ґとする。

　	�
　実験、実श及び実ٕについては、࣌��間から�5
。をもって1୯Ґとするۀ間までの授࣌

̎　前߲の規定にかかわらず、ଔۀ論文、ଔۀ研究、ଔۀ
੍作等の授ۀՊについては、これらのֶमの成果を
ධՁして୯Ґを授与することが適切と認められる合
には、これらに必要なֶम等をྀߟして୯Ґ数を定め
ることができる。

（授ۀの方法）
ୈ̔の̎　授ۀは、ٛߨ、ԋश、実験、実शएしくは実ٕ
のいずれかにより又はこれらのซ用により行うものと
する。

̎　文部Պֶେਉがผに定めるとこΖにより、前߲の授
を行ۀに利用して、当該授ߴを、ଟ༷なϝディアをۀ
う教ࣨҎ外の所でཤमさせることができる。

（取得資格）
ୈ̕　ຊֶに͓いて取得できる資格は、次のと͓りと
する。

　　保　ҭ　Պ　 ༮ஓԂ教་二छ໔ڐঢ়、保ҭ࢜とな
る資格

Ո試験ड験資格ࠃ࢜ՊӴ生ࣃ　　ՊӴ生Պࣃ　　
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̎　༮ஓԂ教་二छ໔ڐঢ়を得ようとする者は、第11
第�߲の規定によるほか、教ҭ৬員໔ڐ法及び教ҭ৬
員໔ڐ法ࢪ行規ଇに規定するՊについて必要な୯Ґ
をम得しなければならない。
̏　保ҭ࢜となる資格を得ようとする者は、第11第�
߲の規定によるほか、ࣇಐࢱ法及びࣇಐࢱ法ࢪ行
規ଇ（ত��ްྩ11߸）にͮجき、ผ表ᶘのް生࿑ಇ
େਉの定める教Պ及び୯Ґをम得しなければならな
い。
、Ո試験ड験資格を得ようとする者はࠃ࢜ՊӴ生ࣃ　̐
第11第�߲の規定によるほか、ࣃՊӴ生ߍֶ࢜ཆ成
所指定規ଇ（ত�5文・ްྩ1߸）に規定するՊに
ついて必要な୯Ґをम得しなければならない。

ɹɹɹୈ̒ষɹɹଔۀのཁ݅等
（୯Ґの授与）
ୈ��　授ۀՊをཤमした者に対し、試験の上୯Ґを
与えるものとする。
ただし、ͦ の他必要なՊについては、適切な方法に
よりֶमの成果をධՁして୯Ґを与えることができ
る。
̎　試験の成は、ल・༏・ྑ・可・不可の5छのධ語
をもって表し、ल・༏・ྑ・可を合格とし、合格者に所
定の୯Ґが与えられる。
̏　試験についての細ଇは、ผに定める。
（ଔۀの要件）
ୈ��　ֶ֤Պのଔۀの要件は、次のと͓りとする。
̎　保ҭՊでは、�Ҏ上在ֶし、第�の�第1߲ผ表ᶗ
ʵ̍の規定するとこΖにより必म、બ合わせて̖܈
��୯Ґ、̗ 合わせて��୯ҐҎ܈̚・܈̙・܈̘・܈
上をम得し、合ܭ��୯ҐҎ上をम得しなければならな
い。
ՊӴ生Պでは、�Ҏ上在ֶし、第�の�第1߲ผࣃ　̏
表ᶗʵ̎の規定するとこΖにより必म、બ合わせて
合1ܭ��୯ҐҎ上をम得しなければならない。
̐　第�߲の規定によりଔۀの要件としてम得すき��
୯Ґのうͪ、第�の�第�߲の授ۀ方法によりम得す
る୯Ґ数は��୯Ґをえないものとする。
̑　第�߲の規定によりଔۀの要件としてम得すき
1��୯Ґのうͪ、第�の�第�߲の授ۀ方法によりम
得する୯Ґ数は��୯Ґをえないものとする。

（他の期େֶ又はେֶに͓ける授ۀՊのཤम等）
ୈ��　他の期େֶ又はେֶに͓いてཤमした授ۀ
Պについてम得した୯Ґを、教ҭ上有益と認めると
きはೖֶ前、ೖֶޙにかかわらず合わせて��୯Ґを
えないൣғでຊֶに͓ける授ۀՊのཤमによりम得
したものとみなすことができる。
̎　前߲の規定は、外ࠃの期େֶ又はେֶにཹֶする
合に४用する。

（期େֶ又はେֶҎ外の教ҭࢪઃ等に͓けるֶम）
ୈ��　他の期େֶ又はߴ等ઐֶߍのઐ߈Պ及び
文部Պֶେਉがผに定めるֶमを、教ҭ上有益と認め
るときは、ຊֶに͓ける授ۀՊのཤमとみなし୯Ґ
を与えることができる。
̎　前߲により与えることができる୯Ґ数は、前第1
߲及び第�߲によりम得したものとみなした୯Ґ数と
合わせて��୯Ґをえないものとする。

（外ࠃの期େֶ又はେֶ及び期େֶ又はେֶҎ外の
教ҭࢪઃ等に͓けるֶम）
ୈ��　外ࠃの期େֶ又はେֶに͓いてཤमした授
Պについてम得した୯Ґを、教ҭ上有益と認めるۀ
ときは、第1�の1߲又は第1�の認定する୯Ґ数と
合わせて�5୯Ґをえないൣғでຊֶに͓ける授ۀ
Պのཤमによりम得したものとみなすことができ
る。

ɹɹୈ̓ষɹɹֶ、ֶ ۀٳ及びظ
（ֶ　　）
ୈ��　ֶは、�݄1に࢝まり、ཌ�݄�1に終わ
る。

（ֶ　　期）
ୈ��　ֶは、�ֶ期に分ける。
̎　前期は�݄1から9݄��までとし、ޙ期は1�݄1
からཌ�݄�1までとする。ただし、教ҭ上必要と
認めるとき、ֶ はこれを変更することができる。
̏　1間の授࣌ۀ間は、定期試験等の期間をؚめ、�5
िにわたり行うことをݪଇとする。

（　ۀ　ٳ）
ୈ��　ۀٳは、次のと͓りとする。
　	1
　༵
　	�
��ຽのॕに関する法（ত��法第1ࠃ　

߸）に規定する
　	�
　։ֶ記೦（11݄�1）
　	�
　य़ۀٳق
　	5
　Նۀٳق
　	�
　ౙۀٳق
̎　य़ق、Նق、ౙق及びྟ࣌のۀٳは、ͦ のこれ
を定める。ただし、合によりۀٳを変更することが
できる。

ɹɹୈ̔ষɹ ೖֶ、ୀֶ、আ੶、ֶٳ、෮ֶ、సֶ・సՊ
及び࠶ೖֶ

（ೖֶの࣌期）
ୈ��　ೖֶの࣌期は、ຖֶの࢝めとする。
（ೖֶ資格）
ୈ��　ຊֶにೖֶする資格のある者は、次の֤߸の一
に該当する者とする。
　	1
した者ۀをଔߍएしくはத等教ҭֶߍ等ֶߴ　
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　	�
　௨ৗの՝程による1�のֶߍ教ҭをम了した者
　	�
　外ࠃに͓いてֶߍ教ҭに͓ける1�の՝程をम

了した者又はこれに४ずる者で文部Պֶେਉの指
定した者

　	�
　文部Պֶେਉがߴ等ֶߍの՝程と同等の՝程を
有するものとして認定した在外教ҭࢪઃの当該՝
程をम了した者

　	5
　ઐमֶߍのߴ等՝程（मۀ限が�Ҏ上である
ことͦの他の文部Պֶେਉが定めるج४を満たす
ものに限る。）で文部Պֶେਉがผに指定するもの
を文部Պֶେਉが定めるҎޙにम了した者

　	�
　文部Պֶେਉの指定した者
　	�
程認定試験規ଇ（ฏ成1�文部ۀଔߍ等ֶߴ　

Պֶলྩ第1߸）により文部Պֶେਉの行うߴ等ֶ
程認定試験に合格した者（同規ଇෟଇ第二ۀଔߍ
の規定によるഇ止前のେֶೖֶ資格ݕ定規程（ত
��文部লྩ第1�߸）によるେֶೖֶ資格ݕ定
に合格した者をؚΉ。）

　	�
		ຊֶに͓いて、ݸผのೖֶ資格৹ࠪによりߴ、 等
した者と同等Ҏ上のֶྗがあると認めۀをଔߍֶ
た者で、1ࡀ�にୡした者

（出ئखଓ）
ୈ��　ຊֶにೖֶしようとする者は、ຊֶ所定のೖֶ
。い出なければならないئ、定料をఴえݕ書にೖֶئ

（ೖֶ試験）
ୈ��　ೖֶئࢤ者には、ೖֶ試験を行う。
	ೖֶखଓ

ୈ��　ೖֶをڐ可された者は、ຊֶ所定の書を提
出しなければならない。

（ୀ　　ֶ）
ୈ��　ୀֶしようとする者は、ͦ の理༝を۩してֶ
にئい出てڐ可をडけなければならない。

（除　　੶）
ୈ��の̎　次の֤߸のいずれかに該当する者をֶ
は除੶することができる。
　	1
　指定の期までにֶ生ೲۚ等をೲೖせず、ಜଅ

してもな͓ೲೖにԠじない者
	�
　第̑に定める在ֶ期間をえた者
　	�
　第��第�߲に定めるֶٳ期間をえて෮ֶで

きない者
　	�
のಧけがあった者ࢮ　
（ֶ　　ٳ）
ୈ��　පͦؾの他やΉをえない理༝によって�ϲ݄
Ҏ上ܽ੮しようとするときは、ֶ にֶٳをئい出て
。可をडけなければならないڐ
ֶٳ、上ͦの他ಛผの必要があると認めた者は߁݈　̎
を໋ずることがある。
。の期間は、引きଓき�をえないこととするֶٳ　̏
。ೖしないࢉの期間は、第5の在ֶ期間にֶٳ　̐

（෮　　ֶ）
ୈ��　ֶٳ期間தにͦの理༝がফ໓した合は、ֶ 
にئい出てڐ可をडけて෮ֶすることができる。

（సֶ及びసՊ）
ୈ��　他のେֶからຊֶएしくはຊֶから他のେ
ֶసֶをرする者があるときは、正当な事༝があ
ると認めた合にڐ可することがある。
̎　సՊをرする者があるときは、डけೖれֶՊにܽ
員がある合に限り、બߟの上これをڐ可することが
ある。
̏　సֶ及びసՊに関する規程は、ผに定める。
（ֶ　ೖ　࠶）
ୈ��　ຊֶのֶ生でୀֶした者が、࠶ೖֶをرした
ときは、બߟの上ೖֶをڐ可することがある。
。ೖֶに関する規程は、ผに定める࠶　̎

ɹɹୈ̕ষɹɹೖֶݕఆྉ及びֶੜೲۚ
（ೖֶݕ定料及びֶ生ೲۚ）
ୈ��　ೖֶݕ定料及びֶ生ೲۚは、ผ表ᶙʵ̍に定
めると͓りとする。
̎　ͦの他ֶ生ೲۚについての細ଇは、ผに定める。
（期間தのֶ生ೲֶۚٳ）
ୈ��　ֶٳ期間தのֶ生ೲۚについては、ผに定め
る。

（ಜ　　ଅ）
ୈ��　当該ֶの授ۀ料ͦの他のೲۚのೲをͦ
のの指定期間内に行わず、ಜଅをडけ、৽たに指定
されたೲೖ期限内にೲをしない者を、ֶ は除੶す
ることができる。

（ೖֶݕ定料等の不ฦؐ）
ୈ��　既ೲのೖֶݕ定料及びֶ生ೲۚは、ผに定め
る合を除きฦؐしない。

ɹɹୈ��ষɹɹ੍ֶ
（੍ֶ）
ୈ��　ຊֶに੍ֶをઃける。
̎　੍ֶに関する規程は、ผに定める。

ɹɹୈ��ষɹɹ৬һ৫
（৬　　員）
ୈ��　ຊֶに次の৬員をஔく。
　	1
　ֶ　　
　	�
　෭ ֶ 
　	�
　େ部
　	�
　教　　授
　	5
　। 教 授
　	�
ࢣ　　ߨ　
　	�
　ॿ　　教
　	�
　ॿ　　ख
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　	�
　௨ৗの՝程による1�のֶߍ教ҭをम了した者
　	�
　外ࠃに͓いてֶߍ教ҭに͓ける1�の՝程をम

了した者又はこれに४ずる者で文部Պֶେਉの指
定した者

　	�
　文部Պֶେਉがߴ等ֶߍの՝程と同等の՝程を
有するものとして認定した在外教ҭࢪઃの当該՝
程をम了した者

　	5
　ઐमֶߍのߴ等՝程（मۀ限が�Ҏ上である
ことͦの他の文部Պֶେਉが定めるج४を満たす
ものに限る。）で文部Պֶେਉがผに指定するもの
を文部Պֶେਉが定めるҎޙにम了した者

　	�
　文部Պֶେਉの指定した者
　	�
程認定試験規ଇ（ฏ成1�文部ۀଔߍ等ֶߴ　

Պֶলྩ第1߸）により文部Պֶେਉの行うߴ等ֶ
程認定試験に合格した者（同規ଇෟଇ第二ۀଔߍ
の規定によるഇ止前のେֶೖֶ資格ݕ定規程（ত
��文部লྩ第1�߸）によるେֶೖֶ資格ݕ定
に合格した者をؚΉ。）

　	�
		ຊֶに͓いて、ݸผのೖֶ資格৹ࠪによりߴ、 等
した者と同等Ҏ上のֶྗがあると認めۀをଔߍֶ
た者で、1ࡀ�にୡした者

（出ئखଓ）
ୈ��　ຊֶにೖֶしようとする者は、ຊֶ所定のೖֶ
。い出なければならないئ、定料をఴえݕ書にೖֶئ

（ೖֶ試験）
ୈ��　ೖֶئࢤ者には、ೖֶ試験を行う。
	ೖֶखଓ

ୈ��　ೖֶをڐ可された者は、ຊֶ所定の書を提
出しなければならない。

（ୀ　　ֶ）
ୈ��　ୀֶしようとする者は、ͦ の理༝を۩してֶ
にئい出てڐ可をडけなければならない。

（除　　੶）
ୈ��の̎　次の֤߸のいずれかに該当する者をֶ
は除੶することができる。
　	1
　指定の期までにֶ生ೲۚ等をೲೖせず、ಜଅ

してもな͓ೲೖにԠじない者
	�
　第̑に定める在ֶ期間をえた者
　	�
　第��第�߲に定めるֶٳ期間をえて෮ֶで

きない者
　	�
のಧけがあった者ࢮ　
（ֶ　　ٳ）
ୈ��　පͦؾの他やΉをえない理༝によって�ϲ݄
Ҏ上ܽ੮しようとするときは、ֶ にֶٳをئい出て
。可をडけなければならないڐ
ֶٳ、上ͦの他ಛผの必要があると認めた者は߁݈　̎
を໋ずることがある。
。の期間は、引きଓき�をえないこととするֶٳ　̏
。ೖしないࢉの期間は、第5の在ֶ期間にֶٳ　̐

（෮　　ֶ）
ୈ��　ֶٳ期間தにͦの理༝がফ໓した合は、ֶ 
にئい出てڐ可をडけて෮ֶすることができる。

（సֶ及びసՊ）
ୈ��　他のେֶからຊֶएしくはຊֶから他のେ
ֶసֶをرする者があるときは、正当な事༝があ
ると認めた合にڐ可することがある。

̎　సՊをرする者があるときは、डけೖれֶՊにܽ
員がある合に限り、બߟの上これをڐ可することが
ある。

̏　సֶ及びసՊに関する規程は、ผに定める。
（ֶ　ೖ　࠶）
ୈ��　ຊֶのֶ生でୀֶした者が、࠶ೖֶをرした
ときは、બߟの上ೖֶをڐ可することがある。

。ೖֶに関する規程は、ผに定める࠶　̎

ɹɹୈ̕ষɹɹೖֶݕఆྉ及びֶੜೲۚ
（ೖֶݕ定料及びֶ生ೲۚ）
ୈ��　ೖֶݕ定料及びֶ生ೲۚは、ผ表ᶙʵ̍に定
めると͓りとする。

̎　ͦの他ֶ生ೲۚについての細ଇは、ผに定める。
（期間தのֶ生ೲֶۚٳ）
ୈ��　ֶٳ期間தのֶ生ೲۚについては、ผに定め
る。

（ಜ　　ଅ）
ୈ��　当該ֶの授ۀ料ͦの他のೲۚのೲをͦ
のの指定期間内に行わず、ಜଅをडけ、৽たに指定
されたೲೖ期限内にೲをしない者を、ֶ は除੶す
ることができる。

（ೖֶݕ定料等の不ฦؐ）
ୈ��　既ೲのೖֶݕ定料及びֶ生ೲۚは、ผに定め
る合を除きฦؐしない。

ɹɹୈ��ষɹɹ੍ֶ
（੍ֶ）
ୈ��　ຊֶに੍ֶをઃける。
̎　੍ֶに関する規程は、ผに定める。

ɹɹୈ��ষɹɹ৬һ৫
（৬　　員）
ୈ��　ຊֶに次の৬員をஔく。
　	1
　ֶ　　
　	�
　෭ ֶ 
　	�
　େ部
　	�
　教　　授
　	5
　। 教 授
　	�
ࢣ　　ߨ　
　	�
　ॿ　　教
　	�
　ॿ　　ख
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　	9
書　　࢘　
	1�
　事৬員
	11
　ٕज़৬員

̎　ิ৬に関する規程は、ผに定める。
（分ঠߍ）
ୈ��　ֶは、ߍをつかさどり、所属৬員を౷ಜす
る。
̎　෭ֶは、ֶ をॿけ、໋ をडけてߍをつかさど
る。
̏　େ部は、ֶ の໋をडけ、期େֶ部のֶ֤Պ等
を౷ׅする。
̐　教授は、ઐ߈分について、教ҭ上、研究上又は実
上のಛに༏れたࣝ、能ྗ及び実を有する者であっ
て、ֶ 生を教授し、ͦ の研究を指導し、又は研究に従事
する。
̑　।教授は、ઐ߈分について、教ҭ上、研究上又は実
上の༏れたࣝ、能ྗ及び実を有する者であって、
ֶ生を教授し、ͦ の研究を指導し、又は研究に従事す
る。
。は、教授又は।教授に४ずる৬に従事するࢣߨ　̒
̓　ॿ教は、ઐ߈分について、教ҭ上、研究上又は実
上のࣝ及び能ྗを有する者であって、ֶ 生を教授し、
ͦの研究を指導し、又は研究に従事する。
̔　ॿखは、ͦ の所属する৫に͓ける教ҭ研究のԁ
な実ࢪに必要なۀに従事する。
。書は、上৬の໋をडけ、資料をॲ理する࢘　̕
1�　事৬員は、上৬の໋をडけ、ॾൠの事に従事する。
11　ٕज़৬員は、上৬の໋をडけ、ٕ ज़に関するۀに
従事する。

ɹɹɹୈ��ষɹɹڭतձ及びֶ෦ձٞに関する߲ࣄ
（教　授　ձ

ୈ��　ຊֶに教授ձをஔく。
̎　教授ձに関する規程は、ผに定める。
（教授ձのটू及びٞ）
ୈ��　教授ձは、ֶ एしくはେ部が必要と認め
たとき又は教授ձ構成員の�分の1Ҏ上のٻがあっ
たときに、ֶ 又はେ部がこれをটूする。
̎　େ部は、ֶ の໋をडけ、教授ձのٞとなる。
େ部にࢧোのあるときは、ֶ があらかじめ指名
した教授がͦの৬を行する。

（教授ձの৹ٞ事߲）
ୈ��　教授ձは、ֶ が次の֤߸に掲͛る事߲につい
てܾ定を行うに当たり意見を述るものとする。
　	1
　ֶ生のೖֶ、ଔۀ及び՝程のम了に関する事߲
　	�
　ֶҐの授与に関する事߲
　	�
　前�߸に掲͛るもののほか、教ҭ研究に関する重

要な事߲で、教授ձの意見をௌくことが必要なもの
としてֶが定める事߲

̎　教授ձは、前߲に規定するもののほか、ֶ 及びେ
部（ҎԼこの߲に͓いて「ֶ等」という。）がつかさ
どる教ҭ研究に関する事߲について৹ٞし、及びֶ
等のٻめにԠじ、意見を述ることができる。

（ֶ部ձٞ）
ୈ��　ຊֶと見େֶとの࿈བྷௐ及びֶのࢾ
にԠえるため、ֶ 部ձٞをஔく。
̎　ֶは、ֶ 部ձٞをটूしてͦのٞとなる。
̏　ֶ部ձٞに関する規程は、ผに定める。

ɹɹୈ��ষɹɹଔۀのೝఆ、ଔূۀ書・ֶҐه
（ଔ　　ۀ）
ୈ��　ຊֶに保ҭՊは�Ҏ上、ࣃՊӴ生Պは�Ҏ上
在ֶし、ຊֶ所定の՝程をमめ、所定の୯Ґをम得した
者については、教授ձの৹ٞを経て、ֶ がଔۀを認定
する。
̎　ֶは、ଔۀを認定した者に対してଔূۀ書・ֶҐ
記を授与する。
̏　前߲の規定によりଔۀした者には、ຊֶֶҐ規程の
定めるとこΖにより次のֶҐを授与する。
　　　　保　ҭ　Պ　　期େֶ࢜（保ҭֶ）
（ՊӴ生ֶࣃ）࢜ՊӴ生Պ　　期େֶࣃ　　　　
̐　ֶҐに関する規程は、ผに定める。

ɹɹୈ��ষɹɹേ
（表　　জ）
ୈ��　ຊֶのֶ生で、行方正、ֶ ज़༏लな者又は他
のൣとなる行為のあった者は、これを表জする。

（　　ռ）
ୈ��　ֶ生のຊ分に反し、ֶ ଇͦの他のॾ規程にҧ反
した者は、教授ձの৹ٞを経て、ֶ がռする。ռ
は、ռࠂ、ۘ ৻、ఀ ֶ及びୀֶとする。
̎　前߲のୀֶは、次の֤߸の一に該当する合とする。
　	1
　ੑ行不ྑで改ળの見ࠐみがないと認められる者
　	�
　ֶྗྼ等で成ۀの見ࠐみがないと認められる者
　	�
　ແಧけで期にわたりܽ੮した者又は正当な理

༝がなく出੮がৗでない者
　	�
　ຊֶのடংをཚし、ͦ の他ֶ生としてのຊ分に反

した者

ɹɹୈ��ষɹɹઐ߈Պ
（　　的）
ୈ��　ຊֶは、ֶ Պに͓ける教ҭのૅجの上に、ਫ਼ਂ
な程に͓いて、ಛผな事߲を教授し、ͦ の研究を指導
するためにઐ߈Պをஔく。

（ઐ　　߈）
ୈ��　ઐ߈Պに次のઐ߈をஔく。
　　　　　保ҭઐ߈
（मۀ限及び在ֶ期間）
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ୈ��　ઐ߈Պのमۀ限は、1とし、在ֶ期間は、�
をえることができない。

（定　　員）
ୈ��　ઐ߈Պにೖֶさせるֶ生の定員及びऩ容定員
は、次のと͓りとする。
　　保ҭઐ߈　　ೖֶ定員　��人　　ऩ容定員　��人
（教ҭ研究上の的）
ୈ��　ઐ͝߈との人ࡐのཆ成及び教ҭ研究上の的
については、第��に定める的のほか、֤ ઐ߈のઃ
ஔझࢫにͮجき、次のと͓り定めるものとする。
̎　保ҭઐ߈に͓いては、保ҭݱに͓いて、自らͦの保
ҭ実ફをূݕし৽たな実ફをల։するྗをにつけた
保ҭ者をཆ成する。

（授ۀՊ及び୯Ґ数）
ୈ��の̎　ઐ߈Պに͓いて։ઃする授ۀՊ及びͦ
の୯Ґ数は、ผ表ᶗʵ̏に定めると͓りとする。
̎　授ۀՊのཤम方法については、ผに定める。
（ೖֶݕ定料及びֶ生ೲۚ）
ୈ��　ઐ߈Պのೖֶݕ定料及びֶ生ೲۚは、ผ表ᶙ
ʵ̎に定めると͓りとする。
̎　ͦの他ֶ生ೲۚについての細ଇは、ผに定める。
（म了の要件）
ୈ��　ઐ߈Պの֤ઐ߈のम了の要件は、次のと͓りと
する。
̎　保ҭઐ߈のम了の要件は、1Ҏ上在ֶし、第��
の�第1߲ผ表ᶗʵ̏の規定するとこΖにより、必म1�
୯Ґ、બ1�୯ҐҎ上、合ܭ��୯ҐҎ上をम得しなけ
ればならない。

（ೖֶ資格）
ୈ��　ઐ߈Պにೖֶする資格のある者は、次の֤߸の
一に該当する者とする。
　	1
　期େֶをଔۀした者
　	�
　外ࠃに͓いて、ֶ 教ҭに͓ける1�の՝程をߍ

म了した者
　	�
　ຊֶのઐ߈Պに͓いて、期େֶをଔۀした者と

同等Ҏ上のֶྗがあると認めた者
（୯Ґの授与）
ୈ��　ઐ߈Պの授ۀՊをཤमした者に対し、試験の
上୯Ґを与えるものとする。ただし、ͦ の必要なՊに
ついては、適切な方法によりֶमの成果をධՁして୯
Ґを与えることができる。
̎　試験の成は、ल・༏・ྑ・可・不可の5छのධ語
をもって表し、ल・༏・ྑ・可を合格とし、合格者に所
定の୯Ґが与えられる。
̏　試験についての細ଇは、ผに定める。
（म了の認定及びम了ূ書）
ୈ��　ֶは、所定の՝程をमめ、所定の୯Ґをम得
した者については、教授ձの৹ٞを経て、म了を認定
する。

̎　ֶは、म了を認定した者に対してम了ূ書を授与
する。

（४用規定）
ୈ��　第̔第1߲、第15から第1�まで、第��
から第�5まで、第�9から第��まで、第��及び
第�1の規定は、ઐ߈Պにこれを४用する。この合
に͓いて、第��第�߲த「�」とあるのは「1」に、
第��の�第�߸及び第��第�߲த「第5」とあるの
は「第��」とಡみସえるものとする。

（ͦの他）
ୈ��　ͦの他ઐ߈Պֶ生に関して必要なことは、ผに
定める。

ɹɹୈ̍̒ষɹɹՊ等ཤमੜ
（Պ等ཤम生）
ୈ��　ຊֶに͓いて։ઃする授ۀՊத、ಛ定のՊ
をཤमしようとする者があるときは、બߟの上Պ等
ཤम生としてڐ可することがある。
̎　Պ等ཤम生に対し୯Ґを認定することができる。
̏　Պ等ཤम生に対する୯Ґの授与については、第1�
の規定を४用する。
̐　Պ等ཤम生に関する規程は、ผに定める。

ɹɹୈ��ষɹɹࡶɹɹଇ
（公։࠲ߨ）
ୈ��　ຊֶは、社ձ一ൠの成人を対とし、ֶ ज़の
上と生ֶ֔शのਐలのため公։࠲ߨを։࠵する。

（ਤ　書　ؗ）
ୈ��　ຊֶにਤ書ؗをஔく。
̎　ਤ書ؗに関する規程は、ผに定める。
（保݈ηンター）
ୈ��　ຊֶは、ֶ 生及び৬員に対する保݈管理ۀを
実ࢪするために保݈ηンターをஔく。
̎　保݈ηンターに関する規程は、ผに定める。
（ෟ属༮ஓԂ）
ୈ��　ຊֶにෟ属༮ஓԂをஔく。
̎　ෟ属༮ஓԂに関する規程は、ผに定める。
（ֶ　生　ྈ）
ୈ��　ຊֶは、ֶ 生のためにֶ生ྈをஔく。
̎　ֶ生ྈに関する規程は、ผに定める。

　　　ෟ　ଇ
　ຊֶଇは、ত�5�݄1からࢪ行する。
　　　ෟ　ଇ
　このֶଇは、ྩ ��݄1からࢪ行する。
ただし、第11第�߲及びผ表ᶗʕ̎については、ྩ
�ೖֶ生より適用する。
　　　ෟ　ଇ
このֶଇは、ྩ ��݄1からࢪ行する。ただし、
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ୈ��　ઐ߈Պのमۀ限は、1とし、在ֶ期間は、�
をえることができない。

（定　　員）
ୈ��　ઐ߈Պにೖֶさせるֶ生の定員及びऩ容定員
は、次のと͓りとする。
　　保ҭઐ߈　　ೖֶ定員　��人　　ऩ容定員　��人
（教ҭ研究上の的）
ୈ��　ઐ͝߈との人ࡐのཆ成及び教ҭ研究上の的
については、第��に定める的のほか、֤ ઐ߈のઃ
ஔझࢫにͮجき、次のと͓り定めるものとする。
̎　保ҭઐ߈に͓いては、保ҭݱに͓いて、自らͦの保
ҭ実ફをূݕし৽たな実ફをల։するྗをにつけた
保ҭ者をཆ成する。

（授ۀՊ及び୯Ґ数）
ୈ��の̎　ઐ߈Պに͓いて։ઃする授ۀՊ及びͦ
の୯Ґ数は、ผ表ᶗʵ̏に定めると͓りとする。
̎　授ۀՊのཤम方法については、ผに定める。
（ೖֶݕ定料及びֶ生ೲۚ）
ୈ��　ઐ߈Պのೖֶݕ定料及びֶ生ೲۚは、ผ表ᶙ
ʵ̎に定めると͓りとする。
̎　ͦの他ֶ生ೲۚについての細ଇは、ผに定める。
（म了の要件）
ୈ��　ઐ߈Պの֤ઐ߈のम了の要件は、次のと͓りと
する。
̎　保ҭઐ߈のम了の要件は、1Ҏ上在ֶし、第��
の�第1߲ผ表ᶗʵ̏の規定するとこΖにより、必म1�
୯Ґ、બ1�୯ҐҎ上、合ܭ��୯ҐҎ上をम得しなけ
ればならない。

（ೖֶ資格）
ୈ��　ઐ߈Պにೖֶする資格のある者は、次の֤߸の
一に該当する者とする。
　	1
　期େֶをଔۀした者
　	�
　外ࠃに͓いて、ֶ 教ҭに͓ける1�の՝程をߍ

म了した者
　	�
　ຊֶのઐ߈Պに͓いて、期େֶをଔۀした者と

同等Ҏ上のֶྗがあると認めた者
（୯Ґの授与）
ୈ��　ઐ߈Պの授ۀՊをཤमした者に対し、試験の
上୯Ґを与えるものとする。ただし、ͦ の必要なՊに
ついては、適切な方法によりֶमの成果をධՁして୯
Ґを与えることができる。
̎　試験の成は、ल・༏・ྑ・可・不可の5छのධ語
をもって表し、ल・༏・ྑ・可を合格とし、合格者に所
定の୯Ґが与えられる。
̏　試験についての細ଇは、ผに定める。
（म了の認定及びम了ূ書）
ୈ��　ֶは、所定の՝程をमめ、所定の୯Ґをम得
した者については、教授ձの৹ٞを経て、म了を認定
する。

̎　ֶは、म了を認定した者に対してम了ূ書を授与
する。

（४用規定）
ୈ��　第̔第1߲、第15から第1�まで、第��
から第�5まで、第�9から第��まで、第��及び
第�1の規定は、ઐ߈Պにこれを४用する。この合
に͓いて、第��第�߲த「�」とあるのは「1」に、
第��の�第�߸及び第��第�߲த「第5」とあるの
は「第��」とಡみସえるものとする。

（ͦの他）
ୈ��　ͦの他ઐ߈Պֶ生に関して必要なことは、ผに
定める。

ɹɹୈ̍̒ষɹɹՊ等ཤमੜ
（Պ等ཤम生）
ୈ��　ຊֶに͓いて։ઃする授ۀՊத、ಛ定のՊ
をཤमしようとする者があるときは、બߟの上Պ等
ཤम生としてڐ可することがある。

̎　Պ等ཤम生に対し୯Ґを認定することができる。
̏　Պ等ཤम生に対する୯Ґの授与については、第1�
の規定を४用する。

̐　Պ等ཤम生に関する規程は、ผに定める。

ɹɹୈ��ষɹɹࡶɹɹଇ
（公։࠲ߨ）
ୈ��　ຊֶは、社ձ一ൠの成人を対とし、ֶ ज़の
上と生ֶ֔शのਐలのため公։࠲ߨを։࠵する。

（ਤ　書　ؗ）
ୈ��　ຊֶにਤ書ؗをஔく。
̎　ਤ書ؗに関する規程は、ผに定める。
（保݈ηンター）
ୈ��　ຊֶは、ֶ 生及び৬員に対する保݈管理ۀを
実ࢪするために保݈ηンターをஔく。

̎　保݈ηンターに関する規程は、ผに定める。
（ෟ属༮ஓԂ）
ୈ��　ຊֶにෟ属༮ஓԂをஔく。
̎　ෟ属༮ஓԂに関する規程は、ผに定める。
（ֶ　生　ྈ）
ୈ��　ຊֶは、ֶ 生のためにֶ生ྈをஔく。
̎　ֶ生ྈに関する規程は、ผに定める。

　　　ෟ　ଇ
　ຊֶଇは、ত�5�݄1からࢪ行する。
　　　ෟ　ଇ
　このֶଇは、ྩ ��݄1からࢪ行する。
ただし、第11第�߲及びผ表ᶗʕ̎については、ྩ

�ೖֶ生より適用する。
　　　ෟ　ଇ
このֶଇは、ྩ ��݄1からࢪ行する。ただし、
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第11第�߲及びผ表ᶗʕ̍、ผ表ᶗʕ̏、ผ表ᶗʕ
̐、ผ表ᶘについては、ྩ �ೖֶ生より適用す
る。
　　ෟ　ଇ
このֶଇは、ྩ 5�݄1からࢪ行する。
　ઐ߈Պࢱઐ߈のഇ止
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授ۀՊ及び୯Ґ数
ผ表ᶗ ʵ （̍保ҭՊ）

授　　ۀ　　Պ　　
୯　Ґ　数

必म୯Ґ બ୯Ґ
܈"　

Իָ表ݱᶗ 1
造形表ݱᶗ 1
߁どもと݈ࢠ 1
どもと人間関係ࢠ �
ڥどもとࢠ �
どもと言༿ࢠ 1
ݱどもと表ࢠ 1
༮ࣇମҭ 1
保ҭݪ理 �
社ձࢱ �
社ձ的ཆޢᶗ �
ೕࣇ保ҭᶗ �
ೕࣇ保ҭᶘ 1
保ҭ内容૯論 B 1
保ҭ内容૯論 C 1
教保ҭ �
ମ表ݱᶗ 1
教ҭݪ理 �

܈̗　
ԉࢧҭてࢠ 1
ᶗࢱどもՈఉࢠ �
ᶘࢱどもՈఉࢠ �
どもの保݈ࢠ �
と҆全߁どもの݈ࢠ 1
どもの৯とӫཆࢠ B 1
どもの৯とӫཆࢠ C 1
ྟচ৺理ֶ �
保ҭ所保ҭ実शᶗ �
ઃ保ҭ実शᶗࢪ �
保ҭ所保ҭ実श指導ᶗ 1
ઃ保ҭ実श指導ᶗࢪ 1
保ҭ実शᶘ �
保ҭ実शᶙ �
保ҭ所保ҭ実श指導ᶘ 1
ઃ保ҭ実श指導ᶙࢪ 1
ೕ༮ࣇ৺理ֶ �
教ҭ৺理ֶ（ࢠどもの理解とԉॿ） 1
保ҭ指導法 �
ಛผࢧԉ保ҭ B 1
ಛผࢧԉ保ҭ̱ 1
ピアノ・ָᶗ B 1
ピアノ・ָᶗ C 1
ピアノ・ָᶘ B 1
ピアノ・ָᶘ C 1
Իָ表ݱᶘ 1
造形表ݱᶘ 1
ମ表ݱᶘ 1
ΧϦΩϡϥϜ論（ܭ画とධՁ） �
保ҭ内容研究 B 1
（ڥどものࢠ）

授　　ۀ　　Պ　　
୯　Ґ　数

必म୯Ґ બ୯Ґ
保ҭ内容研究 C 1
（ڥどものࢠ）
保ҭ内容研究 D 1
（༡び・׆どもの生ࢠ）
保ҭ内容研究 E 1
（༡び・׆どもの生ࢠ）
保ҭ内容研究 F 1
（どもの文Խࢠ）
保ҭ内容研究 G 1
（どもの文Խࢠ）
保ҭ者論 �
༮ࣇ理解と教ҭ૬ஊのૅج �
発ୡ৺理ֶ（保ҭの৺理ֶ） �
ԉ論ࢧどもՈఉࢠ �
社ձ的ཆޢᶘ 1
ԉの৺理ֶࢧどもՈఉࢠ �
教ҭ実श֓論 �
教ҭ実शᶗ �
（事前事ޙ指導をؚΉ）
教ҭ実शᶘ �
（事前事ޙ指導をؚΉ）
保ҭ・教৬実ફԋश �

܈$　
फ教ֶ（実ફ行࣋をؚΉ） �
ֶ �
文ֶ �
ྙ理ֶ �
社ձֶ �
経済ֶ �
法ֶ �
ຊݑࠃ法 �
ֶ࢙ྺ �
৺理ֶ �
数ֶ �
Խֶ �
生׆Պֶ �
ຊ語コϛϡχέーシϣン �
コンピϡータ֓論 �
情報機ثのૢ作 �
理ೖྙڥ �

܈̙　
ӳ語ᶗ B 1 �
ӳ語ᶗ̱（保ҭのӳ語） 1 �
ӳ語ᶘ B（保ҭのӳ語） 1
ӳ語ᶘ̱（保ҭのӳ語） 1

܈̚　
ମҭ B 1
ମҭ̱ 1
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授ۀՊ及び୯Ґ数
ผ表ᶗ ʵ （̍保ҭՊ）

授　　ۀ　　Պ　　
୯　Ґ　数

必म୯Ґ બ୯Ґ
܈"　

Իָ表ݱᶗ 1
造形表ݱᶗ 1
߁どもと݈ࢠ 1
どもと人間関係ࢠ �
ڥどもとࢠ �
どもと言༿ࢠ 1
ݱどもと表ࢠ 1
༮ࣇମҭ 1
保ҭݪ理 �
社ձࢱ �
社ձ的ཆޢᶗ �
ೕࣇ保ҭᶗ �
ೕࣇ保ҭᶘ 1
保ҭ内容૯論 B 1
保ҭ内容૯論 C 1
教保ҭ �
ମ表ݱᶗ 1
教ҭݪ理 �

܈̗　
ԉࢧҭてࢠ 1
ᶗࢱどもՈఉࢠ �
ᶘࢱどもՈఉࢠ �
どもの保݈ࢠ �
と҆全߁どもの݈ࢠ 1
どもの৯とӫཆࢠ B 1
どもの৯とӫཆࢠ C 1
ྟচ৺理ֶ �
保ҭ所保ҭ実शᶗ �
ઃ保ҭ実शᶗࢪ �
保ҭ所保ҭ実श指導ᶗ 1
ઃ保ҭ実श指導ᶗࢪ 1
保ҭ実शᶘ �
保ҭ実शᶙ �
保ҭ所保ҭ実श指導ᶘ 1
ઃ保ҭ実श指導ᶙࢪ 1
ೕ༮ࣇ৺理ֶ �
教ҭ৺理ֶ（ࢠどもの理解とԉॿ） 1
保ҭ指導法 �
ಛผࢧԉ保ҭ B 1
ಛผࢧԉ保ҭ̱ 1
ピアノ・ָᶗ B 1
ピアノ・ָᶗ C 1
ピアノ・ָᶘ B 1
ピアノ・ָᶘ C 1
Իָ表ݱᶘ 1
造形表ݱᶘ 1
ମ表ݱᶘ 1
ΧϦΩϡϥϜ論（ܭ画とධՁ） �
保ҭ内容研究 B 1
（ڥどものࢠ）

授　　ۀ　　Պ　　
୯　Ґ　数

必म୯Ґ બ୯Ґ
保ҭ内容研究 C 1
（ڥどものࢠ）
保ҭ内容研究 D 1
（༡び・׆どもの生ࢠ）
保ҭ内容研究 E 1
（༡び・׆どもの生ࢠ）
保ҭ内容研究 F 1
（どもの文Խࢠ）
保ҭ内容研究 G 1
（どもの文Խࢠ）
保ҭ者論 �
༮ࣇ理解と教ҭ૬ஊのૅج �
発ୡ৺理ֶ（保ҭの৺理ֶ） �
ԉ論ࢧどもՈఉࢠ �
社ձ的ཆޢᶘ 1
ԉの৺理ֶࢧどもՈఉࢠ �
教ҭ実श֓論 �
教ҭ実शᶗ �
（事前事ޙ指導をؚΉ）
教ҭ実शᶘ �
（事前事ޙ指導をؚΉ）
保ҭ・教৬実ફԋश �

܈$　
फ教ֶ（実ફ行࣋をؚΉ） �
ֶ �
文ֶ �
ྙ理ֶ �
社ձֶ �
経済ֶ �
法ֶ �
ຊݑࠃ法 �
ֶ࢙ྺ �
৺理ֶ �
数ֶ �
Խֶ �
生׆Պֶ �
ຊ語コϛϡχέーシϣン �
コンピϡータ֓論 �
情報機ثのૢ作 �
理ೖྙڥ �

܈̙　
ӳ語ᶗ B 1 �
ӳ語ᶗ̱（保ҭのӳ語） 1 �
ӳ語ᶘ B（保ҭのӳ語） 1
ӳ語ᶘ̱（保ҭのӳ語） 1

܈̚　
ମҭ B 1
ମҭ̱ 1
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授ۀՊ及び୯Ґ数
ผ表ᶗʵ�（ࣃՊӴ生Պ）

教　　ҭ　　内　　容 授　　ۀ　　Պ　　
୯Ґ数

必म୯Ґ બ୯Ґ

ج
ɹ
ɹ
ૅ
ɹ
ɹ

ɹ
ɹ


Պֶ的思ߟのج൫
生໋Պֶ
情報Ϧςϥシー
ϝディΧϧ情報ॲ理

�
1
1

人間と生׆

फ教ֶ
৺理ֶ
ྙ理ֶ
スタートアップηϛφー
スςップアップηϛφー
ΩϟϦアデβイン
ຊ語Ϧςϥシー
ӳ語Ϧςϥシー
Պӳ語ࣃ
தࠃ語Ϧςϥシー
ମҭ
ΩϟϦアのための教ཆ

�

1
1
1

1
1

�
�

1

1
1
�

ઐ



ج

ૅ





人ମの構造と機能 解ֶ
৫・発生ֶ

�
�

の構造と機能ߢޱ・ࣃ
（の解ֶをؚΉࣃ）解ֶߢޱ
生理ֶ（ߢޱ生理ֶをؚΉ）
生Խֶ（ߢޱ生ԽֶをؚΉ）

�
�
�

࣬පの成りཱͪとճ෮ա程のଅਐ
ප理ֶ（ߢޱප理ֶをؚΉ）
ඍ生物ֶ（ߢޱඍ生物ֶをؚΉ）
薬理ֶ（ࣃՊ薬理ֶをؚΉ）

�
�
�

と༧防に関わる߁の݈ߢޱ・ࣃ
人間と社ձのみ

Ӵ生ֶᶗߢޱ
（をؚΉܭՊӴ生౷ࣃ）Ӵ生ֶᶘߢޱ
Ӵ生行・社ձࢱ
Ӵ生ֶ・公ऺӴ生ֶ

1
�
�
�

ઐ
ɹ
ɹ
ɹ

ɹ
ɹ
ɹ

ɹ
ɹ
ɹ


論֓࢜ՊӴ生ࣃ 論֓࢜ՊӴ生ࣃ �

ྟচࣃՊҩֶ

保存म෮・ࣃ内ྍ法ֶ
ֶྍ࣏पࣃ
Պิ௲ֶࣃ
外Պֶߢޱ
小ࣃࣇՊֶ
正ֶڲՊࣃ
Պֶࣃ者・ো害者ྸߴ
Պ์ࣹઢֶࣃ
νーϜࣃՊҩྍ論（ࡂ害֓論をؚΉ）

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Պ༧防ॲஔ論ࣃ
Պ༧防ॲஔ論ᶗࣃ
Պ༧防ॲஔ論ᶘࣃ
Պ༧防ॲஔ論ᶙࣃ
Պ༧防ॲஔ論ᶚࣃ

�
�
�
1

Պ保݈指導論ࣃ

Պ保݈指導論ᶗࣃ
Պ保݈指導論ᶘࣃ
Պ保݈指導論ᶙࣃ
Պ保݈指導論ᶚࣃ
Պ保݈指導論ᶛࣃ
ӫཆ指導ᶗ
ӫཆ指導ᶘ

1
1
1
1
1
1
1

Պྍิॿ論ࣃ

Պྍิॿ論ᶗࣃ
Պྍิॿ論ᶘࣃ
Պྍิॿ論ᶙࣃ
Պྍิॿ論ᶚࣃ
հٕޢज़実श（ઁ৯ᅞԼϦϋϏϦςーシϣンֶをؚΉ）

�
�
�
1
�

ྟ・ྟচ実श
Պྟচ実शᶗࣃ
Պྟচ実शᶘࣃ
Պྟচ実शᶙࣃ
ྟ実श

�
�
�
�

૯　　　　　ׅ ૯合ٛߨ �

બ

ඞ
म



ྟচҩֶ֓論
ଔۀ研究
Ϙϥンςィア論
Ϧςϥシーڥ
ຊの౷
の文Խݱ
コϛϡχέーシϣン論
հޢ৬員ॳ者研म事ۀ

�
�
�
�
�
�
�
�
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授ۀՊ及び୯Ґ数

ผ表ᶗʵ�（ઐ߈Պ保ҭઐ߈）

授　　ۀ　　Պ　　
୯　　Ґ　　数

必म୯Ґ બ୯Ґ

教ҭֶಛ論 �
保ҭֶಛ論 �
発ୡ৺理ֶಛ論 �
教ҭ方法ಛ論 �
ઐ߈Պ実श �
保ҭԋश �
ઐ߈Պಛผ研究 �
研究方法論 �
保ҭ論ݱ �
保ҭ指導法研究 �
ಛผࢧԉ保ҭಛ論 �
ೕࣇ保ҭಛ論 �
保ҭ内容（݈߁）ಛ論 �
保ҭ内容（人間関係）ಛ論 �
保ҭ内容（ڥ）ಛ論 �
保ҭ内容（表ݱ）ಛ論 �
保ҭ内容（言༿）ಛ論 �
保ҭ内容研究̍（言༿） �
保ҭ内容研究̎（݈߁） �
保ҭ内容研究̏（表ݱ） �
ಐ文ֶࣇ �
教保ҭಛ論 �
社ձࢱಛ論 �
ಛ論ࢱಐࣇ �
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授ۀՊ及び୯Ґ数

ผ表ᶗʵ�（ઐ߈Պ保ҭઐ߈）

授　　ۀ　　Պ　　
୯　　Ґ　　数

必म୯Ґ બ୯Ґ

教ҭֶಛ論 �
保ҭֶಛ論 �
発ୡ৺理ֶಛ論 �
教ҭ方法ಛ論 �
ઐ߈Պ実श �
保ҭԋश �
ઐ߈Պಛผ研究 �
研究方法論 �
保ҭ論ݱ �
保ҭ指導法研究 �
ಛผࢧԉ保ҭಛ論 �
ೕࣇ保ҭಛ論 �
保ҭ内容（݈߁）ಛ論 �
保ҭ内容（人間関係）ಛ論 �
保ҭ内容（ڥ）ಛ論 �
保ҭ内容（表ݱ）ಛ論 �
保ҭ内容（言༿）ಛ論 �
保ҭ内容研究̍（言༿） �
保ҭ内容研究̎（݈߁） �
保ҭ内容研究̏（表ݱ） �
ಐ文ֶࣇ �
教保ҭಛ論 �
社ձࢱಛ論 �
ಛ論ࢱಐࣇ �
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ผ表ᶘ　（保ҭ࢜に関するՊ）

示による教Պࠂ ຊֶに͓ける։ઃ教Պ等

ྻܥ 教Պ 授ۀ
形態

ઃ　ஔ
୯Ґ数

に対Ԡして։ઃࠨ
されている教Պ

授ۀ
形態

୯Ґ数 ཤम方法及び
ཤम୯Ґ必म બ ܭ

ڭ
ɹ
ɹ
ɹ
ཆ
ɹ
ɹ
ɹ
科
ɹ
ɹ
ɹ
目

外ࠃ語、ମҭҎ外のՊ 不 �Ҏ上

फ教ֶ ٛߨ � �

　�୯ҐҎ上

ֶ ٛߨ � �
文ֶ ٛߨ � �
ྙ理ֶ ٛߨ � �
社ձֶ ٛߨ � �
経済ֶ ٛߨ � �
法ֶ ٛߨ � �
ຊݑࠃ法 ٛߨ � �
ֶ࢙ྺ ٛߨ � �
৺理ֶ ٛߨ � �
数ֶ ٛߨ � �
Խֶ ٛߨ � �
生׆Պֶ ٛߨ � �
ຊ語コϛϡχέーシϣン ٛߨ � �
コンピϡータ֓論 ٛߨ � �
情報機ثのૢ作 ٛߨ � �
理ೖྙڥ ٛߨ � �

外ࠃ語 ԋश �Ҏ上

ӳ語ᶗ̰ ԋश 1 � �

　�୯ҐҎ上
ӳ語ᶗ̱（保ҭのӳ語） ԋश 1 � �
ӳ語ᶘ̰（保ҭのӳ語） ԋश 1 1
ӳ語ᶘ̱（保ҭのӳ語） ԋश 1 1

ମҭ
ٛߨ 1 ମҭ̰ 実 ٛߨٕ・ 1 1

　�୯Ґ
実ٕ 1 ମҭ C 実 ٛߨٕ・ 1 1

合　　　ܭ 1�୯ҐҎ上 合　　　ܭ � �� �� 　�୯ҐҎ上

示による教Պࠂ ຊֶに͓ける։ઃ教Պ等

ྻܥ 教Պ 授ۀ
形態

ઃ　ஔ
୯Ґ数

に対Ԡして։ઃࠨ
されている教Պ

授ۀ
形態

୯Ґ数 ཤम方法及び
ཤम୯Ґ必म બ ܭ

保
育
の
ຊ
࣭
・
目

త
に
関
す
る
科
目

保ҭݪ理 ٛߨ � 保ҭݪ理 ٛߨ � �

　　　55୯Ґ
　　　Ҏ上

教ҭݪ理 ٛߨ � 教ҭݪ理 ٛߨ � �
ࢱどもՈఉࢠ ٛߨ � ᶗࢱどもՈఉࢠ ٛߨ � �
社ձࢱ ٛߨ � 社ձࢱ ٛߨ � �
ԉ論ࢧどもՈఉࢠ ٛߨ � ԉ論ࢧどもՈఉࢠ ٛߨ � �
社ձ的ཆޢᶗ ٛߨ � 社ձ的ཆޢᶗ ٛߨ � �
保ҭ者論 ٛߨ � 保ҭ者論 ٛߨ � �

保
育
の
ର

の
ཧ

ղ
に
関
す
る
科
目

保ҭの৺理ֶ ٛߨ � 発ୡ৺理 （ֶ保ҭの৺理ֶ） ٛߨ � �
ԉの৺理ֶࢧどもՈఉࢠ ٛߨ � ԉの৺理ֶࢧどもՈఉࢠ ٛߨ � �
どもの理解とԉॿࢠ ԋश 1 教ҭ৺理 （どもの理解とԉॿࢠֶ） ԋश 1 1
どもの保݈ࢠ ٛߨ � どもの保݈ࢠ ٛߨ � �

どもの৯とӫཆࢠ ԋश �
どもの৯とӫཆࢠ B ԋश 1 1
どもの৯とӫཆࢠ C ԋश 1 1

保
育
の
内
容
・
方
法
に
関
す
る
科
目

保ҭのܭ画とධՁ ٛߨ � ΧϦΩϡϥϜ論（ܭ画とධՁ） ٛߨ � �

保ҭ内容૯論 ԋश 1
保ҭ内容૯論 B ԋश 1 1
保ҭ内容૯論 C ԋश 1 1

保ҭ内容ԋश ԋश 5

保ҭ内容研究 B（ࢠどものڥ） ԋश 1 1
保ҭ内容研究 C（ࢠどものڥ） ԋश 1 1
保ҭ内容研究 D（ࢠどもの生׆ŋ༡び） ԋश 1 1
保ҭ内容研究 E（ࢠどもの生׆ŋ༡び） ԋश 1 1
保ҭ内容研究 F（ࢠどもの文Խ） ԋश 1 1
保ҭ内容研究 G（ࢠどもの文Խ） ԋश 1 1

保ҭ内容の理解と方法 ԋश �

Իָ表ݱᶗ ԋश 1 1
造形表ݱᶗ ԋश 1 1
ମ表ݱᶗ ԋश 1 1
Իָ表ݱᶘ ԋश 1 1
造形表ݱᶘ ԋश 1 1
ମ表ݱᶘ ԋश 1 1
どもと言༿ࢠ ԋश 1 1
ݱどもと表ࢠ ԋश 1 1

̍
୯
Ґ
Ҏ
্
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ೕࣇ保ҭᶗ ٛߨ � ೕࣇ保ҭᶗ ٛߨ � �
ೕࣇ保ҭᶘ ԋश 1 ೕࣇ保ҭᶘ ԋश 1 1
と҆全߁どもの݈ࢠ ԋश 1 と҆全߁どもの݈ࢠ ԋश 1 1

ো害ࣇ保ҭ ԋश �
ಛผࢧԉ保ҭ B ԋश 1 1
ಛผࢧԉ保ҭ C ԋश 1 1

社ձ的ཆޢᶘ ԋश 1 社ձ的ཆޢᶘ ԋश 1 1
ԉࢧҭてࢠ ԋश 1 ԉࢧҭてࢠ ԋश 1 1

保
育
実
習

保ҭ実शᶗ 実श �
保ҭ所保ҭ実शᶗ 実श � �

ઃ保ҭ実शᶗࢪ 実श � �

保ҭ実श指導ᶗ ԋश �
保ҭ所保ҭ実श指導ᶗ ԋश 1 1

ઃ保ҭ実श指導ᶗࢪ ԋश 1 1

૯合ԋश 保ҭ実ફԋश ԋश � 保ҭ・教৬実ફԋश ԋश � �

合　　　ܭ 51୯ҐҎ上 合　　　ܭ 5� � 5� 55 ୯ҐҎ上

示による教Պࠂ ຊֶに͓ける։ઃ教Պ等

ྻܥ 教Պ 授ۀ
形態

ઃ　ஔ
୯Ґ数

に対Ԡして։ઃࠨ
されている教Պ

授ۀ
形態

୯Ґ数 ཤम方法及び
ཤम୯Ґ必म બ ܭ

保ҭのຊ
質・的
に関する
Պ

　֤指定保ҭ࢜要
ઃに͓いてઃ定ࢪ　

　15
　Ҏ上

ᶘࢱどもՈఉࢠ ٛߨ � �

　�୯ҐҎ上

保ҭの対
の理解
に関する
Պ

ೕ༮ࣇ৺理ֶ ٛߨ � �

ྟচ৺理ֶ ٛߨ � �

保
育
の
内
容
・
方
法
に
関
す
る
科
目

保ҭ指導法 ٛߨ � �

生׆ ٛߨ � �

ピアノŋָᶗ̰ ԋश 1 1

ピアノŋָᶗ C ԋश 1 1

ピアノŋָᶘ̰ ԋश 1 1

ピアノŋָᶘ C ԋश 1 1

༮ࣇମҭ ԋश 1 1

߁どもと݈ࢠ ԋश 1 1

どもと人間関係ࢠ ٛߨ � �

ڥどもとࢠ ٛߨ � �

保
育
実
習

保ҭ実शᶘ 実श � 保ҭ実शᶘ 実श �
�

保ҭ実शྻܥの
தから、保ҭ実
शᶘと保ҭ所保
ҭ実श指導ᶘ
の � Պ  � ୯
Ґ、または保ҭ
実शᶙとࢪઃ保
ҭ実श指導ᶙの
�Պ �୯Ґの
いずれかを必ず
ཤमする。

保ҭ実श指導ᶘ ԋश 1 保ҭ所保ҭ実श指導ᶘ ԋश 1

保ҭ実शᶙ 実श � 保ҭ実शᶙ 実श �
�

保ҭ実श指導ᶙ ԋश 1 ઃ保ҭ実श指導ᶙࢪ ԋश 1

合　　　ܭ 1�୯ҐҎ上 合　　　ܭ � 1� �� 　9୯ҐҎ上

ผ表ᶙʵ1 ೖֶݕ定料及びֶ生ೲۚ

保ҭՊ ՊӴ生Պࣃ

ೖ ֶ ݕ 定 料 �����ԁ �����ԁ

උߟ　出ئ方法によりֹݮすることがある。
　　ৄ細についてはผに定める。
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ೕࣇ保ҭᶗ ٛߨ � ೕࣇ保ҭᶗ ٛߨ � �
ೕࣇ保ҭᶘ ԋश 1 ೕࣇ保ҭᶘ ԋश 1 1
と҆全߁どもの݈ࢠ ԋश 1 と҆全߁どもの݈ࢠ ԋश 1 1

ো害ࣇ保ҭ ԋश �
ಛผࢧԉ保ҭ B ԋश 1 1
ಛผࢧԉ保ҭ C ԋश 1 1

社ձ的ཆޢᶘ ԋश 1 社ձ的ཆޢᶘ ԋश 1 1
ԉࢧҭてࢠ ԋश 1 ԉࢧҭてࢠ ԋश 1 1

保
育
実
習

保ҭ実शᶗ 実श �
保ҭ所保ҭ実शᶗ 実श � �

ઃ保ҭ実शᶗࢪ 実श � �

保ҭ実श指導ᶗ ԋश �
保ҭ所保ҭ実श指導ᶗ ԋश 1 1

ઃ保ҭ実श指導ᶗࢪ ԋश 1 1

૯合ԋश 保ҭ実ફԋश ԋश � 保ҭ・教৬実ફԋश ԋश � �

合　　　ܭ 51୯ҐҎ上 合　　　ܭ 5� � 5� 55 ୯ҐҎ上

示による教Պࠂ ຊֶに͓ける։ઃ教Պ等

ྻܥ 教Պ 授ۀ
形態

ઃ　ஔ
୯Ґ数

に対Ԡして։ઃࠨ
されている教Պ

授ۀ
形態

୯Ґ数 ཤम方法及び
ཤम୯Ґ必म બ ܭ

保ҭのຊ
質・的
に関する
Պ

　֤指定保ҭ࢜要
ઃに͓いてઃ定ࢪ　

　15
　Ҏ上

ᶘࢱどもՈఉࢠ ٛߨ � �

　�୯ҐҎ上

保ҭの対
の理解
に関する
Պ

ೕ༮ࣇ৺理ֶ ٛߨ � �

ྟচ৺理ֶ ٛߨ � �

保
育
の
内
容
・
方
法
に
関
す
る
科
目

保ҭ指導法 ٛߨ � �

生׆ ٛߨ � �

ピアノŋָᶗ̰ ԋश 1 1

ピアノŋָᶗ C ԋश 1 1

ピアノŋָᶘ̰ ԋश 1 1

ピアノŋָᶘ C ԋश 1 1

༮ࣇମҭ ԋश 1 1

߁どもと݈ࢠ ԋश 1 1

どもと人間関係ࢠ ٛߨ � �

ڥどもとࢠ ٛߨ � �

保
育
実
習

保ҭ実शᶘ 実श � 保ҭ実शᶘ 実श �
�

保ҭ実शྻܥの
தから、保ҭ実
शᶘと保ҭ所保
ҭ実श指導ᶘ
の � Պ  � ୯
Ґ、または保ҭ
実शᶙとࢪઃ保
ҭ実श指導ᶙの
�Պ �୯Ґの
いずれかを必ず
ཤमする。

保ҭ実श指導ᶘ ԋश 1 保ҭ所保ҭ実श指導ᶘ ԋश 1

保ҭ実शᶙ 実श � 保ҭ実शᶙ 実श �
�

保ҭ実श指導ᶙ ԋश 1 ઃ保ҭ実श指導ᶙࢪ ԋश 1

合　　　ܭ 1�୯ҐҎ上 合　　　ܭ � 1� �� 　9୯ҐҎ上

ผ表ᶙʵ1 ೖֶݕ定料及びֶ生ೲۚ

保ҭՊ ՊӴ生Պࣃ

ೖ ֶ ݕ 定 料 �����ԁ �����ԁ

උߟ　出ئ方法によりֹݮすることがある。
　　ৄ細についてはผに定める。

ֶ生ೲۚ 保ҭՊ ՊӴ生Պࣃ

ೖ ֶ （ۚೖֶ࣌） �5����ԁ �5����ԁ

授 ۀ 料（　ֹ） ������ԁ ������ԁ

実験実शඅ（ֹ） 1�����ԁ 15����ԁ

අ（ֹ）࣋ઃҡࢪ ������ԁ ������ԁ

ผ表ᶙʵ� ೖֶݕ定料及びֶ生ೲۚ

ઐ߈Պ保ҭઐ߈

ೖ ֶ ݕ 定 料 �����ԁ

උߟ　出ئ方法によりֹݮすることがある。
　　　ৄ細についてはผに定める。

ֶ生ೲۚ ઐ߈Պ保ҭઐ߈

ೖ ֶ （ۚೖֶ࣌） ������ԁ

授 ۀ 料（　ֹ） ������ԁ
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ݟେֶظେֶ෦ֶҐنఔ

（　　的）
ୈ̍　この規程は、ֶ Ґ規ଇ（ত��文部লྩ第9
߸）第1�及び見େֶ期େֶ部ֶଇ（ҎԼ「ֶଇ」
という。）第�9第�߲の規定にͮجき、見େֶ期
େֶ部（ҎԼ「ຊֶ」という。）に͓いて授与するֶҐに
ついて、必要な事߲を定めることを的とする。

（ֶҐのछ類及びઐ߈分）
ୈ̎　ຊֶに͓いて授与するֶҐは、期େֶ࢜とし、
記するઐ߈分の名শは、次のと͓りとする。
　保ҭֶ、ࣃՊӴ生ֶ
（ֶҐ授与の要件）
ୈ̏　期େֶ࢜のֶҐは、ֶ ଇ第11の規定にͮج
き、所定の՝程をम了し、ຊֶをଔۀした者に対し授与
するものとする。

（ֶの報ࠂ）
ୈ̐　教授ձは、ଔۀを認定し、期େֶ࢜のֶҐを授
与できるものについて、৹ٞ݁果を文書によりֶに
報ࠂしなければならない。

（ֶҐの授与）
ୈ̑　ֶは、前の報ࠂにͮجき、ֶ Ґの授与の可൱
について認定のうえ、ֶ Ґを授与し、ֶ Ґ記をަする
ものとする。
̎ 　ֶҐ記の༷ࣜは、ผ༷ࣜࢴのと͓りとする。
（ֶҐの名শ）
ୈ̒　ຊֶのֶҐを授与された者が、ͦ のֶҐの名শ
を用いるときは、「見େֶ期େֶ部」と記するも
のとする。
　　期େֶ࢜（保ҭֶ）「見େֶ期େֶ部」
　　期େֶ࢜（ࣃՊӴ生ֶ）「見େֶ期େֶ部」
（ֶҐ授与の取ফ）
ୈ̓ ֶは、ֶ Ґを授与された者が次の֤߸のいずれ
かに該当するときは、教授ձの৹ٞを経てֶҐの授与
を取りফし、ֶ Ґ記をฦؐさせ、かつ、ͦ のࢫを公表す
るものとする。
（1）　不正の方法によりֶҐの授与をडけた事実が判

明したとき。
　（�）　ֶҐの授与をडけた者で、ͦ の名༪をԚৱする

行為があったとき。
（改　　正）
ୈ̔　この規程の改正は、教授ձの৹ٞを経て、ֶ が
ܾ定する。

　　　ෟ　ଇ
　この規程は、ฏ成1�1�݄1からࢪ行する。
　　　ෟ　ଇ
　この改正規程は、ฏ成���݄1からࢪ行する。

ֶҐ記༷ࣜ
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ֶੜೲۚ等ೲೖنఔ

（૯　　ଇ）　
第̍条　見େֶֶଇ第��及び見େֶେֶӃֶଇ
第��ฒびに見େֶ期େֶ部ֶଇ第��及び第
��にͮجくֶ生ೲۚ及びͦの他のೲ （ۚҎԼ
「ֶೲۚ等」という。）のೲೖについては、この規程の定
めるとこΖによる。

（ֶೲۚ等）
ୈ̎　ֶೲۚ等とは、次のものをいう。
　（1）　ֶೲۚ
　　①　ೖֶۚ
　　②　授ۀ料
　　③　実験実शඅ
　　ᶆ　ࢪઃઃඋඅ
　　ᶇ　ֶࣃ教ҭॆ実අ
　　ᶈ　ࢪઃҡ࣋අ
　（�）　ͦの他のೲۚ
　　①　教員໔ͦڐの他資格取得のためのཤमඅ（ҎԼ

「資格取得ཤमඅ」という。）
　　②　理ऩに係るҎԼのඅ用
　　（ア）　ֶ生૯合保ݥ料（文ֶ部、期େֶ部はֶ生教

ҭ研究ࡂ害ই害保ݥ料及びֶ研ࡂଳഛঈ
保ݥ料）

　　（イ）　ձೖձۚ及びձඅ
　　（）　同૭ձೖձొඅ（ֶࣃ部は同૭ձೖձۚ）
　　（Τ）　ֶࣃ部ޙԉձඅ
　　（オ）　ֶ内ֶձඅ
（ೲ　　期）
ୈ̏　ֶೲۚ等は、ݪଇとしてೖֶ࣌を除きຖ�݄
までに前期分をೲೖし、ຖ9݄までにޙ期
分をೲೖしなければならない。ただし、�݄にֹ
をೲめることも可とする。
̎　資格取得ཤमඅは、ผに定める期までにೲೖしな
ければならない。

（Ԇ　　ೲ）
ୈ̐　ֶೲۚ等を所定の期までにೲೖできない࣌
は、ೲೖ期限の1�前までに、ຊֶ所定のֶೲۚԆೲ
ֶ、を教事部教՝に提出しئ の承認を得なけ
ればならない。ただし、Ԇೲ期限は、所定の期から̎
έ݄Ҏ内とする。

（　　ೲ）
ୈ̑　ֶೲۚ等のೲ者は、定期試験のड験資格をࣦ
い、֤ छূ明書のަをडけることができない。

（期間தのೲֶֹٳ）
ୈ̒　見େֶֶଇ第�5ฒびに見େֶ期େֶ
部ֶଇ第�9及び第55によるֶٳ期間தのֶೲۚ
等のೲೖについては、次のと͓りとする。な͓、ೲೖۚ
ֹについては、ผ表1によるものとする。

　（1）　1間のֶٳ　当該の�݄までに1間
のئֶٳを提出し、5݄までにֶٳをڐ可され
た合

文ֶ部 部ֶࣃ 期େֶ部
授 ۀ 料 分ೲֹ 分ೲֹ 分ೲֹ
実 験 実 श අ ऩしない ऩしない
教ҭॆ実අֶࣃ 分ೲֹ
ࢪ ઃ ҡ ࣋ අ ऩしない ऩしない ऩしない
ͦの他のೲۚ 全ֹ

　（�）　前期のֶٳ　当該の�݄までに9݄
までのئֶٳを提出し、5݄までにֶٳをڐ可
された合

文ֶ部 部ֶࣃ 期େֶ部
授 ۀ 料 分ೲֹの分 分ೲֹの分 分ೲֹの分
実 験 実 श අ ऩしない ऩしない
教ҭॆ実අֶࣃ ऩしない
ࢪ ઃ ҡ ࣋ අ ऩしない ऩしない ऩしない
ͦの他のೲۚ 全ֹ

当該の5݄Ҏ߱9݄までの　ֶٳ期のޙ　（�）　
間にֶまでのئֶٳを提出し、1�݄まで
にֶٳをڐ可された合

文ֶ部 部ֶࣃ 期େֶ部
授 ۀ 料 分ೲֹの分 分ೲֹの分 分ೲֹの分
実 験 実 श අ ऩしない ऩしない
教ҭॆ実අֶࣃ ऩしない
ࢪ ઃ ҡ ࣋ අ ऩしない ऩしない ऩしない
ͦの他のೲۚ ऩしない

　（�）　前期のֶٳ又はޙ期のֶٳの実験実शඅ、ֶࣃ
教ҭॆ実අ、ࢪઃҡ࣋අについては、一を௨して
所定のֹをೲめるものとし、ա不が生じた
合は、これをਫ਼ࢉする。

　（5）　前期のֶٳ者が、引きଓきޙ期のֶٳをڐ可さ
れた合は、1間のֶٳのֹۚとのֹࠩ分をೲめ
るものとする。

（෮ֶ࣌のೲֹ）
ୈ̓　見େֶֶଇ第��ฒびに見େֶ期େֶ
部ֶଇ第�5及び第55による෮ֶ࣌のֶೲۚ等の
ೲೖについては、次のと͓りとする。な͓、ೲೖֹۚに
ついては、ผ表�によるものとする。
　（1）　1間のֶٳ者の෮ֶ1間のֶٳதに当該

の9݄までに෮ֶئを提出し、1�݄からの෮ֶ
をڐ可された合

文ֶ部 部ֶࣃ 期େֶ部
授 ۀ 料 分ೲֹの分 分ೲֹの分 分ೲֹの分
実 験 実 श අ 分ೲֹ 分ೲֹ
教ҭॆ実අֶࣃ ऩしない
ࢪ ઃ ҡ ࣋ අ 分ೲֹ 分ೲֹ 分ೲֹ
ͦの他のೲۚ ऩしない
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ֶੜೲۚ等ೲೖنఔ

（૯　　ଇ）　
第̍条　見େֶֶଇ第��及び見େֶେֶӃֶଇ
第��ฒびに見େֶ期େֶ部ֶଇ第��及び第
��にͮجくֶ生ೲۚ及びͦの他のೲ （ۚҎԼ
「ֶೲۚ等」という。）のೲೖについては、この規程の定
めるとこΖによる。

（ֶೲۚ等）
ୈ̎　ֶೲۚ等とは、次のものをいう。
　（1）　ֶೲۚ
　　①　ೖֶۚ
　　②　授ۀ料
　　③　実験実शඅ
　　ᶆ　ࢪઃઃඋඅ
　　ᶇ　ֶࣃ教ҭॆ実අ
　　ᶈ　ࢪઃҡ࣋අ
　（�）　ͦの他のೲۚ
　　①　教員໔ͦڐの他資格取得のためのཤमඅ（ҎԼ

「資格取得ཤमඅ」という。）
　　②　理ऩに係るҎԼのඅ用
　　（ア）　ֶ生૯合保ݥ料（文ֶ部、期େֶ部はֶ生教

ҭ研究ࡂ害ই害保ݥ料及びֶ研ࡂଳഛঈ
保ݥ料）

　　（イ）　ձೖձۚ及びձඅ
　　（）　同૭ձೖձొඅ（ֶࣃ部は同૭ձೖձۚ）
　　（Τ）　ֶࣃ部ޙԉձඅ
　　（オ）　ֶ内ֶձඅ
（ೲ　　期）
ୈ̏　ֶೲۚ等は、ݪଇとしてೖֶ࣌を除きຖ�݄
までに前期分をೲೖし、ຖ9݄までにޙ期
分をೲೖしなければならない。ただし、�݄にֹ
をೲめることも可とする。
̎　資格取得ཤमඅは、ผに定める期までにೲೖしな
ければならない。

（Ԇ　　ೲ）
ୈ̐　ֶೲۚ等を所定の期までにೲೖできない࣌
は、ೲೖ期限の1�前までに、ຊֶ所定のֶೲۚԆೲ
ֶ、を教事部教՝に提出しئ の承認を得なけ
ればならない。ただし、Ԇೲ期限は、所定の期から̎
έ݄Ҏ内とする。

（　　ೲ）
ୈ̑　ֶೲۚ等のೲ者は、定期試験のड験資格をࣦ
い、֤ छূ明書のަをडけることができない。

（期間தのೲֶֹٳ）
ୈ̒　見େֶֶଇ第�5ฒびに見େֶ期େֶ
部ֶଇ第�9及び第55によるֶٳ期間தのֶೲۚ
等のೲೖについては、次のと͓りとする。な͓、ೲೖۚ
ֹについては、ผ表1によるものとする。

　（1）　1間のֶٳ　当該の�݄までに1間
のئֶٳを提出し、5݄までにֶٳをڐ可され
た合

文ֶ部 部ֶࣃ 期େֶ部
授 ۀ 料 分ೲֹ 分ೲֹ 分ೲֹ
実 験 実 श අ ऩしない ऩしない
教ҭॆ実අֶࣃ 分ೲֹ
ࢪ ઃ ҡ ࣋ අ ऩしない ऩしない ऩしない
ͦの他のೲۚ 全ֹ

　（�）　前期のֶٳ　当該の�݄までに9݄
までのئֶٳを提出し、5݄までにֶٳをڐ可
された合

文ֶ部 部ֶࣃ 期େֶ部
授 ۀ 料 分ೲֹの分 分ೲֹの分 分ೲֹの分
実 験 実 श අ ऩしない ऩしない
教ҭॆ実අֶࣃ ऩしない
ࢪ ઃ ҡ ࣋ අ ऩしない ऩしない ऩしない
ͦの他のೲۚ 全ֹ

当該の5݄Ҏ߱9݄までの　ֶٳ期のޙ　（�）　
間にֶまでのئֶٳを提出し、1�݄まで
にֶٳをڐ可された合

文ֶ部 部ֶࣃ 期େֶ部
授 ۀ 料 分ೲֹの分 分ೲֹの分 分ೲֹの分
実 験 実 श අ ऩしない ऩしない
教ҭॆ実අֶࣃ ऩしない
ࢪ ઃ ҡ ࣋ අ ऩしない ऩしない ऩしない
ͦの他のೲۚ ऩしない

　（�）　前期のֶٳ又はޙ期のֶٳの実験実शඅ、ֶࣃ
教ҭॆ実අ、ࢪઃҡ࣋අについては、一を௨して
所定のֹをೲめるものとし、ա不が生じた
合は、これをਫ਼ࢉする。

　（5）　前期のֶٳ者が、引きଓきޙ期のֶٳをڐ可さ
れた合は、1間のֶٳのֹۚとのֹࠩ分をೲめ
るものとする。

（෮ֶ࣌のೲֹ）
ୈ̓　見େֶֶଇ第��ฒびに見େֶ期େֶ
部ֶଇ第�5及び第55による෮ֶ࣌のֶೲۚ等の
ೲೖについては、次のと͓りとする。な͓、ೲೖֹۚに
ついては、ผ表�によるものとする。

　（1）　1間のֶٳ者の෮ֶ1間のֶٳதに当該
の9݄までに෮ֶئを提出し、1�݄からの෮ֶ
をڐ可された合

文ֶ部 部ֶࣃ 期େֶ部
授 ۀ 料 分ೲֹの分 分ೲֹの分 分ೲֹの分
実 験 実 श අ 分ೲֹ 分ೲֹ
教ҭॆ実අֶࣃ ऩしない
ࢪ ઃ ҡ ࣋ අ 分ೲֹ 分ೲֹ 分ೲֹ
ͦの他のೲۚ ऩしない
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　（�）　前期のֶٳ者の෮ֶ　当該の9݄まで
�を提出し、1ئのものが、9݄までに෮ֶֶٳ
݄からの෮ֶをڐ可された合

文ֶ部 部ֶࣃ 期େֶ部
授 ۀ 料 分ೲֹ 分ೲֹ 分ೲֹ
実 験 実 श අ 分ೲֹ 分ೲֹ
教ҭॆ実අֶࣃ 分ೲֹ
ࢪ ઃ ҡ ࣋ අ 分ೲֹ 分ೲֹ 分ೲֹ
ͦの他のೲۚ ऩしない

　（�）　実験実शඅ、ֶࣃ教ҭॆ実අ、ࢪઃҡ࣋අについ
ては、一を௨して所定のֹをೲめるものとし、
ա不が生じた合は、これをਫ਼ࢉする。

（େֶӃのֶೲۚのಛ例）
ୈ̔　ຊֶをଔۀし、文ֶ研究Պにೖֶする者は、ೖֶ
ۚをֹ໔除とし、ࢪઃઃඋඅは、全ֹ໔除とする。
̎　ຊֶ文ֶ研究Պത࢜前期՝程をम了し、同തޙ࢜期
՝程にೖֶする者は、ࢪઃઃඋඅを全ֹ໔除とする。
̏　ຊֶ文ֶ研究Պത࢜前期՝程より引ଓき同തޙ࢜期
՝程にೖֶする者は、ೖֶۚを全ֹ໔除とする。
̐　ຊֶをଔۀし、ֶࣃ研究Պにೖֶする者は、ࢪઃઃඋ
අを全ֹ໔除とする。
̑　文ֶ研究Պതޙ࢜期՝程に͓いて所定の୯Ґをम得
し、ത࢜論文の指導をडけるため�のඪ४मۀ限
をえて引ଓき在ֶする者は、授ۀ料をֹ໔除とす
る。
̒　文ֶ研究Պത࢜前期・ޙ期՝程、ֶࣃ研究Պത࢜՝
程に͓いて、期ཤमをڐ可された者のֶೲۚは、ผ表
�によるものとする。

（期େֶ部ઐ߈Պのֶೲۚのಛ例）
ୈ̕　ຊֶをଔۀし、期େֶ部ઐ߈Պにೖֶする者
は、ೖֶۚを全ֹ໔除とする。

（ೲೖ方法）
ୈ��　ֶೲۚ等（資格取得ཤमඅを除く。）は、ຊֶ所
定のৼࠐґཔ書によりۜ行ৼࠐೲೖすることをݪଇ
とする。

（ֶೲۚ等のฦؐ）
ୈ��　既ೲのֶೲۚ等はฦؐしない。ただし、次の֤
߸のいずれかに該当する合は、この限りではない。
　（1）　ೖֶ࣌に͓いて所定の期までに、ೖֶࣙୀの

ਃし出があった合は、ೖֶۚҎ外のֶೲۚ等は、
全ֹをฦؐする。

　（�）　所定のֶೲۚ等を一ׅೲした者で、ֶٳをئ
出て、ڐ可された合は、第�に定める所定のೲ
ֹとのֹࠩをฦؐする。

　（�）　ͦの他、ֶ ೲۚ等のฦؐが૬当と認められたと
き。

　　　ෟ　ଇ
　̍　この規程は、ত5��݄1からࢪ行し、ত5�
�݄1より適用する。

　̎　ত5��݄1ࢪ行の「ֶೲۚೲೖに関する規
程」は、これをഇ止する。

　　　ෟ　ଇ　
　この改正規程は、ฏ成���݄1からࢪ行する。
　　　ෟ　ଇ　
　この改正規程は、ฏ成��1�݄1からࢪ行する。
　　　ෟ　ଇ　
　この改正規程は、ྩ ��݄1からࢪ行する。
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˙第�関係 ผ表1

ʲ1間のֶٳ 当r該の�݄までに1間のئֶٳを提出し、5݄までにֶٳをڐ可された合 ୯Ґɿԁ
文　ֶ　部 部　ֶ　ࣃ 期େֶ部

ຊ文ֶՊ・
ӳ語ӳถ
文ֶՊ

文ԽֶࡒՊ
υΩϡϝン
ςーシϣン
ֶՊ

3 �
Ҏ߱ೖֶ
ॳ  

3 �
Ҏ߱ೖֶ
�Ҏ߱

)�5～3�
ೖֶ

)��・��
ೖֶ

)��
Ҏ前ೖֶ 保ҭՊ ՊӴ生Պࣃ

授 ۀ 料 �55��� �55��� �55��� 9�5��� 1�5���� 1�5���� 1�5���� 1�5���� ������ ������

実 験 実 श අ ʵ � � � � � � � � �

教ҭॆ実අֶࣃ ʵ ʵ ʵ 1�5��� 1�5��� 1�5��� � � ʵ ʵ

ࢪ ઃ ҡ ࣋ අ � � � � � � � � � �

߹ɹܭ ������ ������ ������ ������� ������� ������� ������� ������� ������ ������

ͦの他のೲۚ 全 ֹ 全 ֹ 全 ֹ 全ֹ 全ֹ 全ֹ 全ֹ 全ֹ 全 ֹ 全 ֹ

ʲ前期のֶٳ 当r該の�݄までに9݄までのئֶٳを提出し、5݄までにֶٳをڐ可された合 ୯Ґɿԁ
文　ֶ　部 部　ֶ　ࣃ 期େֶ部

ຊ文ֶՊ・
ӳ語ӳถ
文ֶՊ

文ԽֶࡒՊ
υΩϡϝン
ςーシϣン
ֶՊ

3 �
Ҏ߱ೖֶ
ॳ  

3 �
Ҏ߱ೖֶ
�Ҏ߱

)�5～3�
ೖֶ

)��・��
ೖֶ

)��
Ҏ前ೖֶ 保ҭՊ ՊӴ生Պࣃ

授 ۀ 料 1��5�� 1��5�� 1��5�� ���5�� ��5��� ��5��� ��5��� ��5��� 1����� 1�����

実 験 実 श අ ʵ � � ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ � �

教ҭॆ実අֶࣃ ʵ ʵ ʵ � � � ʵ ʵ ʵ ʵ

ࢪ ઃ ҡ ࣋ අ � � � � � � � � � �

߹ɹܭ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������

ͦの他のೲۚ 全 ֹ 全 ֹ 全 ֹ 全ֹ 全ֹ 全ֹ 全ֹ 全ֹ 全 ֹ 全 ֹ

ʲޙ期のֶٳ 当r該の5݄Ҏ߱9݄までの間にֶまでのئֶٳを提出し、1�݄までにֶٳをڐ可された合 ୯Ґɿԁ
文　ֶ　部 部　ֶ　ࣃ 期େֶ部

ຊ文ֶՊ・
ӳ語ӳถ
文ֶՊ

文ԽֶࡒՊ
υΩϡϝン
ςーシϣン
ֶՊ

3 �
Ҏ߱ೖֶ
ॳ  

3 �
Ҏ߱ೖֶ
�Ҏ߱

)�5～3�
ೖֶ

)��・��
ೖֶ

)��
Ҏ前ೖֶ 保ҭՊ ՊӴ生Պࣃ

授 ۀ 料 1��5�� 1��5�� 1��5�� ���5�� ��5��� ��5��� ��5��� ��5��� 1����� 1�����

実 験 実 श අ ʵ � � ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ � �

教ҭॆ実අֶࣃ ʵ ʵ ʵ � � � ʵ ʵ ʵ ʵ

ࢪ ઃ ҡ ࣋ අ � � � � � � � � � �

߹ɹܭ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������

ͦの他のೲۚ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ
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˙第�関係 ผ表1

ʲ1間のֶٳ 当r該の�݄までに1間のئֶٳを提出し、5݄までにֶٳをڐ可された合 ୯Ґɿԁ
文　ֶ　部 部　ֶ　ࣃ 期େֶ部

ຊ文ֶՊ・
ӳ語ӳถ
文ֶՊ

文ԽֶࡒՊ
υΩϡϝン
ςーシϣン
ֶՊ

3 �
Ҏ߱ೖֶ
ॳ  

3 �
Ҏ߱ೖֶ
�Ҏ߱

)�5～3�
ೖֶ

)��・��
ೖֶ

)��
Ҏ前ೖֶ 保ҭՊ ՊӴ生Պࣃ

授 ۀ 料 �55��� �55��� �55��� 9�5��� 1�5���� 1�5���� 1�5���� 1�5���� ������ ������

実 験 実 श අ ʵ � � � � � � � � �

教ҭॆ実අֶࣃ ʵ ʵ ʵ 1�5��� 1�5��� 1�5��� � � ʵ ʵ

ࢪ ઃ ҡ ࣋ අ � � � � � � � � � �

߹ɹܭ ������ ������ ������ ������� ������� ������� ������� ������� ������ ������

ͦの他のೲۚ 全 ֹ 全 ֹ 全 ֹ 全ֹ 全ֹ 全ֹ 全ֹ 全ֹ 全 ֹ 全 ֹ

ʲ前期のֶٳ 当r該の�݄までに9݄までのئֶٳを提出し、5݄までにֶٳをڐ可された合 ୯Ґɿԁ
文　ֶ　部 部　ֶ　ࣃ 期େֶ部

ຊ文ֶՊ・
ӳ語ӳถ
文ֶՊ

文ԽֶࡒՊ
υΩϡϝン
ςーシϣン
ֶՊ

3 �
Ҏ߱ೖֶ
ॳ  

3 �
Ҏ߱ೖֶ
�Ҏ߱

)�5～3�
ೖֶ

)��・��
ೖֶ

)��
Ҏ前ೖֶ 保ҭՊ ՊӴ生Պࣃ

授 ۀ 料 1��5�� 1��5�� 1��5�� ���5�� ��5��� ��5��� ��5��� ��5��� 1����� 1�����

実 験 実 श අ ʵ � � ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ � �

教ҭॆ実අֶࣃ ʵ ʵ ʵ � � � ʵ ʵ ʵ ʵ

ࢪ ઃ ҡ ࣋ අ � � � � � � � � � �

߹ɹܭ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������

ͦの他のೲۚ 全 ֹ 全 ֹ 全 ֹ 全ֹ 全ֹ 全ֹ 全ֹ 全ֹ 全 ֹ 全 ֹ

ʲޙ期のֶٳ 当r該の5݄Ҏ߱9݄までの間にֶまでのئֶٳを提出し、1�݄までにֶٳをڐ可された合 ୯Ґɿԁ
文　ֶ　部 部　ֶ　ࣃ 期େֶ部

ຊ文ֶՊ・
ӳ語ӳถ
文ֶՊ

文ԽֶࡒՊ
υΩϡϝン
ςーシϣン
ֶՊ

3 �
Ҏ߱ೖֶ
ॳ  

3 �
Ҏ߱ೖֶ
�Ҏ߱

)�5～3�
ೖֶ

)��・��
ೖֶ

)��
Ҏ前ೖֶ 保ҭՊ ՊӴ生Պࣃ

授 ۀ 料 1��5�� 1��5�� 1��5�� ���5�� ��5��� ��5��� ��5��� ��5��� 1����� 1�����

実 験 実 श අ ʵ � � ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ � �

教ҭॆ実අֶࣃ ʵ ʵ ʵ � � � ʵ ʵ ʵ ʵ

ࢪ ઃ ҡ ࣋ අ � � � � � � � � � �

߹ɹܭ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������

ͦの他のೲۚ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ
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˙第�関係 ผ表�

ʲ1間のֶٳ者の෮ֶʳ1間のֶٳதに当該の9݄までに෮ֶئを提出し、1�݄からの෮ֶをڐ可された合 ୯Ґɿԁ
文　ֶ　部 部　ֶ　ࣃ 期େֶ部

ຊ文ֶՊ・
ӳ語ӳถ
文ֶՊ

文ԽֶࡒՊ
υΩϡϝン
ςーシϣン
ֶՊ

3 �
Ҏ߱ೖֶ
ॳ  

3 �
Ҏ߱ೖֶ
�Ҏ߱

)�5～3�
ೖֶ

)��・��
ೖֶ

)��
Ҏ前ೖֶ 保ҭՊ ՊӴ生Պࣃ

授 ۀ 料 1��5�� 1��5�� 1��5�� ���5�� ��5��� ��5��� ��5��� ��5��� 1����� 1�����

実 験 実 श අ ʵ ����� �5��� ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ����� �5���

教ҭॆ実අֶࣃ ʵ ʵ ʵ � � � ʵ ʵ ʵ ʵ

ࢪ ઃ ҡ ࣋ අ 1����� 1�5��� 1�5��� ������ ������ ������ ������ ��5��� 1����� 1�����

߹ɹܭ ������ ������ ������ ������ ������� ������� ������� ������� ������ ������

ͦの他のೲۚ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ

ʲ前期のֶٳ者の෮ֶ 当r該の9݄までֶٳのものが、9݄までに෮ֶئを提出し、1�݄からの෮ֶをڐ可された合 ୯Ґɿԁ
文　ֶ　部 部　ֶ　ࣃ 期େֶ部

ຊ文ֶՊ・
ӳ語ӳถ
文ֶՊ

文ԽֶࡒՊ
υΩϡϝン
ςーシϣン
ֶՊ

3 �
Ҏ߱ೖֶ
ॳ  

3 �
Ҏ߱ೖֶ
�Ҏ߱

)�5～3�
ೖֶ

)��・��
ೖֶ

)��
Ҏ前ೖֶ 保ҭՊ ՊӴ生Պࣃ

授 ۀ 料 �55��� �55��� �55��� 9�5��� 1�5���� 1�5���� 1�5���� 1�5���� ������ ������

実 験 実 श අ ʵ ����� �5��� ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ����� �5���

教ҭॆ実අֶࣃ ʵ ʵ ʵ 1�5��� 1�5��� 1�5��� ʵ ʵ ʵ ʵ

ࢪ ઃ ҡ ࣋ අ 1����� 1�5��� 1�5��� ������ ������ ������ ������ ��5��� 1����� 1�����

߹ɹܭ ������ ������ ������ ������� ������� ������� ������� ������� ������ ������

ͦの他のೲۚ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ

（）ຊ表は、第�、�に係るֶೲۚೲೖֹۚを表したものである。
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˙第�関係（期ཤम੍適用者） ผ表�

ʻ文ֶ研究Պത࢜前期՝程ʼ		 ୯Ґɿԁ
期ཤम期間 内　訳 ೖֶखଓ࣌ೲೖֹ 次Ҏ߱ೲೖֹ උ　ߟ

�

ೖ　ֶ　ۚ ������ ������ ʕ ೖֶ࣌のみ
授　ۀ　料 ������ ������ ������ 　　　ֹ
ઃઃඋඅࢪ 1����� 1����� ʕ ೖֶ࣌のみ

合　　ܭ ������ ������

期ཤम期間 内　訳 ೖֶखଓ࣌
ೲೖֹ

次Ҏ߱
ೲೖֹ උ　ߟ

�

ೖ　ֶ　ۚ ������ ������ ʕ ೖֶ࣌のみ
授　ۀ　料 ������ ��5��� ��5��� 　　　ֹ
ઃઃඋඅࢪ 1����� 1����� ʕ ೖֶ࣌のみ

合　　ܭ ������ ������

ʻ文ֶ研究Պതޙ࢜期՝程ʼ ୯Ґɿԁ
期ཤम期間 内　訳 ೖֶखଓ࣌ೲೖֹ 次Ҏ߱ೲೖֹ උ　ߟ

�

ೖ　ֶ　ۚ ������ ������ ʕ ೖֶ࣌のみ
授　ۀ　料 ������ 5����� 5����� 　　　ֹ
ઃઃඋඅࢪ 1����� 1����� ʕ ೖֶ࣌のみ

合　　ܭ ������ ������

期ཤम期間 内　訳 ೖֶखଓ࣌ೲೖֹ 次Ҏ߱ೲೖֹ උ　ߟ

5

ೖ　ֶ　ۚ ������ ������ ʕ ೖֶ࣌のみ
授　ۀ　料 ������ ������ ������ 　　　ֹ
ઃઃඋඅࢪ 1����� 1����� ʕ ೖֶ࣌のみ

合　　ܭ ������ ������

期ཤम期間 内　訳 ೖֶखଓ࣌ೲೖֹ 次Ҏ߱ೲೖֹ උ　ߟ

�

ೖ　ֶ　ۚ ������ ������ ʕ ೖֶ࣌のみ
授　ۀ　料 ������ ��5��� ��5��� 　　　ֹ
ઃઃඋඅࢪ 1����� 1����� ʕ ೖֶ࣌のみ

合　　ܭ ������ ������

ʻֶࣃ研究Պത࢜՝程ʼ ୯Ґɿԁ
期ཤम期間 内　訳 ೖֶखଓ࣌ೲೖֹ 次Ҏ߱ೲೖֹ උ　ߟ

5

ೖ　ֶ　ۚ ������ ������ ʕ ೖֶ࣌のみ
授　ۀ　料 ������ 5����� 5����� 　　　ֹ
ઃઃඋඅࢪ ������ ������ ʕ ೖֶ࣌のみ

合　　ܭ ������� ������

期ཤम期間 内　訳 ೖֶखଓ࣌ೲೖֹ 次Ҏ߱ೲೖֹ උ　ߟ

�

ೖ　ֶ　ۚ ������ ������ ʕ ೖֶ࣌のみ
授　ۀ　料 ������ ������ ������ 　　　ֹ
ઃઃඋඅࢪ ������ ������ ʕ ೖֶ࣌のみ

合　　ܭ ������� ������

期ཤम期間 内　訳 ೖֶखଓ࣌ೲೖֹ 次Ҏ߱ೲೖֹ උ　ߟ

�

ೖ　ֶ　ۚ ������ ������ ʕ ೖֶ࣌のみ
授　ۀ　料 ������ ������ ������ 　　　ֹ
ઃઃඋඅࢪ ������ ������ ʕ ೖֶ࣌のみ

合　　ܭ ������� ������

期ཤम期間 内　訳 ೖֶखଓ࣌ೲೖֹ 次Ҏ߱ೲೖֹ උ　ߟ

�

ೖ　ֶ　ۚ ������ ������ ʕ ೖֶ࣌のみ
授　ۀ　料 ������ �5���� �5���� 　　　ֹ
ઃઃඋඅࢪ ������ ������ ʕ ೖֶ࣌のみ

合　　ܭ ������ ������
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˙第�関係（期ཤम੍適用者） ผ表�
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ೖ　ֶ　ۚ ������ ������ ʕ ೖֶ࣌のみ
授　ۀ　料 ������ ������ ������ 　　　ֹ
ઃઃඋඅࢪ 1����� 1����� ʕ ೖֶ࣌のみ
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期ཤम期間 内　訳 ೖֶखଓ࣌
ೲೖֹ
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�
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合　　ܭ ������ ������
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期ཤम期間 内　訳 ೖֶखଓ࣌ೲೖֹ 次Ҏ߱ೲೖֹ උ　ߟ

�

ೖ　ֶ　ۚ ������ ������ ʕ ೖֶ࣌のみ
授　ۀ　料 ������ 5����� 5����� 　　　ֹ
ઃઃඋඅࢪ 1����� 1����� ʕ ೖֶ࣌のみ

合　　ܭ ������ ������
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5

ೖ　ֶ　ۚ ������ ������ ʕ ೖֶ࣌のみ
授　ۀ　料 ������ ������ ������ 　　　ֹ
ઃઃඋඅࢪ 1����� 1����� ʕ ೖֶ࣌のみ

合　　ܭ ������ ������

期ཤम期間 内　訳 ೖֶखଓ࣌ೲೖֹ 次Ҏ߱ೲೖֹ උ　ߟ

�

ೖ　ֶ　ۚ ������ ������ ʕ ೖֶ࣌のみ
授　ۀ　料 ������ ��5��� ��5��� 　　　ֹ
ઃઃඋඅࢪ 1����� 1����� ʕ ೖֶ࣌のみ

合　　ܭ ������ ������

ʻֶࣃ研究Պത࢜՝程ʼ ୯Ґɿԁ
期ཤम期間 内　訳 ೖֶखଓ࣌ೲೖֹ 次Ҏ߱ೲೖֹ උ　ߟ

5

ೖ　ֶ　ۚ ������ ������ ʕ ೖֶ࣌のみ
授　ۀ　料 ������ 5����� 5����� 　　　ֹ
ઃઃඋඅࢪ ������ ������ ʕ ೖֶ࣌のみ

合　　ܭ ������� ������

期ཤम期間 内　訳 ೖֶखଓ࣌ೲೖֹ 次Ҏ߱ೲೖֹ උ　ߟ

�

ೖ　ֶ　ۚ ������ ������ ʕ ೖֶ࣌のみ
授　ۀ　料 ������ ������ ������ 　　　ֹ
ઃઃඋඅࢪ ������ ������ ʕ ೖֶ࣌のみ

合　　ܭ ������� ������

期ཤम期間 内　訳 ೖֶखଓ࣌ೲೖֹ 次Ҏ߱ೲೖֹ උ　ߟ

�

ೖ　ֶ　ۚ ������ ������ ʕ ೖֶ࣌のみ
授　ۀ　料 ������ ������ ������ 　　　ֹ
ઃઃඋඅࢪ ������ ������ ʕ ೖֶ࣌のみ

合　　ܭ ������� ������

期ཤम期間 内　訳 ೖֶखଓ࣌ೲೖֹ 次Ҏ߱ೲೖֹ උ　ߟ

�

ೖ　ֶ　ۚ ������ ������ ʕ ೖֶ࣌のみ
授　ۀ　料 ������ �5���� �5���� 　　　ֹ
ઃઃඋඅࢪ ������ ������ ʕ ೖֶ࣌のみ

合　　ܭ ������ ������
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ݟେֶશֶֶੜҕһձنఔ

（　　的）
ୈ̍　この規程は、見େֶ及び見େֶ期େֶ部
（ҎԼ「全ֶ」という。）に、全ֶֶ生のֶ生生׆について
指導及びࢧԉのԁԽをਤるためにઃஔする全ֶֶ生
ҕ員ձ（ҎԼ「ҕ員ձ」という。）について、必要な事߲を
定めることを的とする。

（構　　成）
ୈ̎　ҕ員ձは、次のҕ員をもって構成する。
　（1）　文ֶ部、期େֶ部のֶ֤Պからબ出されたઐ

教員֤1人及びֶࣃ部ֶࣃՊからબ出されたઐ
教員�人

　（�）　ֶ生ࢧԉ事部、ֶ 生ࢧԉ՝、教事部
、文ֶ部教՝、ֶࣃ部教՝及び期େֶ
部教՝

　（�）　ͦの他ҕ員が認めた者　
（　　期）
ୈ̏　前第1߲のҕ員の期は、�とする。ただし、
。は͛ない࠶
̎　ҕ員にܽ員が生じた合のิॆ者の期は、前者
の期間とする。

（ҕ員等）
ୈ̐　ҕ員ձのҕ員は、ҕ員のޓબとし、ֶ がこれ
をҕする。
̎　ҕ員に事ނあるとき又はܽけたときは、ҕ員のத
よりҕ員が༧め指名した者がこれを行する。

（ձ　　ٞ）
ୈ̑　ҕ員ձは、ҕ員がٞとなり、必要と認めた
合に։࠵する。
̎　ҕ員ձは、必要にԠじてҕ員Ҏ外の者の出੮をٻめ、
説明又は意見をௌくことができる。

（事߲ٞڠ）
ୈ̒　ҕ員ձは、全ֶֶ生に共௨する次の事߲につい
て、ٞڠする。
　（1）　ֶ生生׆に関すること
　（�）　ֶ生の利ް生に関すること
　（�）　՝外׆ಈに関すること
　（�）　େֶࡇに関すること
　（5）　ͦの他ֶ生に関すること
（教授ձの報ࠂ）
ୈ̓　前のٞڠ事߲については、֤ 教授ձに報ࠂす
るものとする。

（規程の改ഇ）
ୈ̔　この規程の改ഇは、ҕ員ձの৹ٞを経て、ֶ が
ܾ定する。

（事  （ہ
ୈ̕　このҕ員ձは、ֶ 生ࢧԉ՝が所管し、事ॲ理を
行うものとする。

　　　ෟ　ଇ　
　この規程は、ত��9݄1�からࢪ行する。

　　　ෟ　ଇ　
　この改正規程は、ฏ成���݄1からࢪ行する。　
　　　ෟ　ଇ　
　この改正規程は、ฏ成��1�݄1からࢪ行する。

ݟେֶେֶӃֶੜռنఔ

（　　的）
ୈ̍　この規程は、見େֶେֶӃֶଇ第�5の規定
にͮجき、ռに関する必要な事߲を定めることを
的とする。

（ռの対となる者）
ୈ̎　この規程に͓いてռの対となる者は、見
େֶେֶӃ（ҎԼ「ຊֶ」という。）のֶ生（外ࠃ人ཹֶ生
及び研究生をؚΉ。ҎԼ「ֶ生」という。）とする。
̎　ௌߨ生の取ѻいは、ผに定める。
（ռの対となる行為）
ୈ̏　ռの対となる行為は、次の֤߸に掲͛るも
のとする。
　（1）　人権を侵害する行為
　（�）　൜ࡑ行為、法ྩҧ反等、社ձのடংをཚす行為
　（�）　見େֶେֶӃֶଇ及びຊֶのॾ規ଇにҧ反す

る行為
　（�）　ϋϥスϝント行為
　（5）　情報ྙ理及びֶ的ྙ理に反する行為
　（�）　試験等に͓ける不正行為
　（�）　ֶ生のֶश、研究及び教৬員の教ҭ研究׆ಈ等

の正当な׆ಈを害する行為
　（�）　ຊֶの名༪及び৴用を著しくࣦさせる行為
　（9）　ຊֶの指示・指導に従わない行為
　（1�）　ͦの他ຊֶֶ生のຊ分に反する行為
（ռのछ類及び内容等）
ୈ̐　ռのछ類及び内容等は、次のと͓りとする。
　（1）　ռࠂは、ֶ 生の行った行為をռめ、事ޙの反লを

。಄により意するものとするޱめ、文書又はٻ
　（�）　ۘ৻は、一定期間の授ۀの出੮及び՝外׆ಈ

をఀ止するものとする。
　（�）　ఀֶは、一定期間のొߍをې止し、教ҭ՝程のཤ

म及び՝外׆ಈをఀ止するものとする。
　（�）　ռ等によるୀֶは、ֶ 生としての分をࣦ

することとする。この合、࠶ೖֶは、認めない。
̎　前߲の合に͓いて、ۘ ৻期間は在ֶ期間及びमۀ
限にؚΉものとし、ఀ ֶ期間は在ֶ期間にؚめ、मۀ
限にはؚまないものとする。

（事実関係のௐࠪ）
ୈ̑　ֶ生に第̏のռの対となる行為又はͦの
ٙいが生じたときは、当該ֶ生が所属する研究Պは、
なく当該ֶ生等に対する事情ௌ取等のௐࠪを行
い、事実関係を֬認する。
̎　前߲のௐࠪに当たり、研究Պは、当該ֶ生に対し
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て、やΉを得ない事情のない限りห明の機ձを与えな
ければならない。
̏　第߲̍のௐࠪに当たり、研究Պが、文ֶ研究Պに͓
いてはઐ߈ओと、ֶࣃ研究Պに͓いては෭研究Պ
とٞڠし、必要と認めた合は、当該ֶ生に対し、ռ
ॲ分がܾ定するまでの間、自機を໋じることがで
きるものとする。
̐　自機期間は、ۘ ৻又はఀֶの期間にࢉೖするこ
とができる。

（ռॲ分の৹ٞ）
ୈ̒　研究Պは、当該ֶ生の所属する研究Պの研究
Պҕ員ձに当該事Ҋについて事実関係のௐࠪ及び৹ٞ
をୗするものとする。

（ռॲ分のܾ定・௨）
ୈ̓　ռॲ分は、当該研究Պҕ員ձの৹ٞを経て、ֶ
に上ਃし、ֶ がܾ定する。
̎　ռॲ分の௨は、当該ֶ生及びまたはこれに
わる者としてೖֶ࣌にಧけ出た者に対して、文書に
よりこれを行う。

（ռॲ分の公示）
ୈ̔　ռॲ分の内容は、ֶ が公示を行う。
（ռॲ分の解除・௨）
ୈ̕　ռॲ分の解除は、当該研究Պҕ員ձの৹ٞを
経て、ֶ がܾ定する。
̎　ռॲ分の解除の௨は、当該ֶ生及びまたは
これにわる者としてೖֶ࣌にಧけ出た者に対して、
文書によりこれを行う。

（ͦの他の教ҭ的ાஔ）
ୈ��　ֶは、第̐に規定するռのほか、教ҭ的
指導の観から、文書又はޱ಄によりݫ重意を行う
ことができる。

（৹ࠪ࠶）
ୈ��　ռॲ分をडけた者は、事実ޡ認、৽事実の発
見ͦの他正当な理༝があるときは、ͦ のূ拠となる資
料をఴえて、ֶ に࠶৹ࠪをٻすることができる。
̎　前߲により、࠶৹ࠪのٻをडけたֶは、第̑に
४じて࠶৹ࠪを行う。

（ֶ੶ݪの記載）
ୈ��　ռは、ֶ ੶ݪに記載するものとする。
（事所管）
ୈ��　この規程は、ֶ 生ࢧԉ事部ֶ生ࢧԉ՝が所管
し、事ॲ理を行うものとする。

　　　ෟ　ଇ
　この規程は、ฏ成��݄̐̍からࢪ行する。
　　　ෟ　ଇ
　この改正規程は、ྩ ݄̐̐̍からࢪ行する。
　ただし、第̓第߲̎及び第̕第߲̎の「当該ֶ生及
びまたはこれにわる者としてೖֶ࣌にಧけ出た者」
については、ྩ ̏ೖֶ者は、「当該ֶ生及び保ޢ者」
とಡみସえることとする。ྩ ̎Ҏ前のೖֶ者につい
ては、「当該ֶ生及び保ূ人」とಡみସえることとする。

ݟେֶֶੜռنఔ
（　　的）
ୈ̍　この規程は、見େֶֶଇ第5�の規定にͮج
き、ռに関する必要な事߲を定めることを的とする。

（ռの対となる者）
ୈ̎　この規程に͓いてռの対となる者は、見
େ （ֶҎԼ「ຊֶ」という。）のֶ生（外ࠃ人ཹֶ生及び研
究生をؚΉ。ҎԼ「ֶ生」という。）とする。
̎　ઐ߈生及びՊ等ཤम生の取りѻいは、ผに定める。
（ռの対となる行為）
ୈ̏　ռの対となる行為は、次の֤߸に掲͛るも
のとする。
　（1）　人権を侵害する行為
　（�）　൜ࡑ行為、法ྩҧ反等、社ձのடংをཚす行為
　（�）　見େֶֶଇ及びຊֶのॾ規ଇにҧ反する行為
　（�）　ϋϥスϝント行為
　（5）　情報ྙ理及びֶ的ྙ理に反する行為
　（�）　試験等に͓ける不正行為
　（�）　ֶ生のֶश、研究及び教৬員の教ҭ研究׆ಈ等

の正当な׆ಈを害する行為
　（�）　ຊֶの名༪及び৴用を著しくࣦさせる行為
　（9）　ຊֶの指示・指導に従わない行為
　（1�）　ͦの他ຊֶֶ生のຊ分に反する行為
（ռのछ類及び内容等）
ୈ̐　ռのछ類及び内容等は、次のと͓りとする。
　（1）　ռࠂは、ֶ 生の行った行為をռめ、事ޙの反লを

。಄により意するものとするޱめ、文書又はٻ
　（�）　ۘ৻は、一定期間の授ۀの出੮及び՝外׆ಈ

をఀ止するものとする。
　（�）　ఀֶは、一定期間のొߍをې止し、教ҭ՝程のཤ

म及び՝外׆ಈをఀ止するものとする。
　（�）　ռ等によるୀֶは、ֶ 生としての分をࣦ

させるものとする。この合に͓ける࠶ೖֶは、認
めない。

̎　前߲の合に͓いて、ۘ ৻期間は在ֶ期間及びमۀ
限にؚΉものとし、ఀ ֶ期間は在ֶ期間にؚめ、मۀ
限にはؚまないものとする。

（事実関係のௐࠪ）
ୈ̑　ֶ生に第�のռの対となる行為又はͦの
ٙいが生じたときは、当該ֶ生が所属するֶ部は、
なく当該ֶ生等に対する事情ௌ取等のௐࠪを行い、
事実関係を֬認する。
̎　前߲のௐࠪに当たり、ֶ 部は、当該ֶ生に対して、
やΉを得ない事情のない限りห明の機ձを与えなけれ
ばならない。
̏　第1߲のௐࠪに当たり、ֶ 部が、文ֶ部に͓いてはֶ
生ҕ員と、ֶࣃ部に͓いてはֶ生部とٞڠし、必要
と認めた合は、当該ֶ生に対し、ռॲ分がܾ定する
までの間、自機を໋じることができるものとする。
̐　自機期間は、ۘ ৻又はఀֶの期間にࢉೖするこ
とができる。　
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て、やΉを得ない事情のない限りห明の機ձを与えな
ければならない。
̏　第߲̍のௐࠪに当たり、研究Պが、文ֶ研究Պに͓
いてはઐ߈ओと、ֶࣃ研究Պに͓いては෭研究Պ
とٞڠし、必要と認めた合は、当該ֶ生に対し、ռ
ॲ分がܾ定するまでの間、自機を໋じることがで
きるものとする。
̐　自機期間は、ۘ ৻又はఀֶの期間にࢉೖするこ
とができる。

（ռॲ分の৹ٞ）
ୈ̒　研究Պは、当該ֶ生の所属する研究Պの研究
Պҕ員ձに当該事Ҋについて事実関係のௐࠪ及び৹ٞ
をୗするものとする。

（ռॲ分のܾ定・௨）
ୈ̓　ռॲ分は、当該研究Պҕ員ձの৹ٞを経て、ֶ
に上ਃし、ֶ がܾ定する。
̎　ռॲ分の௨は、当該ֶ生及びまたはこれに
わる者としてೖֶ࣌にಧけ出た者に対して、文書に
よりこれを行う。

（ռॲ分の公示）
ୈ̔　ռॲ分の内容は、ֶ が公示を行う。
（ռॲ分の解除・௨）
ୈ̕　ռॲ分の解除は、当該研究Պҕ員ձの৹ٞを
経て、ֶ がܾ定する。
̎　ռॲ分の解除の௨は、当該ֶ生及びまたは
これにわる者としてೖֶ࣌にಧけ出た者に対して、
文書によりこれを行う。

（ͦの他の教ҭ的ાஔ）
ୈ��　ֶは、第̐に規定するռのほか、教ҭ的
指導の観から、文書又はޱ಄によりݫ重意を行う
ことができる。

（৹ࠪ࠶）
ୈ��　ռॲ分をडけた者は、事実ޡ認、৽事実の発
見ͦの他正当な理༝があるときは、ͦ のূ拠となる資
料をఴえて、ֶ に࠶৹ࠪをٻすることができる。
̎　前߲により、࠶৹ࠪのٻをडけたֶは、第̑に
४じて࠶৹ࠪを行う。

（ֶ੶ݪの記載）
ୈ��　ռは、ֶ ੶ݪに記載するものとする。
（事所管）
ୈ��　この規程は、ֶ 生ࢧԉ事部ֶ生ࢧԉ՝が所管
し、事ॲ理を行うものとする。

　　　ෟ　ଇ
　この規程は、ฏ成��݄̐̍からࢪ行する。
　　　ෟ　ଇ
　この改正規程は、ྩ ݄̐̐̍からࢪ行する。
　ただし、第̓第߲̎及び第̕第߲̎の「当該ֶ生及
びまたはこれにわる者としてೖֶ࣌にಧけ出た者」
については、ྩ ̏ೖֶ者は、「当該ֶ生及び保ޢ者」
とಡみସえることとする。ྩ ̎Ҏ前のೖֶ者につい
ては、「当該ֶ生及び保ূ人」とಡみସえることとする。

ݟେֶֶੜռنఔ
（　　的）
ୈ̍　この規程は、見େֶֶଇ第5�の規定にͮج
き、ռに関する必要な事߲を定めることを的とする。

（ռの対となる者）
ୈ̎　この規程に͓いてռの対となる者は、見
େ （ֶҎԼ「ຊֶ」という。）のֶ生（外ࠃ人ཹֶ生及び研
究生をؚΉ。ҎԼ「ֶ生」という。）とする。

̎　ઐ߈生及びՊ等ཤम生の取りѻいは、ผに定める。
（ռの対となる行為）
ୈ̏　ռの対となる行為は、次の֤߸に掲͛るも
のとする。

　（1）　人権を侵害する行為
　（�）　൜ࡑ行為、法ྩҧ反等、社ձのடংをཚす行為
　（�）　見େֶֶଇ及びຊֶのॾ規ଇにҧ反する行為
　（�）　ϋϥスϝント行為
　（5）　情報ྙ理及びֶ的ྙ理に反する行為
　（�）　試験等に͓ける不正行為
　（�）　ֶ生のֶश、研究及び教৬員の教ҭ研究׆ಈ等

の正当な׆ಈを害する行為
　（�）　ຊֶの名༪及び৴用を著しくࣦさせる行為
　（9）　ຊֶの指示・指導に従わない行為
　（1�）　ͦの他ຊֶֶ生のຊ分に反する行為
（ռのछ類及び内容等）
ୈ̐　ռのछ類及び内容等は、次のと͓りとする。
　（1）　ռࠂは、ֶ 生の行った行為をռめ、事ޙの反লを

。಄により意するものとするޱめ、文書又はٻ
　（�）　ۘ৻は、一定期間の授ۀの出੮及び՝外׆ಈ

をఀ止するものとする。
　（�）　ఀֶは、一定期間のొߍをې止し、教ҭ՝程のཤ

म及び՝外׆ಈをఀ止するものとする。
　（�）　ռ等によるୀֶは、ֶ 生としての分をࣦ

させるものとする。この合に͓ける࠶ೖֶは、認
めない。

̎　前߲の合に͓いて、ۘ ৻期間は在ֶ期間及びमۀ
限にؚΉものとし、ఀ ֶ期間は在ֶ期間にؚめ、मۀ
限にはؚまないものとする。

（事実関係のௐࠪ）
ୈ̑　ֶ生に第�のռの対となる行為又はͦの
ٙいが生じたときは、当該ֶ生が所属するֶ部は、
なく当該ֶ生等に対する事情ௌ取等のௐࠪを行い、
事実関係を֬認する。

̎　前߲のௐࠪに当たり、ֶ 部は、当該ֶ生に対して、
やΉを得ない事情のない限りห明の機ձを与えなけれ
ばならない。

̏　第1߲のௐࠪに当たり、ֶ 部が、文ֶ部に͓いてはֶ
生ҕ員と、ֶࣃ部に͓いてはֶ生部とٞڠし、必要
と認めた合は、当該ֶ生に対し、ռॲ分がܾ定する
までの間、自機を໋じることができるものとする。

̐　自機期間は、ۘ ৻又はఀֶの期間にࢉೖするこ
とができる。　
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（ռॲ分の৹ٞ）
ୈ̒　ֶ部は、当該ֶ生の所属するֶ部のֶ生ҕ員
ձ（ҎԼ「ֶ生ҕ員ձ」という。）に当該事Ҋについて事
実関係のௐࠪ及び৹ٞをୗするものとする。

（ռॲ分のܾ定・௨）
ୈ̓　ռॲ分は、ֶ 生ҕ員ձの発ٞにより、当該教授
ձの৹ٞを経て、ֶ に上ਃし、ֶ がܾ定する。
̎　ռॲ分の௨は、当該ֶ生及びまたはこれに
わる者としてೖֶ࣌にಧけ出た者に対して、文書に
よりこれを行う。

（ռॲ分の公示）
第̔条　ռॲ分の内容は、ֶ が公示を行う。
（ռॲ分の解除・௨）
ୈ̕　ռॲ分の解除は、ֶ 生ҕ員ձの発ٞにより、当
該教授ձの৹ٞを経て、ֶ がܾ定する。
̎　ռॲ分の解除の௨は、当該ֶ生及びまたは
これにわる者としてೖֶ࣌にಧけ出た者に対して、
文書によりこれを行う。

（ͦの他の教ҭ的ાஔ）
ୈ��　ֶは、第�に規定するռのほか、教ҭ的指
導の観から、文書又はޱ಄によりݫ重意を行うこ
とができる。

（৹ࠪ࠶）
ୈ��　ռॲ分をडけた者は、事実ޡ認、৽事実の発
見ͦの他正当な理༝があるときは、ͦ のূ拠となる資
料をఴえて、ֶ に࠶৹ࠪをٻすることができる。
̎　前߲により、࠶৹ࠪのٻをडけたֶは、第5に
४じて࠶৹ࠪを行う。

（ֶ੶ݪの記載）
ୈ��　ռは、ֶ ੶ݪに記載するものとする。
（事所管）
ୈ��　この規程は、ֶ 生ࢧԉ事部ֶ生ࢧԉ՝が所管
し、事ॲ理を行うものとする。

　　　ෟ　ଇ
　この規程は、ฏ成���݄1からࢪ行する。
　　　ෟ　ଇ
　この改正規程は、ྩ ��݄1からࢪ行する。
ただし、第�第�߲及び第9第�߲の「当該ֶ生及び
またはこれにわる者としてೖֶ࣌にಧけ出た者」に
ついては、ྩ �ೖֶ者は、「当該ֶ生及び保ޢ者」と
ಡみସえることとする。ྩ �Ҏ前のೖֶ者につい
ては、「当該ֶ生及び保ূ人」とಡみସえることとする。

ݟେֶظେֶ෦ֶੜռنఔ

（的）
ୈ̍　この規程は、見େֶ期େֶ部ֶଇ（ҎԼ「ֶ
ଇ」という。）の第�1の規定にͮجき、ռに関する
必要な事߲を定めることを的とする。

（ռの対となる者）
ୈ̎　この規程に͓いてռの対となる者は、見
େֶ期େֶ部（ઐ߈ՊをؚΉ。ҎԼ「ຊֶ」という。）の
ֶ生（ҎԼ「ֶ生」という。）である。
̎　Պ等ཤम生の取りѻいは、ผに定める。
（ռの対となる行為）
第̏条　ռの対となる行為は、次の֤߸に掲͛るも
のとする。
　（1）　人権を侵害する行為
　（�）　൜ࡑ行為、法ྩҧ反等、社ձのடংをཚす行為
　（�）　見େֶ期େֶ部ֶଇ及びຊֶのॾ規ଇにҧ

反する行為
　（�）　ϋϥスϝント行為
　（5）　情報ྙ理及びֶ的ྙ理に反する行為
　（�）　試験等に͓ける不正行為
　（�）　ֶ生のֶश、研究及び教৬員の教ҭ研究׆ಈ等

の正当な׆ಈを害する行為
　（�）　ຊֶの名༪及び৴用を著しくࣦさせる行為
　（9）　ͦの他ຊֶֶ生のຊ分に反する行為
（ռのछ類及び内容等）
ୈ̐　ռのछ類及び内容等は、次の௨りとする。
　（1）　ռࠂは、ֶ 生の行った行為をռめ、事ޙの反লを

。಄により意するものとするޱめ、文書又はٻ
　（�）　ۘ৻は、一定期間の授ۀの出੮及び՝外׆ಈ

をఀ止するものとする。
　（�）　ఀֶは、一定期間のొߍをې止し、教ҭ՝程のཤ

म及び՝外׆ಈをఀ止するものとする。
　（�）　ռ等によるୀֶは、ֶ 生としての分をࣦ

させるものとする。この合に͓ける࠶ೖֶは認
めないものとする。

̎　前߲の合に͓いて、ۘ ৻期間はֶଇで定める在ֶ
期間及びֶଇで定めるमۀ限にؚΉものとし、ఀ ֶ
期間はֶଇで定める在ֶ期間にؚめ、ֶ ଇで定めるम
。限にはؚまないものとするۀ

（事実関係のௐࠪ）
ୈ̑　ֶ生に第�のռの対となる行為又はͦの
ٙいが生じたときは、期େֶ部（ҎԼ「େ部」と
いう。）は、なく当該ֶ生等に対する事情ௌ取等の
ௐࠪを行い、事実関係を֬認する。
̎　前߲のௐࠪに当たり、େ部は、当該ֶ生に対し
て、やΉを得ない事情のない限りห明の機ձを与えな
ければならない。
̏　第1߲のௐࠪに当たり、େ部がֶ生ҕ員とڠ
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ୈ̒　େ部は、期େֶ部のֶ生ҕ員ձ（ҎԼ「ֶ
生ҕ員ձ」という。）に当該事Ҋについてௐࠪ及び৹ٞ
をୗするものとする。
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Ⅺ
諸
規
程
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法・なறं又はறྠを行った合に、見େֶֶ
ଇ第5�及び見େֶେֶӃֶଇ第�5ฒびに見
େֶ期େֶ部ֶଇ第�1にͮجき、これをռし、
もってຊֶのֶ生、教৬員及びۙྡॅຽに対する૽Ի
の防止、௨行害等の防止とഉ除にめ、ซせてपล
Ҭのڥの改ળ・උにめることを的とする。

（重意ݫ）
ୈ̎　ݫ重意は、ҧ法・なறं又はறྠを行った
ֶ生（ҎԼ「当該ֶ生」という。）に対する意・指導と
し、次で定めるռとしないものとする。
උ員にҕܯ重意は、教৬員が行い、必要にԠじてݫ　̎
ୗすることができる。
重意書を当該ֶ生ݫ重意は、ຊֶがަするݫ　̏
に௨することをもって行う。当該ֶ生がݫ重意書
のडけ取りをڋ൱した合であっても、ݫ重意を
行ったものとみなす。
名不ৄ者及びҧ法・ࢯ重意に従わなかったݫ　̐
なறं又はறྠについては、ͦ の自ಈं又はオートό
イにݫ重意書をషすることをもって、ݫ重意を
行ったものとみなす。

（ռのछ類及び適用）
ୈ̏　ռは、ռࠂ、ۘ ৻、ఀ ֶ及びୀֶとする。
̎　前߲のռは、ݫ重意をडけた当該ֶ生が、ͦ れに
反しҧ法・なறं又はறྠを行った合に、これを
行う。

（ռのܾ定及び௨ୡ等）
ୈ̐　ռは、当該ֶ部教授ձのٞを経て、ֶ が行う。
̎　ռは、ֶ 内にࠂ示するとともに、当該ֶ生及び
またはこれにわる者としてೖֶ࣌にಧけ出た者に対
して௨ࠂする。

（ռॲ分）
ୈ̑　ռは、次のと͓りとする。
　（1）　当該ֶ生が、第�のݫ重意をडけた࠶、ޙび

ҧ法・なறं又はறྠを行った合には、ռ
。ॲ分とするࠂ

　（�）　前߸のռࠂॲ分をडけた者が、さらにҧ法・な
றं又はறྠを行った合には、ۘ ৻ॲ分とする。

　（�）　前߸のۘ৻ॲ分をडけた者が、さらにまたҧ法・
なறं又はறྠを行った合には、ఀ ֶॲ分
とする。

　（�）　前߸のఀֶॲ分をडけた者が、ͦ れにもかかわ
らず、ҧ法・なறं又はறྠを行った合に
は、ୀֶॲ分とすることができる。

（ֶ੶ݪの記載）
ୈ̒　ռは、ֶ ੶ݪに記載するものとし、ݫ重意
は、ֶ ੶ݪに記載しないものとする。

（事ہ）
ୈ̓　この規程に関することは、ֶ 生ࢧԉ事部ֶ生
。ԉ՝が所管し、事ॲ理を行うものとするࢧ

（ͦの他）
ୈ̔　この規程に定めるもののほか、ӡ用について必
要な事߲はผに定める。

（ռॲ分のܾ定・௨）
ୈ̓　ռॲ分は、ֶ 生ҕ員ձの発ٞにより、期େֶ
部教授ձ（ҎԼ「教授ձ」という。）の৹ٞを経て、ֶ に
上ਃし、ֶ がܾ定する。
̎　ռॲ分の௨は、当該ֶ生及びまたはこれに
わる者としてೖֶ࣌にಧけ出た者に対して、文書に
よりこれを行う。

（ռॲ分の公示）
ୈ̔　ռॲ分の内容は、ֶ が公示を行う。
（ռॲ分の解除・௨）
ୈ̕　ռॲ分の解除は、ֶ 生ҕ員ձの発ٞにより、教
授ձの৹ٞを経て、ֶ がܾ定する。
̎　ռॲ分の解除の௨は、当該ֶ生及びまたは
これにわる者としてೖֶ࣌にಧけ出た者に対して、
文書によりこれを行う。

（ͦの他の教ҭ的ાஔ）
ୈ��　ֶは、第�に規定するռのほか、教ҭ的指
導の観から、文書又はޱ಄によりݫ重意を行うこ
とができる。

（৹ࠪ࠶）
ୈ��　ռॲ分をडけた者は、事実ޡ認、৽事実の発
見ͦの他正当な理༝があるときは、ͦ のূ拠となる資
料をఴえて、ֶ に࠶৹ࠪをٻすることができる。
̎　ֶは、࠶৹ࠪの必要があると認めたときは、第5
に४じてこれを行う。

（ֶ੶ݪの記載）
ୈ��　ռは、ֶ ੶ݪに記載するものとする。
（事所管）
ୈ��　ຊ規程の所管は、ֶ 生ࢧԉ事部ֶ生ࢧԉ՝が
行う。

　　　ෟ　ଇ
　この規程は、ฏ成���݄1からࢪ行する。
　　　ෟ　ଇ
　この改正規程は、ྩ ��݄1からࢪ行する。ただ
し、第�第�߲及び第9第�߲の「当該ֶ生及びま
たはこれにわる者としてೖֶ࣌にಧけ出た者」につい
ては、ྩ �ೖֶ者は、「当該ֶ生及び保ޢ者」とಡみ
ସえることとする。ྩ �Ҏ前のೖֶ者については、
「当該ֶ生及び保ূ人」とಡみସえることとする。　

ɹɹɹݟେֶࣗಈं及び
ɹɹɹオートόΠ௨ֶऀにରするռنఔ

（　　的）
ୈ̍　この規程は、見େֶ及び見େֶେֶӃฒび
に見େֶ期େֶ部（ҎԼ「ຊֶ」という。）のֶ生が、
ຊֶのֶ内及びपลのறंې止のಓ࿏・ࢲಓ又は自స
ं等์ஔې止۠Ҭのาಓ及びࢲ有等に͓いて、自ಈ
ं又はオートόイ（ݪಈ機自సंをؚΉ。）により、ҧ
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法・なறं又はறྠを行った合に、見େֶֶ
ଇ第5�及び見େֶେֶӃֶଇ第�5ฒびに見
େֶ期େֶ部ֶଇ第�1にͮجき、これをռし、
もってຊֶのֶ生、教৬員及びۙྡॅຽに対する૽Ի
の防止、௨行害等の防止とഉ除にめ、ซせてपล
Ҭのڥの改ળ・උにめることを的とする。

（重意ݫ）
ୈ̎　ݫ重意は、ҧ法・なறं又はறྠを行った
ֶ生（ҎԼ「当該ֶ生」という。）に対する意・指導と
し、次で定めるռとしないものとする。

උ員にҕܯ重意は、教৬員が行い、必要にԠじてݫ　̎
ୗすることができる。

重意書を当該ֶ生ݫ重意は、ຊֶがަするݫ　̏
に௨することをもって行う。当該ֶ生がݫ重意書
のडけ取りをڋ൱した合であっても、ݫ重意を
行ったものとみなす。

名不ৄ者及びҧ法・ࢯ重意に従わなかったݫ　̐
なறं又はறྠについては、ͦ の自ಈं又はオートό
イにݫ重意書をషすることをもって、ݫ重意を
行ったものとみなす。

（ռのछ類及び適用）
ୈ̏　ռは、ռࠂ、ۘ ৻、ఀ ֶ及びୀֶとする。
̎　前߲のռは、ݫ重意をडけた当該ֶ生が、ͦ れに
反しҧ法・なறं又はறྠを行った合に、これを
行う。

（ռのܾ定及び௨ୡ等）
ୈ̐　ռは、当該ֶ部教授ձのٞを経て、ֶ が行う。
̎　ռは、ֶ 内にࠂ示するとともに、当該ֶ生及び
またはこれにわる者としてೖֶ࣌にಧけ出た者に対
して௨ࠂする。

（ռॲ分）
ୈ̑　ռは、次のと͓りとする。
　（1）　当該ֶ生が、第�のݫ重意をडけた࠶、ޙび

ҧ法・なறं又はறྠを行った合には、ռ
。ॲ分とするࠂ

　（�）　前߸のռࠂॲ分をडけた者が、さらにҧ法・な
றं又はறྠを行った合には、ۘ ৻ॲ分とする。

　（�）　前߸のۘ৻ॲ分をडけた者が、さらにまたҧ法・
なறं又はறྠを行った合には、ఀ ֶॲ分
とする。

　（�）　前߸のఀֶॲ分をडけた者が、ͦ れにもかかわ
らず、ҧ法・なறं又はறྠを行った合に
は、ୀֶॲ分とすることができる。

（ֶ੶ݪの記載）
ୈ̒　ռは、ֶ ੶ݪに記載するものとし、ݫ重意
は、ֶ ੶ݪに記載しないものとする。

（事ہ）
ୈ̓　この規程に関することは、ֶ 生ࢧԉ事部ֶ生
。ԉ՝が所管し、事ॲ理を行うものとするࢧ

（ͦの他）
ୈ̔　この規程に定めるもののほか、ӡ用について必
要な事߲はผに定める。

（ռॲ分のܾ定・௨）
ୈ̓　ռॲ分は、ֶ 生ҕ員ձの発ٞにより、期େֶ
部教授ձ（ҎԼ「教授ձ」という。）の৹ٞを経て、ֶ に
上ਃし、ֶ がܾ定する。
̎　ռॲ分の௨は、当該ֶ生及びまたはこれに
わる者としてೖֶ࣌にಧけ出た者に対して、文書に
よりこれを行う。

（ռॲ分の公示）
ୈ̔　ռॲ分の内容は、ֶ が公示を行う。
（ռॲ分の解除・௨）
ୈ̕　ռॲ分の解除は、ֶ 生ҕ員ձの発ٞにより、教
授ձの৹ٞを経て、ֶ がܾ定する。
̎　ռॲ分の解除の௨は、当該ֶ生及びまたは
これにわる者としてೖֶ࣌にಧけ出た者に対して、
文書によりこれを行う。

（ͦの他の教ҭ的ાஔ）
ୈ��　ֶは、第�に規定するռのほか、教ҭ的指
導の観から、文書又はޱ಄によりݫ重意を行うこ
とができる。

（৹ࠪ࠶）
ୈ��　ռॲ分をडけた者は、事実ޡ認、৽事実の発
見ͦの他正当な理༝があるときは、ͦ のূ拠となる資
料をఴえて、ֶ に࠶৹ࠪをٻすることができる。
̎　ֶは、࠶৹ࠪの必要があると認めたときは、第5
に४じてこれを行う。

（ֶ੶ݪの記載）
ୈ��　ռは、ֶ ੶ݪに記載するものとする。
（事所管）
ୈ��　ຊ規程の所管は、ֶ 生ࢧԉ事部ֶ生ࢧԉ՝が
行う。

　　　ෟ　ଇ
　この規程は、ฏ成���݄1からࢪ行する。
　　　ෟ　ଇ
　この改正規程は、ྩ ��݄1からࢪ行する。ただ
し、第�第�߲及び第9第�߲の「当該ֶ生及びま
たはこれにわる者としてೖֶ࣌にಧけ出た者」につい
ては、ྩ �ೖֶ者は、「当該ֶ生及び保ޢ者」とಡみ
ସえることとする。ྩ �Ҏ前のೖֶ者については、
「当該ֶ生及び保ূ人」とಡみସえることとする。　

ɹɹɹݟେֶࣗಈं及び
ɹɹɹオートόΠ௨ֶऀにରするռنఔ

（　　的）
ୈ̍　この規程は、見େֶ及び見େֶେֶӃฒび
に見େֶ期େֶ部（ҎԼ「ຊֶ」という。）のֶ生が、
ຊֶのֶ内及びपลのறंې止のಓ࿏・ࢲಓ又は自స
ं等์ஔې止۠Ҭのาಓ及びࢲ有等に͓いて、自ಈ
ं又はオートόイ（ݪಈ機自సंをؚΉ。）により、ҧ
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ݟେֶࣗసंறྠ管理نఔ

（　　的）
ୈ̍　この規程は、ֶ Ԃがઃஔする見ֶ࣋法人૯ߍ
େֶ及び見େֶ期େֶ部（ҎԼ「見େֶ」とい
う。）の自సंறྠ（ҎԼ「றྠ」という。）の管理ӡ
Ӧに必要な事߲を定め、もってறྠのԁな利用を
ਤることを的とする。

（見େֶのறྠ）
ୈ̎　見େֶにઃஔするறྠは、次のと͓りとする。
　（1）　�߸ؗԣறྠ
　（�）　5߸ؗԣறྠ
̎　前߲֤߸のறྠの利用規ଇについては、ผに定める。
（றྠの利用者）
ୈ̏　見େֶறྠを利用できる者は、見େֶに
在ֶしているֶ生、もしくは見େֶのઐ教৬員で
௨ۈのためにறྠの利用をৗ例とする者とする。
̎　前߲に定める者のほか、見େֶがಛに必要と認め
たものは、றྠを利用することができるものとする。

（利 用 料）
ୈ̐　றྠの利用については、ແ料とする。
（क事߲ݫ）
ୈ̑　利用者は、次に掲͛る֤߸をݫकするものとす
る。
　（1）　見େֶに在ֶしているֶ生はֶ生ࢧԉ事部

ֶ生ࢧԉ՝にて、見େֶのઐ教৬員で௨ۈの
ためにறྠの利用をৗ例とする者は、ࡒ部管
可をडけ、所定のスςッΧーをڐ、՝にてਃしࡒ
自సंにషすること。

　（�）　自సंかられるときはৣࢪすること。
　（�）　構内は、自సंをखでԡしてҠಈし、行しない

こと。
　（�）　า行者や他のं྆にे分意をい、事ނの防

止にめること。
（利用੍限及びڐ可取ফし）
ୈ̒　ࢪઃの保क・ݕなどの合は、利用を੍限する
ことがある。
̎　前の規定にҧ反した者は、றྠの利用ڐ可を取
りফす合がある。

（事ނの໔）
ୈ̓　றྠ内に͓いては、ఱࡂ、Րࡂ、盗、損ই、ͦ

の他見େֶのにؼさない理༝によって利用者又は
第三者がඃった損害に対しては、見େֶはͦのを
ෛわないものとする。

（損害ഛঈ）
ୈ̔　利用者は、ނ意又はաࣦによりࢪઃ又はઃඋを
ͦ、損した合はغ の損害をഛঈしなければならない。

（所 管 ՝）
ୈ̕　றྠ管理の所管は、ࡒ部管ࡒ՝とする。

　　　ෟ　ଇ
　この規程は、ฏ成�9�݄1からࢪ行する。　
　　　ෟ　ଇ　
　この改正規程は、ฏ成��1�݄1からࢪ行する。

ݟେֶࣗసंறྠ利༻نଇ
（　　的）
ୈ̍　この規ଇは、見େֶ自సंறྠ管理規程に
き見େֶ自సंறྠ（ҎԼ「றྠ」という。）のͮج
利用等について定めるものとする。
（利用ڐ可खଓ）
ୈ̎　றྠの利用ڐ可を得ようとする者は、指定さ
れた期間内に所定のਃࠐ書（༷ࣜ̍）を、ຊֶに在ֶして
いるֶ生についてはֶ生ࢧԉ事部ֶ生ࢧԉ՝、ຊֶ
のઐ教৬員（ަ௨අडڅ者除く）についてはࡒ部管ࡒ
՝（ҎԼ「ओ管՝」という。）提出するものとする。
̎　前߲のਃをする際には、必ず事前に自సं防൜ొ
を済ませること。
̏　றྠの利用ਃしࠐみが、所定のறྠ数をえる
合は、ઌணॱとする。
̐　றྠ利用のڐ可をडけた者（ҎԼ「利用者」とい
う。）に対して、றྠ利用ڐ可シーϧ（༷ࣜ�）をަ
するものとする。
̑　ަされたறྠ利用ڐ可シーϧを、自సंにష
するものとする。
̒　のத్に͓いて、றྠに空きが生じた合に
は、৽たに利用ڐ可を行うものとする。

（可期間ڐ）
ୈ̏　ڐ可期間は、教৬員は在৬期間、ֶ 生は在ֶ期間
とする。
̎　前߲の規定にͮجく利用者の利用期限は、੶ま
でとする。

（ೖ・出࣌間）
ୈ̐　றྠのೖ及び出࣌間は、ޕ前࣌�からޕ
。までの間とする࣌�1ޙ

（利用可能な自సं）
ୈ̑　றྠを利用できる自సंは、ಓ࿏ަ௨法（ত
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（ಧ出事߲）
ୈ̓　利用者は、றྠに͓いて事ނをىこした合
は、ͪにओ管՝にಧ出するものとする。
̎　利用者は、ਃࠐ書の記載事߲に変更があった合は、
やかにओ管՝にಧ出するものとする。
̏　利用者は、ڐ可期間のத్に͓いてறྠの利用を
取止める合は、ओ管՝に、ͦ の�ि間前までにಧ出す
るものとする。
̐　றྠ利用ڐ可シーϧをฆࣦした利用者は、ओ管՝
にಧ出するとともに、࠶発行料として1���ԁをࢧ
うことにより、ަ࠶をडけることができる。

（९क事߲）
ୈ̔　றྠ利用ڐ可シーϧのަをडけた利用者
は、他の者にৡ又はି与してはならないものとする。
　　
　　　ෟ　ଇ
　この規ଇは、ฏ成�9�݄1からࢪ行する。
　　　ෟ　ଇ　
　この改正規ଇは、ฏ成��1�݄1からࢪ行する。

ɹɹɹֶߍ๏ਓ૯ֶ࣋Ԃ
ɹɹɹݸਓ情報のอޢに関するنఔ

ɹɹɹୈ̍ষɹ૯ଇ
（　　的）
ୈ̍　この規程は、ֶ Ԃ及びͦのઃஔすֶ࣋法人૯ߍ
るֶߍ（ҎԼ「ຊֶ」という。）がݸ人情報を取得、利用、
保管、ͦ の他の取りѻいを行うについて必要な事߲を
定め、ݸ人情報の適切な保ޢに資することを的とす
る。
̎　「行खଓに͓けるಛ定のݸ人をࣝผするための൪
߸の利用等に関する法」（ฏ成�5法第��߸）に
͓けるݸ人൪߸及びಛ定ݸ人情報の取りѻいについて
は、ผに定める。

（定　　ٛ）
ୈ̎　この規程に͓ける用語の定ٛを、次のと͓り定
める。
人（員・ධٞ員、教৬ݸとは、生存する「人情報ݸ」　（1）　

員、ֶ 生・生 ・ెԂࣇ（ҎԼ「ֶ生等」という。）及びͦの
またはこれにわる者、ड験生ฒびにຊֶֶࣃ
部ෟ属පӃに係るױ者及びͦのՈ等、ݱ在及びա
にຊֶと関わった者すてをؚΉ。）に関する情報ڈ
であって、次のいずれかに該当するものをいう。

　　　ア　当該情報にؚまれるࢯ名、生݄、ॅ 所、ి
話൪߸等によりಛ定のݸ人をࣝผすることがで
きるもの

　　　イ　当該情報自ମからはಛ定のݸ人をࣝผするこ
とができなくても、他の情報と容қにর合する
ことができ、ͦ れによりಛ定のݸ人をࣝผする
ことができるもの

　　　　ݸ人ࣝผූ߸（ମの一部のಛをిࢉܭࢠ

機用に変したූ߸、又はΧーυͦの他の書類等
に対者͝とにҟなるものとなるように記載等
された公的なූ߸のうͪ、ݸ人情報保ޢ法ࢪ行ྩ
（ҎԼ「ྩ」という。）で定めるものをいう。）がؚ
まれるもの

　（�）　「要ྀݸ人情報」とは、ຊ人の人छ、৴、社ձ
的分、පྺ、൜ࡑの経ྺ、൜ࡑによるඃ害の事実
ͦの他ຊ人に対する不当なࠩผ、ภ見ͦの他の不
利益が生じないようにͦの取りѻいにಛにྀを
要するものとしてྩで定める記述等がؚまれる
。人情報をいうݸ

人情報をؚݸ、とは「人情報データϕース等ݸ」　（�）　
Ή情報のू合物であって、ݸ人情報をిࢉܭࢠ機
を用いてࡧݕすることができるようにମܥ的に構
成したもの、又はݸ人情報をா等に一定の規ଇ
で理することにより容қにࡧݕすることができ
るようにମܥ的に構成したもの（利用方法からみ
てݸ人の権利利益を害する͓ͦれがগないものを
除く。）をいう。

人情報データϕース等をݸ、とは「人データݸ」　（�）　
構成するݸ人情報をいう。

　（5）　「保有ݸ人データ」とは、ຊֶが、։示、内容のగ
正、加又は削除、利用のఀ止、ফڈ及び第三者
の提ڙのఀ止を行うことのできる権限を有するݸ
人データをいう。

　（�）　「Ծ名加工情報」とは、当該ݸ人情報にؚまれる
記述等の一部を削除したりݸ人ࣝผූ߸の全部を
削除することにより他の情報とর合しない限りಛ
定のݸ人をࣝผすることができないようにݸ人情
報を加工して得られるݸ人に関する情報をいう。

　（�）　「ಗ名加工情報」とは、ಛ定のݸ人をࣝผするこ
とができないようにݸ人情報にؚまれる記述の一
部を削除したりݸ人ࣝผූ߸の全部を削除したり
して得られるݸ人に関する情報であって、当該ݸ
人情報を෮ݩできないようにしたものをいう。

　（�）　「ֶज़研究機関等」とは、ຊֶͦの他のֶज़研究
を的とする機関एしくはஂମ又はͦれらの属す
る者をいう。

（　　）
ୈ̏　ຊֶは、ݸ人情報保ޢの重要ੑをे分に認ࣝし、
人の権利や利益及びプϥݸ人情報の取りѻいにうݸ
イόシーの侵害の防止に関し、必要なાஔをߨじるよ
うめなければならない。
̎　理事、事、ධٞ員及び教৬員は、৬等によりり
得たݸ人情報を、ނ意又はաࣦにより、࿙えいし、໓ࣦ
しएしくはᆝ損し、又は不当な的に利用してはなら
ない。ͦ のҐをୀいたޙに͓いても同༷とする。
̏　ຊֶは、ֶ 生に対して、ݸ人情報の適正な取りѻいに
つき、適切に指導及びܒ発׆ಈを行うことにめるも
のとする。

（ֶज़研究に͓ける適用除外）
ୈ̐　この規程は、ຊֶがֶज़研究の用にڙする的
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は、ͪにओ管՝にಧ出するものとする。
̎　利用者は、ਃࠐ書の記載事߲に変更があった合は、
やかにओ管՝にಧ出するものとする。
̏　利用者は、ڐ可期間のத్に͓いてறྠの利用を
取止める合は、ओ管՝に、ͦ の�ि間前までにಧ出す
るものとする。
̐　றྠ利用ڐ可シーϧをฆࣦした利用者は、ओ管՝
にಧ出するとともに、࠶発行料として1���ԁをࢧ
うことにより、ަ࠶をडけることができる。

（९क事߲）
ୈ̔　றྠ利用ڐ可シーϧのަをडけた利用者
は、他の者にৡ又はି与してはならないものとする。
　　
　　　ෟ　ଇ
　この規ଇは、ฏ成�9�݄1からࢪ行する。
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きるもの
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的分、පྺ、൜ࡑの経ྺ、൜ࡑによるඃ害の事実
ͦの他ຊ人に対する不当なࠩผ、ภ見ͦの他の不
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を用いてࡧݕすることができるようにମܥ的に構
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でݸ人情報及びݸ人デʵタを取りѻう合であって、
次の֤߸に༲͛る合には適用しない（ݸ人の権利利
益を不当に侵害する͓ͦれがある合を除く。）。
　（1）　あらかじめຊ人の同意を得ることなく、ಛ定さ

れた利用的のୡ成に必要なൣғをえてݸ人情
報を取りѻうことができる合として次に掲͛る
もの（第̔第߲̍、̎ ߲の例外）

　　　ア　ຊֶがݸ人情報をֶज़研究的で取りѻう必
要があるとき。

　　　イ　ֶज़研究機関等にݸ人データを提ڙする合
であって、当該ֶज़研究機関等が当該ݸ人デー
タをֶज़研究的で取りѻう必要があるとき。

　（�）　あらかじめຊ人の同意を得ることなく、要ྀ
人情報を取得することができる合として次にݸ
掲͛るもの（第̔第߲̎の例外）

　　　ア　ຊֶが要ྀݸ人情報をֶज़研究的で取り
ѻう必要があるとき。

　　　イ　ຊֶと共同してֶज़研究を行うֶज़研究機関
等から要ྀݸ人情報を取得する合であっ
て、当該要ྀݸ人情報をֶज़研究的で取得
する必要があるとき。

　（�）　あらかじめຊ人の同意を得ることなく、ݸ人
データを第三者に提ڙすることができる合とし
て次に掲͛るもの（第1�第߲̍の例外）

　　　ア　ݸ人データの提ڙがֶज़研究の成果の公表又
は教授のためやΉを得ないとき。

　　　イ　ຊֶと共同してֶज़研究を行うֶज़研究機関
等ݸ人データをֶज़研究的で提ڙする必要
があるとき。

　　　　当該第三者がֶज़研究機関等である合で
あって、当該第三者が当該ݸ人データをֶज़
的で取りѻう必要があるとき。

̎　ຊֶは、ֶ ज़研究的で行うݸ人情報の取りѻいに
ついて、この規ଇを९कするとともに、ͦ の適正を֬保
するために必要なાஔを自らߨじ、かつ、当該ાஔの内
容を公表するようめなければならない。
̏　前߲のほか、ֶ ज़研究の用にڙする的でݸ人情報
を取りѻう合に関するৄ細は、ผに定める。

ɹɹɹୈ̎ষɹݸਓ情報のऔಘ、利༻
（適正取得・適正利用）
ୈ̑　ຊֶは、適法かつ૬当なखஈによりݸ人情報を
取得しなければならない。
̎　ຊֶは、ҧ法又は不当な行為をॿし、又は༠発する
͓ͦれがある方法によりݸ人情報を利用してはならな
い。

（利用的のಛ定、௨又は公表）
ୈ̒　ຊֶは、ݸ人情報を取得するにあたっては、ͦ の
利用的をできる限りಛ定しなければならない。
̎　前߲によりಛ定した利用的は、あらかじめ公表す
ることをݪଇとするが、やΉを得ない合は、取得ޙ
やかにຊ人に௨、又は公表しなければならない。

̏　前߲の規定にかかわらず、ຊ人から書໘（$%、
Իςープ、XFCೖྗ等をؚΉ。）に記載された当該ຊ人
のݸ人情報を取得する合は、あらかじめ（人の生໋、
ମ又は࢈ࡒの保ޢのためにٸۓに必要がある合は
事ޙやかに）、ຊ人に対しͦの利用的を明示しなけ
ればならない。
̐　前߲̎の規定は、次に掲͛る合については、適用し
ない。

（1）　利用的をຊ人に௨し、又は公表することによ
り、ຊ人एしくは第三者の生໋、ମ、ͦ࢈ࡒの他の
権利利益を害する͓ͦれがある合、又はຊֶの権
利एしくは正当な利益を害する͓ͦれがある合

の機関又は方公共ஂମが法ྩの定める事をࠃ　（�）
行することに対してྗڠする必要がある合で
あって、利用的をຊ人に௨し、又は公表すること
により当該事の行にࢧোを及ぼす͓ͦれがある
とき。

（�）　取得のঢ়گからみて利用的が明らかであると認
められる合

（利用的の੍限、変更）
ୈ̓　取得したݸ人情報は、ಛ定した利用的のൣғ
内で利用しなければならない。
̎　利用的を変更する合には、変更前の利用的と
関࿈ੑを有すると合理的に認められるൣғ内で行い、
変更された利用的について、ຊ人に௨し、又は公表
しなければならない。
̏　前߲̎の規定による利用的のൣғをえて、他の
的で利用する合は、次に掲͛る合を除き、あらか
じめຊ人の同意を得なければならない。

（1）　法ྩにͮجく合
（�）　人の生໋、ମ又は࢈ࡒの保ޢのために必要があ

る合であって、ຊ人の同意を得ることがࠔであ
るとき。

（�）　公ऺӴ生の上又はֶ生等の݈全なҭ成の推ਐの
ためにಛに必要がある合であって、ຊ人の同意を
得ることがࠔであるとき。

や方公共ஂମ等が法ྩの定める事を行すࠃ　（�）
ることに対してྗڠする必要がある合であって、
ຊ人の同意を得ることにより当該事の行にࢧো
を及ぼす͓ͦれがあるとき。

（要ྀݸ人情報の取得）
ୈ̔　要ྀݸ人情報は、合理的な理༝がない限り取
得しないようにめるものとする。
̎　要ྀݸ人情報を取得するときは、次に掲͛る合
を除き、あらかじめຊ人の同意を得なければならない。

（1）　前第߲֤̏߸に該当する合
（�） 当該要ྀݸ人情報が、ຊ人、ࠃの機関、方公共

ஂମ、ֶ ज़研究機関等により公։されている合
（�）　ຊ人をࢹし、又はࡱӨすることにより、ͦ の外形

上明らかな要ྀݸ人情報を取得する合
（�）　第1�第߲֤̐߸に該当する合に͓いて、要

。をडけるときڙ人情報の提ݸྀ
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ɹɹɹୈ̏ষɹݸਓデータの安શ管理
（適正な管理）
ୈ̕　ຊֶは、利用的のୡ成に必要なൣғ内に͓い
て、ݸ人データを正֬かつ最৽の内容に保つとともに、
利用する必要がなくなったときは、当該ݸ人データを
なくফڈするようめなければならない。
̎　ຊֶは、取りѻうݸ人データの࿙えい、໓ࣦ又はᆝ損
の防止ͦの他のݸ人データの҆全管理のために必要か
つ適切なાஔをߨじなければならない。

（管理者ޢ人情報保ݸ）
ୈ��　ຊֶは、ݸ人情報の保ޢ・管理に関して、ผ表
に掲͛るݸ人情報保ޢ管理者（ҎԼ「管理者」という。）
をஔく。
̎　管理者は、ຊֶのֶߍ、文ֶ部、ֶࣃ部、େ部
、ਤ書ؗ、පӃ、保݈ηンター所及びೖ試ηン
ター所ฒびに事ہの૯部、ֶ 生ࢧԉ事部
及び教ҭ研究ࢧԉ事部をもってॆてる。
̏　管理者は、所管するۀのൣғ内に͓けるݸ人デー
タを૯ׅ的に管理するとともに、֤ 部ॺでݸ人情報を
取りѻう者（ҎԼ「取ѻ୲当者」という。）に対し、当該ݸ
人情報の҆全管理がਤられるよう、必要かつ適切な
ಜを行わなければならない。

（ҕ員ձޢ人情報保ݸ）
ୈ��　ݸ人情報の保ޢを適正に行うため、ຊֶに૯ֶ࣋
Ԃݸ人情報保ޢҕ員ձ（ҎԼ「ҕ員ձ」という。）をஔく。
̎　ҕ員ձは、ผ表に掲͛る部ձをஔく。
̏　ҕ員ձについては、ผに定める。
（情報ηΩϡϦςィ）
ୈ��　情報資࢈全ൠに係る情報ηΩϡϦςィの管理・
ӡ用については、ผに定める。

（人データの管理ݸ）
ୈ��　管理者は、所管する部ॺの保有するݸ人データ
を適正に管理するため、次の事߲を記したݸ人デー
タ管理ாを作成し、所管の事ࣨにඋえஔく。
人情報データϕース等の名শݸ　（1）　
人データからࣝผされるຊ人の属ੑ等ݸ　（�）　
人データの߲ݸ　（�）　
　（�）　利用的
　（5）　取ѻ部ॺ及び୲当者
人データの保管期間（法ྩ等で定める）ݸ　（�）　
　（�）　ͦの他必要な事߲　
̎　֤部ॺの取ѻ୲当者は、ݸ人データの取ѻঢ়گを֬
認するため、ݸ人データ取ѻ記	ి࣓的記ഔମを
ؚΉ）を作成し、次の事߲を記しなければならない。
گ人情報データϕース等の利用・出ྗঢ়ݸ　（1）　
人データが記載又は記された書類・ഔମ等ݸ　（�）　

の࣋出しঢ়گ
ҕୗした）گのঢ়غ人データ等の削除・ഇݸ　（�）　

合のফڈ・ഇغをূ明する記をؚΉ。）
人情報データϕース等を情報シスςϜで取りݸ　（�）　

ѻう合、取ѻ୲当者の情報シスςϜの利用ঢ়گ
（ϩάイン実、アΫηスϩά等）

̏　管理者は、定期的又はྟ࣌にݸ人データの管理ঢ়گ
及び取ѻঢ়گを֬認しなければならない。

（情報࿙えいの対Ԡ）
ୈ��　取ѻ୲当者は、ݸ人データの࿙えい等が発生し
た合又はͦの͓ͦれがある合は、ͪに管理者に
報ࠂしなければならない。
̎　前߲の報ࠂをडけた管理者は、ҕ員ձҕ員に報ࠂ
するとともに、必要にԠじて、次のાஔをߨじることと
する。
　（1）　事実関係のௐࠪ及びݪҼの究明
　（�）　Өൣڹғのಛ定
　（�）　Өڹをडける可能ੑのあるຊ人の࿈བྷ
ࢪ及び実౼ݕのࡦ発防止࠶　（�）　
　（5）　事実関係及び࠶発防止ࡦ等の公表
̏　ຊֶは、ݸ人データの࿙えい等が発生し、ݸ人の権利
利害を害する͓ͦれがେきいものとして次に掲͛る事
態が生じたときは、当該事態をったޙ、やかにݸ人
情報保ޢҕ員ձ（内ֳ外ہ）及び文部Պֶলに報ࠂし
なければならない。
　（1）　要ྀݸ人情報がؚまれるݸ人データ（ߴな

҉߸Խͦの他のݸ人の権利利益を保ޢするために
必要なાஔをߨじたものを除く。ҎԼ同じ。）の࿙
えい、໓ࣦएしくはᆝ損

　（�）　不正に利用されることにより࢈ࡒ的ඃ害が生じ
る͓ͦれがあるݸ人データの࿙えい等が発生し、
又は発生した͓ͦれがある事態

　（�）　不正の的をもって行われた͓ͦれがあるݸ人
データの࿙えい等が発生し、又は発生した͓ͦれ
がある事態

人データに係るຊ人の数がઍ人をえる࿙えݸ　（�）　
い等が発生し、又は発生した͓ͦれがある事態

̐　前߲の合に͓ける報ࠂ事߲は、次に掲͛るものと
する。
　（1）　֓要
　（�）　࿙えい等が発生し、又は発生した͓ͦれがある

人データの߲ݸ
　（�）　࿙えい等が発生し、又は発生した͓ͦれがある

人データに係るຊ人の数ݸ
Ҽݪ　（�）　
　（5）　二次ඃ害又はͦの͓ͦれの有ແ及びͦの内容
　（�）　ຊ人の対Ԡの実ࢪঢ়گ
　（�）　公表の実ࢪঢ়گ
発防止のためのાஔ࠶　（�）　
　（9）　ͦの他ߟࢀとなる事߲
̑　第߲̏の合に͓いて、ຊֶは、当該事態をった
から��Ҏ内（当該事態が第߲̏第̏߸に定めるもの
である合にあっては��Ҏ内）に、当該事態に関す
る前߲֤߸に定める事߲をݸ人情報保ޢҕ員ձ（内ֳ
外ہ）に報ࠂしなければならない。
̒　ຊֶは、第߲̏に定める事態をったޙ、当該事態の
ঢ়گにԠじてやかに、当該ຊ人の権利利益を保ޢす
るために必要なൣғに͓いて、ຊ人に対し、前߲第̍
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ɹɹɹୈ̏ষɹݸਓデータの安શ管理
（適正な管理）
ୈ̕　ຊֶは、利用的のୡ成に必要なൣғ内に͓い
て、ݸ人データを正֬かつ最৽の内容に保つとともに、
利用する必要がなくなったときは、当該ݸ人データを
なくফڈするようめなければならない。
̎　ຊֶは、取りѻうݸ人データの࿙えい、໓ࣦ又はᆝ損
の防止ͦの他のݸ人データの҆全管理のために必要か
つ適切なાஔをߨじなければならない。

（管理者ޢ人情報保ݸ）
ୈ��　ຊֶは、ݸ人情報の保ޢ・管理に関して、ผ表
に掲͛るݸ人情報保ޢ管理者（ҎԼ「管理者」という。）
をஔく。
̎　管理者は、ຊֶのֶߍ、文ֶ部、ֶࣃ部、େ部
、ਤ書ؗ、පӃ、保݈ηンター所及びೖ試ηン
ター所ฒびに事ہの૯部、ֶ 生ࢧԉ事部
及び教ҭ研究ࢧԉ事部をもってॆてる。
̏　管理者は、所管するۀのൣғ内に͓けるݸ人デー
タを૯ׅ的に管理するとともに、֤ 部ॺでݸ人情報を
取りѻう者（ҎԼ「取ѻ୲当者」という。）に対し、当該ݸ
人情報の҆全管理がਤられるよう、必要かつ適切な
ಜを行わなければならない。

（ҕ員ձޢ人情報保ݸ）
ୈ��　ݸ人情報の保ޢを適正に行うため、ຊֶに૯ֶ࣋
Ԃݸ人情報保ޢҕ員ձ（ҎԼ「ҕ員ձ」という。）をஔく。
̎　ҕ員ձは、ผ表に掲͛る部ձをஔく。
̏　ҕ員ձについては、ผに定める。
（情報ηΩϡϦςィ）
ୈ��　情報資࢈全ൠに係る情報ηΩϡϦςィの管理・
ӡ用については、ผに定める。

（人データの管理ݸ）
ୈ��　管理者は、所管する部ॺの保有するݸ人データ
を適正に管理するため、次の事߲を記したݸ人デー
タ管理ாを作成し、所管の事ࣨにඋえஔく。
人情報データϕース等の名শݸ　（1）　
人データからࣝผされるຊ人の属ੑ等ݸ　（�）　
人データの߲ݸ　（�）　
　（�）　利用的
　（5）　取ѻ部ॺ及び୲当者
人データの保管期間（法ྩ等で定める）ݸ　（�）　
　（�）　ͦの他必要な事߲　
̎　֤部ॺの取ѻ୲当者は、ݸ人データの取ѻঢ়گを֬
認するため、ݸ人データ取ѻ記	ి࣓的記ഔମを
ؚΉ）を作成し、次の事߲を記しなければならない。
گ人情報データϕース等の利用・出ྗঢ়ݸ　（1）　
人データが記載又は記された書類・ഔମ等ݸ　（�）　

の࣋出しঢ়گ
ҕୗした）گのঢ়غ人データ等の削除・ഇݸ　（�）　

合のফڈ・ഇغをূ明する記をؚΉ。）
人情報データϕース等を情報シスςϜで取りݸ　（�）　

ѻう合、取ѻ୲当者の情報シスςϜの利用ঢ়گ
（ϩάイン実、アΫηスϩά等）

̏　管理者は、定期的又はྟ࣌にݸ人データの管理ঢ়گ
及び取ѻঢ়گを֬認しなければならない。

（情報࿙えいの対Ԡ）
ୈ��　取ѻ୲当者は、ݸ人データの࿙えい等が発生し
た合又はͦの͓ͦれがある合は、ͪに管理者に
報ࠂしなければならない。

̎　前߲の報ࠂをडけた管理者は、ҕ員ձҕ員に報ࠂ
するとともに、必要にԠじて、次のાஔをߨじることと
する。

　（1）　事実関係のௐࠪ及びݪҼの究明
　（�）　Өൣڹғのಛ定
　（�）　Өڹをडける可能ੑのあるຊ人の࿈བྷ
ࢪ及び実౼ݕのࡦ発防止࠶　（�）　
　（5）　事実関係及び࠶発防止ࡦ等の公表
̏　ຊֶは、ݸ人データの࿙えい等が発生し、ݸ人の権利
利害を害する͓ͦれがେきいものとして次に掲͛る事
態が生じたときは、当該事態をったޙ、やかにݸ人
情報保ޢҕ員ձ（内ֳ外ہ）及び文部Պֶলに報ࠂし
なければならない。

　（1）　要ྀݸ人情報がؚまれるݸ人データ（ߴな
҉߸Խͦの他のݸ人の権利利益を保ޢするために
必要なાஔをߨじたものを除く。ҎԼ同じ。）の࿙
えい、໓ࣦएしくはᆝ損

　（�）　不正に利用されることにより࢈ࡒ的ඃ害が生じ
る͓ͦれがあるݸ人データの࿙えい等が発生し、
又は発生した͓ͦれがある事態

　（�）　不正の的をもって行われた͓ͦれがあるݸ人
データの࿙えい等が発生し、又は発生した͓ͦれ
がある事態

人データに係るຊ人の数がઍ人をえる࿙えݸ　（�）　
い等が発生し、又は発生した͓ͦれがある事態

̐　前߲の合に͓ける報ࠂ事߲は、次に掲͛るものと
する。

　（1）　֓要
　（�）　࿙えい等が発生し、又は発生した͓ͦれがある

人データの߲ݸ
　（�）　࿙えい等が発生し、又は発生した͓ͦれがある

人データに係るຊ人の数ݸ
Ҽݪ　（�）　
　（5）　二次ඃ害又はͦの͓ͦれの有ແ及びͦの内容
　（�）　ຊ人の対Ԡの実ࢪঢ়گ
　（�）　公表の実ࢪঢ়گ
発防止のためのાஔ࠶　（�）　
　（9）　ͦの他ߟࢀとなる事߲
̑　第߲̏の合に͓いて、ຊֶは、当該事態をった
から��Ҏ内（当該事態が第߲̏第̏߸に定めるもの
である合にあっては��Ҏ内）に、当該事態に関す
る前߲֤߸に定める事߲をݸ人情報保ޢҕ員ձ（内ֳ
外ہ）に報ࠂしなければならない。

̒　ຊֶは、第߲̏に定める事態をったޙ、当該事態の
ঢ়گにԠじてやかに、当該ຊ人の権利利益を保ޢす
るために必要なൣғに͓いて、ຊ人に対し、前߲第̍
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߸、第̎߸、第̐߸、第̑߸及び第̕߸に定める事߲を௨
しなければならない。ただし、ຊ人の௨がࠔな
合であって、ຊ人の権利利益を保ޢするため必要な
これにわるきાஔをとるときは、この限りでない。

（物理的・ٕज़的҆全管理ાஔ）
ୈ��　ೖୀࣨ者による不正行為等の防止のための物
理的҆全管理ાஔ及び情報シスςϜからの࿙えい等の
防止のためのٕज़的҆全管理ાஔについては、ผに定
める。

ɹɹɹୈ̐ষɹݸਓデータのҕୗ、ڞಉ利༻、ୈऀࡾఏڙ
（ҕ　　ୗ）
ୈ��　ຊֶが利用的のୡ成に必要なൣғ内で、ݸ人
データの取りѻいの全部又は一部を外部ۀ者等にҕୗ
する合には、ݸ人データを提ڙすることができる。
̎　前߲の合、ຊֶは、当該ݸ人データの҆全管理がਤ
られるよう、ҕୗઌに対する必要かつ適切なಜを行
わなければならない。
̏　前߲のಜのため、ຊֶは、ҕୗઌのબ定にあたっ
て、ҕୗઌのۀ・管理ମ੍、規程උ等のঢ়گの֬認
（必要にԠじݸ人データの取ѻ所でのݱ֬認等）を
し、ݸ人データの҆全管理ાஔがे分になされること
を֬認するものとする。
̐　第߲̎のಜのため、ҕୗઌとక݁するҕୗܖに、
次の事߲をりࠐΉものとする。
　（1）　ҕୗઌに͓けるݸ人データを取りѻう者の明֬

Խに関する事߲
　（�）　ҕୗઌに͓いてߨずき҆全管理ાஔの内容
のൣғ内のものをܖ人データの加工（ҕୗݸ　（�）　

除く。）、改ざん、複ࣸ又は複（҆全管理上必要な
όッΫアップを的とするもの等ҕୗܖൣғ内
のものを除く。）のې止

　（�）　ҕୗઌのൿີの保࣋に関する事߲
　（5） ҕୗされたݸ人データの࠶ҕୗの可൱及び件

等に関する事߲
　（�） ҕୗܖ終了ޙのݸ人データのฦ٫又はҕୗઌ

に͓けるഁغएしくは削除に関する事߲
　（�） ҕୗܖ内容が९कされなかった合の損害ഛ

ঈͦの他のાஔに関する事߲
　（�） ҕୗઌに͓いてݸ人データの࿙えい事ނ等が発

生した合の報ٛࠂ及びに関する事߲
　（9） ҕୗܖ期間等に関する事߲
̑　管理者は、ҕୗܖの内容の実ࢪঢ়گをѲするた
め、ҕୗઌに対し定期的又はྟ࣌的にࠪ等を行うこ
ととする。

（共同利用）
ୈ��　ຊֶは、ݸ人データをಛ定の者との間で共同し
て利用する合には、当該ಛ定の者にݸ人データを提
。することができるڙ
̎　前߲の合に͓いて、ຊֶは、次に掲͛る事߲を、あ
らかじめຊ人に௨し、又はຊ人が容қにり得るঢ়
態にஔかなければならない。

ࢫ人データを共同利用するݸ　（1）　
　（�）　共同利用するݸ人データの߲
　（�）　共同利用する者のൣғ
　（�）　共同利用する者の利用的
　（5）　共同利用するݸ人データの管理についてを

有する者のࢯ名又は名শ及びॅ所ฒびに法人に
あっては、ͦ の表者のࢯ名

（第三者の提ڙ）
ୈ��　ຊֶは、第̓第߲֤̏߸に該当する合を除
き、あらかじめຊ人の同意を得ないで、ݸ人データを第
三者に提ڙしてはならない。
̎　前߲の規定にかかわらず、次に掲͛る事߲について、
あらかじめຊ人に௨し、又はຊ人が容қにり得る
ঢ়態にஔくとともに、ݸ人情報保ޢҕ員ձ（内ֳ外
、ಧけ出たとき（ҎԼ「オプトアト」という。）は（ہ
当該ݸ人データを第三者に提ڙすることができる。な
ి、のಧ出は（ہ内ֳ外	ҕ員ձޢ人情報保ݸ、͓ ࢠ
情報ॲ理৫を用するか、又は所定のಧ出書及びͦ
の記載事߲を記したޫディスΫを提出することによ
り行う。　
　（1）　ຊֶの名শ、ॅ 所、理事のࢯ名
　（�）　第三者の提ڙを利用的とすること。
　（�）　第三者に提ڙされるݸ人データの߲
　（�）　第三者に提ڙされるݸ人データ取得の方法
　（5）　第三者の提ڙのखஈ又は方法
　（�） ຊ人のٻめにԠじて当該ຊ人がࣝผされるݸ人

データの第三者の提ڙをఀ止すること。
　（�）　ຊ人のٻめをडけける方法
　（�） 第三者に提ڙされるݸ人データの更৽の方法　
　（9） 当該ಧ出に係るݸ人データの第三者の提ڙを

։࢝する༧定　
̏　前߲の規定は、次に掲͛る事߲については、適用しな
い。
　（1）　要ྀݸ人情報
　（�） 偽りͦの他不正のखஈにより取得されたݸ人

データ
　（�） 他のݸ人情報取ѻ事ۀ者からオプトアト規定

により提ڙされたݸ人データ（ͦの全部又は一部
を複・加工したものをؚΉ。）

̐　次に掲͛る合は、第三者提ڙに該当しない。
　（1） 第1�の定めによるҕୗにってݸ人データを

提ڙする合
　（�） 人データをຊֶが定めるಛ定の者との間で共ݸ

同して利用する合であって、ͦ のࢫฒびに共同
して利用されるݸ人データの߲、共同して利用
する者のൣғ、利用する者の利用的及び当該ݸ
人データの管理についてを有する者のࢯ名又
は名শについて、あらかじめຊ人に௨し、又はຊ
人が容қにり得るঢ়態にஔいているとき

　（�）　合ซͦの他の事༝による事ۀの承ܧにってݸ
人データを提ڙする合

̑　前߲第̎߸に規定する利用する者の利用的又はݸ
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Ⅺ
諸
規
程
等

人データの管理についてを有する者のࢯ名एしく
は名শを変更する合は、変更する内容について、あら
かじめ、ຊ人に௨し、又はຊ人が容қにり得るঢ়態
にஔかなければならない。
̒　ຊֶが、ֶ 生等に関するݸ人データを同૭ձ、ֶ事
第̓第̏	するڙを行うஂମͦの他の第三者に提ۀ
߲֤߸に該当する合を除く。
合は、当該提ڙઌに
͓いて、ݸ人データの提ڙする的Ҏ外での利用、他の
者の࠶提ڙ、複ࣸ複、改ざん、࿙えい、盗用等がなさ
れないように、適切なાஔをߨじなければならない。
、人に関する情報であってݸ人関࿈情報（生存するݸ　̓
人情報、Ծ名加工情報及びಗ名加工情報のいずれにݸ
も該当しないものをいう。）の第三者提ڙについては、
ઌに対しڙ前に提ڙ法の定めに従い、提ޢ人情報保ݸ
て必要事߲を֬認しなければならない。

（外ࠃの第三者の提ڙの੍限）
ୈ��　ຊֶは、外ࠃにある第三者にݸ人データを提ڙ
する合には、第̓第߲֤̏߸に該当する合を除
き、あらかじめ外ࠃにある第三者の提ڙを認めるࢫ
のຊ人の同意を得なければならない。この合に͓い
て、前の規定は適用しない。
̎　ຊֶと外ࠃにある第三者との間で当該第三者に͓け
るݸ人データの取りѻいについて、適切かつ合理的な
方法により、ݸ人情報保ޢ法のझࢫにԊったાஔの実
。が֬保されていることࢪ
̏　外ࠃにある第三者が、ݸ人情報の取りѻいに係るࠃ
際的なみにͮجくઃ定をうけていること。

（第三者の提ڙに係る記の作成等）
ୈ��　ݸ人データを第三者（ࠃの機関、方公共ஂମ、
ಠཱ行法人等、方ಠཱ行法人からの提ڙ及び法
ྩにͮجくものを除く。）提ڙしたとき（第̓第̏
߲֤߸に該当する合又は1�第߲֤̐߸に該当す
る合を除く。）には、管理者は、次の事߲に関する記
を作成しなければならない。ただし、ຊֶがຊ人に対す
る物又はサーϏスの提ڙに関࿈して当該ຊ人のݸ人
データを第三者提ڙする合に͓いて当該提ڙに関
して作成されたܖ書等に次の事߲が記載されている
ときは、当該ܖ書等でସ可能とし、また、既に記
されている事߲と内容が同一のものについては、当該
事߲の記をলུすることができる。
　（1） ຊ人の同意を得ているࢫ（第1�第߲̎の規定に

よりݸ人データを提ڙした合は提ڙした݄）
　（�）　当該第三者のࢯ名又は名শ及びॅ所ฒびに法人

にあっては、ͦ の表者のࢯ名（不ಛ定かつଟ数の
者に対して提ڙしたときは、ͦ のࢫ）

　（�）　当該ݸ人データによってࣝผされるຊ人のࢯ名
ͦの他の当該ຊ人をಛ定するにりる事߲

　（�）　当該ݸ人データの߲
̎　前߲の記は、ݸ人データを第三者に提ڙした、
やかに作成しなければならない。ただし、ݸ人データ
を第三者にܧଓ的にएしくは反෮して提ڙしたとき、
又はͦの֬実な見ࠐみがあるときは、一ׅして作成す

ることができる。
̏　ຊֶは、前߲̎により作成した記を、次の֤߸にԠ
じて保存しなければならない。
　（1） 第߲̍ただし書きにͮجきܖ書等で記に

えた合、最ޙにݸ人データの提ڙを行ったか
らࢉىして̍を経աするまで

　（�） 前߲ただし書きにͮجき一ׅして記を作成し
た合、最ޙにݸ人データの提ڙを行ったから
して̏を経աするまでࢉى

　（�） 前̎߸Ҏ外の合、当該記を作成したから
̏間

̐　ຊ人は、第߲̍の記について、։示をٻすること
ができる。ٻのखଓについては、第��の規定を४
用する。

（第三者からの提ڙをडける際の֬認等）
ୈ��　第三者（ࠃの機関、方公共ஂମ、ಠཱ行法人
等、方ಠཱ行法人からの提ڙ及び法ྩにͮجくも
のを除く。）からݸ人データの提ڙをडけるに際して
は、管理者は、次の事߲を֬認し、ͦ の取得方法が適法
なものであることを֬認しなければならない。ただし、
当該ݸ人データの提ڙが第�第�߲֤߸又は第1�
第߲֤̐߸に該当する合は、この限りでない。
　（1） 当該第三者のࢯ名又は名শ及びॅ所ฒびに法人

にあってはͦの表者
　（�） 当該第三者による当該ݸ人データの取得の経Ң
̎　前߲によりݸ人データの提ڙをडけた合、管理者
は、次の事߲に関する記を作成しなければならない。
ただし、ຊֶがຊ人に対する物又はサーϏスの提ڙに
関࿈して第三者からݸ人データの提ڙをडけた合に
͓いて当該提ڙに関して作成されたܖ書等に次の事
߲が記載されているときは、当該ܖ書等でସ可能と
し、また、既に記されている事߲と内容が同一のもの
については、当該事߲の記をলུすることができる。
　（1） ຊ人の同意を得ているࢫ（第1�第߲̎の規定

によりݸ人データの提ڙをडけた合はݸ人デー
タの提ڙをडけた݄）

　（�） 前߲֤߸に掲͛る֬認事߲
　（�）　当該ݸ人データによってࣝผされるຊ人のࢯ名

ͦの他の当該ຊ人をಛ定するにりる事߲
　（�） 当該ݸ人データの߲
　（5）　第1�第߲̎の規定によりݸ人データの提ڙを

डけた合は、ݸ人情報保ޢҕ員ձ（内ֳ外ہ）
による公表がされているࢫ

̏　前߲の記は、第三者からݸ人データの提ڙをडけ
た、やかに作成しなければならない。ただし、第
三者からܧଓ的にएしくは反෮してݸ人データの提ڙ
をडけたとき、又はͦの֬実な見ࠐみがあるときは、一
ׅして作成することができる。
̐　ຊֶは、前߲̎により作成した記を、次の֤߸にԠ
じて保存しなければならない。
　（1） 第߲̎ただし書きにͮجきܖ書等で記に

えた合　最ޙにݸ人データの提ڙをडけたか
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人データの管理についてを有する者のࢯ名एしく
は名শを変更する合は、変更する内容について、あら
かじめ、ຊ人に௨し、又はຊ人が容қにり得るঢ়態
にஔかなければならない。
̒　ຊֶが、ֶ 生等に関するݸ人データを同૭ձ、ֶ事
第̓第̏	するڙを行うஂମͦの他の第三者に提ۀ
߲֤߸に該当する合を除く。
合は、当該提ڙઌに
͓いて、ݸ人データの提ڙする的Ҏ外での利用、他の
者の࠶提ڙ、複ࣸ複、改ざん、࿙えい、盗用等がなさ
れないように、適切なાஔをߨじなければならない。
、人に関する情報であってݸ人関࿈情報（生存するݸ　̓
人情報、Ծ名加工情報及びಗ名加工情報のいずれにݸ
も該当しないものをいう。）の第三者提ڙについては、
ઌに対しڙ前に提ڙ法の定めに従い、提ޢ人情報保ݸ
て必要事߲を֬認しなければならない。

（外ࠃの第三者の提ڙの੍限）
ୈ��　ຊֶは、外ࠃにある第三者にݸ人データを提ڙ
する合には、第̓第߲֤̏߸に該当する合を除
き、あらかじめ外ࠃにある第三者の提ڙを認めるࢫ
のຊ人の同意を得なければならない。この合に͓い
て、前の規定は適用しない。
̎　ຊֶと外ࠃにある第三者との間で当該第三者に͓け
るݸ人データの取りѻいについて、適切かつ合理的な
方法により、ݸ人情報保ޢ法のझࢫにԊったાஔの実
。が֬保されていることࢪ
̏　外ࠃにある第三者が、ݸ人情報の取りѻいに係るࠃ
際的なみにͮجくઃ定をうけていること。

（第三者の提ڙに係る記の作成等）
ୈ��　ݸ人データを第三者（ࠃの機関、方公共ஂମ、
ಠཱ行法人等、方ಠཱ行法人からの提ڙ及び法
ྩにͮجくものを除く。）提ڙしたとき（第̓第̏
߲֤߸に該当する合又は1�第߲֤̐߸に該当す
る合を除く。）には、管理者は、次の事߲に関する記
を作成しなければならない。ただし、ຊֶがຊ人に対す
る物又はサーϏスの提ڙに関࿈して当該ຊ人のݸ人
データを第三者提ڙする合に͓いて当該提ڙに関
して作成されたܖ書等に次の事߲が記載されている
ときは、当該ܖ書等でସ可能とし、また、既に記
されている事߲と内容が同一のものについては、当該
事߲の記をলུすることができる。
　（1） ຊ人の同意を得ているࢫ（第1�第߲̎の規定に

よりݸ人データを提ڙした合は提ڙした݄）
　（�）　当該第三者のࢯ名又は名শ及びॅ所ฒびに法人

にあっては、ͦ の表者のࢯ名（不ಛ定かつଟ数の
者に対して提ڙしたときは、ͦ のࢫ）

　（�）　当該ݸ人データによってࣝผされるຊ人のࢯ名
ͦの他の当該ຊ人をಛ定するにりる事߲

　（�）　当該ݸ人データの߲
̎　前߲の記は、ݸ人データを第三者に提ڙした、
やかに作成しなければならない。ただし、ݸ人データ
を第三者にܧଓ的にएしくは反෮して提ڙしたとき、
又はͦの֬実な見ࠐみがあるときは、一ׅして作成す

ることができる。
̏　ຊֶは、前߲̎により作成した記を、次の֤߸にԠ
じて保存しなければならない。

　（1） 第߲̍ただし書きにͮجきܖ書等で記に
えた合、最ޙにݸ人データの提ڙを行ったか
らࢉىして̍を経աするまで

　（�） 前߲ただし書きにͮجき一ׅして記を作成し
た合、最ޙにݸ人データの提ڙを行ったから
して̏を経աするまでࢉى

　（�） 前̎߸Ҏ外の合、当該記を作成したから
̏間

̐　ຊ人は、第߲̍の記について、։示をٻすること
ができる。ٻのखଓについては、第��の規定を४
用する。

（第三者からの提ڙをडける際の֬認等）
ୈ��　第三者（ࠃの機関、方公共ஂମ、ಠཱ行法人
等、方ಠཱ行法人からの提ڙ及び法ྩにͮجくも
のを除く。）からݸ人データの提ڙをडけるに際して
は、管理者は、次の事߲を֬認し、ͦ の取得方法が適法
なものであることを֬認しなければならない。ただし、
当該ݸ人データの提ڙが第�第�߲֤߸又は第1�
第߲֤̐߸に該当する合は、この限りでない。

　（1） 当該第三者のࢯ名又は名শ及びॅ所ฒびに法人
にあってはͦの表者

　（�） 当該第三者による当該ݸ人データの取得の経Ң
̎　前߲によりݸ人データの提ڙをडけた合、管理者
は、次の事߲に関する記を作成しなければならない。
ただし、ຊֶがຊ人に対する物又はサーϏスの提ڙに
関࿈して第三者からݸ人データの提ڙをडけた合に
͓いて当該提ڙに関して作成されたܖ書等に次の事
߲が記載されているときは、当該ܖ書等でସ可能と
し、また、既に記されている事߲と内容が同一のもの
については、当該事߲の記をলུすることができる。

　（1） ຊ人の同意を得ているࢫ（第1�第߲̎の規定
によりݸ人データの提ڙをडけた合はݸ人デー
タの提ڙをडけた݄）

　（�） 前߲֤߸に掲͛る֬認事߲
　（�）　当該ݸ人データによってࣝผされるຊ人のࢯ名

ͦの他の当該ຊ人をಛ定するにりる事߲
　（�） 当該ݸ人データの߲
　（5）　第1�第߲̎の規定によりݸ人データの提ڙを

डけた合は、ݸ人情報保ޢҕ員ձ（内ֳ外ہ）
による公表がされているࢫ

̏　前߲の記は、第三者からݸ人データの提ڙをडけ
た、やかに作成しなければならない。ただし、第
三者からܧଓ的にएしくは反෮してݸ人データの提ڙ
をडけたとき、又はͦの֬実な見ࠐみがあるときは、一
ׅして作成することができる。

̐　ຊֶは、前߲̎により作成した記を、次の֤߸にԠ
じて保存しなければならない。

　（1） 第߲̎ただし書きにͮجきܖ書等で記に
えた合　最ޙにݸ人データの提ڙをडけたか
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らࢉىし̍を経աするまで
　（�） 前߲ただし書きにͮجき一ׅして記を作成し

た合　最ޙにݸ人データの提ڙをडけたから
して̏を経աするまでࢉى

　（�） 前̎߸Ҏ外の合　当該記を作成したから
̏間

ɹɹɹୈ̑ষɹอ༗ݸਓデータの開示、గਖ਼、利༻ఀࢭ等
（保有ݸ人データのຊ人のप）
ୈ��　ຊֶは、保有ݸ人データに関し、次に掲͛る事
߲をຊ人のり得るঢ়態（ຊ人のٻめにԠじてな
くճする合をؚΉ。）にஔくものとする。
　（1）　ຊֶの名শ
　（�） 保有ݸ人データの利用的（第̒第߲̐第̍

߸、第̎߸に該当する合を除く。）
　（�）　保有ݸ人データの利用的の௨ٻ（次）、

։示ٻ（第��）、గ正等のٻ（第�5）、又は
利用ఀ止等のٻ（第��）にԠじるखଓ（ٻ等
に係るख数料をؚΉ。）

　（�） 保有ݸ人データの取りѻいに関するۤ情やい
合わせのਃ出ઌ

（利用的の௨ٻ）
ୈ��　ຊ人は、自ݾに関する保有ݸ人データの利用
的の௨をٻすることができる。ٻは、理人に
よってもすることができる。
̎　前߲のٻは、ֶ 生ূ、৬員ূ、分ূ明書、理権を
有することをূ明する書໘等によりຊ人又は理人で
あることを明らかにし、ຊֶの定める所定のٻ書（ผ
第1߸）を、管理者に提出して行わなければなら༷ࣜࢴ
ない。
̏　ຊ人又は理人は、前߲によるٻに係るख数料（̍
件につき���ԁ）について、ࢧいにԠじなければなら
ない。
̐　管理者は、第߲̍のٻをडけたときは、所定の௨
書（ผ༷ࣜࢴ第�߸）と共に、ຊ人に対し、なく利用
的を௨しなければならない。ただし、次のいずれか
に該当する合は、この限りでない。
　（1） 前第̎߸の規定により保有ݸ人データの利用

的が明らかな合
　（�）　第̒第߲̐第̍߸、第̎߸に該当する合
̑　管理者は、ٻめられた保有ݸ人データの利用的を
௨しないࢫのܾ定をしたときは、ຊ人に対し、な
くͦのࢫを௨（ผ༷ࣜࢴ第�߸）しなければならない。

（保有ݸ人データの։示ٻ）
ୈ��　ຊ人は、ຊֶに対し、自ݾに関する保有ݸ人
データの։示をٻすることができる。ٻは、理人
によってもすることができる。
̎　前߲のٻは、前第߲̎及び第߲̏に定めるखଓ
に४じて行わなければならない。
̏　ຊ人は、当該保有ݸ人データのి࣓的記の提ڙに
よる方法、書໘のަによる方法ͦの他ຊֶの定める
方法による։示をٻすることができる。　

̐　管理者は、第߲̍のٻをडけたときは、所定の௨
書（ผ༷ࣜࢴ第�߸）と共に、ຊ人に対し、なく、前
߲の規定によりຊ人がٻした方法により、当該保有
人データを։示しなければならない。ただし、։示すݸ
ることにより次のいずれかに該当する合は、ͦ の全
部又は一部を։示しないことができる。
　（1） ຊ人又は第三者の生໋、ମ、ͦ࢈ࡒの他の権利

利益を害する͓ͦれがある合
　（�）　ຊֶのۀの適正な実ࢪに著しいࢧোを及ぼす

͓ͦれがある合
　（�）　他の法ྩにҧ反することとなる合
̑　管理者は、։示をٻめられた保有ݸ人データの全部
又は一部の։示につき、必要にԠじて、ҕ員ձにٞ
し、意見をௌくことができる。
̒　管理者は、保有ݸ人データの全部又は一部を։示し
ないࢫのܾ定をしたとき、当該保有ݸ人データが存在
しないとき、又は第߲̏によるຊ人がٻした方法に
よる։示がࠔであるとき、ຊ人に対し、なく、ͦ
のࢫを௨（ผ༷ࣜࢴ第�߸）しなければならない。

（保有ݸ人データのగ正等）
ୈ��　ຊ人は、ຊֶに対し、自ݾに関する保有ݸ人
データの内容が事実でないときは、ͦ の内容のగ正、
加又は削除（ҎԼ「గ正等」という。）をٻすることが
できる。ٻは、理人によってもすることができる。
̎　前߲のٻは、第��第߲̎に定めるखଓに४じて
行わなければならない。ただし、第��第߲̏に定め
るख数料は、ऩしない。
̏　管理者は、第߲̍のٻをडけた合には、なく
必要なௐࠪを行い、ͦ の݁果にͮجき、当該保有ݸ人
データの内容のగ正等を行わなければならない。
̐　管理者は、第߲̍のٻに係る保有ݸ人データの全
部又は一部のగ正等を行ったとき、又はగ正等を行わ
ないࢫのܾ定をしたときは、ຊ人に対し、なく、ͦ
のࢫを௨（ผ༷ࣜࢴ第�߸）しなければならない。

（保有ݸ人データの利用ఀ止等）
ୈ��　ຊ人は、ຊֶに対し、自ݾに関するݸ人データ
が次のいずれかに該当する合は、ͦ の利用のఀ止、ফ
のఀ止（ҎԼ「利用ఀ止等」という。）ڙ又は第三者提ڈ
をٻすることができる。ٻは、理人によってもす
ることができる。
　（1） 第̑の規定にҧ反して不正のखஈにより取得

されたものであるとき又は不適正な方法により利
用されているとき。

　（�） 第̓の規定にҧ反して的外利用されている
とき。

　（�） 第̔の規定にҧ反して要ྀݸ人情報が取得
されているとき。

　（�） 第1�又は第19の規定にҧ反して第三者に
提ڙされているとき。

　（5） ຊֶが利用する必要がなくなった合
　（�） ࿙えい、໓ࣦ、ᆝ損等の事態が発生した合
　（�） ຊ人の権利又は正当な利益が害される͓ͦれが
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に従い、削除情報等の҆全管理のためのાஔをߨじな
ければならない。
̏　ຊֶは、法ྩにͮجく合を除くほか、ಛ定された利
用的のୡ成に必要なൣғをえて、Ծ名加工情報（ݸ
人情報であるものに限る。ҎԼ同じ。）を取りѻっては
ならない。
̐　Ծ名加工情報については、あらかじめͦの利用的
を公表している合を除き、やかにͦの利用的を
公表しなければならない。
̑　ຊֶは、Ծ名加工情報であるݸ人データ及び削除情
報等を利用する必要がなくなったときは、当該ݸ人
データ及び削除情報等をなくফڈするようめな
ければならない。
̒　ຊֶは、法ྩにͮجく合を除くほか、Ծ名加工情
報（ݸ人情報でないものをؚΉ。）を第三者に提ڙして
はならない。
̓　ຊֶは、Ծ名加工情報を取りѻうに当たっては、当該
Ծ名加工情報の作成に用いられたݸ人情報に係るຊ人
をࣝผするために、当該Ծ名加工情報を他の情報とর
合してはならない。
̔　ຊֶは、Ծ名加工情報を取りѻうに当たっては、ి 話
をかけ、༣ศ等によりૹし、एしくはి࣓的方法を用
いてૹ৴し、又はॅډを๚するために、当該Ծ名加工
情報にؚまれる࿈བྷઌͦの他の情報を利用してはなら
ない。
̕　Ծ名加工情報、Ծ名加工情報であるݸ人データ及び
Ծ名加工情報である保有ݸ人データについては、第̓
、第1�第߲̏、第߲̐、第߲̑及び第��から第
��までの規定は、適用しない。

（ಗ名加工情報の作成等）
第29条　ຊֶは、ಗ名加工情報（ಗ名加工情報データ
ϕース等を構成するものに限る。ҎԼ同じ。）を作成す
るときは、ಛ定のݸ人をࣝผすること及びͦの作成に
用いるݸ人情報を෮ݩすることができないよう、当該
人情報を加工するものとする。この合に͓いて、当ݸ
該ಗ名加工情報にؚまれるݸ人に関する情報の߲を
公表するものとする。

（ಗ名加工情報の第三者提ڙ）
ୈ��　ຊֶは、作成したಗ名加工情報を第三者に提ڙ
するときは、あらかじめ、第三者に提ڙされるಗ名加工
情報にؚまれるݸ人に関する情報の߲及びͦの提ڙ
の方法について公表するとともに、当該第三者に対し
て、当該提ڙに係る情報がಗ名加工情報であるࢫを明
示するものとする。

（ࣝผ行為のې止）
ୈ��　ຊֶは、ಗ名加工情報を取りѻうに当たっては、
当該ಗ名加工情報の作成に用いられたݸ人情報に係るຊ
人をࣝผするために、当該ݸ人情報から削除された記述
等एしくはݸ人ࣝผූ߸एしくはಗ名加工情報の作成に
͓いて行われた加工の方法に関する情報を取得し、又は
当該ಗ名加工情報を他の情報とর合してはならない。

（҆全管理ાஔ等）

ある合
̎　ٻのखଓについては、前第߲̎の規定を४用する。
̏　管理者は、第߲̍のٻをडけ、ͦ のٻに理༝があ
ると判明したときは、ຊ人の権利利益の侵害を防止す
るために必要な限で、なく、当該保有ݸ人データ
の利用ఀ止等を行わなければならない。ただし、利用ఀ
止等にଟֹのඅ用を要するなど利用ఀ止等を行うこと
がࠔな合は、ຊ人の権利利益を保ޢするため、これ
にわるきાஔをとることができる。
̐　管理者は、第߲̍の規定にͮجきٻめられた保有ݸ
人データの全部又は一部について利用ఀ止等を行った
とき、又は利用ఀ止等を行わないࢫのܾ定をしたとき
は、ຊ人に対し、なく、ͦ のࢫを௨（ผ༷ࣜࢴ第�
߸）しなければならない。

（ۤ情ॲ理）
ୈ��　ຊֶは、ݸ人情報の取りѻいに関するۤ情の適
切かつਝなॲ理にめなければならない。
̎　ຊ人は、ຊֶに対し、ݸ人情報の取りѻいに関する事
߲について不がある合は、ҕ員ձに対して不の
ਃཱてをすることができる。ただし、ຊ人がະ成者も
しくは成ඃޙ見人の合は、理人によっても、ਃཱ
てをすることができる。
̏　前߲のਃཱてをする合には、情報ओମຊ人である
ことを明らかにし、所定のਃཱ書（ผ༷ࣜࢴ第�߸）に
必要な事߲を記載して、当該管理者を経て、ҕ員ձに提
出するものとする。理人によるਃཱての合は、法定
理権をূする書類を、ซせて提出するものとする。
̐　ҕ員ձは、第߲̎のਃཱてがあったときは、やかに
必要なௐࠪを行うものとする。この合に͓いて、ҕ員
ձは必要にԠじて、不ਃཱ人、当該機関・部ॺの教৬
員ͦの他関係者の出੮をٻめ、意見ࠥは説明をௌくこ
とができる。
̑　ҕ員ձは、ௐࠪ終了ޙ、不ਃཱ人に対し、所定のճ
書（ผ༷ࣜࢴ第�߸）により、ͦ の݁果を௨するも
のとする。

ɹɹɹୈ̒ষɹԾ໊Ճ情報及びಗ໊Ճ情報の࡞等
ɹɹɹɹɹɹɹ及びٛ
（Ծ名加工情報の作成等）
ୈ��　ຊֶは、Ծ名加工情報（Ծ名加工情報 データ
ϕース等を構成するものに限る。ҎԼ同じ。）を作成す
るときは、他の情報とর合しない限りಛ定のݸ人をࣝ
ผすることができないようにするために必要なものと
してݸ人情報保ޢҕ員ձ規ଇで定めるج४に従い、ݸ
人情報を加工しなければならない。
̎　ຊֶは、Ծ名加工情報を作成したとき、又はԾ名加工
情報及び当該Ծ名加工情報に係る削除情報等（Ծ名加
工情報の作成に用いられたݸ人情報から削除された記
述等及びݸ人ࣝผූ߸ฒびに前߲の規定により行われ
た加工の方法に関する情報をいう。ҎԼ同じ。）を取得
したときは、削除情報等の࿙えいを防止するために必
要なものとしてݸ人情報保ޢҕ員ձ規ଇで定めるج४
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に従い、削除情報等の҆全管理のためのાஔをߨじな
ければならない。

̏　ຊֶは、法ྩにͮجく合を除くほか、ಛ定された利
用的のୡ成に必要なൣғをえて、Ծ名加工情報（ݸ
人情報であるものに限る。ҎԼ同じ。）を取りѻっては
ならない。

̐　Ծ名加工情報については、あらかじめͦの利用的
を公表している合を除き、やかにͦの利用的を
公表しなければならない。

̑　ຊֶは、Ծ名加工情報であるݸ人データ及び削除情
報等を利用する必要がなくなったときは、当該ݸ人
データ及び削除情報等をなくফڈするようめな
ければならない。

̒　ຊֶは、法ྩにͮجく合を除くほか、Ծ名加工情
報（ݸ人情報でないものをؚΉ。）を第三者に提ڙして
はならない。

̓　ຊֶは、Ծ名加工情報を取りѻうに当たっては、当該
Ծ名加工情報の作成に用いられたݸ人情報に係るຊ人
をࣝผするために、当該Ծ名加工情報を他の情報とর
合してはならない。

̔　ຊֶは、Ծ名加工情報を取りѻうに当たっては、ి 話
をかけ、༣ศ等によりૹし、एしくはి࣓的方法を用
いてૹ৴し、又はॅډを๚するために、当該Ծ名加工
情報にؚまれる࿈བྷઌͦの他の情報を利用してはなら
ない。

̕　Ծ名加工情報、Ծ名加工情報であるݸ人データ及び
Ծ名加工情報である保有ݸ人データについては、第̓
、第1�第߲̏、第߲̐、第߲̑及び第��から第
��までの規定は、適用しない。

（ಗ名加工情報の作成等）
第29条　ຊֶは、ಗ名加工情報（ಗ名加工情報データ
ϕース等を構成するものに限る。ҎԼ同じ。）を作成す
るときは、ಛ定のݸ人をࣝผすること及びͦの作成に
用いるݸ人情報を෮ݩすることができないよう、当該
人情報を加工するものとする。この合に͓いて、当ݸ
該ಗ名加工情報にؚまれるݸ人に関する情報の߲を
公表するものとする。

（ಗ名加工情報の第三者提ڙ）
ୈ��　ຊֶは、作成したಗ名加工情報を第三者に提ڙ
するときは、あらかじめ、第三者に提ڙされるಗ名加工
情報にؚまれるݸ人に関する情報の߲及びͦの提ڙ
の方法について公表するとともに、当該第三者に対し
て、当該提ڙに係る情報がಗ名加工情報であるࢫを明
示するものとする。

（ࣝผ行為のې止）
ୈ��　ຊֶは、ಗ名加工情報を取りѻうに当たっては、
当該ಗ名加工情報の作成に用いられたݸ人情報に係るຊ
人をࣝผするために、当該ݸ人情報から削除された記述
等एしくはݸ人ࣝผූ߸एしくはಗ名加工情報の作成に
͓いて行われた加工の方法に関する情報を取得し、又は
当該ಗ名加工情報を他の情報とর合してはならない。

（҆全管理ાஔ等）

ある合
̎　ٻのखଓについては、前第߲̎の規定を४用する。
̏　管理者は、第߲̍のٻをडけ、ͦ のٻに理༝があ
ると判明したときは、ຊ人の権利利益の侵害を防止す
るために必要な限で、なく、当該保有ݸ人データ
の利用ఀ止等を行わなければならない。ただし、利用ఀ
止等にଟֹのඅ用を要するなど利用ఀ止等を行うこと
がࠔな合は、ຊ人の権利利益を保ޢするため、これ
にわるきાஔをとることができる。
̐　管理者は、第߲̍の規定にͮجきٻめられた保有ݸ
人データの全部又は一部について利用ఀ止等を行った
とき、又は利用ఀ止等を行わないࢫのܾ定をしたとき
は、ຊ人に対し、なく、ͦ のࢫを௨（ผ༷ࣜࢴ第�
߸）しなければならない。

（ۤ情ॲ理）
ୈ��　ຊֶは、ݸ人情報の取りѻいに関するۤ情の適
切かつਝなॲ理にめなければならない。
̎　ຊ人は、ຊֶに対し、ݸ人情報の取りѻいに関する事
߲について不がある合は、ҕ員ձに対して不の
ਃཱてをすることができる。ただし、ຊ人がະ成者も
しくは成ඃޙ見人の合は、理人によっても、ਃཱ
てをすることができる。
̏　前߲のਃཱてをする合には、情報ओମຊ人である
ことを明らかにし、所定のਃཱ書（ผ༷ࣜࢴ第�߸）に
必要な事߲を記載して、当該管理者を経て、ҕ員ձに提
出するものとする。理人によるਃཱての合は、法定
理権をূする書類を、ซせて提出するものとする。
̐　ҕ員ձは、第߲̎のਃཱてがあったときは、やかに
必要なௐࠪを行うものとする。この合に͓いて、ҕ員
ձは必要にԠじて、不ਃཱ人、当該機関・部ॺの教৬
員ͦの他関係者の出੮をٻめ、意見ࠥは説明をௌくこ
とができる。
̑　ҕ員ձは、ௐࠪ終了ޙ、不ਃཱ人に対し、所定のճ
書（ผ༷ࣜࢴ第�߸）により、ͦ の݁果を௨するも
のとする。

ɹɹɹୈ̒ষɹԾ໊Ճ情報及びಗ໊Ճ情報の࡞等
ɹɹɹɹɹɹɹ及びٛ
（Ծ名加工情報の作成等）
ୈ��　ຊֶは、Ծ名加工情報（Ծ名加工情報 データ
ϕース等を構成するものに限る。ҎԼ同じ。）を作成す
るときは、他の情報とর合しない限りಛ定のݸ人をࣝ
ผすることができないようにするために必要なものと
してݸ人情報保ޢҕ員ձ規ଇで定めるج४に従い、ݸ
人情報を加工しなければならない。
̎　ຊֶは、Ծ名加工情報を作成したとき、又はԾ名加工
情報及び当該Ծ名加工情報に係る削除情報等（Ծ名加
工情報の作成に用いられたݸ人情報から削除された記
述等及びݸ人ࣝผූ߸ฒびに前߲の規定により行われ
た加工の方法に関する情報をいう。ҎԼ同じ。）を取得
したときは、削除情報等の࿙えいを防止するために必
要なものとしてݸ人情報保ޢҕ員ձ規ଇで定めるج४
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Ⅺ
諸
規
程
等

　・可用ੑʜڐ可された者が必要なときにいつでも情報
にアΫηスできるようにする

�ɽ　全教৬員の情報ηΩϡϦςィに関する意ࣝ改ֵを
推ਐするため、必要な教ҭ研मを定期的、ܧଓ的に実
。しますࢪ

5ɽ　情報ηΩϡϦςィのҡڧ、࣋Խを推ਐするため、ຊֶ
の「情報ηΩϡϦςィ規程」のܧଓ的改ળにめます。

�ɽ　ຊֶの「情報ηΩϡϦςィ規程」及び関係法ྩに反
する行為には、ݫ正に対ॲします。　

　上記の取により、༷ ʑな情報ηΩϡϦςィ上のڴҖ
からຊֶの情報資࢈をकり、৴པの上にめます。　
　　ฏ成�9�݄1
　　　　　　　　見େֶ・見େֶ期େֶ部 ֶ

ݟେֶ・ݟେֶظେֶ෦
情報ηΩϡϦςΟنఔ
ʻରجࡦ४ʼ

1ɽ　　　的
　見େ ・ֶ見େֶ期େֶ部及び見େֶ期େֶ
部ෟ属三দ༮ஓԂ（ҎԼ、「ຊֶ」という。）が保有する情報
資࢈の機ີੑ、完全ੑ及び可用ੑをҡ・࣋上するための
対ࡦについて、९कすき行為や判断等のج४を౷一的
なレϕϧで定め、౷合的、ମܥ的かつ۩ମ的に取りまとめ
るため、ຊֶのh 情報ηΩϡϦςィ規程ʻ対جࡦ४ʼ をɦ
。定するࡦ
　また、h サイόーηΩϡϦςィجຊ法 （ɦฏ成二े
法第ඦ࢛߸）第�では、「େֶͦの他の教ҭ研究機関
は、جຊ理೦にのっとり、自ओ的かつੵۃ的にサイόーη
ΩϡϦςィの֬保、サイόーηΩϡϦςィに係る人ࡐの
ҭ成ฒびにサイόーηΩϡϦςィに関する研究及びͦの
成果のී及にめるとともに、ࠃ又は方公共ஂମが実
するよྗڠにࡦࢪするサイόーηΩϡϦςィに関するࢪ
うめるものとする。」と定められている。このことから、
ຊ規程では、ຊֶのサイόーηΩϡϦςィに対する対ࡦ
のج४、͓ よび実ࢪのを定めるものとする。
　ຊ対جࡦ४は、ຊֶが保有する情報資࢈に関する、ۀ
にܞわる全ての教৬員ฒびに外部ҕୗ事ۀ者に対し、情
報ηΩϡϦςィのҡڧ、࣋Խをଅすものである。
　情報ηΩϡϦςィ規程のମܥをҎԼとする。
　　h 情報ηΩϡϦςィ規程ʻجຊ方ʼʱ
　　h 情報ηΩϡϦςィ規程ʻ対جࡦ४ʼʱ
　な͓、h情報ηΩϡϦςィ規程ʻ対جࡦ४ʼ をɦ実ࢪす
る際に、۩ମ的な実ࢪखॱ等を記したh 情報ηΩϡϦςィ
実ࢪखॱ はɦผ్定めるものとする。
�ɽ　対ൣғ　
　ຊ対جࡦ४は、ຊֶが保有する情報資࢈のすてを対
とする。
�ɽ　৫及びମ੍
		�ɽ1　割・

ୈ�� ຊֶは、ಗ名加工情報の҆全管理のために必要
かつ適切なાஔ、当該ಗ名加工情報の取りѻいに関す
るۤ情のॲ理ͦの他の当該ಗ名加工情報の適正な取り
ѻいを֬保するために必要なાஔをߨじ、当該ાஔの
内容を公表するようめる。

ɹɹɹୈ̓ষɹࡶɹɹଇ
（ͦの他）
ୈ��　この規程に定めるもののほか、ݸ人情報の取り
ѻいに関する事߲については、ݸ人情報の保ޢに関す
る法（ฏ成15法第5�߸）ͦ の他の関係法ྩに従
うものとする。

（規程の改ഇ）
ୈ��　この規程の改ഇは、ҕ員ձのٞを経るものとす
る。

　　　ෟ　ଇ
　̍　この規程は、ฏ成�9݄̑��からࢪ行する。
　̎　この規程のࢪ行にい、ฏ成1�݄̐̍ࢪ行の
に関する規程はഇޢ人情報の保ݸԂֶ࣋法人૯ߍֶ
止する。

　　　ෟ　ଇ　
　この改正規程は、ฏ成��1�݄̍からࢪ行する。　
　　　ෟ　ଇ　
　この改正規程は、ྩ ݄̐̐̍からࢪ行する。

ݟେֶ・ݟେֶظେֶ෦
情報ηΩϡϦςΟنఔ
ʻجຊํʼ

　見େ ・ֶ見େֶ期େֶ部及び見େֶ期େֶ
部ෟ属三দ༮ஓԂ（ҎԼ、ຊֶという。）は、ֶ 生、教員、৬
員に関する༷ʑな情報資࢈を事件、事ނからकることを
的に、全教৬員の意ࣝ改ֵにͮجく全৫的な取を
行い、適正な情報資࢈の取ѻいを֬保し、情報ηΩϡϦ
ςィのҡ、࣋上にめます。
　このため、ຊֶ全教৬員により、ҎԼの取を実ࢪしま
す。
1ɽ　全ての情報資࢈やͦの取ѻいについては、ݸ人情報
の保ޢに関する法、不正アΫηス行為のې止等に関
する法、著作権法等の関係法ྩやܖ事߲を९कす
ると共に、։発・ӡ用しているシスςϜの҆全・̓ 定ӡ
用にめ、ຊֶの「情報ηΩϡϦςィ規程」を९कしま
す。

�ɽ　情報シスςϜのηΩϡϦςィを৫的に管理ӡ用
するため、最ߴ情報౷ׅ者（ֶ）のもと、教৬員
の割とを情報ηΩϡϦςィ規程ʻ対جࡦ४ʼ
に定めます。

�ɽ　ຊֶの情報資࢈をҎԼの観で適切に管理します。
　・機ີੑʜ情報࿙えいを防止する、アΫηスを੍ޚする
　・完全ੑʜ保有する情報が正֬であり、改ざんされな
いঢ়態を保࣋する
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		②情報シスςϜ・ηΩϡϦςィ管理者の৬をิॿし
ֶ内の情報Խ事ۀのޮ的な推ਐ͓よび情報ηΩϡ
Ϧςィ上を行う。

		（�）教৬員
		①情報ηΩϡϦςィ規程に定めた事߲を९कする。
		②定められた研म・܇࿅をडߨする。
		③ৗۀに͓いて、छ類にかかわらずۀ・プϩδΣ
Ϋトの実行࣌に、情報ηΩϡϦςィ対ࡦを৺がけ実
行する。

		（�）情報ηΩϡϦςィ推ਐ事ہ（情報ηΩϡϦςィに
関する౷一的な૭ޱ）

		①૯合企画部情報シスςϜ՝の৬員が୲う。
		②情報ネットϫーΫ・ηΩϡϦςィ管理者に従い、情報
ηΩϡϦςィの推ਐに関する事を行う。

		③情報ηΩϡϦςィに関する事ނについて、֤ 部ॺよ
り報ࠂをडけた合には、ͦ のঢ়گを֬認し、情報
ネットϫーΫ・ηΩϡϦςィ管理者に報ࠂを行わな
ければならない。

		ᶆ情報ηΩϡϦςィઓུの意ܾࢤ定が行われた際は、
ͦの内容を֤部ॺに提ڙする。　

		�ɽ�　情報ηΩϡϦςィに関するҕ員ձ等
機管理ҕ員ձة（1）		
　　 重େなো害発生等のٸۓ対Ԡ
		（�）見େֶϚϧνϝディアҕ員ձ
　　 情報ηΩϡϦςィをڧԽするための推ਐࡦの承認
　　 情報ηΩϡϦςィ規程及び情報ηΩϡϦςィ実ࢪ
　　 खॱに関する見しの実ࢪ
　　 情報ηΩϡϦςィに関するϦスΫϚネδϝント、
　　 ৫の࿈ܞ、指導
　　 情報ηΩϡϦςィ推ਐମ੍ਤ
　　 情報ηΩϡϦςィ৫員の構成員と割の֓要　
�ɽ　定　　ٛ
（1）情報シスςϜ
		 ຊֶが保有する情報資࢈に関するۀに係るコン
ピϡータシスςϜ（ネットϫーΫ、ϋーυΣア及び
ιフトΣア）及び記ഔମで構成され、ॲ理を行う
。みをいう

（�）情報資࢈
		 ৫が࣋つ情報と情報シスςϜ及びこれらが適切
に保ޢされ機能するために必要な要件の૯শをい
う。

（�）記ഔମ
		 記ഔମとは、࣓ ޫ、ࣜؾ ֶࣜ、導ମϝϞϦ等、ి
、データとして情報を記するഔମ（64#ϝϞϦࢠ
4%Χーυ、$%�30.、%7%�30.a等）をいう。

（�）
		 とは、ύーιφϧコンピϡータ͓よび、利用者
がコンピϡータにデータをೖ出ྗするための機能を
උえたஔをいう。

（5）ネットϫーΫ
		 コンピϡータ等を૬ޓにଓするための௨৴、ͦ
の構成機ث（ϋーυΣア及びιフトΣア）をいう。

		（1）最ߴ情報౷ׅ者
		①ֶが୲う。
		②h 情報ηΩϡϦςィ規程 のɦ対ൣғに͓ける全ての
情報資࢈の情報ηΩϡϦςィの׆ಈを౷ׅする。

		③教৬員及び関係する者に対し、情報ηΩϡϦςィ規
程についてのܒ発を行う。

		（�）情報౷ׅ者
		①෭ֶが୲う。
		②最ߴ情報౷ׅ者をิࠤする。
		（�）情報ネットϫーΫ・ηΩϡϦςィ管理者
		①૯合企画部情報シスςϜ՝が୲う。
		②最ߴ情報౷ׅ者、情報౷ׅ者をิࠤする。
		③ネットϫーΫに係る։発、ઃ定の変更、ӡ用、更৽等
の౷ׅを行う。

		ᶆネットϫーΫに係る情報ηΩϡϦςィのҡ࣋及び
上を行う。

		ᶇネットϫーΫ及び情報シスςϜに関し、サーό等
ϋーυΣア及びઢ等の構成情報をѲする。

		ᶈ情報シスςϜ・ηΩϡϦςィ管理者及び情報シスς
Ϝ・ηΩϡϦςィ୲当者に対して情報ηΩϡϦςィ
に関する指導及びॿ言を行う。

		ᶉ情報資࢈を侵害される又は侵害のڪれがある合に
は、最ߴ情報౷ׅ者の指示に従い、必要かつे分
なすてのાஔを行う。最ߴ情報౷ׅ者が不在
のときにあっては情報౷ׅ者の指示に従い、情
報౷ׅ者が不在の際は自らの判断にͮجきાஔ
を行う。

		ᶊ情報ηΩϡϦςィ規程の९कに関する意見のूฒ
びに教৬員に対する研म、܇࿅、ॿ言及び指示を行う。

		ᶋ情報ネットϫーΫ・ηΩϡϦςィ管理者が不在࣌に
権限を行する者は、情報ネットϫーΫ・ηΩϡϦ
ςィ管理者が指名し、最ߴ情報౷ׅ者が認めた
者でなくてはならない。

		（�）情報シスςϜ・ηΩϡϦςィ管理者
		①文ֶ部ֶ֤Պओ、ֶࣃ部֤࠲ߨ・研究ࣨ教員、
期େֶ部ֶ֤Պ、༮ஓԂ、ෟஔ研究所所・η
ンター、՝・事が୲う。

		②情報ネットϫーΫ・ηΩϡϦςィ管理者をิࠤする。
		③所管する情報シスςϜ及びネットϫーΫに係るӡ用
等を行う。

		ᶆネットϫーΫ及び情報シスςϜに関し、ϥイηンス
等の情報をѲし、管理する。また、当該情報に変更
等が生じた合は、やかに当該変更等に係る箇所
をम正するとともに、म正ཤྺを管理する。

		ᶇ所管する情報シスςϜに係る情報ηΩϡϦςィのҡ
。上を行う及び࣋

		ᶈ教৬員のҭ成方をܾ定し、教৬員の情報ηΩϡ
Ϧςィに関する研मのडߨを指示する。

		（5）情報シスςϜ・ηΩϡϦςィ୲当者
		①文ֶ部・期େֶ部ֶ֤Պ、ֶࣃ部֤࠲ߨ・研究ࣨ、༮
ஓԂ、ෟஔ研究所、֤ ՝・事ࣨに୲当教৬員を֤1
名ஔく。

Ⅺ
諸
規
程
等
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		②情報シスςϜ・ηΩϡϦςィ管理者の৬をิॿし
ֶ内の情報Խ事ۀのޮ的な推ਐ͓よび情報ηΩϡ
Ϧςィ上を行う。

		（�）教৬員
		①情報ηΩϡϦςィ規程に定めた事߲を९कする。
		②定められた研म・܇࿅をडߨする。
		③ৗۀに͓いて、छ類にかかわらずۀ・プϩδΣ
Ϋトの実行࣌に、情報ηΩϡϦςィ対ࡦを৺がけ実
行する。

		（�）情報ηΩϡϦςィ推ਐ事ہ（情報ηΩϡϦςィに
関する౷一的な૭ޱ）

		①૯合企画部情報シスςϜ՝の৬員が୲う。
		②情報ネットϫーΫ・ηΩϡϦςィ管理者に従い、情報
ηΩϡϦςィの推ਐに関する事を行う。

		③情報ηΩϡϦςィに関する事ނについて、֤ 部ॺよ
り報ࠂをडけた合には、ͦ のঢ়گを֬認し、情報
ネットϫーΫ・ηΩϡϦςィ管理者に報ࠂを行わな
ければならない。

		ᶆ情報ηΩϡϦςィઓུの意ܾࢤ定が行われた際は、
ͦの内容を֤部ॺに提ڙする。　

		�ɽ�　情報ηΩϡϦςィに関するҕ員ձ等
機管理ҕ員ձة（1）		
　　 重େなো害発生等のٸۓ対Ԡ
		（�）見େֶϚϧνϝディアҕ員ձ
　　 情報ηΩϡϦςィをڧԽするための推ਐࡦの承認
　　 情報ηΩϡϦςィ規程及び情報ηΩϡϦςィ実ࢪ
　　 खॱに関する見しの実ࢪ
　　 情報ηΩϡϦςィに関するϦスΫϚネδϝント、
　　 ৫の࿈ܞ、指導
　　 情報ηΩϡϦςィ推ਐମ੍ਤ
　　 情報ηΩϡϦςィ৫員の構成員と割の֓要　
�ɽ　定　　ٛ
（1）情報シスςϜ
		 ຊֶが保有する情報資࢈に関するۀに係るコン
ピϡータシスςϜ（ネットϫーΫ、ϋーυΣア及び
ιフトΣア）及び記ഔମで構成され、ॲ理を行う
。みをいう

（�）情報資࢈
		 ৫が࣋つ情報と情報シスςϜ及びこれらが適切
に保ޢされ機能するために必要な要件の૯শをい
う。

（�）記ഔମ
		 記ഔମとは、࣓ ޫ、ࣜؾ ֶࣜ、導ମϝϞϦ等、ి
、データとして情報を記するഔମ（64#ϝϞϦࢠ
4%Χーυ、$%�30.、%7%�30.a等）をいう。

（�）
		 とは、ύーιφϧコンピϡータ͓よび、利用者
がコンピϡータにデータをೖ出ྗするための機能を
උえたஔをいう。

（5）ネットϫーΫ
		 コンピϡータ等を૬ޓにଓするための௨৴、ͦ
の構成機ث（ϋーυΣア及びιフトΣア）をいう。

		（1）最ߴ情報౷ׅ者
		①ֶが୲う。
		②h 情報ηΩϡϦςィ規程 のɦ対ൣғに͓ける全ての
情報資࢈の情報ηΩϡϦςィの׆ಈを౷ׅする。

		③教৬員及び関係する者に対し、情報ηΩϡϦςィ規
程についてのܒ発を行う。

		（�）情報౷ׅ者
		①෭ֶが୲う。
		②最ߴ情報౷ׅ者をิࠤする。
		（�）情報ネットϫーΫ・ηΩϡϦςィ管理者
		①૯合企画部情報シスςϜ՝が୲う。
		②最ߴ情報౷ׅ者、情報౷ׅ者をิࠤする。
		③ネットϫーΫに係る։発、ઃ定の変更、ӡ用、更৽等
の౷ׅを行う。

		ᶆネットϫーΫに係る情報ηΩϡϦςィのҡ࣋及び
上を行う。

		ᶇネットϫーΫ及び情報シスςϜに関し、サーό等
ϋーυΣア及びઢ等の構成情報をѲする。

		ᶈ情報シスςϜ・ηΩϡϦςィ管理者及び情報シスς
Ϝ・ηΩϡϦςィ୲当者に対して情報ηΩϡϦςィ
に関する指導及びॿ言を行う。

		ᶉ情報資࢈を侵害される又は侵害のڪれがある合に
は、最ߴ情報౷ׅ者の指示に従い、必要かつे分
なすてのાஔを行う。最ߴ情報౷ׅ者が不在
のときにあっては情報౷ׅ者の指示に従い、情
報౷ׅ者が不在の際は自らの判断にͮجきાஔ
を行う。

		ᶊ情報ηΩϡϦςィ規程の९कに関する意見のूฒ
びに教৬員に対する研म、܇࿅、ॿ言及び指示を行う。

		ᶋ情報ネットϫーΫ・ηΩϡϦςィ管理者が不在࣌に
権限を行する者は、情報ネットϫーΫ・ηΩϡϦ
ςィ管理者が指名し、最ߴ情報౷ׅ者が認めた
者でなくてはならない。

		（�）情報シスςϜ・ηΩϡϦςィ管理者
		①文ֶ部ֶ֤Պओ、ֶࣃ部֤࠲ߨ・研究ࣨ教員、
期େֶ部ֶ֤Պ、༮ஓԂ、ෟஔ研究所所・η
ンター、՝・事が୲う。

		②情報ネットϫーΫ・ηΩϡϦςィ管理者をิࠤする。
		③所管する情報シスςϜ及びネットϫーΫに係るӡ用
等を行う。

		ᶆネットϫーΫ及び情報シスςϜに関し、ϥイηンス
等の情報をѲし、管理する。また、当該情報に変更
等が生じた合は、やかに当該変更等に係る箇所
をम正するとともに、म正ཤྺを管理する。

		ᶇ所管する情報シスςϜに係る情報ηΩϡϦςィのҡ
。上を行う及び࣋

		ᶈ教৬員のҭ成方をܾ定し、教৬員の情報ηΩϡ
Ϧςィに関する研मのडߨを指示する。

		（5）情報シスςϜ・ηΩϡϦςィ୲当者
		①文ֶ部・期େֶ部ֶ֤Պ、ֶࣃ部֤࠲ߨ・研究ࣨ、༮
ஓԂ、ෟஔ研究所、֤ ՝・事ࣨに୲当教৬員を֤1
名ஔく。
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（�）オフィス機ث
		 ి、プϦンタ、スΩϟφ）ث用する機でۀ 話、
。ଳి話、コピー機、デδタϧΧϝϥ等）をいうܞ、9"'

（�）機ີੑ
		　　情報࿙えいを防止する、アΫηスを੍ޚすること。
（�）完全ੑ
		 保有する情報が正֬であり、改ざんされないঢ়態
を保࣋すること。

（9）可用ੑ
		 可された者が必要なときにいつでも情報にアΫڐ
ηスできるようにする。

（1�）情報ηΩϡϦςィ事
		　　いつもとҧうこと、ؾき、ώϠϦϋット等。
（11）情報ηΩϡϦςィインシデント
		 実際にىこってしまった事件・事ނ、ඃ害や損害
を与えた等。

5ɽ　情報資࢈のڴҖ
　ຊ対جࡦ४をࡦ定する上で、ಛに認ࣝすきڴҖは、次
のと͓りである。
（1）部外者によるނ意の不正アΫηス、サーϏス不能߈

ܸ、ඪ的ܸ߈ܕ等のサイόーܸ߈や不正ૢ作による
データ又はプϩάϥϜの࣋出し、盗ௌ、改ざん及びফ
。又はഔମの盗、サーϏス害等ث機、ڈ

（�）教৬員、外部ҕୗ事ۀ者による意ਤしないૢ作、ނ意
の不正アΫηス、不正ૢ作によるデータ又はプϩά
ϥϜの࣋出し、盗ௌ、改ざん及びফڈ、機ث又はഔମ
の盗及びڐ可されていないのଓによるデー
タの࿙えいや情報シスςϜのఀ止等。

（�）コンピϡータイϧス、、མཕ、Րࡂ等のࡂ害ฒ
びに事ނ、ނো等によるサーϏス及びۀのఀ止。

（�）著作権法等の法ྩに反するιフトΣアの保࣋、複
、利用等。

（5）インターネット等の公共ネットϫーΫに͓ける公的
டংに反する発言等による社ձ的৴用のԼ等。

�ɽ　情報ηΩϡϦςィ対ࡦ
　5ɽで示したڴҖから情報資࢈を保ޢするために、情報
資࢈をh 情報ηΩϡϦςィ実ࢪखॱ にɦͮجき、重要で
分類し、重要にԠじ、人的・物理的・ٕ ज़的の観から情
報資࢈のڴҖの対ࡦをߨずるものとする。
�ɽ　情報ηΩϡϦςィ規程の例外ાஔ
（1）情報シスςϜ・ηΩϡϦςィ管理者は、情報ηΩϡϦ

ςィ規程に定めのない事߲、もしくは९कすること
がࠔなঢ়گで、ۀの適正な行をܧଓするため、
९क事߲とはҟなる方法を࠾用し、又は९क事߲を
実ࢪしないことについて合理的な理༝がある合に
は、最ߴ情報౷ׅ者にڐ可を得て、例外ાஔを取
ることができる。

（�）情報シスςϜ・ηΩϡϦςィ管理者は、ۀの行に
すࢪを要する等の合であって、例外ાஔを実ٸۓ
ることが不可ආのときは、事ޙやかに最ߴ情報౷
ׅ者に報ࠂしなければならない。

（�）情報シスςϜ・ηΩϡϦςィ管理者は、例外ાஔにか

かるखଓ等の記を適切に保管しなければならな
い。

�ɽ　情報ηΩϡϦςィ規程及び情報ηΩϡϦςィ実ࢪ
खॱの公։

　情報ηΩϡϦςィ規程は公։を可能とする。
　また、情報ηΩϡϦςィ実ࢪखॱは、公にすることによ
りຊֶのӡӦに重େなࢧোを及ぼすڪれがあるため、ඇ
公։とする。
9ɽ　情報ηΩϡϦςィ規程及び情報ηΩϡϦςィ実ࢪ
खॱの更৽

　最ߴ情報౷ׅ者は、ݱঢ়の情報ηΩϡϦςィ対ࡦ
に৽たに対ࡦをߨずる必要が生じた合等、見େֶϚ
ϧνϝディアҕ員ձの承認を得て、情報ηΩϡϦςィ規
程及び情報ηΩϡϦςィ実ࢪखॱの実ޮੑをධՁし、必
要な部分の見しを行う。

　　　ෟ　ଇ　
　この規程は、ฏ成�9�݄1からࢪ行する。
　　　ෟ　ଇ　
　この改正規程は、ྩ ݩ9݄1からࢪ行する。

ݟେֶֶ
ωットϫーΫ管理・ӡ༻نఔ

（　　的）
ୈ̍　この規程は、見େ （ֶ見େֶ期େֶ部及び
見େֶ期େֶ部ෟ属三দ༮ஓԂをؚΉ。ҎԼ「ຊ
ֶ」という。）に͓けるֶ内ネットϫーΫ（ҎԼ「ֶ内
ネットϫーΫ」という。）の管理・ӡ用及び利用につい
て、必要な事߲を定めることを的とする。

（౷ׅ者）
ୈ̎　ֶ内ネットϫーΫの管理・ӡ用のため、ຊֶに
౷ׅ者をஔき、見େֶϚϧνϝディアҕ員を
もってॆてる。
̎　౷ׅ者は、ຊֶの֤Ϛϧνϝディアҕ員ձ等と
࿈ܞし、ֶ 内ネットϫーΫの管理・ӡ用を行うものとす
る。

（管理・ӡ用のओ管及びൣғ）
ୈ̏　ֶ内ネットϫーΫのओ管は、૯合企画部情報シ
スςϜ՝とする。
̎　૯合企画部情報シスςϜ՝に͓ける管理ӡ用ۀ
は、ֶ 内ネットϫーΫのװجを構成する部分の管理・ӡ
用、ֶ 外とのଓに関する事߲及び*1アυレスの管理
をൣғとする。

（利用的）
ୈ̐　ֶ内ネットϫーΫの利用は、教ҭ׆ಈ、ֶ ज़研究
及び事利用を的とするものに限る。

（利用資格）
ୈ̑　ֶ内ネットϫーΫを利用できる者は、次の֤߸
に掲͛るものとする。
　（1）　ຊֶ教৬員
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　（�）　ຊֶֶ生及びେֶӃ生
　（�）　ͦの他౷ׅ者が認めた者
（利用者の）
ୈ̒　ֶ内ネットϫーΫの利用者は、次の֤߸に関し
てをෛわなければならない。
　（1）　利用者がֶ内ネットϫーΫで行う௨৴の内容
　（�）　利用者がֶ内ネットϫーΫで提ڙするサーϏス

及びͦの情報
　（�）　利用者がֶ内ネットϫーΫを利用することによ

り発生した損害及びো害
　（�）　利用者が管理する情報の内容についての保ޢ
（ଓ資格）
ୈ̓　ֶ内ネットϫーΫに機ثをଓできる者は、次
の֤߸に掲͛るものとする。
　（1）　ຊֶ教৬員
　（�）　ຊֶֶ生及びେֶӃ生
　（�）　ͦの他౷ׅ者が認めた者
（ଓखଓ）
ୈ̔　ֶ内ネットϫーΫに機ثをଓする者は、౷ׅ
者にਃし承認をडけなければならない。
̎　ਃ内容に変更があった合は、やかに౷ׅ
者にಧけ出なければならない。
̏　ଓਃ者は、ଓを取り止めるときはɼ౷ׅ者
にಧけ出なければならない。

（ଓの経අ）
ୈ̕　ֶ内ネットϫーΫϔのଓに係る機ثの経අに
ついては、ଓਃ者がෛ୲するものとする。

（ଓਃ者）
ୈ��　ଓਃ者は、次の֤߸の事߲にをෛうも
のとする。
　（1）　情報コンηントの保全
　（�）　情報コンηントにଓされたコンピϡータが関

࿈する不正アΫηスの防止
　（�）　情報コンηント利用によってىこるネットϫー

Ϋো害の防止
　（�）　事ނ発生࣌に͓ける報ݪ、ࠂҼௐࠪ及び෮چ作

ྗڠのۀ
　（5）　ͦの他適正利用に関する事߲
（ଓのఀ止）
ୈ��　ଓਃ者が前にҧ反した合には、౷ׅ
者はଓਃ者に対してࠂܯを行うことができる。
またࠂܯに従わない合には、౷ׅ者は該当する
情報コンηントのװجのଓを切断することができ
る。

（ϝーϧアΧント）
ୈ��　ϝーϧアΧントのି与は、次の֤߸に掲͛る
者に行う。
　（1）　ຊֶ教৬員
　（�）　ຊֶֶ生及びେֶӃ生
　（�）　ͦの他౷ׅ者が認めた者
（ϗーϜペーδの作成・公։）
ୈ��　ຊֶϗーϜペーδの作成・公։については、ผ

に定める。
（止事߲ې）
ୈ��　ֶ内ネットϫーΫの利用に当っては、次の֤߸
に掲͛る行為をې止する。
　（1）　法ྩあるいは公ংྑଏに反する行為
　（�）　プϥイόシーを侵害する行為
　（�）　著作権、ಛڐ権等の的࢈ࡒ権を侵害する行為
　（�）　他者の情報をഁյएしくは盗用する行為
　（5）　他者の*%及びύスϫーυを用する行為
　（�）　*1アυレスを第三者にି与又はৡする行為
　（�）　Ӧ利を的とした行為
　（�）　ֶ内ネットϫーΫ又はこれにଓする他のネッ

トϫーΫのӡ用を͛る行為
　（9）　ֶ内ネットϫーΫ又はこれにଓする他のネッ

トϫーΫのηΩϡϦςィをةうくする行為
　（1�）　ຊֶの名༪を損なう行為
　（11）　ͦの他社ձৗࣝに反する行為
（ௐ　　ࠪ）
ୈ��　౷ׅ者は、ې止行為が発生एしくは発生す
る͓ͦれがある合又は外部からのۤ情等があった
合には、これらのௐࠪを༧ࠂなく行うことができる。

（利用のఀ止）
ୈ��　利用者がこの規程にҧ反した合には、౷ׅ
者はͦの利用者に対しֶ内ネットϫーΫの利用をఀ
止することができる。

（外部ଓ経࿏）
ୈ��　ֶ内ネットϫーΫからインターネットϔの
ଓは、ηΩϡϦςィをྀߟし、̡̣̖װجで構ஙした
フΝイアΥーϧに一ຊԽするものとし、౷ׅ者
が認めた合を除き、ಠ自に外部との௨৴経࿏を作成
してはならない。

（ӡ用のఀ止）
ୈ��　ֶ内ネットϫーΫがϝンςφンス又は༧期せ
͵ো害等のためఀ止される合には、ྗۃ利用者に対
してのࠂを行うこととし、ࠂが不可能な合には
事ޙにやかに経Ңをֶ内にࠂするものとする。

（໔）
ୈ��　౷ׅ者は、前ͦの他のݪҼによるサーϏ
スのఀ止、Ԇ、௨৴内容のࣦ及びͦの݁果生じた損
害に対しをෛわないものとする。

（規程の改ഇ）
ୈ��　この規程の改ഇは、Ϛϧνϝディアҕ員ձのڠ
ٞを経て、ֶ がܾ定する。

　　　ෟ　ଇ
　この規程は、ฏ成1�11݄��からࢪ行する。
　　　ෟ　ଇ
　この改正規程は、ฏ成1��݄19からࢪ行する。
　　　ෟ　ଇ
　この改正規程は、ฏ成19�݄1からࢪ行する。
　　　ෟ　ଇ
　この改正規程は、ฏ成���݄1からࢪ行する。

Ⅺ
諸
規
程
等



ー1��ー

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

Ⅵ

Ⅶ

Ⅷ

Ⅸ

Ⅹ

Ⅺ

Ⅻ

ⅩⅢ

学
内
情
報

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

利
用
ガ
イ
ド

総
合
案
内

事
務
手
続

ガ
イ
ド

学
生
生
活

ガ
イ
ド

奨
学
金

ガ
イ
ド

健
康
管
理

ガ
イ
ド

学
内
施
設

ガ
イ
ド

進
路（
就
職
）

ガ
イ
ド

災
害
・
事
故

等
へ
の
対
応

学
会
・
父
母

会・同
窓
会・

大
学
校
歌
他

諸
規
程
等

校
舎
案
内

課
外
活
動

ガ
イ
ド

大
学
周
辺案内

図
テ
レ
フ
ォ
ン

ガ
イ
ド
こ
ん
な
と
き

ど
う
す
る
？

　（�）　ຊֶֶ生及びେֶӃ生
　（�）　ͦの他౷ׅ者が認めた者
（利用者の）
ୈ̒　ֶ内ネットϫーΫの利用者は、次の֤߸に関し
てをෛわなければならない。
　（1）　利用者がֶ内ネットϫーΫで行う௨৴の内容
　（�）　利用者がֶ内ネットϫーΫで提ڙするサーϏス

及びͦの情報
　（�）　利用者がֶ内ネットϫーΫを利用することによ

り発生した損害及びো害
　（�）　利用者が管理する情報の内容についての保ޢ
（ଓ資格）
ୈ̓　ֶ内ネットϫーΫに機ثをଓできる者は、次
の֤߸に掲͛るものとする。
　（1）　ຊֶ教৬員
　（�）　ຊֶֶ生及びେֶӃ生
　（�）　ͦの他౷ׅ者が認めた者
（ଓखଓ）
ୈ̔　ֶ内ネットϫーΫに機ثをଓする者は、౷ׅ
者にਃし承認をडけなければならない。
̎　ਃ内容に変更があった合は、やかに౷ׅ
者にಧけ出なければならない。
̏　ଓਃ者は、ଓを取り止めるときはɼ౷ׅ者
にಧけ出なければならない。

（ଓの経අ）
ୈ̕　ֶ内ネットϫーΫϔのଓに係る機ثの経අに
ついては、ଓਃ者がෛ୲するものとする。

（ଓਃ者）
ୈ��　ଓਃ者は、次の֤߸の事߲にをෛうも
のとする。
　（1）　情報コンηントの保全
　（�）　情報コンηントにଓされたコンピϡータが関

࿈する不正アΫηスの防止
　（�）　情報コンηント利用によってىこるネットϫー

Ϋো害の防止
　（�）　事ނ発生࣌に͓ける報ݪ、ࠂҼௐࠪ及び෮چ作

ྗڠのۀ
　（5）　ͦの他適正利用に関する事߲
（ଓのఀ止）
ୈ��　ଓਃ者が前にҧ反した合には、౷ׅ
者はଓਃ者に対してࠂܯを行うことができる。
またࠂܯに従わない合には、౷ׅ者は該当する
情報コンηントのװجのଓを切断することができ
る。

（ϝーϧアΧント）
ୈ��　ϝーϧアΧントのି与は、次の֤߸に掲͛る
者に行う。
　（1）　ຊֶ教৬員
　（�）　ຊֶֶ生及びେֶӃ生
　（�）　ͦの他౷ׅ者が認めた者
（ϗーϜペーδの作成・公։）
ୈ��　ຊֶϗーϜペーδの作成・公։については、ผ

に定める。
（止事߲ې）
ୈ��　ֶ内ネットϫーΫの利用に当っては、次の֤߸
に掲͛る行為をې止する。

　（1）　法ྩあるいは公ংྑଏに反する行為
　（�）　プϥイόシーを侵害する行為
　（�）　著作権、ಛڐ権等の的࢈ࡒ権を侵害する行為
　（�）　他者の情報をഁյएしくは盗用する行為
　（5）　他者の*%及びύスϫーυを用する行為
　（�）　*1アυレスを第三者にି与又はৡする行為
　（�）　Ӧ利を的とした行為
　（�）　ֶ内ネットϫーΫ又はこれにଓする他のネッ

トϫーΫのӡ用を͛る行為
　（9）　ֶ内ネットϫーΫ又はこれにଓする他のネッ

トϫーΫのηΩϡϦςィをةうくする行為
　（1�）　ຊֶの名༪を損なう行為
　（11）　ͦの他社ձৗࣝに反する行為
（ௐ　　ࠪ）
ୈ��　౷ׅ者は、ې止行為が発生एしくは発生す
る͓ͦれがある合又は外部からのۤ情等があった
合には、これらのௐࠪを༧ࠂなく行うことができる。

（利用のఀ止）
ୈ��　利用者がこの規程にҧ反した合には、౷ׅ
者はͦの利用者に対しֶ内ネットϫーΫの利用をఀ
止することができる。

（外部ଓ経࿏）
ୈ��　ֶ内ネットϫーΫからインターネットϔの
ଓは、ηΩϡϦςィをྀߟし、̡̣̖װجで構ஙした
フΝイアΥーϧに一ຊԽするものとし、౷ׅ者
が認めた合を除き、ಠ自に外部との௨৴経࿏を作成
してはならない。

（ӡ用のఀ止）
ୈ��　ֶ内ネットϫーΫがϝンςφンス又は༧期せ
͵ো害等のためఀ止される合には、ྗۃ利用者に対
してのࠂを行うこととし、ࠂが不可能な合には
事ޙにやかに経Ңをֶ内にࠂするものとする。

（໔）
ୈ��　౷ׅ者は、前ͦの他のݪҼによるサーϏ
スのఀ止、Ԇ、௨৴内容のࣦ及びͦの݁果生じた損
害に対しをෛわないものとする。

（規程の改ഇ）
ୈ��　この規程の改ഇは、Ϛϧνϝディアҕ員ձのڠ
ٞを経て、ֶ がܾ定する。

　　　ෟ　ଇ
　この規程は、ฏ成1�11݄��からࢪ行する。
　　　ෟ　ଇ
　この改正規程は、ฏ成1��݄19からࢪ行する。
　　　ෟ　ଇ
　この改正規程は、ฏ成19�݄1からࢪ行する。
　　　ෟ　ଇ
　この改正規程は、ฏ成���݄1からࢪ行する。
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　　　ෟ　ଇ
　この改正規程は、ฏ成���݄1からࢪ行する。
　　　ෟ　ଇ
　この改正規程は、ฏ成���݄1からࢪ行する。
　　　ෟ　ଇ　
　この改正規程は、ฏ成���݄1からࢪ行する。　
　　　ෟ　ଇ　
　この改正規程は、ฏ成��1�݄1からࢪ行する。

ɹɹݟେֶηΫシϡΞϧ・ϋラスϝϯト
ɹɹ及びΞΧデミッΫ・ϋラスϝϯト等の
ɹɹࢭ等に関するنఔ

（　　的）
ୈ̍　この規程は、見େ （ֶ見େֶ期େֶ部及び
見େֶ期େֶ部ෟ属三দ༮ஓԂをؚΉ。ҎԼ「ຊ
ֶ」という。）に͓けるηΫシϡアϧ・ϋϥスϝント、ア
ΧデϛッΫ・ϋϥスϝント及びͦの他のϋϥスϝント
（ҎԼ「ηΫϋϥ等」という。）の防止及びഉ除のための
ાஔฒびにηΫϋϥ等にىҼするが生じた合に
適切に対Ԡするためのાஔ（ҎԼ「ηΫϋϥ等の防止
等」という。）に関し、必要な事߲を定めることにより、
շ適な教ҭ、研究、ֶ श及び৬ڥを保࣋し、ຊֶの
教৬員ฒびにֶ生及びԂࣇ（ҎԼ「ֶ生等」という。）の
人権を༴ޢすることを的とする。

（定　　ٛ）
ୈ̎　この規程に͓ける用語の定ٛを次のと͓り定め
る。
　（1）　ηΫシϡアϧ・ϋϥスϝントとは、教৬員が他の

教৬員、ֶ 生等及び関係者を不շにさせるੑ的な
言ಈฒびにֶ生等及び関係者が教৬員を不շにさ
せるੑ的な言ಈをいう。

　（�）　アΧデϛッΫ・ϋϥスϝントとは、教৬員が他の
教৬員、ֶ 生等及び関係者に教ҭ・研究上の権ྗ
関係や上Լ関係、༏ӽ的なҐにͮجき行われる
がらせやࠩผ行為ฒびにֶ生等及び関係者が教ݏ
৬員を不շにさせる言ಈをいう。

　（�）　ͦの他のϋϥスϝントとは、前̎߸Ҏ外の不適
切な言ಈがあって、教৬員、ֶ 生等及び関係者を不
շにさせる言ಈをいう。

　（�）　ηΫϋϥ等にىҼするとは、ηΫϋϥ等の
ため教৬員のब࿑上又はֶ生等のबֶ上のڥが
害されること及びηΫϋϥ等の対ԠにىҼして
教৬員がब࿑上の又はֶ生等がबֶ上の不利益を
डけることをいう。

（ຊֶの）
ୈ̏　ຊֶは、ηΫϋϥ等の防止等をਤるため、教৬員
及びֶ生等に対し、必要な研म及び報׆ಈ等を実ࢪ
するようめなければならない。

（教৬員及びֶ生等の）
ୈ̐　教৬員及びֶ生等は、この規程及びผ表1に定

める指に従い、ηΫϋϥ等の防止にめなければな
らない。

（所属の）
ୈ̑　େֶӃ֤研究Պ、֤ ֶ部、֤ ओ、େ部
、֤ Պ及びԂฒびに事部のࣨ、部、՝
及び事（ҎԼ「所属」という。）は、教৬員及びֶ
生等に対し、前の指のपపఈをਤらなければな
らない。
̎　所属は、教৬員がͦの能ྗをे分に発شし、またֶ
生等がͦのֶश意ཉをे分に発شできるようなڥを
֬保するため、ηΫϋϥ等の防止及びഉ除にめると
ともに、が生じた合に͓いては、必要なાஔをਝ
かつ適切にߨじなければならない。
̏　所属は、ηΫϋϥ等に対するۤ情のਃ出、当該ۤ情
等に係るௐࠪのྗڠ、ͦ の他ηΫϋϥ等に対する教
৬員及びֶ生等の対ԠにىҼして当該教৬員及びֶ生
等がຊֶに͓いて不利益をडけることがないようྀ
しなければならない。

（防止ҕ員ձ）
ୈ̒　ηΫϋϥ等の防止、ௐࠪ及びٹ済を౷ׅすると
ともにηΫϋϥ等に関するجຊࡦのཱҊ及びۤ情ॲ
理ҕ員ձのಜ機関としてηΫϋϥ等防止ҕ員ձ（Ҏ
Լ「防止ҕ員ձ」という。）をઃける。
̎　防止ҕ員ձについては、ผに定める。
（ۤ情ॲ理ҕ員ձ）
ୈ̓　ຊֶは、ηΫϋϥ等によるฆ૪をௐఀするため
に、ηΫϋϥ等ۤ情ॲ理ҕ員ձ（ҎԼ「ۤ情ॲ理ҕ員ձ」
という。）をઃける。
̎　ۤ情ॲ理ҕ員ձについては、ผに定める。
（૬ ஊ 員）
ୈ̔　ۤ情ॲ理に対Ԡする教৬員（ҎԼ「૬ஊ員」とい
う。）は、ผ表�に定める指に従い、当事者及びͦの他
の関係者等の名༪・人格権ฒびにݸ人情報及びプϥイ
όシーの保ޢにे分ྀし、Ԡ対するものとする。
̎　૬ஊ員は、ۤ 情૬ஊの݁果をۤ情ॲ理ҕ員ձҕ員
報ࠂしなければならない。
̏　૬ஊ員については、ผに定める。
（ۤ情対Ԡ）
ୈ̕　ۤ情૬ஊの૭ޱは、૯部人事՝、文ֶ部教
՝、ֶࣃ部教՝、期େֶ部教՝及びֶ生ࢧԉ՝に
ஔくものとする。
̎　ۤ情૬ஊ૭ޱは、૬ஊのਃ出があったとき、رする
૬ஊ員の有ແを֬認し、ͪに૬ஊ員に࿈བྷしなけれ
ばならない。

（कൿٛ）
ୈ��　防止ҕ員ձ及びۤ情ॲ理ҕ員ձのҕ員ฒびに
૬ஊ員は、ݸ人情報及びプϥイόシーの保ޢにສ全を
期し、り得た事߲を他に࿙らしてはならない。

（事  （ہ
ୈ��　ηΫϋϥ等に関する事は、૯部人事՝の所
管とする。
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　　　ෟ　ଇ
　この規程は、ฏ成1�11݄1からࢪ行する。
　　　ෟ　ଇ
　この改正規程は、ฏ成���݄1からࢪ行する。
　　　ෟ　ଇ　
　この改正規程は、ฏ成��1�݄1からࢪ行する。

ݟେֶେֶӃֶੜنఔ
（　　的）
ୈ̍　見େֶେֶӃֶ生（ҎԼ「େֶӃֶ生」と
いう。）は、見େֶେֶӃに在੶し、ֶ 人物共に༏・ۀ
लなֶ生に対し、ֶۚをަすることにより、ֶ 研
究をॿ成し、কདྷ社ձにߩ献する有為な人ࡐのҭ成に
資することを的とする。

（人　　数）
ୈ̎　େֶӃֶ生の人数は、ݪଇとして、ຖ、֤
研究Պएׯ名とする。

（ਃ　　）
ୈ̏　େֶӃֶ生をرする者は、ผに定める期間
に従い、所定のئ書に必要書類をఴえ、所属する研究Պ
を経て、ֶ にਃしなければならない。

（બ　　ߟ）
ୈ̐　େֶӃֶ生は、あらかじめ文ֶ研究Պ又はࣃ
ֶ研究Պのֶ生બߟҕ員ձでબߟし、文ֶ研究Պҕ
員ձ又はֶࣃ研究Պҕ員ձのٞを経て、ֶ がこれを
認定する。
̎　બجߟ४は、֤ 研究Պに͓いてผに定める。
（ ֶ ۚ）
ୈ̑　େֶӃֶ生には、見େֶେֶӃֶ生認定
ূを授与し、ֶۚをަする。
̎　ֶۚのަ方法ฒびにֹۚは、֤ 研究Պに͓いて
ผに定める。

（認定の取ফ）
ୈ̒　େֶӃֶ生が次の֤߸の一つに該当するとき
は、ֶ は文ֶ研究Պҕ員ձ又はֶࣃ研究Պҕ員ձの
৹ٞを経て、େֶӃֶ生の認定を取りফし、ֶۚを
ฦؐさせることがある。
ಈ又はੑ行が不ྑと׆成及び教ҭ研究ۀֶ　（1）　

なったとき
　（�）　ͦの他、େֶӃֶ生としてͦの名༪をԚし適

当でないと認められたとき

　　　ෟ　ଇ
　この規程は、ฏ成1��݄1からࢪ行する。
　　　ෟ　ଇ
　この改正規程は、ฏ成���݄1からࢪ行する。
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૯ֶ࣋Ԃେຊࣉ࣋័ࢁֶੜنఔ

（　　的）
ୈ̍　この規程は、ֶ Ԃがઃஔする見ֶ࣋法人૯ߍ
େֶ（ҎԼ「େֶ」という。）及び見େֶ期େֶ部
（ҎԼ「େ部」という。）のֶ生ฒびに見େֶෟ属ߴ
等ֶߍ（ҎԼ「ߴ等ֶߍ」という。）及び見େֶෟ属த
の生ెで、人格ԁ満であっ（。という「ߍதֶ」ҎԼ）ߍֶ
てຊֶԂのֶݐਫ਼ਆ「େ֮ᅵ成 報Ը行࣋」の実ફ者で、
他のൣとなり、かつ݈߁でֶۀ༏लなものに対し、
ֶۚをަすることにより、৺๛かな教ཆとષ的行࣋
のମ得により社ձに有為な人ࡐのҭ成に資することを
的とする。

（資　　ۚ）
ୈ̎　૯ֶ࣋Ԃେຊࣉ࣋័ࢁֶ生（ҎԼ「័ࣉֶ࣋
生」という。）にަするֶۚは、େຊࣉ࣋័ࢁから૯
。Ԃの寄ෟۚによるֶ࣋

（資　　格）
ୈ̏　័ࣉֶ࣋生の資格は、֤ に在ֶۀのଔߍֶ
੶するֶ生及び生ెとする。

（人　　数）
ୈ̐　େֶ及びେ部の័ࣉֶ࣋生にあっては、ͦ
れͧれֶ֤Պ1人ずつとしߴ、 等ֶߍ及びதֶߍの័
ͦ、ֶ生にあってはࣉ࣋ れͧれ�人ずつとする。

（બ　　ߟ）
ୈ̑　େֶ及びେ部に係る័ࣉֶ࣋生のબߟは、
所定のखଓきを経てબ出したީิ者について、֤ ʑの
教授ձで৹ٞし、ֶ がこれを認定する。
、はߟֶ生のબࣉ࣋に係る័ߍ及びதֶߍ等ֶߴ　̎
所定のखଓきを経て、ߍがこれを認定する。

（ ֶ ۚ）
ୈ̒　័ࣉֶ࣋生には、័ ֶ生認定ূを授与ࣉ࣋
し、ֶۚとして一人当り、େֶ及びେ部にあっ て
はֹ������ԁをߴ、 等ֶߍ及びதֶߍにあっては
ֹ1�����ԁをަする。

（認定の取ফ）
ୈ̓　័ࣉֶ࣋生が次の֤߸の一つに該当するとき
は、教授ձ等で৹ٞし、ֶ 又はߍは、័ ֶ生ࣉ࣋
の認定を取りফし、ֶۚをฦؐさせることがある。
　（1）　ຊֶԂのֶݐਫ਼ਆに反する行為及び行ಈがあっ

たとき
成又はੑ行が不ྑとなったときۀֶ　（�）　
　（�）　ͦの他័ࣉֶ࣋生としてͦの名༪をԚし適当

でないと認められたとき

　　　ෟ ଇ
　この規程は、ฏ成1��݄1からࢪ行する。
　　　ෟ ଇ
　この改正規程は、ฏ成���݄1からࢪ行する。
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　　　ෟ　ଇ
　この規程は、ฏ成1�11݄1からࢪ行する。
　　　ෟ　ଇ
　この改正規程は、ฏ成���݄1からࢪ行する。
　　　ෟ　ଇ　
　この改正規程は、ฏ成��1�݄1からࢪ行する。

ݟେֶେֶӃֶੜنఔ
（　　的）
ୈ̍　見େֶେֶӃֶ生（ҎԼ「େֶӃֶ生」と
いう。）は、見େֶେֶӃに在੶し、ֶ 人物共に༏・ۀ
लなֶ生に対し、ֶۚをަすることにより、ֶ 研
究をॿ成し、কདྷ社ձにߩ献する有為な人ࡐのҭ成に
資することを的とする。

（人　　数）
ୈ̎　େֶӃֶ生の人数は、ݪଇとして、ຖ、֤
研究Պएׯ名とする。

（ਃ　　）
ୈ̏　େֶӃֶ生をرする者は、ผに定める期間
に従い、所定のئ書に必要書類をఴえ、所属する研究Պ
を経て、ֶ にਃしなければならない。

（બ　　ߟ）
ୈ̐　େֶӃֶ生は、あらかじめ文ֶ研究Պ又はࣃ
ֶ研究Պのֶ生બߟҕ員ձでબߟし、文ֶ研究Պҕ
員ձ又はֶࣃ研究Պҕ員ձのٞを経て、ֶ がこれを
認定する。
̎　બجߟ४は、֤ 研究Պに͓いてผに定める。
（ ֶ ۚ）
ୈ̑　େֶӃֶ生には、見େֶେֶӃֶ生認定
ূを授与し、ֶۚをަする。
̎　ֶۚのަ方法ฒびにֹۚは、֤ 研究Պに͓いて
ผに定める。

（認定の取ফ）
ୈ̒　େֶӃֶ生が次の֤߸の一つに該当するとき
は、ֶ は文ֶ研究Պҕ員ձ又はֶࣃ研究Պҕ員ձの
৹ٞを経て、େֶӃֶ生の認定を取りফし、ֶۚを
ฦؐさせることがある。
ಈ又はੑ行が不ྑと׆成及び教ҭ研究ۀֶ　（1）　

なったとき
　（�）　ͦの他、େֶӃֶ生としてͦの名༪をԚし適

当でないと認められたとき

　　　ෟ　ଇ
　この規程は、ฏ成1��݄1からࢪ行する。
　　　ෟ　ଇ
　この改正規程は、ฏ成���݄1からࢪ行する。

Ⅺ
諸
規
程
等

૯ֶ࣋Ԃେຊࣉ࣋័ࢁֶੜنఔ

（　　的）
ୈ̍　この規程は、ֶ Ԃがઃஔする見ֶ࣋法人૯ߍ
େֶ（ҎԼ「େֶ」という。）及び見େֶ期େֶ部
（ҎԼ「େ部」という。）のֶ生ฒびに見େֶෟ属ߴ
等ֶߍ（ҎԼ「ߴ等ֶߍ」という。）及び見େֶෟ属த
の生ెで、人格ԁ満であっ（。という「ߍதֶ」ҎԼ）ߍֶ
てຊֶԂのֶݐਫ਼ਆ「େ֮ᅵ成 報Ը行࣋」の実ફ者で、
他のൣとなり、かつ݈߁でֶۀ༏लなものに対し、
ֶۚをަすることにより、৺๛かな教ཆとષ的行࣋
のମ得により社ձに有為な人ࡐのҭ成に資することを
的とする。

（資　　ۚ）
ୈ̎　૯ֶ࣋Ԃେຊࣉ࣋័ࢁֶ生（ҎԼ「័ࣉֶ࣋
生」という。）にަするֶۚは、େຊࣉ࣋័ࢁから૯
。Ԃの寄ෟۚによるֶ࣋

（資　　格）
ୈ̏　័ࣉֶ࣋生の資格は、֤ に在ֶۀのଔߍֶ
੶するֶ生及び生ెとする。

（人　　数）
ୈ̐　େֶ及びେ部の័ࣉֶ࣋生にあっては、ͦ
れͧれֶ֤Պ1人ずつとしߴ、 等ֶߍ及びதֶߍの័
ͦ、ֶ生にあってはࣉ࣋ れͧれ�人ずつとする。

（બ　　ߟ）
ୈ̑　େֶ及びେ部に係る័ࣉֶ࣋生のબߟは、
所定のखଓきを経てબ出したީิ者について、֤ ʑの
教授ձで৹ٞし、ֶ がこれを認定する。

、はߟֶ生のબࣉ࣋に係る័ߍ及びதֶߍ等ֶߴ　̎
所定のखଓきを経て、ߍがこれを認定する。

（ ֶ ۚ）
ୈ̒　័ࣉֶ࣋生には、័ ֶ生認定ূを授与ࣉ࣋
し、ֶۚとして一人当り、େֶ及びେ部にあっ て
はֹ������ԁをߴ、 等ֶߍ及びதֶߍにあっては
ֹ1�����ԁをަする。

（認定の取ফ）
ୈ̓　័ࣉֶ࣋生が次の֤߸の一つに該当するとき
は、教授ձ等で৹ٞし、ֶ 又はߍは、័ ֶ生ࣉ࣋
の認定を取りফし、ֶۚをฦؐさせることがある。

　（1）　ຊֶԂのֶݐਫ਼ਆに反する行為及び行ಈがあっ
たとき

成又はੑ行が不ྑとなったときۀֶ　（�）　
　（�）　ͦの他័ࣉֶ࣋生としてͦの名༪をԚし適当

でないと認められたとき

　　　ෟ ଇ
　この規程は、ฏ成1��݄1からࢪ行する。
　　　ෟ ଇ
　この改正規程は、ฏ成���݄1からࢪ行する。
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૯ֶ࣋Ԃதࠜಊֶੜنఔ

（　　的）
ୈ̍　この規程は、ֶ Ԃ（ҎԼ「ֶԂ」といֶ࣋法人૯ߍ
う。）がઃஔする見େ （ֶҎԼ「େֶ」という。）及び
見େֶ期େֶ部（ҎԼ「େ部」という。）ฒびに見
େֶෟ属ߴ等ֶߍ（ҎԼ「ߴ等ֶߍ」という。）及び見
େֶෟ属தֶߍ（ҎԼ「தֶߍ」という。）に͓いて、ֶ Ԃ
のઃにਂく関わられたॳֶであるத根ಊઌ生
が提এしたֶݐのਫ਼ਆ「େ֮ᅵ成　報Ը行࣋」のԼ、େ
ֶ及びେ部のֶ生ฒびにߴ等ֶߍ及びதֶߍの生ె
のうͪ、人格ԁ満であってֶݐのਫ਼ਆの実ફ者であり、
かつ、経済的理༝によってֶೲۚのೲがࠔである
と認められる者に対して、ֶۚをަすることによ
り、৺๛かな教ཆとષ的行࣋のମ得により社ձに有為
な人ࡐのҭ成に資することを的とする。

（人　　数）
ୈ̎　த根ಊֶ生の人数は、େֶ、େ部ߴ、 等ֶ
。に͓いてผに定めるߍ及びதֶߍ

（ਃ　　）
ୈ̏　த根ಊֶ生としてֶۚをडけようとする
者は、所定のئ書に必要書類をఴえて、େֶ及びେ部
のֶ生はֶߴ、 等ֶߍ及びதֶߍの生ెはߍにਃ
するものとする。
̎ ਃの期間については、େֶ、େ部ߴ、 等ֶߍ及び
தֶߍに͓いてผに定める。

（બ　　ߟ）
ୈ̐　େֶ及びେ部に係るத根ಊֶ生のબߟ
は、所定のखଓきを経てબ出したީิ者について、֤ 教
授ձで৹ٞし、ֶ がこれを認定する。
ߟに係るத根ಊֶ生のબߍ及びதֶߍ等ֶߴ　̎
は、所定のखଓきを経て、ߍがこれを認定する。
̏ બجߟ४は、େֶ、େ部ߴ、 等ֶߍ及びதֶߍに͓
いてผに定める。

（ ֶ ۚ）
ୈ̑　ֶۚとして、த根ಊֶ生には、一人当り、
当該の授ۀ料の全ֹ又はֹ૬当ֹをڅする。

（認定の取ফ）
ୈ̒　த根ಊֶ生が次の֤߸の一つに該当すると
きは、教授ձ等で৹ٞし、ֶ 又はߍは、த根ಊ
ֶ生の認定を取りফし、ֶۚをฦؐさせることがあ
る。
　（1）　ֶԂのֶݐのਫ਼ਆに反する行為及び行ಈがあっ

たとき
成又はੑ行が不ྑとなったときۀֶ　（�）　
　（�）　ͦの他த根ಊֶ生としてͦの名༪をԚし適

当でないと認められたとき

　　　ෟ　ଇ
　この規程は、ฏ成���݄1からࢪ行する。

ݟେֶ文ֶ෦・
ݟେֶظେֶ෦ಉ૭ձֶੜنఔ

（　　的）
ୈ̍　見େֶ文ֶ部・見େֶ期େֶ部同૭ձ
ֶ生（ҎԼ「同૭ձֶ生」という。）は、見େֶ文ֶ部
及び見େֶ期େֶ部（ҎԼ「ຊֶ」という。）に在੶
するֶ生で、ֶ 人物共に༏लであり他のൣとなる・ۀ
者ฒびに՝外׆ಈ等に͓いてݦ著な׆༂をし他のൣ
となる者に、ͦ れͧれֶۚをަして、ษֶฒびに՝
外׆ಈ等をྭし、もって有用な人ࡐをҭ成し、ຊֶ及
び社ձの発లに寄与することを的とする。

（資　　ۚ）
ୈ̎　同૭ձֶ生にަするֶۚは、見େֶ文
ֶ部・見େֶ期େֶ部同૭ձからຊֶの寄ۚ
をもってॆてる。

（人　　数）
ୈ̏　同૭ձֶ生のうͪ、ֶ 人物共に༏लであり・ۀ
他のൣとなる者については、ຊֶֶ֤Պ1名ずつと
し、文ֶ部はຖ�名Ҏ内、期େֶ部はຖ�名
Ҏ内とする。
̎　同૭ձֶ生のうͪ、՝外׆ಈ等に͓いてݦ著な׆
༂をし他のൣとなる者については、文ֶ部及び期
େֶ部ซせてຖ�名Ҏ内とする。

（બߟ及び認定）
ୈ̐　同૭ձֶ生は、文ֶ部ֶ生ҕ員ձฒびに期
େֶ部ֶ生ҕ員ձ（ҎԼ「ֶ֤生ҕ員ձ」という。）に͓
いてީิ者をબߟし、文ֶ部教授ձฒびに期େֶ部
教授ձ（ҎԼ「֤教授ձ」という。）の৹ٞを経て、ֶ が
認定する。

（ ֶ ۚ）
ୈ̑　同૭ձֶ生には同૭ձֶ生認定ূを授与
し、ֶۚとして一人当たり������ԁをަする。

（認定の取ফ）
ୈ̒　同૭ձֶ生が次の֤߸の一つに該当するとき
は、֤ ֶ生ҕ員ձ及び֤教授ձの৹ٞを経て、ֶ がͦ
の認定を取りফすことがある。
成又はੑ行が不ྑとなったときۀֶ　（1）　
　（�）　ͦの他同૭ձֶ生としてͦの名༪をԚし適当

でないと認められたとき

　　　ෟ　ଇ
　この規程は、ত���݄1からࢪ行する。
　　　ෟ　ଇ
　この改正規程は、ฏ成���݄1からࢪ行する。
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ݟେֶֶࣃ෦ಉ૭ձֶੜنఔ

（　　的）
ୈ̍　この規程は、見େֶֶࣃ部同૭ձֶ生（ҎԼ
「同૭ձֶ生」という。）は、見େֶࣃࣈ部に在੶す
るֶ生で、人物に༏れ、՝外׆ಈ等にੵۃ的にࢀ加して
いる者に対しֶۚをަすることにより、のਫ਼ਆ
をྭし、もって有為な人ࡐのҭ成に資することを
的とする。

（資　　ۚ）
ୈ̎　同૭ձֶ生にަするֶۚは、見େֶࣃ
ֶ部同૭ձから見େֶの寄ෟۚの一部をもってॆ
てる。

（資　　格）
ୈ̏　同૭ձֶ生の資格は、第�ֶから第�ֶま
でに在੶するֶ生とする。

（員　　数）
ୈ̐　同૭ձֶ生は、ݪଇとして5名とする。
（બߟ及び認定）
ୈ̑　同૭ձֶ生は、ຖ、ֶࣃ部ֶ生等બߟҕ
員ձに͓いてબߟし、ֶࣃ部教授ձの৹ٞを経て、ֶ 
が認定する。

（ ֶ ۚ）
ୈ̒　同૭ձֶ生には、同૭ձֶ生認定ূを授与
し、ֶۚとして一人当たりֹ������ԁをަす
る。

（認定の取ফ）
ୈ̓　同૭ձֶ生が次の֤߸の一つに該当するとき
は、ֶࣃ部教授ձの৹ٞを経て、ֶ が同૭ձֶ生の
認定を取りফし、ֶۚをฦؐさせることがある。
成又はੑ行が不ྑとなったときۀֶ　（1）　
　（�）　ͦの他同૭ձֶ生として名༪をԚす行為が

あったとき

　　　ෟ　ଇ
　この規程は、ฏ成95݄15からࢪ行する。
　　　ෟ　ଇ
　この改正規程は、ྩ ��݄1からࢪ行する。

ݟେֶֶࣃ෦ޙԉձֶੜنఔ
（　　的）
ୈ̍　見େֶֶࣃ部ޙԉձֶ生（ҎԼ「ޙԉձ
ֶ生」という。）は、見େֶֶࣃ部（ҎԼ「ֶࣃ部」とい
う。）のֶ生で、人格ԁ満であって経済的理༝によりम
ֶにࠔがあり、かつֶۀ༏लなものに対し、ֶۚを
ަすることにより、ษֶをྭし、もって有為な人ࡐ
のҭ成に資することを的とする。

（資　　ۚ）
ୈ̎　このֶۚはֶࣃ部ޙԉձのۚجによる。

（資　　格）
ୈ̏　ֶࣃ部の第ֶ̎から第ֶ̒までに在੶する
ֶ生とする。

（員　　数）
ୈ̐　ޙԉձֶ生はएׯ名とする。
（બߟ及び認定）
ୈ̑　ޙԉձֶ生は、ຖ、ֶࣃ部ֶ生બߟҕ員
ձに͓いてબߟし、ֶࣃ部教授ձの৹ٞを経てֶが
認定する。

（ ֶ ۚ）
ୈ̒　ޙԉձֶ生にはޙԉձֶ生認定ূを授与
し、ֶۚをަする。

（認定の取ফ）
ୈ̓　ޙԉձֶ生が次の֤߸の一つに該当するとき
は、ֶ 部はֶࣃ部教授ձの৹ٞを経て、ޙԉձֶ生
の認定を取りফし、ֶۚをฦؐさせることがある。
成またはੑ行が不ྑとなったときۀֶ　（1）　
　（�）　ͦの他、ޙԉձֶ生として名༪をԚす行為が

あったとき
　　　ෟ　ଇ
　̍　この規程は、ฏ成�9݄̐̍からࢪ行する。
　̎　この規程のࢪ行にい、ত��݄̐̍ࢪ行の
「見େֶֶࣃ部ਅձֶ生規程」はഇ止する。

　　　ෟ　ଇ
　この改正規程は、ྩ ݄̐̓1�からࢪ行する。

ੴֶؒੜنఔ
（　　的）
ୈ̍　ੴ間ֶ生は、見େֶ及び見期େֶ部（Ҏ
Լ「ຊֶ」という。）のֶ生で、ଔۀに͓いて、ֶ අࢧ
ห者のࣦ৬、ࢮ又はࡂ害等によるՈٸܭ変ͦの他経
済的理༝によりֶඅのೲೖにࢧোが生じたときに、ੴ
間企画のࢤによる寄ෟۚをもとにֶඅの一部をڅ
し、もって有為な人ࡐをҭ成することを的とする。

（資　　格）
ୈ̎　ੴ間ֶ生の資格は、ຊֶのଔֶۀに在੶す
るֶ生とする。

（人　　数）
ୈ̏　ੴ間ֶ生は、ݪଇとして文ֶ部、ֶࣃ部、期
େֶ部より֤1人ずつとする。

（બ　　ߟ）
ୈ̐　ੴ間ֶ生のબߟは、あらかじめֶ生બߟҕ員
ձでબߟし、教授ձのٞを経て、ֶ がこれを認定する。

（ ֶ ۚ）
ୈ̑　ੴ間ֶ生には、認定ূを授与し、ֶۚとして
一人当り、ֹ������ԁをަする。

（認定の取ফ）
ୈ̒　ੴ間ֶ生が次の֤߸の一つに該当するとき
は、ֶ は教授ձ等のٞを経て、ੴ間ֶ生の認定を取
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ݟେֶֶࣃ෦ಉ૭ձֶੜنఔ

（　　的）
ୈ̍　この規程は、見େֶֶࣃ部同૭ձֶ生（ҎԼ
「同૭ձֶ生」という。）は、見େֶࣃࣈ部に在੶す
るֶ生で、人物に༏れ、՝外׆ಈ等にੵۃ的にࢀ加して
いる者に対しֶۚをަすることにより、のਫ਼ਆ
をྭし、もって有為な人ࡐのҭ成に資することを
的とする。

（資　　ۚ）
ୈ̎　同૭ձֶ生にަするֶۚは、見େֶࣃ
ֶ部同૭ձから見େֶの寄ෟۚの一部をもってॆ
てる。

（資　　格）
ୈ̏　同૭ձֶ生の資格は、第�ֶから第�ֶま
でに在੶するֶ生とする。

（員　　数）
ୈ̐　同૭ձֶ生は、ݪଇとして5名とする。
（બߟ及び認定）
ୈ̑　同૭ձֶ生は、ຖ、ֶࣃ部ֶ生等બߟҕ
員ձに͓いてબߟし、ֶࣃ部教授ձの৹ٞを経て、ֶ 
が認定する。

（ ֶ ۚ）
ୈ̒　同૭ձֶ生には、同૭ձֶ生認定ূを授与
し、ֶۚとして一人当たりֹ������ԁをަす
る。

（認定の取ফ）
ୈ̓　同૭ձֶ生が次の֤߸の一つに該当するとき
は、ֶࣃ部教授ձの৹ٞを経て、ֶ が同૭ձֶ生の
認定を取りফし、ֶۚをฦؐさせることがある。
成又はੑ行が不ྑとなったときۀֶ　（1）　
　（�）　ͦの他同૭ձֶ生として名༪をԚす行為が

あったとき

　　　ෟ　ଇ
　この規程は、ฏ成95݄15からࢪ行する。
　　　ෟ　ଇ
　この改正規程は、ྩ ��݄1からࢪ行する。

ݟେֶֶࣃ෦ޙԉձֶੜنఔ
（　　的）
ୈ̍　見େֶֶࣃ部ޙԉձֶ生（ҎԼ「ޙԉձ
ֶ生」という。）は、見େֶֶࣃ部（ҎԼ「ֶࣃ部」とい
う。）のֶ生で、人格ԁ満であって経済的理༝によりम
ֶにࠔがあり、かつֶۀ༏लなものに対し、ֶۚを
ަすることにより、ษֶをྭし、もって有為な人ࡐ
のҭ成に資することを的とする。

（資　　ۚ）
ୈ̎　このֶۚはֶࣃ部ޙԉձのۚجによる。

（資　　格）
ୈ̏　ֶࣃ部の第ֶ̎から第ֶ̒までに在੶する
ֶ生とする。

（員　　数）
ୈ̐　ޙԉձֶ生はएׯ名とする。
（બߟ及び認定）
ୈ̑　ޙԉձֶ生は、ຖ、ֶࣃ部ֶ生બߟҕ員
ձに͓いてબߟし、ֶࣃ部教授ձの৹ٞを経てֶが
認定する。

（ ֶ ۚ）
ୈ̒　ޙԉձֶ生にはޙԉձֶ生認定ূを授与
し、ֶۚをަする。

（認定の取ফ）
ୈ̓　ޙԉձֶ生が次の֤߸の一つに該当するとき
は、ֶ 部はֶࣃ部教授ձの৹ٞを経て、ޙԉձֶ生
の認定を取りফし、ֶۚをฦؐさせることがある。

成またはੑ行が不ྑとなったときۀֶ　（1）　
　（�）　ͦの他、ޙԉձֶ生として名༪をԚす行為が

あったとき
　　　ෟ　ଇ
　̍　この規程は、ฏ成�9݄̐̍からࢪ行する。
　̎　この規程のࢪ行にい、ত��݄̐̍ࢪ行の
「見େֶֶࣃ部ਅձֶ生規程」はഇ止する。

　　　ෟ　ଇ
　この改正規程は、ྩ ݄̐̓1�からࢪ行する。

ੴֶؒੜنఔ
（　　的）
ୈ̍　ੴ間ֶ生は、見େֶ及び見期େֶ部（Ҏ
Լ「ຊֶ」という。）のֶ生で、ଔۀに͓いて、ֶ අࢧ
ห者のࣦ৬、ࢮ又はࡂ害等によるՈٸܭ変ͦの他経
済的理༝によりֶඅのೲೖにࢧোが生じたときに、ੴ
間企画のࢤによる寄ෟۚをもとにֶඅの一部をڅ
し、もって有為な人ࡐをҭ成することを的とする。

（資　　格）
ୈ̎　ੴ間ֶ生の資格は、ຊֶのଔֶۀに在੶す
るֶ生とする。

（人　　数）
ୈ̏　ੴ間ֶ生は、ݪଇとして文ֶ部、ֶࣃ部、期
େֶ部より֤1人ずつとする。

（બ　　ߟ）
ୈ̐　ੴ間ֶ生のબߟは、あらかじめֶ生બߟҕ員
ձでબߟし、教授ձのٞを経て、ֶ がこれを認定する。

（ ֶ ۚ）
ୈ̑　ੴ間ֶ生には、認定ূを授与し、ֶۚとして
一人当り、ֹ������ԁをަする。

（認定の取ফ）
ୈ̒　ੴ間ֶ生が次の֤߸の一つに該当するとき
は、ֶ は教授ձ等のٞを経て、ੴ間ֶ生の認定を取
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りফし、ֶۚをฦؐさせることがある。
　（1）　ຊֶのֶݐਫ਼ਆに反する行為及び行ಈがあった

とき
成又はੑ行が不ྑとなったときۀֶ　（�）　
　（�）　ͦの他ੴ間ֶ生としてͦの名༪をԚし適当で

でないと認められたとき

　　　ෟ　ଇ　
　この規程は、ฏ成���݄1からࢪ行する。

ݟେֶ特ผޭ࿑त༩نఔ
（　　的）
ୈ̍　この規程は、見େֶֶଇ第5�及び見େֶ
େֶӃֶଇ第��ฒびに見େֶ期େֶ部ֶଇ第��
に定めるֶ生の表জに関し、ֶ 生に授与するಛผޭ࿑
について、必要な事߲を定めることを的とする。

（ಛผޭ࿑の対）
ୈ̎　ಛผޭ࿑は、見େֶ及び見େֶେֶӃฒ
びに見େֶ期େֶ部のֶ生であって、ֶ 人物共・ۀ
に༏लであり他のൣとなる者、かつ、研究・文Խ・ମҭ
༂をし、େ׆ಈ等で֮ましい׆献ߩಈの分、社ձ׆
ֶの名༪ߴ༲に著しくߩ献したものに授与する。

（ಛผޭ࿑の授与）
ୈ̏　ಛผޭ࿑は、ঢ়及びとし、ଔ࣌ۀにֶ
よりຊ人に授与する。

（ಛผޭ࿑のܾ定）
ୈ̐　ಛผޭ࿑のܾ定は、ֶ 部、研究Պ又はେ
部の推નにͮجき、ֶ が行う。

　　　ෟ　ଇ　
　この規程は、ฏ成11�݄1からࢪ行する。
　　　ෟ　ଇ　
　この改正規程は、ฏ成���݄1からࢪ行する。

ݟେֶඌ༏ֶज़ྭत༩نఔ
（　　的）
ୈ̍　この規程は、見େֶに͓ける「ඌ༏ֶۚ」
にͮجくֶज़ྭ（ҎԼ「」という。）の授与につい
て、必要な事߲を定めることを的とする。

（ۚ　　ج）
ୈ̎　ඌ༏ֶۚは、ॳֶࣃ部ඌ༏ઌ生のࢤ
による寄ෟۚをۚجとする。

（ྭ）
ୈ̏　この規程に͓いてとは、前のۚجにより生
ずるऩ益ۚによるをいう。

（ड者の資格）
ୈ̐　は、見େֶֶࣃ部ֶ生であって、人物に༏

れ、ֶ 。༏लと認められるものに授与するۀ
（ड人員͓よび࣌期）
ୈ̑　のड者はएׯ名とし、ຖ�݄のଔ࣌ۀに、
。部よりຊ人に授与するֶࣃ

（ड者のܾ定）
ୈ̒　ड者は、ผに定めるબߟҕ員ձに͓いてબߟ
し、ֶࣃ部教授ձの৹ٞを経て、ֶ がܾ定する。

　　　ෟ　ଇ
　この規程は、ত�9�݄1からࢪ行する。
　　　ෟ　ଇ　
　この改正規程は、ྩ ��݄1からࢪ行する。

ݟେֶੴᴲ༤ֶज़ྭत༩نఔ
（　　的）
ୈ̍　この規程は、見େֶに͓ける「ੴᴲ༤ֶ
ۚ」にͮجくֶज़ྭ（ҎԼ「」という。）の授与につ
いて、必要な事߲を定めることを的とする。

（ۚ　　ج）
ୈ̎　ੴᴲ༤ֶۚは、ֶࣃݩ部ੴᴲ༤ઌ生の
。とするۚجによる寄ෟۚをࢤ

（ ྭ ）
ୈ̏　この規程に͓いてとは、前のۚجにより生
ずるऩ益ۚによるをいう。

（ड者の資格）
ୈ̐　は、見େֶֶࣃ部ֶ生であって、人物に༏
れ、ֶ 。༏लと認められるものに授与するۀ

（ड人員͓よび࣌期）
ୈ̑　のड者はएׯ名とし、ຖ�݄のଔ࣌ۀに、
。部よりຊ人に授与するֶࣃ

（ड者のܾ定）
ୈ̒　ड者は、ผに定めるબߟҕ員ձに͓いてબߟ
し、ֶࣃ部教授ձの৹ٞを経て、ֶ がܾ定する。

　　　ෟ　ଇ
　この規程は、ฏ成��݄��からࢪ行する。
　　　ෟ　ଇ　
　この改正規程は、ྩ ��݄1からࢪ行する。

ݟେֶֶࣃ෦ࢯՈ༏ࢠֶۚنఔ
（　　的）
ୈ̍　見େֶֶࣃ部ࢯՈ༏ࢠֶ （ۚҎԼ「ຊֶ
ۚ」という。）は、見େ （ֶҎԼ「ຊֶ」という。）ֶࣃ部
第��期ଔۀ生、ࢯނՈ༏ࢠઌ生ޚ生前のߍѪをޙഐ
にܧ承すく、同ޚࢯՈから提ڙされた資 （ۚ1���
ສԁ）をڅۚجとし、ຊֶۚをڅすることによ
り、見େֶֶࣃ部（ҎԼ「ֶࣃ部」という。）又は見େ
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ֶେֶӃֶࣃ研究Պ（ҎԼ「ֶࣃ研究Պ」という。）のम
ֶ՝程に͓いて、༏लな成をऩめ、ຊֶでのֶशを௨
して得たࠃ際的意ࣝをج൫に、ಠ自のֶशςーϚ
を造、ٻしてΏく、ֶ びと成のൣとなる人間形
成に資することを的とする。

（対  者）
ୈ̎　ຊֶۚのڅは、ֶࣃ部又はֶࣃ研究Պに在
ֶするֶ生とする。

（人数څ）
ୈ̏　څ人数は、ֶࣃ部及びֶࣃ研究Պのएׯ名と
する。

（ֹۚڅ）
ୈ̐　ຊֶۚのڅֹۚは、研究発表あるいはࠃ際
的׆ಈのためのւ外ߤ、ླཱྀ ֶに要するԟ෮ߤ空ӡ
の全ֹまたは一部のֹۚとする。ただし、間��ສԁを
上限とし、1名あたりのڅֹは��ສԁを上限とする。

（期間څ資ۚ及びݪ）
ୈ̑　څするຊֶۚは、ݪ資ۚである1���ສԁ
をもってॆてることとし、څ期間は、ݪ資ۚの終了ま
でとする。

（ื　　ू）
ୈ̒　ຊֶۚのडڅ者のืूは、ื ू要߲にͮجき、
ຖ行う。
̎　ืू要߲は、ֶ 生ࢧԉ՝掲示൘、ࠃ際ަ流ηンター
ϗーϜペーδ等で公։する。

（出　　ئ）
ୈ̓　ຊֶۚのڅをرする者は、ื ू要߲に定
める期限までに次による所定出ئ書類をֶ生ࢧԉ՝に
提出しなければならない。
ਃ書څֶۚडࢠՈ༏ࢯ　（1）　
　（�）　指導教員又はΫϥス୲等の推ન書（要ॺ名、ԡ

ҹ）
　（�）　成ূ明書
（出ئ資格）
ୈ̔　ຊֶۚに出ئできる者は、次の֤߸のすて
を満たす者とする。
ಈ・研究等に従事している。又はͦの༧׆際的ࠃ　（1）　

定があること
成が༏लであるۀのֶࠒ部のֶ生は、ֶࣃ　（�）　

と認められること
際誌でࠃ際ֶձ҃いはࠃ、研究Պのֶ生はֶࣃ　（�）　

研究҃いは論文発表を行うこと
（બߟ及びܾ定）
ୈ̕　डڅ者は、ຊ第�߲にͮجくબߟҕ員ձに͓
いてબߟし、ֶࣃ部教授ձ又はֶࣃ研究Պҕ員ձの৹
ٞを経て、ֶ がܾ定する。
̎　બߟҕ員ձは次のҕ員をもって構成する。
研究Պֶࣃ部又はֶࣃ　（1）　
・ܥૅج研究Պが໋するֶࣃ部又はֶࣃ　（�）　

ྟচܥをؚΉ�名の教授
部ֶ生部ֶࣃ　（�）　

部教部ֶࣃ　（�）　
際ަ流ҕ員ࠃ部ֶࣃ　（5）　
際ަ流ηンターओࠃ　（�）　
　（�）　ֶ生ࢧԉ事部
　（�）　ֶ生ࢧԉ՝
部教՝ֶࣃ　（9）　
̏　બߟҕ員ձのҕ員は、ֶࣃ部又はֶࣃ研究Պ
とし、必要のҕ員ձをটूしٞとなる。
̐　डڅ者のબߟ方法は、書類৹ࠪฒびに໘とする。
（ճ数څ）
ୈ��　ຊֶۚは、ֶࣃ部及びֶࣃ研究Պ在ֶதのͦ
れͧれに͓いて1ճ限りのڅとする。

（௨　　）
ୈ��　ֶࣃ部は、डڅ者に対し、څのܾ定及びڅ
खଓを௨する。

（डڅ者のٛ）
ୈ��　डڅ者は、ֶۚのڅをडけるために、次の
֤߸に掲͛る事߲を行わなければならない。
　（1）　डڅ者の発表࣌にࢯ名公表を行うことに同意す

ること
　（�）　ຊֶからٻめられた合にֶ生生׆に関する報

成果発表等を行うこと、ࠂ
　（�）　他のֶ生のൣとなるようめること
（方法څ）
ୈ��　ຊֶۚは、څに係るखଓを完了したडڅ者
に対し、څֹۚ全ֹを一ׅしてڅする。
̎　ຊֶۚは、ຊ人名ٛのۜ行࠲ޱのৼࠐみにより
。するڅ

（の取ফڅ）
ୈ��　डڅ者が、次の֤߸の一つに該当するときは、
ֶ、研究Պҕ員ձの৹ٞを経てֶࣃ部教授ձ又はֶࣃ
がडڅ者のܾ定を取りফし、ຊֶۚをฦؐさせる
ことがある。
成又はੑ行が不ྑとなったときۀֶ　（1）　
　（�）　ຊֶֶ生ռ規程によるॲ分をडけたとき
　（�）　ͦの他ຊֶ生として名༪をԚす行為があった

とき
　（�）　出ئ又はަखଓにܽؕ、ڏ偽等の不正又は不

උ等があったとき
（事  （ہ
ୈ��　この規程に関する事は、ֶ 生ࢧԉ՝が所管
し、事ॲ理を行うものとする。

（規程の改ഇ）
ୈ��　この規程の改ഇは、ֶࣃ部教授ձฒびにֶࣃ研
究Պҕ員ձの৹ٞを経て、ֶ がܾ定する。

　　　ෟ　ଇ
　この規程は、ฏ成��1�݄1からࢪ行する。
　　　ෟ　ଇ
　この改正規程は、ฏ成�1�݄1からࢪ行する。
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ֶେֶӃֶࣃ研究Պ（ҎԼ「ֶࣃ研究Պ」という。）のम
ֶ՝程に͓いて、༏लな成をऩめ、ຊֶでのֶशを௨
して得たࠃ際的意ࣝをج൫に、ಠ自のֶशςーϚ
を造、ٻしてΏく、ֶ びと成のൣとなる人間形
成に資することを的とする。

（対  者）
ୈ̎　ຊֶۚのڅは、ֶࣃ部又はֶࣃ研究Պに在
ֶするֶ生とする。

（人数څ）
ୈ̏　څ人数は、ֶࣃ部及びֶࣃ研究Պのएׯ名と
する。

（ֹۚڅ）
ୈ̐　ຊֶۚのڅֹۚは、研究発表あるいはࠃ際
的׆ಈのためのւ外ߤ、ླཱྀ ֶに要するԟ෮ߤ空ӡ
の全ֹまたは一部のֹۚとする。ただし、間��ສԁを
上限とし、1名あたりのڅֹは��ສԁを上限とする。

（期間څ資ۚ及びݪ）
ୈ̑　څするຊֶۚは、ݪ資ۚである1���ສԁ
をもってॆてることとし、څ期間は、ݪ資ۚの終了ま
でとする。

（ื　　ू）
ୈ̒　ຊֶۚのडڅ者のืूは、ื ू要߲にͮجき、
ຖ行う。
̎　ืू要߲は、ֶ 生ࢧԉ՝掲示൘、ࠃ際ަ流ηンター
ϗーϜペーδ等で公։する。

（出　　ئ）
ୈ̓　ຊֶۚのڅをرする者は、ื ू要߲に定
める期限までに次による所定出ئ書類をֶ生ࢧԉ՝に
提出しなければならない。
ਃ書څֶۚडࢠՈ༏ࢯ　（1）　
　（�）　指導教員又はΫϥス୲等の推ન書（要ॺ名、ԡ

ҹ）
　（�）　成ূ明書
（出ئ資格）
ୈ̔　ຊֶۚに出ئできる者は、次の֤߸のすて
を満たす者とする。
ಈ・研究等に従事している。又はͦの༧׆際的ࠃ　（1）　

定があること
成が༏लであるۀのֶࠒ部のֶ生は、ֶࣃ　（�）　

と認められること
際誌でࠃ際ֶձ҃いはࠃ、研究Պのֶ生はֶࣃ　（�）　

研究҃いは論文発表を行うこと
（બߟ及びܾ定）
ୈ̕　डڅ者は、ຊ第�߲にͮجくબߟҕ員ձに͓
いてબߟし、ֶࣃ部教授ձ又はֶࣃ研究Պҕ員ձの৹
ٞを経て、ֶ がܾ定する。
̎　બߟҕ員ձは次のҕ員をもって構成する。
研究Պֶࣃ部又はֶࣃ　（1）　
・ܥૅج研究Պが໋するֶࣃ部又はֶࣃ　（�）　

ྟচܥをؚΉ�名の教授
部ֶ生部ֶࣃ　（�）　

部教部ֶࣃ　（�）　
際ަ流ҕ員ࠃ部ֶࣃ　（5）　
際ަ流ηンターओࠃ　（�）　
　（�）　ֶ生ࢧԉ事部
　（�）　ֶ生ࢧԉ՝
部教՝ֶࣃ　（9）　
̏　બߟҕ員ձのҕ員は、ֶࣃ部又はֶࣃ研究Պ
とし、必要のҕ員ձをটूしٞとなる。

̐　डڅ者のબߟ方法は、書類৹ࠪฒびに໘とする。
（ճ数څ）
ୈ��　ຊֶۚは、ֶࣃ部及びֶࣃ研究Պ在ֶதのͦ
れͧれに͓いて1ճ限りのڅとする。

（௨　　）
ୈ��　ֶࣃ部は、डڅ者に対し、څのܾ定及びڅ
खଓを௨する。

（डڅ者のٛ）
ୈ��　डڅ者は、ֶۚのڅをडけるために、次の
֤߸に掲͛る事߲を行わなければならない。

　（1）　डڅ者の発表࣌にࢯ名公表を行うことに同意す
ること

　（�）　ຊֶからٻめられた合にֶ生生׆に関する報
成果発表等を行うこと、ࠂ

　（�）　他のֶ生のൣとなるようめること
（方法څ）
ୈ��　ຊֶۚは、څに係るखଓを完了したडڅ者
に対し、څֹۚ全ֹを一ׅしてڅする。

̎　ຊֶۚは、ຊ人名ٛのۜ行࠲ޱのৼࠐみにより
。するڅ

（の取ফڅ）
ୈ��　डڅ者が、次の֤߸の一つに該当するときは、
ֶ、研究Պҕ員ձの৹ٞを経てֶࣃ部教授ձ又はֶࣃ
がडڅ者のܾ定を取りফし、ຊֶۚをฦؐさせる
ことがある。

成又はੑ行が不ྑとなったときۀֶ　（1）　
　（�）　ຊֶֶ生ռ規程によるॲ分をडけたとき
　（�）　ͦの他ຊֶ生として名༪をԚす行為があった

とき
　（�）　出ئ又はަखଓにܽؕ、ڏ偽等の不正又は不

උ等があったとき
（事  （ہ
ୈ��　この規程に関する事は、ֶ 生ࢧԉ՝が所管
し、事ॲ理を行うものとする。

（規程の改ഇ）
ୈ��　この規程の改ഇは、ֶࣃ部教授ձฒびにֶࣃ研
究Պҕ員ձの৹ٞを経て、ֶ がܾ定する。

　　　ෟ　ଇ
　この規程は、ฏ成��1�݄1からࢪ行する。
　　　ෟ　ଇ
　この改正規程は、ฏ成�1�݄1からࢪ行する。
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ɹɹେنࣗવࡂ等にΑΓጶࡂしͨ
ɹɹݟେֶ・ݟେֶظେֶ෦の
ɹɹֶੜにるतۀྉݮ໔نఔ

（　　的）
ୈ̍　この規程は、େ規自વࡂ害等（ҎԼ「ࡂ害等」と
いう。）による経済的理༝により、बֶが著しくࠔに
なった見େ ・ֶ見େֶ期େֶ部に在੶する者（Ҏ
Լ「ጶֶࡂ生」という。）に対して、ͦ のの授ۀ料の
ֹを໔除し、ֶ 。ԉすることを的とするࢧଓをܧのۀ

（対  者）
ୈ̎　ጶֶࡂ生の授ۀ料の໔除は、ͦ のֶ資をओとし
てࢧหしている者（ҎԼ「ֶ資ࢧห者」という。）が、ࡂ害
༥資法の適用をडける・෩ਫ害等のඃࡂॿ法、ఱٹ
害、एしくはこれらのඃ害に४ずる程のඃ害により
Ոܭがٸ変し、बֶがࠔになった者を対とする。

（可　　ڐ）
ୈ̏　次の֤߸のいずれかに該当し、経済的にमֶࠔ
であると認められる者に対しては、ͦ のئい出によ
り、બߟҕ員ձのٞを経て授ۀ料の໔除をڐ可するこ
とがある。
　（1）　ጶֶࡂ生のֶ資ࢧห者がࢮ又は期ྍཆதの

者
　（�）　ጶֶࡂ生のֶ資ࢧห者のॅډするՈ等が、全

յ、େ規յ、յ、一部損յ等であるとূ明さ
れた者

　（�）　ጶֶࡂ生のֶ資ࢧห者が、・෩ਫ害等のඃ害
により、経済的にځࠔしている又はආ生׆等を
༨ّなくされた者

　（�）　前֤߸に४ずる合であって、૬当と認められ
る理༝がある者

（ਃ　　）
ୈ̐　໔除のڐ可をئい出ようとする者は、ݪଇとし
て۠ࢢொଜ又はফ防ॺ発行のጶূࡂ明書を提出しな
ければならない。ただし、ጶূࡂ明書の提出がࠔと認
められる合には、ผに定める書類の提出をもって
えることができる。

（対期間）
ୈ̑　໔除の対期間は、この規程の適用をडける者
が在੶するֶՊのमۀ限又は՝程のඪ४मۀ限に
૬当する期間を上限とする。

（授ۀ料のฦؐ）
ୈ̒　授ۀ料の໔除をڐ可された者のうͪ、既に授ۀ
料を全ֹೲめていた者については、ֶ 生ೲۚ等ೲೖ
規程第11にかかわらず、ೲ済みの授ۀ料のうͪ
ֹをฦؐするものとする。

　　　ෟ　ଇ
　1　この規程は、ฏ成���݄1からࢪ行する。
　�　この規程のࢪ行にい、ฏ成���݄1ࢪ行の౦
ຊେࡂによりጶࡂした見େ ・ֶ見େֶ期
େֶ部のֶ生に係る授ۀ料ݮ໔規程はഇ止する。

ݟେֶब৬Ѻટنఔ

（झ　　ࢫ）
ୈ̍　この規程は、見େֶ及び見େֶ期େֶ部
	ҎԼ「ຊֶ」という。）が৬҆ۀ定法	ত��法第
1�1߸）第��の̎にͮجき、ຊֶֶ生（େֶӃ・ઐ߈
Պ生をؚΉ。）及びଔۀ生（େֶӃ・ઐ߈Պम了者をؚ
Ή。）又はୀֶ者のब৬Ѻટを行う合の必要事߲を定
めるものとする。

（ब৬ొ）
ୈ̎　ब৬のѺટをرする者は、所定のखଓきによ
りब৬ొしなければならない。
̎ 前߲のొをしていない者に対しては、ब৬のѺટ
を行わない。

（説 明 ձ）
ୈ̏　ब৬のѺટをرする者は、ຊֶで行うब৬説
明ձに出੮することとする。

（推　　ન）
ୈ̐　ֶߍ推નは、̍ 人̍件とする。Ԡื方法がҟなっ
ても同࣌に̎件Ҏ上の推નは行わない。ただし当該ٻ
人ઌに͓いて不࠾用となった合には、他のٻ人ઌ
の推નを行うことがある。

（९क事߲）
ୈ̑　ֶߍ推નをडけた者は、意に࠾用試験等を์
してはならない。やΉを得ずड験をத止するときはغ
必ず事前にຊֶにਃし出て指導をडけるものとする。

（推નの༏ઌ）
ୈ̒　重複内定の合は、ֶ 推નの内定ઌを最༏ઌߍ
としなければならない。

（報　　ࠂ）
ୈ̓　࠾用内定の௨をडけた者は、なく所定の
खଓきにて報ࠂしなければならない。

（Ѻટのத止）
ୈ̔　この規程及びຊֶの指示に従わないときは、ब
৬のѺટをத止することがある。

（ͦ の 他）
ୈ̕　この規程の定めにない事߲については、৬҆ۀ
定法ͦの他の関係法ྩ及び௨ୡの定めるとこΖによる
ものとする。

　　　ෟ　ଇ　
　ຊ規程は、ত�1�݄1からࢪ行する。　
　　　ෟ　ଇ
		この改正規程は、ྩ �1�݄1からࢪ行する。

ݟେֶอ݈ηϯターنఔ

（झ　　ࢫ）
ୈ̍　この規程は、見େֶֶଇ第5�第�߲及び
見େֶ期େֶ部ֶଇ第��第�߲の規定にͮجき、
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見େֶ保݈ηンター（ҎԼ「ηンター」という。）のӡ
Ӧについて必要な事߲を定めるものとする。

（　　的）
ୈ̎　ηンターは、見େֶ及び見େֶ期େֶ部
のֶ生及び教৬員（見େֶ期େֶ部ෟ属三দ༮ஓ
Ԃ教৬員をؚΉ。ҎԼ同じ。）に対する保݈管理ۀを
実ࢪすることを的とする。

（　　ۀ）
ୈ̏　ηンターは、次のۀを行う。
　（1）　ֶ内の保݈管理についての企画及びཱҊ
　（�）　ֶ生及び教৬員の定期及びྟ࣌の݈߁断の実

の指導ޙฒびに事ࢪ
　（�）　ֶ生及び教৬員に対する݈߁૬ஊ
断ূ明書の発行߁݈　（�）　
　（5）　Ԡٸॲஔ
　（�）　ͦの他の݈߁の保࣋及び૿ਐについて必要な事

߲
（৬　　員）
ୈ̐　ηンターに、次の৬員をஔく。
　（1）　所
　（�）　ҩࢣ
　（�）　事
ࢣޢ　（�）　
　（5）　事৬員
（所　　）
ୈ̑　所は、ֶ の推નにより理事が໋する。
̎　所の期は、�とする。ただし、࠶を͛ない。
̏　所は、ηンターの管理ӡӦに当たる。
（事  ）
ୈ̒　事は、所をิࠤしηンターの事ॲ理に
当たる。

（ӡӦҕ員ձ）
ୈ̓　ηンターのۀのԁなӡӦをਤるため、保݈
ηンターӡӦҕ員ձ（ҎԼ「ҕ員ձ」という。）をஔく。
̎　ҕ員ձは、次の事߲を৹ٞする。
　（1）　ηンターの間ۀܭ画に関すること
　（�）　ͦの他ӡӦに関し所が必要と認める事߲
（ҕ員ձの構成）
ୈ̔　ҕ員ձは、次のҕ員をもって構成する。
　（1）　所
　（�）　ֶ֤部のֶՊ及び期େֶ部のֶՊよりબ出さ

れた教員֤1名
　（�）　事
　（�）　ͦの他ֶが必要と認めた者
̎　ҕ員（所及び事であるҕ員を除く。）の期は、
�とする。ただし、࠶を͛ない。
̏　ҕ員にܽ員が生じた合のิॆҕ員の期は、前
者の期間とする。

（ҕ員ձの։࠵）
ୈ̕　ҕ員ձは、所がҕ員となり、必要にԠじてこ
れをটूする。

̎　ҕ員ձは、必要にԠじてηンターの৬員を出੮させ、
説明又は意見をௌくことができる。

（։所࣌間）
ୈ��　ηンターの։所࣌間は、ٳ、ॕ 及びຊֶの
定めるۀٳを除き、次のと͓りとする。
　（1）　ฏ　　5࣌��分～ ��分࣌�1
　（�）　༵　5࣌��分～ ��分࣌�1
̎　前߲の規定にかかわらず、所は、必要にԠじて։所
。間をԆ、もしくはॖすることができる࣌

（規程の改ഇ）
ୈ�� この規程の改ഇは、ҕ員ձの৹ٞを経て、ֶ が
ܾ定する。

　　　ෟ　ଇ　
　この規程は、ত59�݄1からࢪ行する。
　　　ෟ　ଇ
　1　この改正規程は、ฏ成���݄1からࢪ行する。
　�　この改正規程のࢪ行にい、ত59�݄1ࢪ行
の見େֶ保݈ηンター細ଇはഇ止する。

ݟେֶ文ֶ෦ෛইֶੜにରする
ҩྍඅิॿنఔ

（　　的）
ୈ̍　この規程は、見େֶ文ֶ部（ҎԼ「ຊֶ」とい
う）に在ֶするֶ生が、ຊֶ管理Լに͓いて発生した事
、をडけたときྍ࣏によりෛইし、ҩྍ機関に͓いてނ
ͦのҩྍඅをิॿすることを的とする。ただし、ຊֶ
ֶ生が加ೖしている「ֶ生教ҭ研究ࡂ害ই害保ݥ（ҎԼ
「ֶ研ࡂ」という）」の適用をडけたものは除く。
（適用ൣғ）
ୈ̎　この規程に͓いて適用する事ނとは、次の֤߸に
該当するもので、「ֶ研ࡂ」第1・�・�・5に४ずる
ものとする。ただし、第�߲の適用除外߲をิする。
　（1） 正՝த及びຊֶओ࠵のॾ行事にࢀ加தのෛই事ނ。
　（�）　ຊֶに正ࣜにಧけ出をした՝外׆ಈにࢀ加தの

ෛই事ނ。
　（�）　ͦの他前֤߸に४ずるものと認めたෛই事ނ。
　（�）　ただし、前֤߸に͓いてෛই事ނのݪҼがຊ人

のނ意又は重େなաࣦによると認められたときは
適用しない。

（ิॿֹ及びิॿ対期間）
ୈ̏　前にうҩྍඅのิॿֹ及びิॿ対期間
は、「ֶ研ࡂ」第�にいうฏৗの生׆をӦΉこと
ができる程にな͓ったまでのྍ࣏数（ҎԼ「ྍ࣏
数」という）に対するҩྍ保ۚݥがࢧわれない次の
ものとする。
　（1）　前の第1߲に該当する合は、ྍ࣏数が1

Ҏ上�ະ満のもの。
　（�）　前の第�߲に該当する合は、ྍ࣏数が1
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見େֶ保݈ηンター（ҎԼ「ηンター」という。）のӡ
Ӧについて必要な事߲を定めるものとする。

（　　的）
ୈ̎　ηンターは、見େֶ及び見େֶ期େֶ部
のֶ生及び教৬員（見େֶ期େֶ部ෟ属三দ༮ஓ
Ԃ教৬員をؚΉ。ҎԼ同じ。）に対する保݈管理ۀを
実ࢪすることを的とする。

（　　ۀ）
ୈ̏　ηンターは、次のۀを行う。
　（1）　ֶ内の保݈管理についての企画及びཱҊ
　（�）　ֶ生及び教৬員の定期及びྟ࣌の݈߁断の実

の指導ޙฒびに事ࢪ
　（�）　ֶ生及び教৬員に対する݈߁૬ஊ
断ূ明書の発行߁݈　（�）　
　（5）　Ԡٸॲஔ
　（�）　ͦの他の݈߁の保࣋及び૿ਐについて必要な事

߲
（৬　　員）
ୈ̐　ηンターに、次の৬員をஔく。
　（1）　所
　（�）　ҩࢣ
　（�）　事
ࢣޢ　（�）　
　（5）　事৬員
（所　　）
ୈ̑　所は、ֶ の推નにより理事が໋する。
̎　所の期は、�とする。ただし、࠶を͛ない。
̏　所は、ηンターの管理ӡӦに当たる。
（事  ）
ୈ̒　事は、所をิࠤしηンターの事ॲ理に
当たる。

（ӡӦҕ員ձ）
ୈ̓　ηンターのۀのԁなӡӦをਤるため、保݈
ηンターӡӦҕ員ձ（ҎԼ「ҕ員ձ」という。）をஔく。
̎　ҕ員ձは、次の事߲を৹ٞする。
　（1）　ηンターの間ۀܭ画に関すること
　（�）　ͦの他ӡӦに関し所が必要と認める事߲
（ҕ員ձの構成）
ୈ̔　ҕ員ձは、次のҕ員をもって構成する。
　（1）　所
　（�）　ֶ֤部のֶՊ及び期େֶ部のֶՊよりબ出さ

れた教員֤1名
　（�）　事
　（�）　ͦの他ֶが必要と認めた者
̎　ҕ員（所及び事であるҕ員を除く。）の期は、
�とする。ただし、࠶を͛ない。
̏　ҕ員にܽ員が生じた合のิॆҕ員の期は、前
者の期間とする。

（ҕ員ձの։࠵）
ୈ̕　ҕ員ձは、所がҕ員となり、必要にԠじてこ
れをটूする。

̎　ҕ員ձは、必要にԠじてηンターの৬員を出੮させ、
説明又は意見をௌくことができる。

（։所࣌間）
ୈ��　ηンターの։所࣌間は、ٳ、ॕ 及びຊֶの
定めるۀٳを除き、次のと͓りとする。

　（1）　ฏ　　5࣌��分～ ��分࣌�1
　（�）　༵　5࣌��分～ ��分࣌�1
̎　前߲の規定にかかわらず、所は、必要にԠじて։所
。間をԆ、もしくはॖすることができる࣌

（規程の改ഇ）
ୈ�� この規程の改ഇは、ҕ員ձの৹ٞを経て、ֶ が
ܾ定する。

　　　ෟ　ଇ　
　この規程は、ত59�݄1からࢪ行する。
　　　ෟ　ଇ
　1　この改正規程は、ฏ成���݄1からࢪ行する。
　�　この改正規程のࢪ行にい、ত59�݄1ࢪ行
の見େֶ保݈ηンター細ଇはഇ止する。

ݟେֶ文ֶ෦ෛইֶੜにରする
ҩྍඅิॿنఔ

（　　的）
ୈ̍　この規程は、見େֶ文ֶ部（ҎԼ「ຊֶ」とい
う）に在ֶするֶ生が、ຊֶ管理Լに͓いて発生した事
、をडけたときྍ࣏によりෛইし、ҩྍ機関に͓いてނ
ͦのҩྍඅをิॿすることを的とする。ただし、ຊֶ
ֶ生が加ೖしている「ֶ生教ҭ研究ࡂ害ই害保ݥ（ҎԼ
「ֶ研ࡂ」という）」の適用をडけたものは除く。

（適用ൣғ）
ୈ̎　この規程に͓いて適用する事ނとは、次の֤߸に
該当するもので、「ֶ研ࡂ」第1・�・�・5に४ずる
ものとする。ただし、第�߲の適用除外߲をิする。

　（1） 正՝த及びຊֶओ࠵のॾ行事にࢀ加தのෛই事ނ。
　（�）　ຊֶに正ࣜにಧけ出をした՝外׆ಈにࢀ加தの

ෛই事ނ。
　（�）　ͦの他前֤߸に४ずるものと認めたෛই事ނ。
　（�）　ただし、前֤߸に͓いてෛই事ނのݪҼがຊ人

のނ意又は重େなաࣦによると認められたときは
適用しない。

（ิॿֹ及びิॿ対期間）
ୈ̏　前にうҩྍඅのิॿֹ及びิॿ対期間
は、「ֶ研ࡂ」第�にいうฏৗの生׆をӦΉこと
ができる程にな͓ったまでのྍ࣏数（ҎԼ「ྍ࣏
数」という）に対するҩྍ保ۚݥがࢧわれない次の
ものとする。

　（1）　前の第1߲に該当する合は、ྍ࣏数が1
Ҏ上�ະ満のもの。

　（�）　前の第�߲に該当する合は、ྍ࣏数が1
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Ҏ上1�ະ満のもの。
　（�）　前の第�߲に該当する合で、前第1߲に४

ずるものは前第1߲、前第�߲に४ずるものは前
第�߲による。

（ҩྍඅの定ٛ）
ୈ̐　ここにいうҩྍඅとは、֤ छ݈߁保ݥを用し
たޙのຊ人ෛ୲ֹをいう。

（ࢮҨই害又はޙ）
ୈ̑　ෛইのから�έ݄Ҏ内にෛইの݁果として、
、ったときはࢸにࢮҨই害を生じたときएしくはޙ
「ֶ研ࡂ」や֤छ݈߁保ݥの適用による保ۚݥやڅۚ
とは関係なくେֶで定めるෛইֶ生に対するҩྍඅิ
ॿج४にͮجき、見ۚ又はீҚۚをଃるものとする。

（ิॿਃ）
ୈ̒　ҩྍඅのิॿをਃしようとする者は、ྍ࣏終
了1ޙέ݄Ҏ内に所定の用ࢴに必要事߲を記ೖのう
え、ྖ ऩ書及び݊をఴえてֶ生ࢧԉ՝にਃする
ものとする。

（事ނ発生࣌のાஔ）
ୈ̓　୲当教員又は՝外׆ಈސはෛই事ނ発生と同
ずߨԉ՝࿈བྷし、やかに૬Ԡのાஔをࢧにֶ生࣌
るとともに事ނ報ࠂ書を提出しなければならない。

（事の取ѻ）
ୈ̔ ҩྍඅิॿに関する事取ѻはֶ生ࢧԉ՝とする。

　　　ෟ　ଇ
　この規程は、ত���݄1からࢪ行する。
　　　ෟ　ଇ
　この改正規程は、ฏ成���݄1からࢪ行する。
　　　ෟ　ଇ　
　この改正規程は、ฏ成��1�݄1からࢪ行する。

ݟେֶֶࣃ෦ෛইֶੜにରする
ҩྍඅิॿنఔ

（　　的）
ୈ̍　この規程は、見େֶֶࣃ部（ҎԼ「ຊֶ」とい
う）に在ֶするֶ生が、େֶの管理Լに͓いて発生した
事ނによりෛইし、ҩྍ機関に͓いてྍ࣏をडけたと
き、ͦ のҩྍඅの一部をิॿすることにより、ֶ 生の経
済的ෛ୲をܰݮすることを的とする。

（適用ൣғ）
ୈ̎　この規程に͓いて適用する事ނとは次のと͓り
とする。ただし、ෛই事ނのݪҼがຊ人のނ意、又はຊ人
の重େなաࣦによると認められたときは適用しない。
　（1）　正՝த（ྟচ実शをؚΉ）のෛই事ނ及びຊֶओ

ނ加தのෛই事ࢀのॾ行事に࠵
　（�）　ຊֶに正ࣜにಧけ出をした՝外׆ಈにࢀ加தの

ෛই事ނ
　（�）　ͦの他前֤߸に४ずるものと認めたෛই事ނ

（ิ ॿ ֹ）
ୈ̏　前の事ނにうҩྍඅのิॿֹは、ֶࣃ部の
ֶ生が加ೖしている「ֶ生૯合保ݥ」に係る、ই害保ݥ
によりࢧわれたڅֹとຊ人ෛ୲ֹとのֹࠩの一部
とし、ิ ॿֹについてはผに定める。

（ิॿ対期間）
ୈ̐　前のҩྍඅのิॿ対期間は、ෛইしたか
ら1��をもって限とする。ただし、ิ ॿ対期間内
に͓いて௨Ӄ数は、9�を限とする。

（ҩྍඅの定ٛ）
ୈ̑　この規程によるҩྍඅとは、֤ छ݈߁保ݥを
用したޙのຊ人ෛ୲ֹをいう。ただし、法定ֹߴҩྍඅ
のڅをडけられるときは、ͦ のֹࠩを߇除したຊ人
ෛ୲ֹとする。
̎　ೖӃࣨ料、断書等݈߁保ݥ外のඅ用については、ಛ
に必要と認める合Ҏ外は、ҩྍඅとすることができ
ない。

（ࢮҨই害又はޙ）
ୈ̒　ෛইののݪҼとなり、ෛইのから1��
Ҏ内にޙҨই害が生じたとき、एしくはࢮしたとき
は「ֶ生૯合保ݥ」の適用によるڅۚとは関係なく、
େֶで定めるෛইֶ生に対するҩྍඅิॿج४にͮج
き見ۚ又はீҚۚをଃるものとする。

（ิॿਃ）
ୈ̓　ҩྍඅのิॿをਃしようとする者は、ྍ࣏終
了1ޙέ݄Ҏ内に所定のਃ書に必要事߲を記ೖのう
え、ྖ ऩ書（ࣸ）及びҩࢣの断書（ྍ࣏期間��ະ満
のෛই事ނは除く）をఴえてֶ生ࢧԉ՝にਃするも
のとする。

（事ނ発生࣌のાஔ）
ୈ̔　୲当教員又は՝外׆ಈސは、ෛই事ނ発生と
同࣌にֶ生ࢧԉ՝に࿈བྷし、やかに૬Ԡのાஔをߨ
ずるとともに事ނ報ࠂ書をֶ生ࢧԉ՝提出するもの
とする。

（事の取ѻ）
ୈ̕　ҩྍඅิॿに関する事取ѻは、ֶ 生ࢧԉ՝と
する。　

　　　ෟ　ଇ
　この規程は、ত���݄1よりࢪ行する。
　　　ෟ　ଇ　
　この改正規程は、ฏ成���݄1からࢪ行する。　
　　　ෟ　ଇ　
　この改正規程は、ฏ成��1�݄1からࢪ行する。

ݟେֶظେֶ෦ෛইֶੜにରする
ҩྍඅิॿنఔ

（　　的）
ୈ̍　この規程は、見େֶ期େֶ部（ҎԼ「ຊֶ」と
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いう）に在ֶするֶ生が、ຊֶ管理Լに͓いて発生した
事ނによりෛইし、ҩྍ機関に͓いてྍ࣏をडけたと
き、ͦ のҩྍඅをิॿすることを的とする。ただし、
ຊֶֶ生が加ೖしている「ֶ生教ҭ研究ࡂ害ই害保ݥ
（ҎԼ「ֶ研ࡂ」という）」の適用をडけたものは除く。
（適用ൣғ）
ୈ̎　この規程に͓いて適用する事ނとは次の֤߸に
該当するもので、「ֶ研ࡂ」第1・�・�・5に४ずる
ものとする。ただし、第�߲の適用除外߲をิする。
　（1）　正՝த及びຊֶओ࠵のॾ行事にࢀ加தのෛই事

。ނ
　（�）　ຊֶに正ࣜにಧけ出をした՝外׆ಈにࢀ加தの

ෛই事ނ。
　（�）　ͦの他前֤߸に४ずるものと認めたෛই事ނ。
　（�）　ただし、前֤߸に͓いてෛই事ނのݪҼがຊ人

のނ意又は重େなաࣦによると認められたときは
適用しない。

（ิॿֹ及びิॿ対期間）
ୈ̏　前にうҩྍඅのิॿֹ及びิॿ対期間
は、「ֶ研ࡂ」第�にいうฏৗの生׆をӦΉこと
ができる程にな͓ったまでのྍ࣏数（ҎԼ「ྍ࣏
数」という）に対するҩྍ保ۚݥがࢧわれない次の
ものとする。
　（1）　前の第1߲に該当する合は、ྍ࣏数が1

Ҏ上�ະ満のもの。
　（�）　前の第�߲に該当する合は、ྍ࣏数が1

Ҏ上1�ະ満のもの。
　（�）　前の第�߲に該当する合で、前第1߲に४

ずるものは前第1߲、前第�߲に४ずるものは前
第�߲による。

（ҩྍඅの定ٛ）
ୈ̐　ここにいうҩྍඅとは、֤ छ݈߁保ݥを用し
たޙのຊ人ෛ୲ֹをいう。

（ࢮҨই害又はޙ）
ୈ̑　ෛইのから�έ݄Ҏ内にෛইの݁果として、
、ったときはࢸにࢮҨই害を生じたときएしくはޙ
「ֶ研ࡂ」や֤छ݈߁保ݥの適用による保ۚݥやڅۚ
とは関係なくେֶで定めるෛইֶ生に対するҩྍඅิ
ॿج४にͮجき、見ۚ又はீҚۚをଃるものとする。

（ิॿਃ）
ୈ̒　ҩྍඅのิॿをਃしようとする者は、ྍ࣏終
了1ޙέ݄Ҏ内に所定の用ࢴに必要事߲を記ೖのう
え、ྖ ऩ書及び݊をఴえてֶ生ࢧԉ՝にਃする
ものとする。

（事ނ発生࣌のાஔ）
ୈ̓　୲当教員又は՝外׆ಈސはෛই事ނ発生と同
ずߨԉ՝࿈བྷし、やかに૬Ԡのાஔをࢧにֶ生࣌
るとともに事ނ報ࠂ書を提出しなければならない。

（事の取ѻ）
ୈ̔　ҩྍඅิॿに関する事取ѻはֶ生ࢧԉ՝とす
る。

　　　ෟ　ଇ
　この規程は、ত���݄1からࢪ行する。
　　　ෟ　ଇ　
　この改正規程は、ฏ成���݄1からࢪ行する。
　　　ෟ　ଇ　
　この改正規程は、ฏ成��1�݄1からࢪ行する。

ݟେֶਤ書ؗنఔ
（झ　　ࢫ）　
ୈ̍　この規程は、見େֶֶଇ第5�第�߲及び
見େֶ期େֶ部ֶଇ第59第�߲の規定にͮجき、
見େֶਤ書 （ؗҎԼ「ਤ書ؗ」という。）について、必要
な事߲を定める。

（　　的）
ୈ̎　ਤ書ؗは、ਤ書及びͦの他のਤ書ؗ資料（ҎԼ
「資料」という。）をऩ ・ू理・保存し、見େֶ及び
見େֶ期େֶ部（ҎԼ「ຊֶ」という。）のֶ生、教৬員
及びͦの他の利用にڙするとともに、ͦ の教ҭ、ௐࠪ研
究、教ཆ等に資することを的とする。

（ਤ書ؗ）　
ୈ̏　ਤ書ؗに、ਤ書ؗをஔく。
̎ ਤ書ؗは、ֶ の໋をडけ、所属৬員を指شಜ
して所管事をঠり、ਤ書ؗを表する。
̏ ਤ書ؗは、ຊֶの教授のうͪから、ֶ の推નに
より理事が໋する。
̐　ਤ書ؗの期は、�とする。ただし、࠶を͛
ない。
̑				ਤ書ؗにܽ員が生じた合のิܽのؗの期
は、前者の期間とする。

（ਤ書ҕ員ձ）　
ୈ̐　ਤ書ؗに、ਤ書ؗの企画ฒびにӡӦに関する重
要事߲について、ֶ のࢾにԠじて৹ٞするためਤ
書ҕ員ձをஔく。
̎　 ਤ書ҕ員ձについては、ผに定める。
（資料のऩू、管理等）　
ୈ̑　資料のऩू、管理、除੶等については、ผに定め
る。

（利　　用）　
ୈ̒　ਤ書ؗの利用については、ผに定める。
　（報　　）
ୈ̓　ਤ書ؗは、利用者に対し、ۀ上報の必要を
認めた合には、掲示・ؗ 報ͦの他の方法で報じなけれ
ばならない。

（規程の改ഇ）　
ୈ̔　この規程の改ഇは、ਤ書ҕ員ձの৹ٞを経て、ֶ
がܾ定する。

　　　ෟ　ଇ
　この規程は、ত���݄�からࢪ行する。
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いう）に在ֶするֶ生が、ຊֶ管理Լに͓いて発生した
事ނによりෛইし、ҩྍ機関に͓いてྍ࣏をडけたと
き、ͦ のҩྍඅをิॿすることを的とする。ただし、
ຊֶֶ生が加ೖしている「ֶ生教ҭ研究ࡂ害ই害保ݥ
（ҎԼ「ֶ研ࡂ」という）」の適用をडけたものは除く。
（適用ൣғ）
ୈ̎　この規程に͓いて適用する事ނとは次の֤߸に
該当するもので、「ֶ研ࡂ」第1・�・�・5に४ずる
ものとする。ただし、第�߲の適用除外߲をิする。
　（1）　正՝த及びຊֶओ࠵のॾ行事にࢀ加தのෛই事

。ނ
　（�）　ຊֶに正ࣜにಧけ出をした՝外׆ಈにࢀ加தの

ෛই事ނ。
　（�）　ͦの他前֤߸に४ずるものと認めたෛই事ނ。
　（�）　ただし、前֤߸に͓いてෛই事ނのݪҼがຊ人

のނ意又は重େなաࣦによると認められたときは
適用しない。

（ิॿֹ及びิॿ対期間）
ୈ̏　前にうҩྍඅのิॿֹ及びิॿ対期間
は、「ֶ研ࡂ」第�にいうฏৗの生׆をӦΉこと
ができる程にな͓ったまでのྍ࣏数（ҎԼ「ྍ࣏
数」という）に対するҩྍ保ۚݥがࢧわれない次の
ものとする。
　（1）　前の第1߲に該当する合は、ྍ࣏数が1

Ҏ上�ະ満のもの。
　（�）　前の第�߲に該当する合は、ྍ࣏数が1

Ҏ上1�ະ満のもの。
　（�）　前の第�߲に該当する合で、前第1߲に४

ずるものは前第1߲、前第�߲に४ずるものは前
第�߲による。

（ҩྍඅの定ٛ）
ୈ̐　ここにいうҩྍඅとは、֤ छ݈߁保ݥを用し
たޙのຊ人ෛ୲ֹをいう。

（ࢮҨই害又はޙ）
ୈ̑　ෛইのから�έ݄Ҏ内にෛইの݁果として、
、ったときはࢸにࢮҨই害を生じたときएしくはޙ
「ֶ研ࡂ」や֤छ݈߁保ݥの適用による保ۚݥやڅۚ
とは関係なくେֶで定めるෛইֶ生に対するҩྍඅิ
ॿج४にͮجき、見ۚ又はீҚۚをଃるものとする。

（ิॿਃ）
ୈ̒　ҩྍඅのิॿをਃしようとする者は、ྍ࣏終
了1ޙέ݄Ҏ内に所定の用ࢴに必要事߲を記ೖのう
え、ྖ ऩ書及び݊をఴえてֶ生ࢧԉ՝にਃする
ものとする。

（事ނ発生࣌のાஔ）
ୈ̓　୲当教員又は՝外׆ಈސはෛই事ނ発生と同
ずߨԉ՝࿈བྷし、やかに૬Ԡのાஔをࢧにֶ生࣌
るとともに事ނ報ࠂ書を提出しなければならない。

（事の取ѻ）
ୈ̔　ҩྍඅิॿに関する事取ѻはֶ生ࢧԉ՝とす
る。

　　　ෟ　ଇ
　この規程は、ত���݄1からࢪ行する。
　　　ෟ　ଇ　
　この改正規程は、ฏ成���݄1からࢪ行する。
　　　ෟ　ଇ　
　この改正規程は、ฏ成��1�݄1からࢪ行する。

ݟେֶਤ書ؗنఔ
（झ　　ࢫ）　
ୈ̍　この規程は、見େֶֶଇ第5�第�߲及び
見େֶ期େֶ部ֶଇ第59第�߲の規定にͮجき、
見େֶਤ書 （ؗҎԼ「ਤ書ؗ」という。）について、必要
な事߲を定める。

（　　的）
ୈ̎　ਤ書ؗは、ਤ書及びͦの他のਤ書ؗ資料（ҎԼ
「資料」という。）をऩ ・ू理・保存し、見େֶ及び
見େֶ期େֶ部（ҎԼ「ຊֶ」という。）のֶ生、教৬員
及びͦの他の利用にڙするとともに、ͦ の教ҭ、ௐࠪ研
究、教ཆ等に資することを的とする。

（ਤ書ؗ）　
ୈ̏　ਤ書ؗに、ਤ書ؗをஔく。
̎ ਤ書ؗは、ֶ の໋をडけ、所属৬員を指شಜ
して所管事をঠり、ਤ書ؗを表する。

̏ ਤ書ؗは、ຊֶの教授のうͪから、ֶ の推નに
より理事が໋する。

̐　ਤ書ؗの期は、�とする。ただし、࠶を͛
ない。

̑				ਤ書ؗにܽ員が生じた合のิܽのؗの期
は、前者の期間とする。

（ਤ書ҕ員ձ）　
ୈ̐　ਤ書ؗに、ਤ書ؗの企画ฒびにӡӦに関する重
要事߲について、ֶ のࢾにԠじて৹ٞするためਤ
書ҕ員ձをஔく。

̎　 ਤ書ҕ員ձについては、ผに定める。
（資料のऩू、管理等）　
ୈ̑　資料のऩू、管理、除੶等については、ผに定め
る。

（利　　用）　
ୈ̒　ਤ書ؗの利用については、ผに定める。
　（報　　）
ୈ̓　ਤ書ؗは、利用者に対し、ۀ上報の必要を
認めた合には、掲示・ؗ 報ͦの他の方法で報じなけれ
ばならない。

（規程の改ഇ）　
ୈ̔　この規程の改ഇは、ਤ書ҕ員ձの৹ٞを経て、ֶ
がܾ定する。

　　　ෟ　ଇ
　この規程は、ত���݄�からࢪ行する。

ー1��ー

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

Ⅵ

Ⅶ

Ⅷ

Ⅸ

Ⅹ

Ⅺ

Ⅻ

ⅩⅢ

学
内
情
報

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

利
用
ガ
イ
ド

総
合
案
内

事
務
手
続

ガ
イ
ド

学
生
生
活

ガ
イ
ド

奨
学
金

ガ
イ
ド

健
康
管
理

ガ
イ
ド

学
内
施
設

ガ
イ
ド

進
路（
就
職
）

ガ
イ
ド

災
害
・
事
故

等
へ
の
対
応

学
会
・
父
母

会・同
窓
会・

大
学
校
歌
他

諸
規
程
等

校
舎
案
内

課
外
活
動

ガ
イ
ド

大
学
周
辺案内

図
テ
レ
フ
ォ
ン

ガ
イ
ド
こ
ん
な
と
き

ど
う
す
る
？

Ⅺ
諸
規
程
等

　　　ෟ　ଇ
　この改正規程は、ฏ成���݄1からࢪ行する。

ݟେֶਤ書ؗ利༻نఔ
ɹɹୈ̍ষɹ૯ɹɹଇ
（　　的）
ୈ̍　この規程は、見େֶਤ書ؗ規程第�の規定
にͮجき、見େֶ及び見େֶ期େֶ部（ҎԼ「ຊ
ֶ」という。）にஔくਤ書 （ؗҎԼ「ਤ書ؗ」という。）の利
用について必要な事߲を定めることを的とする。

（利用資格）
ୈ̎　ਤ書ؗを利用できる者は、次のと͓りとする。
　（1）　ຊֶ教৬員
　（�）　ຊֶֶ生
　（�）　ຊֶେֶӃ生・ઐ߈生
　（�）　ຊֶਤ書ֶؗߨश生
　（5）　ຊֶ生ֶ֔शηϛφーձ員
　（�）　ຊֶچ教৬員
　（�）　ຊֶଔۀ生
　（�）　見େֶෟ属தֶߴߍ・ 等ֶߍ教৬員
　（9）　見େֶෟ属தֶߴߍ・ 等ֶߍ生ె
　（1�）　ԣࢢ内େֶਤ書ؗコンιーシアϜࢀ加େֶֶ

生・教৬員
　（11）　ຊֶ指定ߍ生 ・ె教৬員
　（1�）　ͦの他ؗがಛにڐ可した者
ٳ） ؗ ）
ୈ̏　ؗٳは、次のと͓りとする。
　（1）　༵及びࠃຽのٳ
　（�）　։ֶ記೦（11݄�1）
　（�）　・࢝
̎　前߲の規定にかかわらず、ؗ は、必要にԠじて、ྟ
。を定めることができるؗٳに։ؗ及び࣌

（։ؗ࣌間）
ୈ̐　։ؗ࣌間は、次のと͓りとする。
　（1）　ฏ　　ޕ前5࣌��分から࣌9ޙޕまで
　（�）　༵　ޕ前5࣌��分から࣌�ޙޕまで
̎　前߲の規定にかかわらず、ؗ は、必要にԠじて、։
。間をԆएしくはॖすることができる࣌ؗ

ɹɹୈ̎ষɹӾɹɹཡ
（Ӿཡ方法）
ୈ̑　ೖؗ者は、Ӿཡࣨの資料を、ؗ 内に͓いて自༝に
、しӾཡすることができる。Ӿཡを終了した資料はࡧݕ
ͪに所定の所にもどさなければならない。

（指定ਤ書）
ୈ̒　ֶ生の必ಡ書としてಛに教員が指定したものを
指定ਤ書とし、これをผஔする。

（重資料و）
ୈ̓　و重資料の利用は、次のと͓りとする。

可しڐ重資料は、ຊֶ教৬員の他ؗがಛにو　（1）　
たものに限ってӾཡすることができる。

重資料は、指定された所に͓いてӾཡするو　（�）　
ものとする。

いをؗئ者は、所定のӾཡر重資料のӾཡو　（�）　
に提出し、ͦ のڐ可を得なければならない。

ؗ、重資料はو　（�）　 外ଳ出することができない。
　（5）　ࣸਅ、複ࣸ機等によるو重資料の複ࣸについて

は、ؗ のڐ可を必要とする。
（書ݿ内資料）
ୈ̔　書ݿ内資料の利用は、次のと͓りとする。
　（1）　書ݿ内資料は、所定のӾཡئいを提出し、Ӿཡす

ることができる。
　（�）　書ݿはݪଇとしてೖݿすることができない。た

だし、ຊֶ教৬員、ຊֶେֶӃ生・ઐ߈生、見େֶ
ෟ属தֶߴߍ・ 等ֶߍ教৬員及びͦの他ؗがಛ
にڐ可した者は、書ݿೖることができる。

（Ӿཡ上の意）
ୈ̕　Ӿཡ者は、すて係員の指示に従い、次の事߲を
कらなければならない。
　（1）　Ӿཡࣨではৗに੩ॗを保ͪ、٤Ԏ、ҿ৯、Իಡ及

び雑ஊ等他人の͛になる行為をしない。
　（�）　資料ӾཡҎ外の的のためにӾཡࣨを利用しな

い。

ɹɹୈ̏ষɹିɹɹ出
（ି出資格）
ୈ��　資料をؗ外ଳ出できる者は、次のと͓りとす
る。ただし、所定のखଓきを必要とする。
　（1）　ຊֶ教৬員
　（�）　ຊֶֶ生
　（�）　ຊֶେֶӃ生・ઐ߈生
　（�）　ຊֶਤ書ֶؗߨश生
　（5）　ຊֶ生ֶ֔शηϛφーडߨ生
　（�）　ຊֶچ教৬員
　（�）　ຊֶଔۀ生
　（�）　見େֶෟ属தֶߴߍ・ 等ֶߍ教৬員
　（9）　見େֶෟ属தֶߴߍ・ 等ֶߍ生ె
　（1�）　ͦの他ؗがಛにڐ可した者
（ି出数及び期間）
ୈ��　ି出数及び期間は、次のと͓りとする。
　（1）　一ൠି出
　　①　ਤ書のି出は、次のと͓りとする。ただし、ؗ 

がಛにڐ可した合は、この限りではない。
　　　（ア）ຊֶ教৬員	 	�� 1か݄Ҏ内
　　　（イ）ຊֶֶ生	 	�1 �ि間Ҏ内
　　　（）ଔۀ論文対者	 	�1 1か݄Ҏ内
　　　（Τ）ຊֶେֶӃ生・ઐ߈生	 	15 1か݄Ҏ内
　　　（オ）ຊֶਤ書ֶؗߨश生	 	� 1ि間Ҏ内
　　　（Χ）ຊֶ生ֶ֔शηϛφーडߨ生

	� �ि間Ҏ内



ー1��ー

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

Ⅵ

Ⅶ

Ⅷ

Ⅸ

Ⅹ

Ⅺ

Ⅻ

ⅩⅢ

学
内
情
報

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

利
用
ガ
イ
ド

総
合
案
内

事
務
手
続

ガ
イ
ド

学
生
生
活

ガ
イ
ド

奨
学
金

ガ
イ
ド

健
康
管
理

ガ
イ
ド

学
内
施
設

ガ
イ
ド

進
路（
就
職
）

ガ
イ
ド

災
害
・
事
故

等
へ
の
対
応

学
会
・
父
母

会・同
窓
会・

大
学
校
歌
他

諸
規
程
等

校
舎
案
内

課
外
活
動

ガ
イ
ド

大
学
周
辺案内

図
テ
レ
フ
ォ
ン

ガ
イ
ド
こ
ん
な
と
き

ど
う
す
る
？

Ⅺ
諸
規
程
等

　　　（Ω）ຊֶچ教৬員	 	� 1か݄Ҏ内
　　　（Ϋ）ຊֶଔۀ生	 	� 1か݄Ҏ内
　　　（έ）見େֶෟ属தֶߴߍ・ 等ֶߍ教৬員

	�� 1か݄Ҏ内
　　　（コ）見େֶෟ属தֶߴߍ・ 等ֶߍ生ె

	� �ि間Ҏ内
　　②　雑誌のି出は、最৽߸を除きຊֶ教৬員、ຊֶେ

ֶӃ生・ઐ߈生及び見େֶෟ属தֶߴߍ・ 等ֶߍ
教৬員に限りこれを認め、��間を限とす
る。ただし、ֶ 外にͪ࣋出さないこととする。

ͦ、ௌ֮資料ࢹ　③　　 の他の資料のି出は、ผに定める
細ଇによる。

　（�）　一ି出
　　　一ି出は、次のと͓りとする。
　　　（ア）ฏ　　1࣌�からཌの11࣌まで
　　　（イ）༵　1࣌�から݄༵の11࣌まで
Ջதのି出ٳ　（�）　
　　　Ն期・ౙ期のٳՋதには、ಛผି出を行う。
　（�）　研究ࣨି出
　　　֤研究ࣨを対として、研究ࣨに期ି出を行う。
　　 　研究ࣨି出の細ଇは、ผに定める。
　（5）　ͦの他
　　　ͦの他ؗが必要と認めた合は、ି 出数・期間
　　　の変更ができる。
（ି出期間の更৽）
ୈ��　期間内に資料をࢀ࣋し、かつ、他に༧者のな
い合に限り、ି 出期間を更৽することができる。

（ି出の༧）
ୈ��　ି出தの資料については、次ճのି出の༧を
することができる。

（ି出ې止資料）
ୈ��　次の資料は、ؗ 外ଳ出することができない。
資料ߟࢀ　（1）　
重資料و重資料・४و　（�）　
　（�）　雑誌（ただし、第11第1߸�類に定める合を

除く。）
　（�）　ͦの他ؗがಛに指定した資料
（సିのې止）
ୈ��　ଳ出した資料は、他人にసିしてはならない。

ɹɹୈ̐ষɹฦɹɹ٫
（ି出資料のฦ٫）
ୈ��　資料をଳ出した者は、ି 出期間満了のまでに
これをฦ٫しなければならない。
̎ 前߲の規定にかかわらず、ؗ は、必要と認めた
合には、ି 出資料のฦ٫をٻめることができる。

ɹɹୈ̑ষɹേɹɹଇ
（ฆࣦ、Ԛ損、ᆝ損）
ୈ��　ਤ書ؗの資料を、ฆࣦあるいはԚ損、ᆝ損した
者に対して、ؗ は、これをݱ物又は૬当のՁをもっ

てหঈさせるほか、利用をఀ止又はې止することがで
きる。

（Ԇ　　）
ୈ��　資料をͦのି出期間をա͗てฦ٫しない者に
対して、ಜଅঢ়を発する。
̎　ಜଅに及んでもな͓ฦ٫しない者に対して利用を一
定期間ఀ止することがある。

（ͦ の 他）
ୈ��　ͦの他、ਤ書ؗのॾ規程を९कしない者に対し
て、ؗ は、ਤ書ؗの利用をఀ止又はې止することがで
きる。

ɹɹୈ̒ষɹレϑΝレϯス・サーϏス
（レフΝレンス・サーϏス）
ୈ��　ਤ書ؗは、利用者のௐ ・ࠪ研究に資するためレ
フΝレンス・サーϏスを行う。
̎　レフΝレンス・サーϏスの細ଇは、ผに定める。

ɹɹୈ̓ষɹෳࣸサーϏス
（複ࣸサーϏス）
ୈ��　ਤ書ؗは、利用者のґཔにԠじて、ਤ書ؗ資料
の複ࣸサーϏスを行う。
̎　複ࣸサーϏスの細ଇは、ผに定める。

　　　ෟ　ଇ
　この規程は、ত���݄1からࢪ行する。
　　　ෟ　ଇ　
　この改正規程は、ྩ 5�݄1からࢪ行する。

ݟେֶਤ書ؗෳࣸサーϏスࡉଇ

（　　的）
ୈ̍　この細ଇは、「見େֶਤ書 （ؗҎԼ「ਤ書ؗ」と
いう。）利用規程」第�1の規定にͮجき、複ࣸサーϏ
スに関する事߲を定める。

（利用資格）
ୈ̎　複ࣸサーϏスを利用できる者は、次のと͓りと
する。
　（1）　ຊֶ教৬員
　（�）　ຊֶֶ生
　（�）　ຊֶେֶӃ生・ઐ߈生
　（�）　ຊֶਤ書ֶؗߨश生
　（5）　ຊֶ生ֶ֔शηϛφーձ員
　（�）　ຊֶچ教৬員
　（�）　ຊֶଔۀ生
　（�）　見େֶෟ属தֶߴߍ・ 等ֶߍ教৬員
　（9）　見େֶෟ属தֶߴߍ・ 等ֶߍ生ె
　（1�）　ԣࢢ内େֶਤ書ؗコンιーシアϜࢀ加େֶֶ

生・教৬員
　（11）　指定ߍ生 ・ె教৬員
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　　　（Ω）ຊֶچ教৬員	 	� 1か݄Ҏ内
　　　（Ϋ）ຊֶଔۀ生	 	� 1か݄Ҏ内
　　　（έ）見େֶෟ属தֶߴߍ・ 等ֶߍ教৬員

	�� 1か݄Ҏ内
　　　（コ）見େֶෟ属தֶߴߍ・ 等ֶߍ生ె

	� �ि間Ҏ内
　　②　雑誌のି出は、最৽߸を除きຊֶ教৬員、ຊֶେ

ֶӃ生・ઐ߈生及び見େֶෟ属தֶߴߍ・ 等ֶߍ
教৬員に限りこれを認め、��間を限とす
る。ただし、ֶ 外にͪ࣋出さないこととする。

ͦ、ௌ֮資料ࢹ　③　　 の他の資料のି出は、ผに定める
細ଇによる。

　（�）　一ି出
　　　一ି出は、次のと͓りとする。
　　　（ア）ฏ　　1࣌�からཌの11࣌まで
　　　（イ）༵　1࣌�から݄༵の11࣌まで
Ջதのି出ٳ　（�）　
　　　Ն期・ౙ期のٳՋதには、ಛผି出を行う。
　（�）　研究ࣨି出
　　　֤研究ࣨを対として、研究ࣨに期ି出を行う。
　　 　研究ࣨି出の細ଇは、ผに定める。
　（5）　ͦの他
　　　ͦの他ؗが必要と認めた合は、ି 出数・期間
　　　の変更ができる。
（ି出期間の更৽）
ୈ��　期間内に資料をࢀ࣋し、かつ、他に༧者のな
い合に限り、ି 出期間を更৽することができる。

（ି出の༧）
ୈ��　ି出தの資料については、次ճのି出の༧を
することができる。

（ି出ې止資料）
ୈ��　次の資料は、ؗ 外ଳ出することができない。
資料ߟࢀ　（1）　
重資料و重資料・४و　（�）　
　（�）　雑誌（ただし、第11第1߸�類に定める合を

除く。）
　（�）　ͦの他ؗがಛに指定した資料
（సିのې止）
ୈ��　ଳ出した資料は、他人にసିしてはならない。

ɹɹୈ̐ষɹฦɹɹ٫
（ି出資料のฦ٫）
ୈ��　資料をଳ出した者は、ି 出期間満了のまでに
これをฦ٫しなければならない。
̎ 前߲の規定にかかわらず、ؗ は、必要と認めた
合には、ି 出資料のฦ٫をٻめることができる。

ɹɹୈ̑ষɹേɹɹଇ
（ฆࣦ、Ԛ損、ᆝ損）
ୈ��　ਤ書ؗの資料を、ฆࣦあるいはԚ損、ᆝ損した
者に対して、ؗ は、これをݱ物又は૬当のՁをもっ

てหঈさせるほか、利用をఀ止又はې止することがで
きる。

（Ԇ　　）
ୈ��　資料をͦのି出期間をա͗てฦ٫しない者に
対して、ಜଅঢ়を発する。

̎　ಜଅに及んでもな͓ฦ٫しない者に対して利用を一
定期間ఀ止することがある。

（ͦ の 他）
ୈ��　ͦの他、ਤ書ؗのॾ規程を९कしない者に対し
て、ؗ は、ਤ書ؗの利用をఀ止又はې止することがで
きる。

ɹɹୈ̒ষɹレϑΝレϯス・サーϏス
（レフΝレンス・サーϏス）
ୈ��　ਤ書ؗは、利用者のௐ ・ࠪ研究に資するためレ
フΝレンス・サーϏスを行う。

̎　レフΝレンス・サーϏスの細ଇは、ผに定める。

ɹɹୈ̓ষɹෳࣸサーϏス
（複ࣸサーϏス）
ୈ��　ਤ書ؗは、利用者のґཔにԠじて、ਤ書ؗ資料
の複ࣸサーϏスを行う。

̎　複ࣸサーϏスの細ଇは、ผに定める。

　　　ෟ　ଇ
　この規程は、ত���݄1からࢪ行する。
　　　ෟ　ଇ　
　この改正規程は、ྩ 5�݄1からࢪ行する。

ݟେֶਤ書ؗෳࣸサーϏスࡉଇ

（　　的）
ୈ̍　この細ଇは、「見େֶਤ書 （ؗҎԼ「ਤ書ؗ」と
いう。）利用規程」第�1の規定にͮجき、複ࣸサーϏ
スに関する事߲を定める。

（利用資格）
ୈ̎　複ࣸサーϏスを利用できる者は、次のと͓りと
する。

　（1）　ຊֶ教৬員
　（�）　ຊֶֶ生
　（�）　ຊֶେֶӃ生・ઐ߈生
　（�）　ຊֶਤ書ֶؗߨश生
　（5）　ຊֶ生ֶ֔शηϛφーձ員
　（�）　ຊֶچ教৬員
　（�）　ຊֶଔۀ生
　（�）　見େֶෟ属தֶߴߍ・ 等ֶߍ教৬員
　（9）　見େֶෟ属தֶߴߍ・ 等ֶߍ生ె
　（1�）　ԣࢢ内େֶਤ書ؗコンιーシアϜࢀ加େֶֶ

生・教৬員
　（11）　指定ߍ生 ・ె教৬員
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　（1�）　ͦの他ؗがಛにڐ可した者
（複ओମ）
ୈ̏　資料の複ࣸは、ਤ書ؗが行う。ただし、ؗ は必
要にԠじて、「著作権法」のझࢫをҳしないൣғに͓
いて、ؗ 内の所定の所でґཔ者自ら複ࣸすることを
。可することができるڐ

（取ѻൣғ）
ୈ̐　ਤ書ؗで取ѻう複ࣸサーϏスの対となるൣғ
は、次のと͓りとする。
　（1）　ਤ書ؗ所ଂの資料であること。
　（�）　教ҭ又はௐࠪ研究の用にڙすることを的とす

ること。
　（�）　「著作権法」のझࢫのൣғ内のものであること。
（ड࣌間）
ୈ̑　複ࣸサーϏスのड࣌間は、ਤ書ؗの։ؗ࣌間
内とする。

（ਃ　　ࠐ）
ୈ̒　複ࣸをґཔしようとする者は、次に定めるखଓ
きを経なければならない。
　（1）　ਤ書ؗඋえつけの文献複ࣸਃࠐ書に必要事߲を

記ೖし提出すること。
　（�）　次で定める料ۚを前ೲすること。ただし、ֶ 内

研究අによるもの又はؗが認めた合は、この
限りではない。

　（�）　ೲした料ۚは、ݪଇとしてฦしない。
（複ࣸ料ۚ）
ୈ̓　複ࣸ料ۚは次のと͓りとする。
　（1）　ന̍ࠇຕ1�ԁ、Χϥー 1ຕ5�ԁ
（サーϏスの੍限）
ୈ̔　ؗは、「著作権法」侵害のٙいがあると認めた
合、ͦ の他不適当な事༝があると認めた合は、複ࣸ
サーϏスの利用を੍限することができる。

　　　ෟ　ଇ
　この細ଇは、ত���݄1からࢪ行する。
　　　ෟ　ଇ
　この細ଇは、ྩ 5�݄1からࢪ行する。

ݟେֶࢪઃ・ઃඋ༻管理نఔ

ୈ̍　この規程は、見େֶ及び見େֶ期େֶ部
（ҎԼ「ຊֶ」という。）のߍ、ߍ、ࣷߍ۩ͦの他のඋ
等を教ҭの的に正当に用し、ͦ の管理を適切に行
うため必要な事߲を定めることを的とする。
ୈ̎　େֶ生׆のྑなるڥをҡ࣋するため、教৬
員・ֶ 生はߍ、ࣷߍఉ等のඒԽにめなければならな
い。
ୈ̏　ߍ、ߍ、ࣷߍ۩又はඋ等を用する合は、
次に定める事߲をݫकしなければならない。
間࣌、までとし࣌�ޙޕから࣌�前ޕ、間は࣌用　（1）　

外及びٳ・ॕ には用できない。ただし、ಛに
規定外に用したいときは、あらかじめ所管՝
のڐ可をडけること。

　（�）　正՝外に教ࣨ等のࢪઃ・ઃඋを用するときは、
者が所定の用ئに࣌、所、的、人員等
を明記し、�前までに所管՝に提出すること。

ઃ・ઃඋは、的外ࢪに記載した教ࣨ等のئ用　（�）　
の用్に用してはならない。

用しては可をडけた者Ҏ外はڐ、ઃはࢪ用　（�）　
ならない。

の有ແをؾઃからୀ出するときは、ಛにՐࢪ　（5）　
。కりを֬実に行うことށ・し、ফ౮ݕ

。用しないことは一切ؾ等Րثઃ内ではిࢪ　（�）　
ޙ用、用に当たってはਗ਼ܿにめઃࢪ　（�）　

はͪにਗ਼を行うこと。
　（�）　構内にઃஔされているඋ、ث۩をみだりにҠ

ಈしないこと。Ҡಈしようとするときは、所管՝
のڐ可をडけること。

ୈ̐　ࢪઃ・ઃඋ等は、ແ断で改ഇ、৽ઃを行ってはな
らない。
ୈ̑　ແ断でߍ内に͓いてߞ作、২等をしてはな
らない。
ୈ̒　構内の掲示、ͦ の他これに類するものは、所定の
所Ҏ外に掲示してはならない。
ୈ̓　ແ断で構内物・ث۩等をࠐ࣋み、又はൢച、
ల示、をしてはならない。
ୈ̔　ނ意又はաࣦにより、ݐ物・උ等を໓ࣦ、ഁ 損、
Ԛ損した合はหঈするものとする。
ୈ̕　ຊֶのߍ、ݐ物、研究ࣨ、教ࣨ及びΫϥϒ部ࣨ
等の用管理についてはผに定める。
ୈ��　ֶ外者がߍ及びݐ物又はࢪઃ、ઃඋを用す
る合についてはผに定める。
ୈ��　ࢪઃ、ઃඋ等の用者がこの規程ͦの他ॾ規ଇ
にҧ反した合は、ͪに用ڐ可の取ফし、又は用
のத止を໋ずることがある。

　　　ෟ　ଇ
　この規程は、ত���݄1からࢪ行する。
　　　ෟ　ଇ
　この改正規程は、ฏ成19�݄1からࢪ行する。

ݟେֶମҭؗ༻管理نఔ

ୈ̍　この規程は、見େֶࢪઃ・ઃඋ用管理規程第
9の規定にͮجき、見େֶମҭ （ؗҎԼ「ମҭؗ」と
いう。）の用及び管理ӡӦを適切に行うため必要な事
߲を定めることを的とする。
ୈ̎　ମҭؗは、次の用్に用するものとする。
　（1）　ຊֶの正՝ମҭ実ٕ及び研究׆ಈ
　（�）　ຊֶの՝外׆ಈ
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　（�）　ຊֶのओ࠵するࣜ典及びͦの他のूձ
　（�）　ຊֶ教৬員の利ް生׆ಈ
　（5）　ຊֶのෟ属ֶߍのॾ׆ಈ
　（�）　ͦの他Ҭॅຽ等のॾ׆ಈ
̎　前߲第�߸の用の合にあっては、ֶ の用ڐ
可を得なければならない。
ୈ̏　ମҭؗの管理ӡӦのためମҭؗ管理ҕ員ձ（Ҏ
Լ「ҕ員ձ」という。）をஔく。
ୈ̐　ҕ員ձは、ֶ によってҕされたҕ員をもっ
て৫し、ҕ員はֶがܾ定する。
ୈ̑　ҕ員ձは、ମҭؗのࢪઃ・ઃඋ又はҡ、࣋用等
の管理及びӡӦに関しٞڠするものとする。
ୈ̒　ҕ員ձは、数Ҏ上のҕ員が出੮しなければձ
ٞを։くことができない。
ୈ̓　ҕ員ձの事は、ֶ 生ࢧԉ՝が所管する。
ୈ̔　ମҭؗの用細ଇ、用৺得ͦの他必要な事߲
についてはผに定める。

　　　ෟ　ଇ
　この規程は、ত5��݄1からࢪ行する。
　　　ෟ　ଇ　
　この改正規程は、ฏ成���݄1からࢪ行する。
　　　ෟ　ଇ　
　この改正規程は、ฏ成��1�݄1からࢪ行する。

ݟେֶάラϯυ༻管理نఔ

ୈ̍　この規程は、見େֶࢪઃ・ઃඋ用管理規程第
9の規定にͮجき、見େֶࢣԬάϥンυ及びࢰ
用ϲ୩άϥンυ（ҎԼ「άϥンυ」という。）のࢠ
及び管理ӡӦを適切に行うため必要な事߲を定めるこ
とを的とする。
ୈ̎　άϥンυは、次の用్に用するものとする。
　（1）　ຊֶの正՝ମҭ実ٕ
　（�）　ຊֶの՝外׆ಈ
　（�）　ຊֶ教৬員の利ް生׆ಈ
　（�）　ຊֶのෟ属ֶߍのॾ׆ಈ
　（5）　ͦの他Ҭॅຽ等のॾ׆ಈ
̎　前߲第5߸の用の合にあっては、ֶ の用ڐ
可を得なければならない。
ୈ̏　άϥンυの管理ӡӦのためάϥンυ管理ҕ
員ձ（ҎԼ「ҕ員ձ」という。）をஔく。
ୈ̐　ҕ員ձはֶによってҕされたҕ員をもって
৫し、ҕ員はֶがܾ定する。
ୈ̑　ҕ員ձはάϥンυのࢪઃ・ઃඋ又はҡ、࣋用
等の管理及びӡӦに関しٞڠするものとする。
ୈ̒　ҕ員ձは、数Ҏ上のҕ員が出੮しなければձ
ٞを։くことができない。
ୈ̓　ҕ員ձの事は、ֶ 生ࢧԉ՝が所管する。
ୈ̔　άϥンυの用細ଇ、用৺得ͦの他必要な

事߲についてはผに定める。

　　　ෟ　ଇ
　この規程は、ত5�1�݄��からࢪ行する。
　　　ෟ　ଇ　
　この改正規程は、ฏ成���݄1からࢪ行する。
　　　ෟ　ଇ　
　この改正規程は、ฏ成��1�݄1からࢪ行する。　

ݟେֶཱߥςχスコート༻管理نఔ

ୈ̍　この規程は、見େֶࢪઃ・ઃඋ用管理規程第
9の規定にͮجき、見େֶཱߥςχスコート（ҎԼ
「コート」という。）の用及び管理ӡӦを適切に行うた
め必要な事߲を定めることを的とする。
ୈ̎　コートは次の用్に用するものとする。
　（1）　ຊֶの正՝ମҭ実ٕ
　（�）　ຊֶの՝外׆ಈ
　（�）　ຊֶ教৬員の利ް生׆ಈ
　（�）　ຊֶのෟ属ֶߍのॾ׆ಈ
　（5）　ͦの他Ҭॅຽ等のॾ׆ಈ
̎　前߲第5߸の合にあっては、ֶ の用ڐ可を得
なければならない。
ୈ̏　コートを用する合は次に定める事߲をݫक
しなければならない。
��1より9݄݄�）قଇとしてՆݪ間は࣌用　（1）　

まで）はޕ前࣌�より࣌�ޙޕまで、ౙ1�݄1）ق
より�݄�1まで）はޕ前9࣌より࣌�ޙޕまで
とし、࣌間外及びٳ・ॕ には用できない。た
だし、ಛに規定外に用したいときは、֤ 者は
ԉ՝に提ࢧをֶ生ئ用用�前までに所定の
出し、ڐ可をडけなければならない。

　（�）　コート及びଳઃඋはৗにྑなڥをҡ࣋す
るため、ਗ਼ܿにめ、自発的にਗ਼を行うこと。

　（�）　ແ断でコート及びݐ物内にςχス用۩Ҏ外の物
、ث۩等をࠐ࣋み、またࢪઃ・ઃඋのແ断改ഇ、৽
ઃを行ってはならない。

ഁ、ઃ及びඋ等を໓ࣦࢪ　（�）　 損、Ԛ損した者はͪ
にಧけ出をし、หঈするものとする。

。用は一切認めないのؾઃではՐࢪ　（5）　
ୈ̐　コート用者は、ֶ 生ྈ及びۙྡにとなら
ないよう、次の事߲をݫकしなければならない。
　（1）　ແ断でֶ生ྈの構内及びྈݐ物内ཱೖらない

こと。
　（�）　ྈ生及びۙྡがとなるେやֻをΉやみ

に発しないこと。
ୈ̑　コート用者がこの規程にҧ反した合は、
ͪに用ڐ可の取ফし、又は用のத止を໋ずること
がある。
ୈ̒　コートの用細ଇͦの他必要な事߲については
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　（�）　ຊֶのओ࠵するࣜ典及びͦの他のूձ
　（�）　ຊֶ教৬員の利ް生׆ಈ
　（5）　ຊֶのෟ属ֶߍのॾ׆ಈ
　（�）　ͦの他Ҭॅຽ等のॾ׆ಈ
̎　前߲第�߸の用の合にあっては、ֶ の用ڐ
可を得なければならない。
ୈ̏　ମҭؗの管理ӡӦのためମҭؗ管理ҕ員ձ（Ҏ
Լ「ҕ員ձ」という。）をஔく。
ୈ̐　ҕ員ձは、ֶ によってҕされたҕ員をもっ
て৫し、ҕ員はֶがܾ定する。
ୈ̑　ҕ員ձは、ମҭؗのࢪઃ・ઃඋ又はҡ、࣋用等
の管理及びӡӦに関しٞڠするものとする。
ୈ̒　ҕ員ձは、数Ҏ上のҕ員が出੮しなければձ
ٞを։くことができない。
ୈ̓　ҕ員ձの事は、ֶ 生ࢧԉ՝が所管する。
ୈ̔　ମҭؗの用細ଇ、用৺得ͦの他必要な事߲
についてはผに定める。

　　　ෟ　ଇ
　この規程は、ত5��݄1からࢪ行する。
　　　ෟ　ଇ　
　この改正規程は、ฏ成���݄1からࢪ行する。
　　　ෟ　ଇ　
　この改正規程は、ฏ成��1�݄1からࢪ行する。

ݟେֶάラϯυ༻管理نఔ

ୈ̍　この規程は、見େֶࢪઃ・ઃඋ用管理規程第
9の規定にͮجき、見େֶࢣԬάϥンυ及びࢰ
用ϲ୩άϥンυ（ҎԼ「άϥンυ」という。）のࢠ
及び管理ӡӦを適切に行うため必要な事߲を定めるこ
とを的とする。
ୈ̎　άϥンυは、次の用్に用するものとする。
　（1）　ຊֶの正՝ମҭ実ٕ
　（�）　ຊֶの՝外׆ಈ
　（�）　ຊֶ教৬員の利ް生׆ಈ
　（�）　ຊֶのෟ属ֶߍのॾ׆ಈ
　（5）　ͦの他Ҭॅຽ等のॾ׆ಈ
̎　前߲第5߸の用の合にあっては、ֶ の用ڐ
可を得なければならない。
ୈ̏　άϥンυの管理ӡӦのためάϥンυ管理ҕ
員ձ（ҎԼ「ҕ員ձ」という。）をஔく。
ୈ̐　ҕ員ձはֶによってҕされたҕ員をもって
৫し、ҕ員はֶがܾ定する。
ୈ̑　ҕ員ձはάϥンυのࢪઃ・ઃඋ又はҡ、࣋用
等の管理及びӡӦに関しٞڠするものとする。
ୈ̒　ҕ員ձは、数Ҏ上のҕ員が出੮しなければձ
ٞを։くことができない。
ୈ̓　ҕ員ձの事は、ֶ 生ࢧԉ՝が所管する。
ୈ̔　άϥンυの用細ଇ、用৺得ͦの他必要な

事߲についてはผに定める。

　　　ෟ　ଇ
　この規程は、ত5�1�݄��からࢪ行する。
　　　ෟ　ଇ　
　この改正規程は、ฏ成���݄1からࢪ行する。
　　　ෟ　ଇ　
　この改正規程は、ฏ成��1�݄1からࢪ行する。　

ݟେֶཱߥςχスコート༻管理نఔ

ୈ̍　この規程は、見େֶࢪઃ・ઃඋ用管理規程第
9の規定にͮجき、見େֶཱߥςχスコート（ҎԼ
「コート」という。）の用及び管理ӡӦを適切に行うた
め必要な事߲を定めることを的とする。

ୈ̎　コートは次の用్に用するものとする。
　（1）　ຊֶの正՝ମҭ実ٕ
　（�）　ຊֶの՝外׆ಈ
　（�）　ຊֶ教৬員の利ް生׆ಈ
　（�）　ຊֶのෟ属ֶߍのॾ׆ಈ
　（5）　ͦの他Ҭॅຽ等のॾ׆ಈ
̎　前߲第5߸の合にあっては、ֶ の用ڐ可を得
なければならない。

ୈ̏　コートを用する合は次に定める事߲をݫक
しなければならない。

��1より9݄݄�）قଇとしてՆݪ間は࣌用　（1）　
まで）はޕ前࣌�より࣌�ޙޕまで、ౙ1�݄1）ق
より�݄�1まで）はޕ前9࣌より࣌�ޙޕまで
とし、࣌間外及びٳ・ॕ には用できない。た
だし、ಛに規定外に用したいときは、֤ 者は
ԉ՝に提ࢧをֶ生ئ用用�前までに所定の
出し、ڐ可をडけなければならない。

　（�）　コート及びଳઃඋはৗにྑなڥをҡ࣋す
るため、ਗ਼ܿにめ、自発的にਗ਼を行うこと。

　（�）　ແ断でコート及びݐ物内にςχス用۩Ҏ外の物
、ث۩等をࠐ࣋み、またࢪઃ・ઃඋのແ断改ഇ、৽
ઃを行ってはならない。

ഁ、ઃ及びඋ等を໓ࣦࢪ　（�）　 損、Ԛ損した者はͪ
にಧけ出をし、หঈするものとする。

。用は一切認めないのؾઃではՐࢪ　（5）　
ୈ̐　コート用者は、ֶ 生ྈ及びۙྡにとなら
ないよう、次の事߲をݫकしなければならない。

　（1）　ແ断でֶ生ྈの構内及びྈݐ物内ཱೖらない
こと。

　（�）　ྈ生及びۙྡがとなるେやֻをΉやみ
に発しないこと。

ୈ̑　コート用者がこの規程にҧ反した合は、
ͪに用ڐ可の取ফし、又は用のத止を໋ずること
がある。

ୈ̒　コートの用細ଇͦの他必要な事߲については
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ผに定める。

　　　ෟ　ଇ
　この規程は、ত�95݄1からࢪ行する。
　　　ෟ　ଇ　
　この改正規程は、ฏ成���݄1からࢪ行する。　
　　　ෟ　ଇ　
　この改正規程は、ฏ成��1�݄1からࢪ行する。　

ݟେֶٷཱߥಓ༻管理نఔ

ୈ̍　この規程は、見େֶࢪઃ・ઃඋ用管理規程第
9の規定にͮجき、見େֶٷཱߥಓ（ҎԼ「ٷಓ
」という。）の用及び管理ӡӦを適切に行うため必
要な事߲を定めることを的とする。
ୈ̎　ٷಓは、ຊֶٷಓ部の՝外׆ಈ及びෟ属ֶߍ
のॾ׆ಈに用するものとする。
ୈ̏　ٷಓを用する合は次に定める事߲をݫक
しなければならない。
��1より9݄݄�）قଇとしてՆݪ間は࣌用　（1）　

まで）はޕ前࣌�より࣌�ޙޕまで、ౙ1�݄̍）ق
より�݄�1まで）はޕ前9࣌より࣌�ޙޕまで
とし、࣌間外及びٳ・ॕ には用できない。た
だし、ಛに規定外に用したいときには、者は
ԉ՝に提ࢧをֶ生ئ用用�前までに所定の
出し、ڐ可をडけなければならない。

す࣋をҡڥなઃはৗにྑࢪಓ及びଳٷ　（�）　
るため、ਗ਼ܿにめ、自発的にਗ਼を行うこ
と。

　（�）　ແ断でٷಓ及びݐ物内にٷಓ۩Ҏ外の物、
ઃ・ઃඋのແ断改ഇ、৽ઃࢪみ、またࠐ࣋等を۩ث
を行ってはならない。

ഁ、ઃ及びඋ等を໓ࣦࢪ　（�）　 損した合はͪに
ಧけ出をし、หঈするものとする。

。用は一切認めないのؾઃではՐࢪ　（5）　
　（�）　ແ断でٷಓ及びࢪઃを第三者に用させては

ならない。
ୈ̐　ٷಓ用者は、ֶ 生ྈ及びۙྡにとなら
ないよう、次の事߲をݫकしなければならない。
　（1）　ແ断でֶ生ྈの構内及びྈݐ物内ཱೖらない

こと。
　（�）　ྈ生及びۙྡがとなるେやֻをΉやみ

に発しないこと。
ୈ̑　ٷಓ用者がこの規程ͦの他ॾ規ଇにҧ反し
た合は、ͪに用ڐ可の取ফし、又は用のத止を
໋ずることがある。
ୈ̒　ٷಓの用細ଇͦの他必要な事߲については
ผに定める。

　　　ෟ　ଇ

ݟେֶ෦ࣨ༻管理نఔ

ୈ̍　この規程は、見େֶࢪઃ・ઃඋ用管理規程第
9の規定にͮجき、部ࣨの用及び管理ӡӦを適切
に行うため必要な事߲を定めることを的とする。
ୈ̎　部ࣨは、ຊֶ՝外׆ಈ公認ஂମにͦの用をڐ
可する。
ୈ̏　部ࣨの管理ӡӦについては全ֶֶ生ҕ員ձで行
い、ͦ の事についてはֶ生ࢧԉ事部ֶ生ࢧԉ՝が
これにあたる。
ୈ̐　部ࣨの用ڐ可は、全ֶֶ生ҕ員ձの上ਃにج
ͮきֶがこれをܾ定する。
ୈ̑　部ࣨの用ڐ可は、ຖこれを更৽するもの
とする。
̎　部ࣨの用ڐ可をडけようとするஂମは、文࿈・ମ
࿈の૯ձを経てຖ5݄1�までに所定の用ئ
をֶ生ࢧԉ事部ֶ生ࢧԉ՝に提出しなければなら
ない。
ୈ̒　部ࣨは、用ئに記載した的Ҏ外の用్に
用してはならない。
ୈ̓　部ࣨ用に関する一切のは、֤ Ϋϥϒ部
がこれをෛうものとする。
ୈ̔　部ࣨ内のॾࢪઃは、ແ断改・改ഇ及びసିをし
てはならない。
ୈ̕　ݐ物又はࢪઃ・උ等を໓ ・ࣦഁ 損した合は、
すみやかにֶ生ࢧԉ事部ֶ生ࢧԉ՝にಧけ出、ͦ の
実අをหঈするものとする。
ୈ��　部ࣨ用ஂମは、次に定める事߲をݫकしなけ
ればならない。
��分まで࣌�ޙޕ��分より࣌�前ޕ、間は࣌用　（1）　

とする。ただし、ಛに規定࣌間外ฒびにٳ・ॕ 
に部ࣨを用するときは、�前までに所定の
用ئをֶ生ࢧԉ事部ֶ生ࢧԉ՝にಧけ出てڐ可
を得なければならない。

　（�）　部ࣨからୀ出するときは、Րؾの有ແをݕし
૭ฒびに出ೖޱ൶を֬実にดし、防Ր及び盗
༧防にؾをつけること。

　（�）　部ࣨฒびにपลのਗ਼ܿ、にめ、共同用に
。する箇所は֤ஂମྠ൪੍でਗ਼を行うことڙ

　（�）　掲示、ͦ の他これに類するものは所定の所に
行うこと。

　（5）　部ࣨ内にଟֹのۚમ又はو重等を保管しない
こと。

　この規程は、ত5��݄1からࢪ行する。
　　　ෟ　ଇ　
　この改正規程は、ฏ成���݄1からࢪ行する。　
　　　ෟ　ଇ　
　この改正規程は、ฏ成��1�݄1からࢪ行する。
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　（�）　部ࣨに॓ധしないこと。
　（�）　部ࣨ内でਬ൧、ҿञ、٤Ԏをしないこと。
　（�）　他にをかけるようなେ、์ Վ、ָ ԋ等ث

の行為は৻Ήこと。
　（9）　ஆث۩はݪଇとして用しないこと。
　（1�）　চ໘の保全及び੩ॗのためスύイΫ、Լବཤき

は用しないこと。
ୈ��　部ࣨには、ຊֶのڐ可なく外དྷ者を出ೖさせる
ことをېݫする。
ୈ��　部ࣨ管理に必要がある合には、管理者及びͦ
のҕୗをडけた者がཱͪೖることがある。
ୈ��　部ࣨ用ஂମが、この規程ͦの他ॾ規ଇにҧ反
したことが明らかである合は、当該ஂମの用ڐ可
を取ফし、Ҏޙの用をڐ可しないことがある。
ୈ��　この規程に定めるもののほか、必要と認められ
る合には、՝外׆ಈ公認ஂମ࿈合ձの表者とٞڠ
して、部ࣨの用に関する細ଇを定めることができる。

　　　ෟ　ଇ
　この規程は、ত51�݄15からࢪ行する。
　　　ෟ　ଇ
　この改正規程は、ฏ成19�݄1からࢪ行する。
　　　ෟ　ଇ　
　この改正規程は、ฏ成���݄1からࢪ行する。　
　　　ෟ　ଇ　
　この改正規程は、ฏ成��1�݄1からࢪ行する。

ݟେֶঁֶࢠੜྈྈଇ

（ઃ　　ஔ）
ୈ̍　見େֶֶଇ第59及び見େֶ期େֶ部
ֶଇ第��にͮجき、ຊֶにֶ生ྈをઃஔし、見େ
。生ྈ（ҎԼ、「ֶ生ྈ」という。）とশするֶࢠঁֶ

（　　的）
ୈ̎　ֶ生ྈは、ຊֶのֶݐのਫ਼ਆにͮجき、規ある
共同生׆を௨して思いやりの৺を۩えた社ձੑ๛かな
人ࡐをҭ成することを的とする。

（৬　　員）
ୈ̏　ֶ生ྈは、ͦ のԁなۀを行うため、ྈ及び
ͦの他の৬員をஔく。

（ྈ生ҕ員ձ）
ୈ̐　ֶ生ྈは、第�の的をୡ成するため、ྈ生を
もって構成するྈ生ҕ員ձをஔく。
̎　ྈ生ҕ員ձの規程は、ผに定める。
（ྈ　　生）
ୈ̑　ྈ生は、ຊֶに੶をஔくֶ生で、બߟによりֶ
からೖྈをڐ可された者とする。

（අ　　用）
ୈ̒　ֶ生ྈのඅ用は、次のと͓りとする。
　（1）　ೖྈඅ（ೖྈ࣌）	 5����ԁ

　（�）　ྈ　අ（　ֹ）	 �5����ԁ
　（�）　共益අ（　ֹ）	 �����ԁ
　（�）　ͦの他、৯අ及びࣨډで用したిؾの実අ
̎　前߲第�߸の৯අについては、ผに定める。
̏　අ用のऩ方法については、ผに定める。
（在ྈ期間）
ୈ̓　在ྈ期間は、在ֶ期間とする。
（ྈ 生 （׆
ୈ̔　ྈ生は、次の֤߸に掲͛る事߲をݫकするもの
とする。
　（1）　՝　
��分࣌�前ޕ　চى　　
　　ே৯　ޕ前࣌�よりޕ前࣌�まで
　　༦৯　࣌�ޙޕより࣌��ޙޕ��分まで
　　限　࣌11ޙޕ
　（�）　ே৯及び༦৯所は、৯ಊとする。
　（�）　外ധする合は、事前にྈのڐ可を得るもの

とする。
　（�）　ྈ生Ҏ外の者のࣨډのཱೖは、ݪଇとしてې

止する。
（ٛと）
ୈ̕　ྈ生は、ٛ とをଚび、ྈଇ及びྈのॾ規ଇ
をݫकするものとする。

（ୀ　　ྈ）
ୈ��　在ྈ期間のத్でୀྈする合は、ֶ のڐ可
を得るものとする。
̎　ֶは、次の֤߸のԿれかに該当する者にୀྈを໋
ずることができる。
　（1）　ྈ生׆をཚしたり、ྈのॾ規ଇにҧ反した者及

びຊֶのֶ生のຊ分に反する行為をした者
が不適当と認められた者׆上の理༝で、ྈ生߁݈　（�）　
　（�）　第�に定めるඅ用を理༝なくೲした者
（ͦ の 他）
ୈ��　ֶは、ྈ生Ҏ外の者のֶ生ྈの利用をڐ可す
ることができる。
̎　前߲のֶ生ྈの利用ൣғ及びඅ用等は、ผに定める。
（所　　管）
ୈ��　ֶ生ྈの所管は、ֶ 生ࢧԉ事部ֶ生ࢧԉ՝と
する。

（ྈଇの改ഇ）
ୈ��　ྈଇの੍定及び改ഇは、ֶ が行う。

　　　ෟ　ଇ
　このྈଇは、ฏ成15�݄1からࢪ行する。
　　　ෟ　ଇ
　この改正ྈଇは、ฏ成���݄1からࢪ行する。　
　　　ෟ　ଇ　
　この改正ྈଇは、ฏ成��1�݄1からࢪ行する。
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　（�）　部ࣨに॓ധしないこと。
　（�）　部ࣨ内でਬ൧、ҿञ、٤Ԏをしないこと。
　（�）　他にをかけるようなେ、์ Վ、ָ ԋ等ث

の行為は৻Ήこと。
　（9）　ஆث۩はݪଇとして用しないこと。
　（1�）　চ໘の保全及び੩ॗのためスύイΫ、Լବཤき

は用しないこと。
ୈ��　部ࣨには、ຊֶのڐ可なく外དྷ者を出ೖさせる
ことをېݫする。
ୈ��　部ࣨ管理に必要がある合には、管理者及びͦ
のҕୗをडけた者がཱͪೖることがある。
ୈ��　部ࣨ用ஂମが、この規程ͦの他ॾ規ଇにҧ反
したことが明らかである合は、当該ஂମの用ڐ可
を取ফし、Ҏޙの用をڐ可しないことがある。
ୈ��　この規程に定めるもののほか、必要と認められ
る合には、՝外׆ಈ公認ஂମ࿈合ձの表者とٞڠ
して、部ࣨの用に関する細ଇを定めることができる。

　　　ෟ　ଇ
　この規程は、ত51�݄15からࢪ行する。
　　　ෟ　ଇ
　この改正規程は、ฏ成19�݄1からࢪ行する。
　　　ෟ　ଇ　
　この改正規程は、ฏ成���݄1からࢪ行する。　
　　　ෟ　ଇ　
　この改正規程は、ฏ成��1�݄1からࢪ行する。

ݟେֶঁֶࢠੜྈྈଇ

（ઃ　　ஔ）
ୈ̍　見େֶֶଇ第59及び見େֶ期େֶ部
ֶଇ第��にͮجき、ຊֶにֶ生ྈをઃஔし、見େ
。生ྈ（ҎԼ、「ֶ生ྈ」という。）とশするֶࢠঁֶ

（　　的）
ୈ̎　ֶ生ྈは、ຊֶのֶݐのਫ਼ਆにͮجき、規ある
共同生׆を௨して思いやりの৺を۩えた社ձੑ๛かな
人ࡐをҭ成することを的とする。

（৬　　員）
ୈ̏　ֶ生ྈは、ͦ のԁなۀを行うため、ྈ及び
ͦの他の৬員をஔく。

（ྈ生ҕ員ձ）
ୈ̐　ֶ生ྈは、第�の的をୡ成するため、ྈ生を
もって構成するྈ生ҕ員ձをஔく。
̎　ྈ生ҕ員ձの規程は、ผに定める。
（ྈ　　生）
ୈ̑　ྈ生は、ຊֶに੶をஔくֶ生で、બߟによりֶ
からೖྈをڐ可された者とする。

（අ　　用）
ୈ̒　ֶ生ྈのඅ用は、次のと͓りとする。
　（1）　ೖྈඅ（ೖྈ࣌）	 5����ԁ

　（�）　ྈ　අ（　ֹ）	 �5����ԁ
　（�）　共益අ（　ֹ）	 �����ԁ
　（�）　ͦの他、৯අ及びࣨډで用したిؾの実අ
̎　前߲第�߸の৯අについては、ผに定める。
̏　අ用のऩ方法については、ผに定める。
（在ྈ期間）
ୈ̓　在ྈ期間は、在ֶ期間とする。
（ྈ 生 （׆
ୈ̔　ྈ生は、次の֤߸に掲͛る事߲をݫकするもの
とする。

　（1）　՝　
��分࣌�前ޕ　চى　　
　　ே৯　ޕ前࣌�よりޕ前࣌�まで
　　༦৯　࣌�ޙޕより࣌��ޙޕ��分まで
　　限　࣌11ޙޕ
　（�）　ே৯及び༦৯所は、৯ಊとする。
　（�）　外ധする合は、事前にྈのڐ可を得るもの

とする。
　（�）　ྈ生Ҏ外の者のࣨډのཱೖは、ݪଇとしてې

止する。
（ٛと）
ୈ̕　ྈ生は、ٛ とをଚび、ྈଇ及びྈのॾ規ଇ
をݫकするものとする。

（ୀ　　ྈ）
ୈ��　在ྈ期間のத్でୀྈする合は、ֶ のڐ可
を得るものとする。

̎　ֶは、次の֤߸のԿれかに該当する者にୀྈを໋
ずることができる。

　（1）　ྈ生׆をཚしたり、ྈのॾ規ଇにҧ反した者及
びຊֶのֶ生のຊ分に反する行為をした者

が不適当と認められた者׆上の理༝で、ྈ生߁݈　（�）　
　（�）　第�に定めるඅ用を理༝なくೲした者
（ͦ の 他）
ୈ��　ֶは、ྈ生Ҏ外の者のֶ生ྈの利用をڐ可す
ることができる。

̎　前߲のֶ生ྈの利用ൣғ及びඅ用等は、ผに定める。
（所　　管）
ୈ��　ֶ生ྈの所管は、ֶ 生ࢧԉ事部ֶ生ࢧԉ՝と
する。

（ྈଇの改ഇ）
ୈ��　ྈଇの੍定及び改ഇは、ֶ が行う。

　　　ෟ　ଇ
　このྈଇは、ฏ成15�݄1からࢪ行する。
　　　ෟ　ଇ
　この改正ྈଇは、ฏ成���݄1からࢪ行する。　
　　　ෟ　ଇ　
　この改正ྈଇは、ฏ成��1�݄1からࢪ行する。
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ݟେֶֶ༑ձձଇ

ɹɹୈ̍ষɹ૯ɹɹଇ
ୈ̍　ຊձは見େֶֶ༑ձとশする。
ୈ̎　ຊձは見େֶに在੶するֶ生によって৫す
る。
ୈ̏　ຊձは全ձ員のある自׆࣏ಈにより、ຊֶ
とີなる࿈ܞのもとに、ຊֶのֶݐਫ਼ਆをଚび໋
ୡ成にྗし、ֶ 生生׆にਫ਼ਐしձ員૬ޓのກをは
かることを的とする。
ୈ̐　ӈの的をୡ成するためにຊձにԼ記の機関を
͓く。
　①　ֶ生૯ձ　
　②　執行ҕ員ձ
　③　ٞ員ձ
　ᶆ　બڍ管理ҕ員ձ

ɹɹୈ̎ষɹֶੜ૯ձ
ୈ̑　ֶ生૯ձは、全ֶ生により構成されるຊձの最
終ܾٞ機関である。
ୈ̒　定例૯ձは�ճとし、執行ҕ員ձがこれをট
ूする。ただし、Լ記の合執行ҕ員ձはྟ࣌େձをট
ूしなければならない。
　①　執行ҕ員ձが必要と認めた࣌
　②　ٞ員が必要と認めた合
　③　在੶ֶ生の1��Ҏ上の要ٻがあった合
ୈ̓　ֶ生૯ձの公示は�ि間前に全ֶ生になされな
ければならない。
ୈ̔　ֶ生૯ձの定数は在੶ֶ生の�割とし、出੮者
の���Ҏ上の同意によりܾٞされる。
ୈ̕　ֶ生૯ձは次の事߲を৹ٞする。
　①　ຊձのجຊ方及びӡӦ法
　②　ຊձの༧ࢉ、ܾ の৹ٞ及び承認ࢉ
　③　ຊձのձଇ改正
　ᶆ　ͦの他の重要事߲
ୈ��　૯ձのٞ1名はٞ員がબするものとし、
執行ҕ員はͦのにつくことができない。ただし、ٸۓ
やΉを得ない合は૯ձによりબするものとする。

ɹɹୈ̏ষɹࣥߦҕһձ
ୈ��　執行ҕ員ձはຊձの最ߴ執行機関であって、ຊ
ձの的をୡ成するためにྗし、かつ、ຊձձଇの公
正なӡ用にめなければならない。
ୈ��　執行ҕ員ձはձ1名、෭ձ�名（ҕ員、෭ҕ
員はձ、෭ձが݉する）、ձܭ書記�名、ব外�
名のҕ員により構成され、自༝ཱީิにͮجき全ֶ生
のબڍによってબ出される。（な͓、ͦ のબڍについて
の細ଇはผにこれを定める）
ୈ��　執行ҕ員の期は�݄1からཌ�݄までの1
έとし、֤ 員はҕ員ޓબにより定める。
ୈ��　ܽ員の生じた合は、ٞ員の承認を経てձ

がこれを໋ิॆする。
ୈ��　ҕ員（ձ）はຊձの最ߴ者であり、ຊձ
を表してຊձのձを౷する。
ୈ��　෭ҕ員（෭ձ）は、ҕ員をิࠤし、ҕ員
に事ނのある࣌はͦの৬を行する。
ୈ��　Լ記の事߲は執行ҕ員の権限に属するものと
する。
でき࠵やΉを得ない理༝によりٞ員ձを։ٸۓ　①　
ない合に͓けるٞ員ձの権限行、ただし、この
合は事ޙやかにٞ員に報ࠂするものとする。

　②　執行ҕ員ձの方行上必要と認めた機関のઃஔ
　③　ֶ生૯ձのটू
　ᶆ　૯ձに提出するٞのܾ定
　ᶇ　ٞ員ձの։࠵要ٻ
ୈ��　執行ҕ員ձのٞ事は、ҕ員�名Ҏ上の出੮のも
とにա数をもってこれをܾし、ࢍ൱同数の合はٞ
がこれをܾする。
ୈ��　執行ҕ員ձはٞ員ձの։࠵に際して、ݪଇと
してこれに出੮しなければならない。
ୈ��　ٞ員からୗされた事߲についてٞ員が
ͦの経ա報ࠂをٻめた࣌は、執行ҕ員ձはこれにԠじ
なければならない。
ୈ��　執行ҕ員ձはԼ記の機関のӡӦඅをͦの༧ࢉ
にܭ上しなければならない。
　①　ٞҕ員ձ
　②　બڍ管理ҕ員ձ
ୈ��　ֶ生に͓いて執行ҕ員ձ৴Ҋが൱ܾされ、あ
るいは執行ҕ員ձ不৴Ҋが可ܾされた合は、執行
ҕ員ձはͪに૯ࣙ৬しなければならない。
ୈ��　執行ҕ員ձが期満了、又は૯ࣙ৬した合、
৽たな執行ҕ員ձが発するまでの間ͦの事を行
する。

ɹɹୈ̐ষɹٞһձ
ୈ��　ٞ員ձはຊձの௨ৗܾٞ機関である。ただ
し、Լ記の事߲についてはֶ生૯ձにૹし、ͦ の承認
を経なければならない。
　①　ٞ員が必要と認めた事߲
　②　執行ҕ員が必要と認めた事߲
ୈ��　ٞ員はબ出ମ͝とに৽が࢝まり次第
やかにબ出される。ただし、執行ҕ員はͦのにつく
ことはできない。
ୈ��　ٞ員のબ出ମ及びͦの定数は次の௨りと
する。
　①　େֶ、期େֶ部ともに֤Ϋϥス　�名　
　②　֤Ϋϥϒ　1名
ୈ��　֤બ出ମは、ٞ員に事ނあるͦ࣌の৬を
行する෭ٞ員をબ出することができる。ͦ の定数
は前に४ずる。
ୈ��　ٞ員の期は�݄1からཌ�݄�1まで
とする。ただし、৽ٞ員がܾまるまでは前ٞ員がͦ
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の৬を行する。
ୈ��　ٞ員ձのٞ1名、෭ٞ�名はٞ員のޓબ
でܾめる。
ୈ��　ٞはٞ員ձの最ߴ者であり、ٞ員ձ
のձを౷する。
ୈ��　෭ٞはٞをิࠤし、ٞ に事ނある࣌はͦ
の৬を行する。
ୈ��　ٞ員はԼ記の合にͦの資格をࣦう。
　①　બ出ମに͓いてա数で不৴された合
　②　ٞ員のࣙ意がબ出ମに͓いてա数で承認さ
れた合

　③　ٞ員ձにより資格が不適当と認められ、かつͦ
のࢫબ出ମに௨ࠂされた合

ୈ��　前により資格をࣦったچٞ員のબ出ମ
はݪଇとして、1ि間Ҏ内に৽ٞ員をબ出し、چٞ
員はͦのࢫٞ員に報ࠂしなければならない。
ୈ��　ٞ員ձはٞがこれをটूする。
ୈ��　定例ٞ員ձは1�ճとする。ただし、Լ記の
合はྟ࣌ٞ員ձを։࠵しなければならない。
　①　ٞが必要と認めた合
　②　全ٞ員の1�5Ҏ上の要ٻがあった合
　③　執行ҕ員ձの要ٻがあった合
ୈ��　ٞ員ձのܾٞは出੮ٞ員のա数をもっ
て成ཱする。
ୈ��　ٞ員ձのܾ定事߲は、全ֶ生に公示されなけ
ればならない。
ୈ��　ٞ員ձのܾٞ事߲のうͪ、必要なものは執行
ҕ員ձにୗできる。
ୈ��　ٞ員ձは前によるୗ事߲についてͦの
経ա報ࠂをٻめることができる。
ୈ��　ٞ員ձに͓いて一ൠֶ生のௌはݪଇとし
て自༝である。
ୈ��　ٞ員ձのӡӦඅは執行ҕ員ձがこれをܭ上
する。

ɹɹୈ̑ষɹબڍ管理ҕһձ
ୈ��　બڍ管理ҕ員ձは、ҕ員1�名をもって構成さ
れ、બࢪڍ行細ଇに従って、執行ҕ員のબڍの投ථを管
理する。
ୈ��　①બڍ管理ҕ員は、ຖ1ճ、9݄にٞ員がこ
れをબ出する。ただし、執行ҕ員はͦのにつくことが
できない。
　②　બڍ管理ҕ員の期は、9݄1から、ཌ�݄�1
までの1ϲとする。

　③　執行ҕ員の૯બڍはຖ1�݄に行う。
ୈ��　બڍ管理ҕ員ձのӡӦඅは、執行ҕ員ձがこれ
をܭ上する。

ɹɹୈ̒ষɹサーΫϧ׆ಈ
ୈ��　文Խ部࿈合及びମҭ部࿈合は、所属֤ஂମ間の

࿈བྷ、૬ޓ発లのための機関としてઃஔされる。
ୈ��　文Խ部࿈合及びମҭ部࿈合に関する細ଇは、ຊ
ձの的に反しないൣғ内で、֤ ҕ員ձが自ओ的にこ
れを定め、ٞ員ձに͓いて報ࠂしなければならない。
ୈ��　ݪଇとして全ֶ生は、いずれかの࿈合に属さな
ければならない。

ɹɹୈ̓ষɹɹɹଇ
ୈ��　ຊ規の改正及びิは全ٞ員の���上のࢍ
成をもって執行ҕ員ձがこれを発ٞし、全ֶ生に提Ҋ
し、ͦ の承認を経なければならない。
この承認には、ֶ 生૯ձ又は全員のථによって
���Ҏ上のࢍ成を必要とする。
ୈ��　ຊձのձଇは、ত���݄1よりޮྗを発
する。

ɹɹɹݟେֶ・ݟେֶظେֶ෦
ɹɹɹ՝֎׆ಈެೝஂମ࿈߹ձձଇ

ɹɹୈ̍ষɹ૯ɹɹଇ
ୈ̍　見େ ・ֶ見େֶ期େֶ部（ҎԼ、「見େ
ֶ」という。）に見େ ・ֶ見େֶ期େֶ部՝外׆ಈ
公認ஂମ࿈合ձ（ҎԼ、「࿈合ձ」という。）をஔく。
ୈ̎　࿈合ձは、見େֶのֶݐのਫ਼ਆにのっとり、
見େֶֶଇ、見େֶ期େֶ部ֶଇ及びֶ生ਗ਼規
をॱकし、ֶ 生ਗ਼規第9による՝外׆ಈ公認ஂମ（Ҏ
Լ、「公認ஂମ」という。）に͓ける׆ಈのॆ実と上に
寄与することを的とする。
̎　࿈合ձは、公認ஂମの自ओੑを重んじ、ͦ の意見のௐ
・ू を行い、見େֶとの࿈ܞをਤりつつ、公認ஂ
ମ間の૬ޓ理解をਂめ、ڠ ・ྗ࿈ܞがԁに行えるよう
にめるものとする。

ɹɹୈ̎ষɹɹɹ৫
ୈ̏　࿈合ձは、全ての公認ஂମをもって৫する。
̎　࿈合ձに、文Խ部࿈合（ҎԼ、「文࿈」という。）及びମ
ҭ部࿈合（ҎԼ、「ମ࿈」という。）をஔく。
̏　公認ஂମは、文࿈又はମ࿈のいずれかに属するもの
とする。
̐　公認ஂମについての細ଇは、ผに定める。
ୈ̐　公認ஂମは、第9に定める公認ஂମの৹ٞ事
߲に関して発言及びܾٞする権利を有する。ただし、ٳ
部தのஂମを除く。
̎　公認ஂମに所属するֶ生（ҎԼ、「部員」という。）は、
見େֶの在ֶ生とし、ֶٳதのֶ生を除き、࿈合ձの
員及びҕ員にཱީิする権利を有する。
̏　公認ஂମ及び部員は、࿈合ձのձଇฒびにܾٞ事߲
に従い、ͦ の׆ಈにྗڠしなければならない。
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の৬を行する。
ୈ��　ٞ員ձのٞ1名、෭ٞ�名はٞ員のޓબ
でܾめる。
ୈ��　ٞはٞ員ձの最ߴ者であり、ٞ員ձ
のձを౷する。
ୈ��　෭ٞはٞをิࠤし、ٞ に事ނある࣌はͦ
の৬を行する。
ୈ��　ٞ員はԼ記の合にͦの資格をࣦう。
　①　બ出ମに͓いてա数で不৴された合
　②　ٞ員のࣙ意がબ出ମに͓いてա数で承認さ
れた合

　③　ٞ員ձにより資格が不適当と認められ、かつͦ
のࢫબ出ମに௨ࠂされた合

ୈ��　前により資格をࣦったچٞ員のબ出ମ
はݪଇとして、1ि間Ҏ内に৽ٞ員をબ出し、چٞ
員はͦのࢫٞ員に報ࠂしなければならない。
ୈ��　ٞ員ձはٞがこれをটूする。
ୈ��　定例ٞ員ձは1�ճとする。ただし、Լ記の
合はྟ࣌ٞ員ձを։࠵しなければならない。
　①　ٞが必要と認めた合
　②　全ٞ員の1�5Ҏ上の要ٻがあった合
　③　執行ҕ員ձの要ٻがあった合
ୈ��　ٞ員ձのܾٞは出੮ٞ員のա数をもっ
て成ཱする。
ୈ��　ٞ員ձのܾ定事߲は、全ֶ生に公示されなけ
ればならない。
ୈ��　ٞ員ձのܾٞ事߲のうͪ、必要なものは執行
ҕ員ձにୗできる。
ୈ��　ٞ員ձは前によるୗ事߲についてͦの
経ա報ࠂをٻめることができる。
ୈ��　ٞ員ձに͓いて一ൠֶ生のௌはݪଇとし
て自༝である。
ୈ��　ٞ員ձのӡӦඅは執行ҕ員ձがこれをܭ上
する。

ɹɹୈ̑ষɹબڍ管理ҕһձ
ୈ��　બڍ管理ҕ員ձは、ҕ員1�名をもって構成さ
れ、બࢪڍ行細ଇに従って、執行ҕ員のબڍの投ථを管
理する。
ୈ��　①બڍ管理ҕ員は、ຖ1ճ、9݄にٞ員がこ
れをબ出する。ただし、執行ҕ員はͦのにつくことが
できない。
　②　બڍ管理ҕ員の期は、9݄1から、ཌ�݄�1
までの1ϲとする。

　③　執行ҕ員の૯બڍはຖ1�݄に行う。
ୈ��　બڍ管理ҕ員ձのӡӦඅは、執行ҕ員ձがこれ
をܭ上する。

ɹɹୈ̒ষɹサーΫϧ׆ಈ
ୈ��　文Խ部࿈合及びମҭ部࿈合は、所属֤ஂମ間の

࿈བྷ、૬ޓ発లのための機関としてઃஔされる。
ୈ��　文Խ部࿈合及びମҭ部࿈合に関する細ଇは、ຊ
ձの的に反しないൣғ内で、֤ ҕ員ձが自ओ的にこ
れを定め、ٞ員ձに͓いて報ࠂしなければならない。

ୈ��　ݪଇとして全ֶ生は、いずれかの࿈合に属さな
ければならない。

ɹɹୈ̓ষɹɹɹଇ
ୈ��　ຊ規の改正及びิは全ٞ員の���上のࢍ
成をもって執行ҕ員ձがこれを発ٞし、全ֶ生に提Ҋ
し、ͦ の承認を経なければならない。
この承認には、ֶ 生૯ձ又は全員のථによって

���Ҏ上のࢍ成を必要とする。
ୈ��　ຊձのձଇは、ত���݄1よりޮྗを発
する。

ɹɹɹݟେֶ・ݟେֶظେֶ෦
ɹɹɹ՝֎׆ಈެೝஂମ࿈߹ձձଇ

ɹɹୈ̍ষɹ૯ɹɹଇ
ୈ̍　見େ ・ֶ見େֶ期େֶ部（ҎԼ、「見େ
ֶ」という。）に見େ ・ֶ見େֶ期େֶ部՝外׆ಈ
公認ஂମ࿈合ձ（ҎԼ、「࿈合ձ」という。）をஔく。

ୈ̎　࿈合ձは、見େֶのֶݐのਫ਼ਆにのっとり、
見େֶֶଇ、見େֶ期େֶ部ֶଇ及びֶ生ਗ਼規
をॱकし、ֶ 生ਗ਼規第9による՝外׆ಈ公認ஂମ（Ҏ
Լ、「公認ஂମ」という。）に͓ける׆ಈのॆ実と上に
寄与することを的とする。

̎　࿈合ձは、公認ஂମの自ओੑを重んじ、ͦ の意見のௐ
・ू を行い、見େֶとの࿈ܞをਤりつつ、公認ஂ
ମ間の૬ޓ理解をਂめ、ڠ ・ྗ࿈ܞがԁに行えるよう
にめるものとする。

ɹɹୈ̎ষɹɹɹ৫
ୈ̏　࿈合ձは、全ての公認ஂମをもって৫する。
̎　࿈合ձに、文Խ部࿈合（ҎԼ、「文࿈」という。）及びମ
ҭ部࿈合（ҎԼ、「ମ࿈」という。）をஔく。

̏　公認ஂମは、文࿈又はମ࿈のいずれかに属するもの
とする。

̐　公認ஂମについての細ଇは、ผに定める。
ୈ̐　公認ஂମは、第9に定める公認ஂମの৹ٞ事
߲に関して発言及びܾٞする権利を有する。ただし、ٳ
部தのஂମを除く。

̎　公認ஂମに所属するֶ生（ҎԼ、「部員」という。）は、
見େֶの在ֶ生とし、ֶٳதのֶ生を除き、࿈合ձの
員及びҕ員にཱީิする権利を有する。

̏　公認ஂମ及び部員は、࿈合ձのձଇฒびにܾٞ事߲
に従い、ͦ の׆ಈにྗڠしなければならない。
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ɹɹୈ̏ষɹɹɹһ
ୈ̑　࿈合ձには、次の員をஔく。
　①　理事　9人
　②　事　�人
̎　員は、֤ 公認ஂମから推નされた部員（֤1人）の
தからબ出し、ஂ ମձٞの承認を得るものとする。ただ
し、理事は、文࿈及びମ࿈のͦれͧれからબ出し、一方
にภらないこととする。
̏　理事は、ձ1人、෭ձ�人をޓબする。
̐　ձは、理事のதから૯、ব外及びձܭを୲当する
理事をબする。
̑　࿈合ձは、員のબ出にあたり、બڍ管理ҕ員をஔく
ものとする。
̒　期్தで員にܽ員が生じた合は、ձがޙ
の員を員ձに推નし、員ձの承認によりબす
る。
̓　員の期は、�݄1からཌの�݄�1までの1
間とし、࠶を͛ない。ただし、ิ ܽ員の期は、
前者の期間とする。
ୈ̒　員の৬は、次のと͓りとする。
　①　ձは、࿈合ձを表し、ͦ のձを౷ׅし、ͦ の
৬を行する。

　②　෭ձは、ձをิࠤして、ձに事ނある合は
ͦの৬を行し、ձがܽけた合はͦの৬を
行う。

　③　前߲に定めるもののほか、෭ձは文࿈又はମ࿈
を表し、ͦ れͧれを૯ׅする。

　ᶆ　理事は、員ձを構成し、員ձの定めるとこΖに
従い、࿈合ձの৬を୲当する。

　ᶇ　૯、ব外及びձܭ୲当理事は、࿈合ձの৬をͦ
れͧれ分୲して行する。

　ᶈ　事は、ձܭをࠪし、ͦ の݁果をஂମձٞで報ࠂ
しなければならない。また、事は、員ձに出੮す
ることができる。

ɹɹୈ̐ষɹػɹɹ関
ୈ̓　࿈合ձには、次の機関をஔく。
　①　ஂମձٞ
　②　員ձ

ɹɹୈ̑ষɹஂମձٞ
ୈ̔　ஂମձٞは、公認ஂମの表者（ҎԼ、「部」と
いう。）をもって構成し、࿈合ձの最ܾٞߴ機関とする。
̎　ஂମձٞは、定例及びྟ࣌とする。
̏　定例ஂମձٞは、ݪଇとして�ճ։࠵し、ձがこ
れをটूする。
。ମձٞは、次の合にձがこれをটूするஂ࣌ྟ　̐
　①　ձが必要と認めた合
　②　文࿈表又はମ࿈表が必要と認めた合
　③　員ձのٻがあった合
　ᶆ　公認ஂମの�分の1Ҏ上のٻがあった合

ୈ̕　ஂମձٞは、次の事߲を৹ܾٞ定する。
　①　࿈合ձのऩࢧ༧ࢉ及びӡӦܭ画に関する事߲
　②　࿈合ձのऩࢉܾࢧ及びӡӦ報ࠂに関する事߲
　③　࿈合ձの員のબ出又は解及びબڍ管理ҕ員の
承認に関する事߲

　ᶆ　公認ஂମのઃཱਃ及びొ更৽に関する事߲
　ᶇ　部ࣨのӡӦに関する事߲
　ᶈ　ࢪઃ及びઃඋの利用に関する事߲
　ᶉ　৽ೖ生ܴオϦΤンςーシϣンの実ࢪに関する事
߲

　ᶊ　ࢵӢࡇ（େֶࡇ）のྗڠに関する事߲
　ᶋ　ͦの他の重要事߲
ୈ��　ஂମձٞは、全ての部が必ず出੮しなければ
ならない。ただし、部が出੮できない合は、部に
४ずる者を理として出੮させることができる。
̎　員ձが必要と認めた合は、前߲の規定にかかわ
らず、ஂ ମձٞに関係者の出੮をٻめることができる。
̏　部（理をؚΉ。ҎԼ、同じ。）は、公認ஂମ及び部員
の意見を表する。
̐　ܾٞ権は、公認ஂମ1ஂମにつき1ථとする。
̑　部は、ஂ ମձٞのܾٞ事߲を公認ஂମ及び部員に
पపఈしなければならない。
ୈ��　ஂମձٞは、全ての公認ஂମの�分の�Ҏ上の出
੮（ҕঢ়をؚΉ。）をもって成ཱし、出੮ஂମの�分の
�Ҏ上のࢍ成によりܾٞされる。
̎　止Ήを得ない事情で、公認ஂମがஂମձٞをܽ੮す
る合は、ஂ ମձٞの公示ޙから։࠵前までに、ձѼ
にҕঢ়を提出しなければならない。
̏　ҕঢ়をୗした公認ஂମには、ٞ ܾ権はなく、ஂ ମ
ձٞのܾٞに従うものとする。
ୈ��　ஂମձٞのٞは、ձがこれにあたり、ձ
に事ނある合、又はܽけた合は、෭ձがこれにあ
たる。
̎　ٞは、ஂ ମձٞに͓けるܾٞ権を有しないものと
する。
ୈ�� ஂମձٞは、৽ೖ生ܴオϦΤンςーシϣンを
実ࢪするため、ஂ ମձٞのもとに৽ೖ生ܴオϦΤン
ςーシϣン実行ҕ員ձをஔく。
̎　৽ೖ生ܴオϦΤンςーシϣン実行ҕ員ձについて
の細ଇは、ผに定める。

ɹɹୈ̒ষɹ һ ձ
ୈ��　員ձは、理事をもって構成し、࿈合ձの最ߴ
執行機関とする。
̎　員ձは、定例及びྟ࣌とする。
̏　定例員ձは、ݪଇとしてຖ݄1ճ։࠵し、ձがこ
れをটूする。
。員ձは、次の合にձがこれをটूする࣌ྟ　̐
　①　ձが必要と認めた合
　②　文࿈表又はମ࿈表が必要と認めた合
　③　理事の�分の1Ҏ上のٻがあった合
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ୈ��　員ձは、次の事߲を৹ٞするとともに、ஂ ମ
ձٞに͓いてܾٞされた事߲を執行する。
　①　ஂମձٞのӡӦ及びٞ事に関する事߲
　②　࿈合ձのऩࢧ༧ࢉ及びӡӦܭ画に関する事߲
　③　࿈合ձのऩࢉܾࢧ及びӡӦ報ࠂに関する事߲
　ᶆ　࿈合ձの員のબ出又は解及びબڍ管理ҕ員の
બに関する事߲

　ᶇ　公認ஂମのઃཱਃ及びొ更৽に関する事߲
　ᶈ　部ࣨのӡӦに関する事߲
　ᶉ　ࢪઃ及びઃඋの利用に関する事߲
　ᶊ　৽ೖ生ܴオϦΤンςーシϣンの実ࢪに関する事
߲

　ᶋ　ࢵӢࡇ（େֶࡇ）のྗڠに関する事߲
　ᶌ　ͦの他の重要事߲
ୈ��　員ձは、理事の�分の�Ҏ上の出੮をもって成
ཱし、員ձ出੮者の�分の�Ҏ上のࢍ成によりܾٞさ
れる。
ୈ��　員ձのٞは、ձがこれにあたり、ձに
事ނある合、又はܽけた合は、෭ձがこれにあた
る。
̎　ٞは、員ձに͓けるܾٞ権を有するものとする。
ୈ��　ஂମձٞに͓いて、員ձの不৴Ҋが可ܾさ
れた合は、員は、ͪに૯ࣙ৬しなければならな
い。
ୈ��　員が૯ࣙ৬した合は、৽たな員がબ出さ
れるまでの間、前員がձを行する。
ୈ��　員ձは、必要にԠじて員ձのもとに小ҕ員
ձをஔくことができる。
̎　小ҕ員ձについての細ଇは、ผに定める。

ɹɹୈ̓ষɹձɹɹܭ
ୈ��　࿈合ձのऩೖは、公認ஂମのೲೖするձඅとิ
ॿۚ等をもってこれにあてる。
̎　࿈合ձのձඅは、公認ஂମ1ஂମにつき、間1���
ԁとする。
̏　࿈合ձのձඅは、ຖॳめにこれをೲೖしなけれ
ばならない。
ୈ��　࿈合ձのձܭは、ຖ�݄1からཌ�݄
�1までとする。

ɹɹୈ̔ষɹબڍ管理ҕһ
ୈ��　࿈合ձは、第5第5߲の規定にͮجき、બڍ管
理ҕ員をஔく。
̎　બڍ管理ҕ員は、�人とし、文࿈及びମ࿈に属する部
員のதからஂମձٞに͓いてͦれͧれબする。ただ
し、員は、これを݉することはできない。
̏　બڍ管理ҕ員の期は、�݄1からཌ�݄�1ま
での1間とする。
̐　બڍは、ผに定めるબࢪڍ行細ଇにͮجき実ࢪする。
ୈ��　બڍ管理ҕ員は、બ݁ڍ果をやかに公示する
とともにஂମձٞに報ࠂしなければならない。

ɹɹୈ̕ষɹࡶɹɹଇ
ୈ��　࿈合ձձଇの改ഇは、員ձがこれを発ٞし、
ஂମձٞに͓いて承認（出੮ஂମの�分の�Ҏ上のࢍ
成）を得たのͪ、全ֶֶ生ҕ員ձのٞを経て、֤ ֶ部教
授ձにࢾり承認を得なければならない。

　　　ෟ　ଇ
　このձଇは、ฏ成1�1�݄1からࢪ行する。

ݟେֶձձଇ

ɹɹୈ̍ষɹ૯ɹɹଇ
ୈ̍　ຊձは見େֶձという。
ୈ̎　ຊձの事所をԣࢢ見۠見��1��見େ
ֶ内に͓く。
ୈ̏　ຊձはձ員૬ޓのກとֶ生のษֶとࢱとに
寄与し、େֶの発లをはかる事を的とする。

ɹɹୈ̎ষɹࣄɹɹۀ
ୈ̐　ຊձは前の的をୡ成するために次の事ۀを
行う。

（1）　研मձ、ߨԋձ、࠙ ஊձ等֤छのूձ
行物の発行、ץ　（�）
（�）　ֶ生の保݈、ମҭ、ֶ、教ཆ、ब৬Ѻટ等のԉॿ
（�）　େֶのོڵ発లのԉॿ
（5）　ͦの他必要と認めること
ୈ̑　ຊձは事ۀӡӦのために次の5部を͓く。
（1）　૯部　֤ձٞ及びूձのটू事、記文書事

、企画ӡӦ等のॸ
（�）　ް生部　保݈、Ӵ生、ҩྍ、ֶ、ମҭ等
（�）　文Խ部　ձ報作成、ύンフレット、研मձߨԋ

ձ等
（�）　ௐࠪ部　ब৬ௐࠪ、ֶ ิ、ಙૢ、ۀ 導等に関するௐ

（ࠪ指導）
（5）　ձܭ部　༧ࢉ、ܾ のฤ成、ձඅのऩ等ࢉ

ɹɹୈ̏ষɹձһ及びձඅ
ୈ̒　ຊձのձ員は次の�छとする。
（1）　正ձ員　見େֶ・見େֶ期େֶ部のֶ生の

またはこれにわる者としてೖֶ࣌にಧけ出た
者のいずれか1名

（�）　ಛผձ員　ଔۀ生のまたはこれにわる者と
してೖֶ࣌にಧけ出た者のいずれか1名。見େֶ関
係者でධٞ員ձの推નをうけたもの

ୈ̓　正ձ員は、ೖձۚ����ԁのほか、ձඅ����
ԁをຖ�݄にೲೖする。

ɹɹୈ̐ষɹһ
ୈ̔　ຊձに次の員を͓く。
（1）　ձ　　　̍名 理事ձに͓いて推નし、ֶ が
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ୈ��　員ձは、次の事߲を৹ٞするとともに、ஂ ମ
ձٞに͓いてܾٞされた事߲を執行する。
　①　ஂମձٞのӡӦ及びٞ事に関する事߲
　②　࿈合ձのऩࢧ༧ࢉ及びӡӦܭ画に関する事߲
　③　࿈合ձのऩࢉܾࢧ及びӡӦ報ࠂに関する事߲
　ᶆ　࿈合ձの員のબ出又は解及びબڍ管理ҕ員の
બに関する事߲

　ᶇ　公認ஂମのઃཱਃ及びొ更৽に関する事߲
　ᶈ　部ࣨのӡӦに関する事߲
　ᶉ　ࢪઃ及びઃඋの利用に関する事߲
　ᶊ　৽ೖ生ܴオϦΤンςーシϣンの実ࢪに関する事
߲

　ᶋ　ࢵӢࡇ（େֶࡇ）のྗڠに関する事߲
　ᶌ　ͦの他の重要事߲
ୈ��　員ձは、理事の�分の�Ҏ上の出੮をもって成
ཱし、員ձ出੮者の�分の�Ҏ上のࢍ成によりܾٞさ
れる。
ୈ��　員ձのٞは、ձがこれにあたり、ձに
事ނある合、又はܽけた合は、෭ձがこれにあた
る。
̎　ٞは、員ձに͓けるܾٞ権を有するものとする。
ୈ��　ஂମձٞに͓いて、員ձの不৴Ҋが可ܾさ
れた合は、員は、ͪに૯ࣙ৬しなければならな
い。
ୈ��　員が૯ࣙ৬した合は、৽たな員がબ出さ
れるまでの間、前員がձを行する。
ୈ��　員ձは、必要にԠじて員ձのもとに小ҕ員
ձをஔくことができる。
̎　小ҕ員ձについての細ଇは、ผに定める。

ɹɹୈ̓ষɹձɹɹܭ
ୈ��　࿈合ձのऩೖは、公認ஂମのೲೖするձඅとิ
ॿۚ等をもってこれにあてる。
̎　࿈合ձのձඅは、公認ஂମ1ஂମにつき、間1���
ԁとする。
̏　࿈合ձのձඅは、ຖॳめにこれをೲೖしなけれ
ばならない。
ୈ��　࿈合ձのձܭは、ຖ�݄1からཌ�݄
�1までとする。

ɹɹୈ̔ষɹબڍ管理ҕһ
ୈ��　࿈合ձは、第5第5߲の規定にͮجき、બڍ管
理ҕ員をஔく。
̎　બڍ管理ҕ員は、�人とし、文࿈及びମ࿈に属する部
員のதからஂମձٞに͓いてͦれͧれબする。ただ
し、員は、これを݉することはできない。
̏　બڍ管理ҕ員の期は、�݄1からཌ�݄�1ま
での1間とする。
̐　બڍは、ผに定めるબࢪڍ行細ଇにͮجき実ࢪする。
ୈ��　બڍ管理ҕ員は、બ݁ڍ果をやかに公示する
とともにஂମձٞに報ࠂしなければならない。

ɹɹୈ̕ষɹࡶɹɹଇ
ୈ��　࿈合ձձଇの改ഇは、員ձがこれを発ٞし、
ஂମձٞに͓いて承認（出੮ஂମの�分の�Ҏ上のࢍ
成）を得たのͪ、全ֶֶ生ҕ員ձのٞを経て、֤ ֶ部教
授ձにࢾり承認を得なければならない。

　　　ෟ　ଇ
　このձଇは、ฏ成1�1�݄1からࢪ行する。

ݟେֶձձଇ

ɹɹୈ̍ষɹ૯ɹɹଇ
ୈ̍　ຊձは見େֶձという。
ୈ̎　ຊձの事所をԣࢢ見۠見��1��見େ
ֶ内に͓く。

ୈ̏　ຊձはձ員૬ޓのກとֶ生のษֶとࢱとに
寄与し、େֶの発లをはかる事を的とする。

ɹɹୈ̎ষɹࣄɹɹۀ
ୈ̐　ຊձは前の的をୡ成するために次の事ۀを
行う。

（1）　研मձ、ߨԋձ、࠙ ஊձ等֤छのूձ
行物の発行、ץ　（�）
（�）　ֶ生の保݈、ମҭ、ֶ、教ཆ、ब৬Ѻટ等のԉॿ
（�）　େֶのོڵ発లのԉॿ
（5）　ͦの他必要と認めること
ୈ̑　ຊձは事ۀӡӦのために次の5部を͓く。
（1）　૯部　֤ձٞ及びूձのটू事、記文書事

、企画ӡӦ等のॸ
（�）　ް生部　保݈、Ӵ生、ҩྍ、ֶ、ମҭ等
（�）　文Խ部　ձ報作成、ύンフレット、研मձߨԋ

ձ等
（�）　ௐࠪ部　ब৬ௐࠪ、ֶ ิ、ಙૢ、ۀ 導等に関するௐ

（ࠪ指導）
（5）　ձܭ部　༧ࢉ、ܾ のฤ成、ձඅのऩ等ࢉ

ɹɹୈ̏ষɹձһ及びձඅ
ୈ̒　ຊձのձ員は次の�छとする。
（1）　正ձ員　見େֶ・見େֶ期େֶ部のֶ生の

またはこれにわる者としてೖֶ࣌にಧけ出た
者のいずれか1名

（�）　ಛผձ員　ଔۀ生のまたはこれにわる者と
してೖֶ࣌にಧけ出た者のいずれか1名。見େֶ関
係者でධٞ員ձの推નをうけたもの

ୈ̓　正ձ員は、ೖձۚ����ԁのほか、ձඅ����
ԁをຖ�݄にೲೖする。

ɹɹୈ̐ষɹһ
ୈ̔　ຊձに次の員を͓く。
（1）　ձ　　　̍名 理事ձに͓いて推નし、ֶ が
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ҕする。
（�）　෭ձ　　̏名 理事ձに͓いて推નし、ֶ が

ҕする。
（�）　理　事　एׯ名　ධٞ員ձに͓いてબする。
（�）　ධٞ員　एׯ名　正ձ員தからબする。
（5）　　ࠪ　एׯ名　正ձ員தからબする。
。のうえҕするٞڠとہ名　େֶ当ׯ事　ए　װ　（�）
ୈ̕　員のは次のと͓りである。
（1）　ձ　 ຊձを表し、ձを૯理し、ձٞのٞ

となる。
（�）　෭ձ ձをิࠤし、ձに事ނあるときはこ

れにわる。
（�）　理　事 理事ձを৫し、༧ࢉ、ܾ の他重要事ͦࢉ

߲を৹ٞしຊձ事ۀの企画ࢪ行にあたる。
（�）　ධٞ員 ධٞ員ձを৫し、重要事߲をධٞしか

つձのࢾにԠずる。
（5）　　ࠪ ձ及びձܭをࠪし、必要あるときはྟ

。することができるٻ૯ձのটूを要࣌
事　װ　（�） ॸ・ձܭの事にあたる。
ୈ��　員の期は1とし重を͛ない。
ୈ��　ຊձにސ及びࢀ与を͓くことができる。
ࢀ、は理事ձの推નによりձがこれをҕしސ
与はձがେֶとٞڠのうえ、これをҕする。

ɹɹୈ̑ষɹձɹɹٞ
ୈ��　ձٞは૯ձ、理事ձ、ධٞ員ձとし、ձがこれ
をটूする。
ୈ��　ձٞのܾٞは出੮者のա数により、可൱同数
の࣌はٞがこれをܾ定する。
ୈ��　૯ձはຖ1ճҎ上これを։き、次の事߲を౼
ٞする。ୠし、やΉを得ず૯ձを։࠵できない合は、
ٞҊの֓要を記載した書໘をձ員にૹし、ͦ の意見
をし又はࢍ൱をい、ฦૹされた書໘を出੮者とし、
第1�に฿いܾٞし、ͦ の݁果をもって૯ձのܾٞに
えることができる。

（1）　༧ࢉのܾٞ及びܾࢉの承認
（�）　ձの報ࠂ
（�）　員のબ
（�）　第�の事ۀのܾ定
（5）　ͦの他重要事߲

ɹɹୈ̒ষɹձɹɹܭ
ୈ��　ຊձの経අは、ೖձۚ、ձඅ、及び寄ۚͦの
他をもってこれをࢧหする。
ୈ��　ຊձのձܭは、ຖ�݄1に࢝まり、ཌ
�݄�1に終わる。

　　ෟ　ଇ
̍ ຊձのձଇは૯ձのܾٞを経なければ変更すること
ができない。

̎　ຊձのձଇに規程のないものはすて理事ձでܾめる。

ݟେֶֶࣃ෦ޙԉձձଇ

ୈ̍　ຊձは見େֶֶࣃ部ޙԉձとশし、ͦ の事
所はԣࢢ見۠見�ஸ1൪�߸見େֶֶ生ࢧԉ
ηンター事部ֶࣃ部教ֶ՝内に͓く。
̎　ձඅのऩ及びͦれに関するͦの他の事ॲ理は事
ہにҕする。　
ୈ̎　ຊձはձ員૬ޓのກとֶ生のษֶとࢱとに
寄与し、ֶࣃ部の発లをはかることを的とする。
̎　ຊձはձ員૬ޓのກをはかる事を的とする。
ୈ̏　ຊձは第̎のձの的をୡ成する為、必要と
思われる事ۀを行う。
ୈ̐　ձ員のձ員は、見େֶֶࣃ部ֶ生の又は
これにわる者の1名とする。
ୈ̑　ձ員は、ձඅ1����ԁをຖ�݄にೲೖする。
ୈ̒　ຊձに次の員をஔく。
　　ձ　　　1名
　　෭ձ　　एׯ名
　　ઐ理事　1名
　　理事　　　ݪଇとしてֶ֤�名
　　事　　　�名
̎ ձ及び事は理事ձબ出ޙ、૯ձに͓いて承認する。
̏ ձはຊձを表し、ձを૯理し、ձٞのٞとなる。
̐　෭ձ、ઐ理事及び理事は、ձの指名によりҕ
する。
̑　෭ձはձをิࠤし、ձに事ނがある࣌は、༧め
ձが定めたॱҐにより、ͦ の৬を行する。　
̒　員はձ員よりબ出する。　
ୈ̓　員の期は1ϲとする。ୠし、࠶を͛な
い。
̎ 員が࠶された合、ͦ の期は�ϲまでとする。
ୈ̔　૯ձは1ճҎ上これを։き、次の事߲を৹ٞ
する。また、やΉを得ず૯ձを։࠵できない合は、ٞ
Ҋの֓要を記載した書໘をձ員にૹし、ͦ の意見を
し又はࢍ൱をい、ͦ の݁果をもって૯ձのܾٞに
えることができる。ٞ ܾ݁果は、ޙԉձձ報にて௨
することとする。
　（1）༧ࢉ及びܾࢉに関すること。
　（�）事ܭۀ画及びձ報ࠂ。

̏　ຊձଇはত���݄�から実ࢪする。
̐ ฏ成��݄�一部改正。ただし、第̓について
は、ฏ成9より実ࢪする。

　　ෟ　ଇ
　ฏ成11�݄1一部改正
　　ෟ　ଇ
　ྩ��݄1�一部改正。ୠし、第�（1）（�）の「
またはこれにわる者」については、ྩ �Ҏ前の
ೖֶ者は、「または保ূ人」とಡみସえることとする。
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　（�）員のબ出
　（�）ͦ の他の重要事߲
̎　理事ձは必要にԠじてձがটूする。
ୈ̕　૯ձのܾٞ承認は出੮者のա数による。可൱
同数の合はٞがこれをܾ定する。
ୈ��　ձܭはձඅをҎてこれに当てる。
ୈ��　ຊձのձܭは�݄1よりཌ�݄
とする。
ୈ��　ͦの他、上記に定めるものҎ外は、理事ձでܾ
定する。　

　　　ෟ　ଇ
　1　このձଇは、ฏ成���݄�からࢪ行する。名শ
変更については、ฏ成�9�݄1より用し、ฏ成
��は「見େֶֶࣃ部ձ	ਅձ
」の名শを
。用する

　�　このձଇのࢪ行にい、ত�11�݄1�ࢪ行の
見େֶֶࣃ部ձ（ਅձ）ձଇはഇ止する。　

　�　この改正ձଇは、ྩ ��݄1�からࢪ行する。
　　　ෟ　ଇ
　　この改正ձଇは、ྩ ��݄1からࢪ行する。

ݟେֶಉ૭ձ૯ଇ

ୈ̍　名　　শ
見େֶֶࣃ部同૭ձ及び見େֶ文ֶ部・見େ
ֶ期େֶ部同૭ձの࿈合ମを見େֶ同૭ձとす
る。
ୈ̎　　　的
見େֶ同૭ձは、ֶݐのਫ਼ਆにのっとりձ員૬ޓ
のກとྗڠをૅجとして、社ձࢱの૿ਐ、ֶ ज़研究
のྭ、社ձ文Խの上ฒびにߍの発లに寄与する
ことを的とする。
ୈ̏　૯　　ࡋ
　　見େֶ同૭ձ૯ࡋには、見େֶֶを推નする。
ୈ̐　構　　成
見େֶ同૭ձは、見େֶֶࣃ部同૭ձ及び見
େֶ文ֶ部・見େֶ期େֶ部同૭ձによって構成
される。
ୈ̑　見େֶ同૭ձ࿈བྷٞڠձのઃஔ
見େֶ同૭ձが౷一事ۀの推ਐ、֤ 同૭ձ間のٞ
ձをઃஔする。
ୈ̒　֤同૭ձのӡӦ
　　૯ଇ第�のझࢫに従ってӡӦする。
ୈ̓　֤同૭ձの׆ಈ
֤同૭ձはͦれͧれのձଇにͮجき、自ओੑあるϢ
χーΫな׆ಈを行うものとする。
ୈ̔　改　　定
૯ଇの改定は、֤ 同૭ձの承認を必要とする。

　　ຊ૯ଇはত5111݄�よりࢪ行する。
　　ฏ成11�݄1最終改正

ݟେֶಉ૭ձ࿈བྷٞڠձنఔ

ɹɹୈ̍ষɹɹɹత
　「見େֶ同૭ձ૯ଇ」第5の定めるとこΖにより、
「見େֶ同૭ձ࿈བྷٞڠձ（ҎԼ「ٞڠձ」という）規程」
を定める。

ɹɹୈ̎ষɹٞڠձのӡӦ
（1）　構成　ٞڠձは֤同૭ձの表�名、ܭ�名によっ

て構成される。
（�）　ձٞ
　イ　員ʵձٞӡӦのため、構成員よりٞ̍名、෭ٞ

1名をޓબする。ٞ はձٞのӡӦをਤ
り、෭ٞはٞをิࠤする。員のબ出
は、֤ 同૭ձ表ͪ࣋ճりとする。

　ϩ　期ʵ表の期は�とする。ただし、࠶を
͛ない。

　ϋ　։࠵ʵٞڠձの։࠵は�ճ、� ・݄9 ・݄1�݄の適
当な࣌に行うものとし、これҎ外に必要
にԠじてྟ࣌ձٞを։࠵できるものとす
る。ձٞのটूは構成員の�分の�Ҏ上の要
にͮجきٞが行う。

ձのٞڠ　（�）
　イ　౷一事ۀの企画推ਐ
　ϩ　֤同૭ձձଇの੍改定に対する意見۩ਃ
　ϋ　ͦの他

ɹɹୈ̏ষɹͦ の ଞ
֤、ձ表はٞڠ　（1） 同૭ձ員とする。
֤、ձ規程の改定はٞڠ　（�） 同૭ձ員の承認をもっ

て行う。֤ 同૭ձ員ձとは֤同૭ձに͓いてબ出
された執行機関をいう。

ຊ規程は、ত5111݄�よりࢪ行する。

ݟେֶֶࣃ෦ಉ૭ձձଇ

ɹɹୈ̍ষɹ૯ɹɹଇ
ୈ̍　ຊձは見େֶֶࣃ部同૭ձとশする。
ୈ̎　ຊձはձ員૬ޓのກとැॿをਤり、ࣃՊҩ ・ֶ
ҩྍの上にྗし、ซせてߍฒびにࣃՊքの発ల
に寄与することを的とする。
ୈ̏　ຊձはਆಸݝԣࢢ見۠見��1��見େ
。部内にஔくものとするֶࣃֶ
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　（�）員のબ出
　（�）ͦ の他の重要事߲
̎　理事ձは必要にԠじてձがটूする。
ୈ̕　૯ձのܾٞ承認は出੮者のա数による。可൱
同数の合はٞがこれをܾ定する。
ୈ��　ձܭはձඅをҎてこれに当てる。
ୈ��　ຊձのձܭは�݄1よりཌ�݄
とする。
ୈ��　ͦの他、上記に定めるものҎ外は、理事ձでܾ
定する。　

　　　ෟ　ଇ
　1　このձଇは、ฏ成���݄�からࢪ行する。名শ
変更については、ฏ成�9�݄1より用し、ฏ成
��は「見େֶֶࣃ部ձ	ਅձ
」の名শを
。用する

　�　このձଇのࢪ行にい、ত�11�݄1�ࢪ行の
見େֶֶࣃ部ձ（ਅձ）ձଇはഇ止する。　

　�　この改正ձଇは、ྩ ��݄1�からࢪ行する。
　　　ෟ　ଇ
　　この改正ձଇは、ྩ ��݄1からࢪ行する。

ݟେֶಉ૭ձ૯ଇ

ୈ̍　名　　শ
見େֶֶࣃ部同૭ձ及び見େֶ文ֶ部・見େ
ֶ期େֶ部同૭ձの࿈合ମを見େֶ同૭ձとす
る。
ୈ̎　　　的
見େֶ同૭ձは、ֶݐのਫ਼ਆにのっとりձ員૬ޓ
のກとྗڠをૅجとして、社ձࢱの૿ਐ、ֶ ज़研究
のྭ、社ձ文Խの上ฒびにߍの発లに寄与する
ことを的とする。
ୈ̏　૯　　ࡋ
　　見େֶ同૭ձ૯ࡋには、見େֶֶを推નする。
ୈ̐　構　　成
見େֶ同૭ձは、見େֶֶࣃ部同૭ձ及び見
େֶ文ֶ部・見େֶ期େֶ部同૭ձによって構成
される。
ୈ̑　見େֶ同૭ձ࿈བྷٞڠձのઃஔ
見େֶ同૭ձが౷一事ۀの推ਐ、֤ 同૭ձ間のٞ
ձをઃஔする。
ୈ̒　֤同૭ձのӡӦ
　　૯ଇ第�のझࢫに従ってӡӦする。
ୈ̓　֤同૭ձの׆ಈ
֤同૭ձはͦれͧれのձଇにͮجき、自ओੑあるϢ
χーΫな׆ಈを行うものとする。
ୈ̔　改　　定
૯ଇの改定は、֤ 同૭ձの承認を必要とする。

　　ຊ૯ଇはত5111݄�よりࢪ行する。
　　ฏ成11�݄1最終改正

ݟେֶಉ૭ձ࿈བྷٞڠձنఔ

ɹɹୈ̍ষɹɹɹత
　「見େֶ同૭ձ૯ଇ」第5の定めるとこΖにより、
「見େֶ同૭ձ࿈བྷٞڠձ（ҎԼ「ٞڠձ」という）規程」
を定める。

ɹɹୈ̎ষɹٞڠձのӡӦ
（1）　構成　ٞڠձは֤同૭ձの表�名、ܭ�名によっ

て構成される。
（�）　ձٞ
　イ　員ʵձٞӡӦのため、構成員よりٞ̍名、෭ٞ

1名をޓબする。ٞ はձٞのӡӦをਤ
り、෭ٞはٞをิࠤする。員のબ出
は、֤ 同૭ձ表ͪ࣋ճりとする。

　ϩ　期ʵ表の期は�とする。ただし、࠶を
͛ない。

　ϋ　։࠵ʵٞڠձの։࠵は�ճ、� ・݄9 ・݄1�݄の適
当な࣌に行うものとし、これҎ外に必要
にԠじてྟ࣌ձٞを։࠵できるものとす
る。ձٞのটूは構成員の�分の�Ҏ上の要
にͮجきٞが行う。

ձのٞڠ　（�）
　イ　౷一事ۀの企画推ਐ
　ϩ　֤同૭ձձଇの੍改定に対する意見۩ਃ
　ϋ　ͦの他

ɹɹୈ̏ষɹͦ の ଞ
֤、ձ表はٞڠ　（1） 同૭ձ員とする。
֤、ձ規程の改定はٞڠ　（�） 同૭ձ員の承認をもっ

て行う。֤ 同૭ձ員ձとは֤同૭ձに͓いてબ出
された執行機関をいう。

ຊ規程は、ত5111݄�よりࢪ行する。

ݟେֶֶࣃ෦ಉ૭ձձଇ

ɹɹୈ̍ষɹ૯ɹɹଇ
ୈ̍　ຊձは見େֶֶࣃ部同૭ձとশする。
ୈ̎　ຊձはձ員૬ޓのກとැॿをਤり、ࣃՊҩ ・ֶ
ҩྍの上にྗし、ซせてߍฒびにࣃՊքの発ల
に寄与することを的とする。

ୈ̏　ຊձはਆಸݝԣࢢ見۠見��1��見େ
。部内にஔくものとするֶࣃֶ
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ɹɹୈ̎ষɹࣄɹɹۀ
ୈ̐　ຊձは第�の的ୡ成のために次の事ۀを行
う。
Պҩࣃ　（1）　 ・ֶҩྍの上に関すること
　（�）　ߍ及びࢧ部の事ྗڠۀに関すること
　（�）　ձ員のࢱ共済に関すること
　（�）　ձ員の研मに関すること
　（5）　ձ員の表জに関すること
　（�）　ձ員名・ձ報及びͦの他ҹ物発行に関する

こと
　（�）　ͦの他ຊձの的ୡ成に必要なこと

ɹɹୈ̏ষɹձɹɹһ
ୈ̑　ຊձは次のձ員でこれを構成する。
　（1）　正 ձ 員　見େֶֶࣃ部ֶࣃՊをଔۀした者
　（�）　४ ձ 員　見େֶֶࣃ部ֶࣃՊに在੶する者
　（�）　名༪ձ員　ຊֶ及びຊձにޭのあった者
　（�）　ಛผձ員　ຊֶֶࣃ部教授及びୀ৬教授
部ෟ属පӃの教৬員及びຊֶࣃॿձ員　ຊֶࢍ　（5）　

部େֶӃ生のうͪຊձにೖձֶࣃֶ
をرした者

ୈ̒　ೖձはࢯ名・ੑ ผ・生݄・ଔۀ・ྍ所所
在又はۈઌをຊ部又はࢧ部を௨じてಧ出るものと
する。
̎　前߲のಧ出事߲に変更を生じた合はなくຊձ
にಧ出るものとする。
̏　ձ員はೖձۚ及びձඅをೲೖしなければならない。
̐　ձඅをೲೖしない合は、ձのࢀ加はできない。
ୈ̓　ຊձのձ員は、ͦ のॅݱ所又はۈઌのԿれか
のࢧ部に所属する。ただしࢧ部のઃཱされていないҬ
はຊձに属することができる。

ɹɹୈ̐ষɹɹɹһ
ୈ̔　ຊձに次の員をஔく。
　　ձ　	 1名
　　෭ձ	 एׯ名
　　理　事	 एׯ名
　　　事	 �名
̎　ձ及び෭ձは理事とし、理事のうͪ�名Ҏ内を
ઐ理事とする。
ୈ̕　ձ及び事はධٞ員ձに͓いて、正ձ員தよ
りબ出する。
̎　෭ձ及び理事はձが正ձ員தよりҕする。
ୈ��　員の期は�として࠶を͛ない。員
にܽ員が生じた合はやかにิܽ員をબ出する。
ิܽ員の期は前者の期間とする。
ୈ��　ձはຊձを表しձを౷する。
̎　෭ձはձをิࠤし、ձに事ނある࣌、又はձ
がܽけた࣌は、ձが༧め定めたॱ次により、ͦ の1人
がձの৬を理し、又はձの৬を行する。

̏　理事はձを分ঠする。
ձ、෭ձともに事ނある࣌、又はܽけた࣌は、理
事ձに͓いて༧め定められたॱ次により、ͦ の1人が
ձの৬を理し、又はձの৬を行する。
ୈ��　事はຊձのձ及びձ࢈ࡒ、ܭをࠪする。
ୈ��　ձは、理事ձฒびにධٞ員ձのܾٞを要する
事߲であっても、ٸۓ必要と認めた࣌にはৗ理事ձ
のٞを経て、Ԡٸॲ分をすることができる。
̎　前߲によりԠٸॲ分した事߲は、次の理事ձฒびに
ධٞ員ձに͓いて承認をडけなければならない。

ୈ��　ຊձにސ・ୗ及び૬ஊをஔくことができる。
・ୗ及び૬ஊは、理事ձの承認を経てձがސ　̎
ҕし、ͦ の期はձଇ第1�を४用する。

ɹɹୈ̑ষɹධٞһ及び༧උධٞһ
ୈ��　ຊձにධٞ員及び༧උධٞ員をஔく。
ୈ��　ධٞ員及び༧උධٞ員は֤ࢧ部ฒびに֤ଔۀ
期に͓いて正ձ員தよりબ出された者により構成さ
れ、৽規やަの合、理事ձで報ࠂしなければならな
い。
部に͓いてબ出すきධٞ員及び༧උධٞ員の数ࢧ　̎
は、બ出の1݄1ݱ在に͓けるձ員数1��名までは
1名とし、1�1名から���名までは�名、ͦ の1ޙ��名を
ӽえるຖに1名加する。
　　ただし最ॳの1名はݪଇとしてࢧ部とする。
̏　ଔۀ期に͓いてはධٞ員及び༧උධٞ員֤1名をબ
出する。
ୈ��　ධٞ員は所定のखଓきにより༧උධٞ員にͦ
の৬、権限をҕすることができる。
̎　ධٞ員がܽけたときは༧උධٞ員がิܽबする。
̏　༧උධٞ員には৬・権限ҕ又はิܽबのॱҐ
をさなければならない。
̐　ධٞ員及び༧උධٞ員にܽ員を生じたときは、֤ ࢧ
部ฒびに֤ଔۀ期に͓いてิܽબ出する。
ୈ��　ධٞ員及び༧උධٞ員の期は第1�の規定
を४用する。

ɹɹୈ̒ষɹձɹɹٞ
ୈ��　ຊձのձٞはධٞ員ձ・理事ձとする。
ୈ��　ධٞ員ձは定࣌ධٞ員ձ及びྟ࣌ධٞ員ձと
する。定࣌ධٞ員ձはຖ定࣌にձがটूし重要な
ձ及びେߝを৹ٞする。ྟ ධٞ員ձはձが必要࣌
と認めたとき又はධٞ員の���Ҏ上からの要ٻがあっ
たときձがটूする。
̎　ධٞ員ձはա数の出੮をもって成ཱする。
̏　ධٞ員ձのٞ・෭ٞはධٞ員ձに͓いて出੮し
たධٞ員のதからޓબによりબ出し、ͦ の期はձଇ
1�を४用する。
ୈ��　理事ձはਵ࣌ձがこれをটूしձを৹ٞ
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又はॲ理する。
̎　ձӡӦの細については理事ձでこれをܾ定す
る。
̏　理事ձのӡӦをԁにするため、ৗ理事ձをஔく
ことが出དྷる。
ୈ��　ٞ事の可൱は出੮者のա数の同意でܾ定し、
可൱同数の合はٞがܾ定する。
ୈ��　ຊձに部ձ及びҕ員ձをஔくことができる。

ɹɹୈ̓ষɹࢧɹɹ෦
ୈ��　ຊձは、ಓݝにࢧ部をઃஔする。ただし、
۠ঢ়گにԠじてݝの࿈合によるࢧ部を認める。
すると共にձ員の݁ଋとྗڠにۀ部は、ຊձの事ࢧ　̎
ௐにめる。

ɹɹୈ̔ষɹձɹɹܭ
ୈ��　ຊձの経අはձඅ及び寄ۚ、雑ऩೖをもって
これにあたる。
ୈ��　正ձ員のձඅはֹ15���ԁとし、ॳは5
分をೲೖし、�Ҏޙはຖ�݄までにೲೖす
るものとする。
ॿձ員のೖձۚはແとし、ձඅはֹ15ࢍ　̎���ԁと
する。
̏　ೲೖしたձඅはいかなる事༝があってもฦ٫しない。
ୈ��　४ձ員のձඅはೖֶ࣌にೖձۚとして5����
ԁऩするものとする。
ୈ��　名༪ձ員及びಛผձ員のձඅはこれをऩし
ない。ただし、ຊֶଔۀ生はͦの限りではない。
ୈ��　ಛผの事情のあるձ員については、所定のਃ
にͮجき、理事ձのٞを経て、ձඅのݮ໔、又はೲೖの
Ԇ期をすることができる。
ୈ��　ຊձのձܭはຖ�݄1に࢝まりཌ�
݄�1に終わる。
ୈ��　上記ձඅについてはධٞ員ձのٞを経て変更
できるものとする。

ɹɹୈ̕ষɹձଇのมߋ
ୈ��　ຊձଇはධٞ員ձのܾٞにより変更する事が
できる。

　　　ෟ　ଇ
　ຊձଇはত51�݄1よりࢪ行する。
　ฏ成1��݄1�改正
　ฏ成�5�݄1�改正
　ฏ成19�݄��改正
　ฏ成�9�݄1�改正
　ྩ ��݄ 9改正

ݟେֶ文ֶ෦・
ݟେֶظେֶ෦ಉ૭ձձଇɹ

ɹɹୈ̍ষɹ૯ɹɹଇ
（名　　শ）
ୈ̍　ຊձは見େֶ文ֶ部・見େֶ期େֶ部同
૭ձとশする。

（事  所）
ୈ̎　ຊձはຊ部をਆಸݝԣࢢ見۠๛Ԭொ所在
見େֶձؗ内にஔき、ࢧ部を必要にԠじてஔくこと
ができる。

（　　的）
ୈ̏　ຊձはձ員のをਤるとともに、େֶのֶݐ
のਫ਼ਆにのっとり、ߍの発ల、ֶ ज़のਐาに寄与し、
社ձࢱの૿ਐ及び社ձ文Խの上にߩ献することを
的とする。

（事　　ۀ）
ୈ̐　ຊձは前の的をୡするために、次の事ۀを
行う。
　（1）　ձ報の発行
　（�）　ձ員名の管理
　（�）　見େֶ文ֶ部・見େֶ期େֶ部の教ҭ事

ԉࢧの発లに資するためのۀ
　（�）　正ձ員及び見େֶ文ֶ部・見େֶ期େֶ

部ֶ生に対するֶ及び研究ॿ成
　（5）　社ձ教ҭ、生ֶ֔श、生׆文Խ等に関するߨԋ

ձ、ߨशձ、ల示ձ等の։࠵
　（�）　ͦの他ຊձの的をୡするために必要と認めら

れる事ۀ

ɹɹୈ̎ষɹձɹɹһ
（ձ員のछผ）
ୈ̑　ຊձは正ձ員、४ձ員及びಛผձ員をஔく。
̎　正ձ員は次の者をいう。
見େֶ文ֶ部、見େֶ期େֶ部をଔۀした者
で、ೖֶ࣌（発当ॳはଔ࣌ۀ
にೖձొձඅをೲめ
た者
ただし、同૭ձઃཱҎ前（4��ଔۀҎ前）は໔除と
する。
̏　४ձ員は次の者をいう。
　（1）　見େֶ文ֶ部、見େֶ期େֶ部に在੶し、

ೖֶ࣌にೖձొձඅをೲめた者	在ߍ生

̐　ಛผձ員はຊֶのֶ、෭ֶ、教授、।教授、ࢣߨ、
ͦの৬にある者及びຊֶの教৬員であった者のதから
理事ձが推નした者

（ٛ　　）
ୈ̒　ձ員は、ೖձొձඅ及びձඅをೲೖしなけ
ればならない。ただし、ಛผձ員はձඅをೲめることは
要しない。ೲೖされたձඅはいかなる事༝があっても
ฦۚしない。
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又はॲ理する。
̎　ձӡӦの細については理事ձでこれをܾ定す
る。
̏　理事ձのӡӦをԁにするため、ৗ理事ձをஔく
ことが出དྷる。
ୈ��　ٞ事の可൱は出੮者のա数の同意でܾ定し、
可൱同数の合はٞがܾ定する。
ୈ��　ຊձに部ձ及びҕ員ձをஔくことができる。

ɹɹୈ̓ষɹࢧɹɹ෦
ୈ��　ຊձは、ಓݝにࢧ部をઃஔする。ただし、
۠ঢ়گにԠじてݝの࿈合によるࢧ部を認める。
すると共にձ員の݁ଋとྗڠにۀ部は、ຊձの事ࢧ　̎
ௐにめる。

ɹɹୈ̔ষɹձɹɹܭ
ୈ��　ຊձの経අはձඅ及び寄ۚ、雑ऩೖをもって
これにあたる。
ୈ��　正ձ員のձඅはֹ15���ԁとし、ॳは5
分をೲೖし、�Ҏޙはຖ�݄までにೲೖす
るものとする。
ॿձ員のೖձۚはແとし、ձඅはֹ15ࢍ　̎���ԁと
する。
̏　ೲೖしたձඅはいかなる事༝があってもฦ٫しない。
ୈ��　४ձ員のձඅはೖֶ࣌にೖձۚとして5����
ԁऩするものとする。
ୈ��　名༪ձ員及びಛผձ員のձඅはこれをऩし
ない。ただし、ຊֶଔۀ生はͦの限りではない。
ୈ��　ಛผの事情のあるձ員については、所定のਃ
にͮجき、理事ձのٞを経て、ձඅのݮ໔、又はೲೖの
Ԇ期をすることができる。
ୈ��　ຊձのձܭはຖ�݄1に࢝まりཌ�
݄�1に終わる。
ୈ��　上記ձඅについてはධٞ員ձのٞを経て変更
できるものとする。

ɹɹୈ̕ষɹձଇのมߋ
ୈ��　ຊձଇはධٞ員ձのܾٞにより変更する事が
できる。

　　　ෟ　ଇ
　ຊձଇはত51�݄1よりࢪ行する。
　ฏ成1��݄1�改正
　ฏ成�5�݄1�改正
　ฏ成19�݄��改正
　ฏ成�9�݄1�改正
　ྩ ��݄ 9改正

ݟେֶ文ֶ෦・
ݟେֶظେֶ෦ಉ૭ձձଇɹ

ɹɹୈ̍ষɹ૯ɹɹଇ
（名　　শ）
ୈ̍　ຊձは見େֶ文ֶ部・見େֶ期େֶ部同
૭ձとশする。

（事  所）
ୈ̎　ຊձはຊ部をਆಸݝԣࢢ見۠๛Ԭொ所在
見େֶձؗ内にஔき、ࢧ部を必要にԠじてஔくこと
ができる。

（　　的）
ୈ̏　ຊձはձ員のをਤるとともに、େֶのֶݐ
のਫ਼ਆにのっとり、ߍの発ల、ֶ ज़のਐาに寄与し、
社ձࢱの૿ਐ及び社ձ文Խの上にߩ献することを
的とする。

（事　　ۀ）
ୈ̐　ຊձは前の的をୡするために、次の事ۀを
行う。

　（1）　ձ報の発行
　（�）　ձ員名の管理
　（�）　見େֶ文ֶ部・見େֶ期େֶ部の教ҭ事

ԉࢧの発లに資するためのۀ
　（�）　正ձ員及び見େֶ文ֶ部・見େֶ期େֶ

部ֶ生に対するֶ及び研究ॿ成
　（5）　社ձ教ҭ、生ֶ֔श、生׆文Խ等に関するߨԋ

ձ、ߨशձ、ల示ձ等の։࠵
　（�）　ͦの他ຊձの的をୡするために必要と認めら

れる事ۀ

ɹɹୈ̎ষɹձɹɹһ
（ձ員のछผ）
ୈ̑　ຊձは正ձ員、४ձ員及びಛผձ員をஔく。
̎　正ձ員は次の者をいう。
見େֶ文ֶ部、見େֶ期େֶ部をଔۀした者

で、ೖֶ࣌（発当ॳはଔ࣌ۀ
にೖձొձඅをೲめ
た者
ただし、同૭ձઃཱҎ前（4��ଔۀҎ前）は໔除と

する。
̏　४ձ員は次の者をいう。
　（1）　見େֶ文ֶ部、見େֶ期େֶ部に在੶し、

ೖֶ࣌にೖձొձඅをೲめた者	在ߍ生

̐　ಛผձ員はຊֶのֶ、෭ֶ、教授、।教授、ࢣߨ、
ͦの৬にある者及びຊֶの教৬員であった者のதから
理事ձが推નした者

（ٛ　　）
ୈ̒　ձ員は、ೖձొձඅ及びձඅをೲೖしなけ
ればならない。ただし、ಛผձ員はձඅをೲめることは
要しない。ೲೖされたձඅはいかなる事༝があっても
ฦۚしない。
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̎　ձ員のࢯ名、ॅ 所等に変更が生じた合には、ͦ の
ຊձに࿈བྷしなければならない。

（ձ員の資格ࣦ）
ୈ̓　ձ員は、次の事༝によってͦの資格をࣦする。
ࠂ又はࣦ᪨એࢮ　（1）　
　（�）　除名
̎　ձ員がຊձの名༪をইつけ、第̏の的に反する
行為をしたときは、ձは理事ձのա数のܾٞを経
て、ͦ のձ員を除名することができる。この合、当該
ձ員に対し、ٞ ܾ前にห明の機ձを与えるものとする。

ɹɹୈ̏ষɹһ及びֶࣄװ及びࣄہһ
（　　員）
ୈ̔　ຊձに次の員をஔく。
　（1）　ձ　　　1名
　（�）　෭ձ　　एׯ名
　（�）　ઐ理事　�名Ҏ内
　（�）　理　事　　15名Ҏ上��名Ҏ内
　（5）　　事　　�名
（બ　　）
ୈ̕　員のબ出を適正かつ公ฏに行うために員推
નҕ員ձをஔく。
　	1
　推નҕ員は理事ձでબ出され、次期員બ出の

をෛう。
̎　ձは理事ձに͓いて理事のதからબ出し、૯ձの
承認を得る。
̏　෭ձ及びઐ理事は理事のதからձが指名し、
૯ձの承認を得る。
̐　理事は正ձ員のதからબび、૯ձに͓いて承認を得
る。
̑　ຊձのձܭ及びձをࠪするため、事をஔく。
事のબについてはผに定める。
̒　事は理事又は事ہ員を݉ねてはならない。
（　　期）
ୈ��　員の期は�とする。ただし、࠶を͛な
い。
̎　期த్ୀ・解については、ͦ の࣌で やか
にޙのબ出にあたる。

（৬　　）
ୈ��　ձはຊձを表し、これを౷する。
̎　෭ձはձをิࠤし、ձに事ނあるときはձ
が༧め定めたॱにͦの৬を行する。
̏　理事はձに関する必要事߲を৹ٞし第�に掲͛
た事ۀを分୲する。
̐　理事ձに͓いて理事は૯ձҕ員及びձが定める֤ҕ
員ձをͦれͧれ分୲する。ҕ員ձの細ଇについてはผ
に定める。
̑　事は次の৬を行う。
。をࠪするگのঢ়ܭ及びձ࢈ࡒ　（1）　
　（�）　理事のۀ執行のঢ়گをࠪする。

、の執行についてۀ又はگのঢ়ܭ及びձ࢈ࡒ　（�）　
不正の事実を発見したときに、これを૯ձ又は理
事ձに報ࠂする。

　（�）　前߸の報ࠂをするため必要あるときは、理事に
対して૯ձ又は理事ձのটूをٻし、एしくは
自ら૯ձ又は理事ձをটूする。

（員の解）
ୈ��　員が次の֤߸の一に該当する合には、૯ձ
に͓けるܾٞにͮجいて解することができる。この
合、当該員に対し、ٞ ܾ前にห明の機ձを与えるも
のとする。
　（1）　৺のނোのために৬の執行にえない合
　（�）　৬上のۀҧ反ͦの他員として;さわしく

ない行為があるとき
（ֶװ事）
ୈ��　ຊձにֶװ事をஔく。
（બ　　）
ୈ��　ֶװ事は正ձ員のதからຖଔۀ֤Պか
ら1名Ҏ上બͿ。

（　　期）
ୈ��　ֶװ事の期は૯ձから૯ձまでの�とす
る。ただし࠶を͛ない。
̎　ୀする࣌はޙ者を推નする。
（৬　　）
ୈ��　ֶװ事は֤Ϋϥスを౷ׅし、ֶ の表とし
て事ۀ推ਐにྗڠする。

（事ہ員）
ୈ��　ຊձに事ہ員をஔく。事ہ員は理事ձの承
認を経て、ձがこれを໔する。

（報　　ु）
ୈ��　事ہ員の報ुは、理事ձに͓いてܾ定し૯ձ
の承認を得る。

ɹɹୈ̐ষɹ૯ɹɹձ
（छ　　類）
ୈ��　ຊձの૯ձは、定࣌૯ձとྟ࣌૯ձの�छ類と
する。

（૯ձの構成）
ୈ��　૯ձは正ձ員をもって構成する。
（૯ձの権限）
ୈ��　૯ձは、ձଇで定めるものの他、ຊձのӡӦに
関する重要事߲をܾٞする。

（։　　࠵）
ୈ��　定࣌૯ձは、ຖ̍ճ、�݄に։࠵する。
。する࠵૯ձは次の֤߸の一に該当する合に։࣌ྟ　̎
　（1）　理事ձのܾٞ
　（�）　正ձ員のうͪ5分の1Ҏ上から૯ձの的たる事

߲及びটूの理༝を記載した書໘により理事ձに
対して૯ձ։࠵のٻがあったとき

　（�）　事からটूٻがあったとき
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（ট　　ू）
ୈ��　૯ձは、ձがこれをটूする。
̎　ձは、前の規定によるྟ࣌૯ձのٻがあった
合には、ͦ のから��Ҏ内にྟ࣌૯ձをটूしな
ければならない。
̏　ձは、૯ձをটूする合には、ձٞの࣌、所、
的及び৹ٞ事߲を記載した書໘をগなくとも૯ձの
の�前までにձ員に対して発ૹしなければならな
い。

（ٞ　　）
ୈ��　૯ձのٞは、ͦ の૯ձに͓いて、出੮した正
ձ員のதからબ出する。

（ٞ　　ܾ）
ୈ��　૯ձのٞ事は、出੮正ձ員のա数によってܾ
し、可൱同数のときは、ٞ のܾするとこΖによる。た
だし、ҕঢ়による出੮を認める。

（ٞ 事 ）
ୈ��　૯ձのٞ事については次の事߲を記載したٞ
事を作成しなければならない。
　（1）　։࠵の࣌・所
　（�）　出੮ձ員数
　（�）　৹ٞ事߲及びܾٞ事߲
　（�）　ٞ事の経աの֓要及びͦの݁果
　（5）　ٞ事ॺ名人のબに関する事߲
̎　ٞ事には、ٞ 及びͦの૯ձに͓いてબされた
ٞ事ॺ名人�名Ҏ上がॺ名、ԡҹをしなければなら
ない。

ɹɹୈ̑ষɹ理ࣄձ
（構　　成）
ୈ��　理事ձはձ及び理事によって構成する。
̎　理事ձのӡӦをԁにするためৗ理事ձをஔくこ
ととする。
　（1）　ৗ理事ձは、ձ、෭ձ、ઐ理事をもって

構成する。
　（�）　ৗ理事ձは、必要にԠじて有ࣝ者に出੮をٻ

めることができる。
（理事ձの権限）
ୈ��　理事ձはձଇで定めるもののほか次の事߲を
ܾٞする。第�߲の合については、事ޙ、ۙの૯ձ
に͓いて承認を得る。
　（1）　૯ձにٞすき事߲
　（�）　૯ձのܾٞ事߲の執行に関する事߲
　（�）　૯ձを։くいとまのない合に͓けるٸۓ事߲
　（�）　ͦの他૯ձのܾٞを要しないۀの執行に関す

る事߲
　（5）　ͦの他重要なձの執行に関する事߲
（։　　࠵）
ୈ��　理事ձは定࣌理事ձとྟ࣌理事ձの�छ類とす
る。

̎　定࣌理事ձはຖ�ճ、ݪଇとして�݄、11݄及び�
݄に։࠵する。
す࠵理事ձは次の֤߸の一に該当する合に։࣌ྟ　̏
る。
　（1）　ձが必要と認めたとき
　（�）　理事のうͪ�分の1Ҏ上から理事ձの的たる事

߲及びটूの理༝を記載した書໘により理事ձ։
があったときٻの࠵

　（�）　事からটूٻがあったとき
（ট　　ू）
ୈ��　理事ձはձがটूする。
̎　ձは前の規定によるྟ࣌理事ձのٻがあった
合には、ͦ のから�1Ҏ内にྟ࣌理事ձをটूし
なければならない。
̏　ձは理事ձを։࠵する合には、ձٞの࣌、
所、的及び৹ٞ事߲を記載した書໘を։࠵のの�
前までに理事に対して発ૹしなければならない。

（ٞ　　）
ୈ��　理事ձのٞはձがこれを行う。ただし、ձ
の指名による者がٞとなることを͛ない。

（定  数）
ୈ��ɹ理事ձは理事のա数の出੮により成ཱする。
ただし、ҕঢ়による出੮を認める。

（ٞ　ܾ）
ୈ��　理事ձのٞ事は、出੮者のա数をもってこれ
をܾし、可൱同数のときはٞのܾするとこΖによる。

（ٞ 事 ）
ୈ��　理事ձのٞ事は理事がこれを記し、ٞ 及び
બ出されたٞ事ॺ名人がॺ名ԡҹの上これをຊձが
保存する。

ɹɹୈ̒ষɹֶࣄװձ
（構　　成）
ୈ��　ֶװ事ձは理事及びֶװ事によって構成
する。

（։　　࠵）
ୈ��　ֶװ事ձはݪଇとして1ճ։࠵する。
（ট　　ू）
ୈ��　ֶװ事ձはձがটूする。
（৬　　）
ୈ��　ֶװ事ձはຊձの事ۀをԁに行うために
必要な情報を提ڙしກをはかる。

���� ୈ̓ষɹྟ時ҕһձ
ୈ��　ಛผな事߲について必要がある࣌には理事ձ
の承認を得てྟ࣌ҕ員ձをઃけることができる。
ୈ��　ҕ員ձは理事ձのܾٞを経てձのࢾに
える。
ୈ��　ձٞのٞ事は出੮者のա数でこれをܾ定す
る。
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（ট　　ू）
ୈ��　૯ձは、ձがこれをটूする。
̎　ձは、前の規定によるྟ࣌૯ձのٻがあった
合には、ͦ のから��Ҏ内にྟ࣌૯ձをটूしな
ければならない。
̏　ձは、૯ձをটूする合には、ձٞの࣌、所、
的及び৹ٞ事߲を記載した書໘をগなくとも૯ձの
の�前までにձ員に対して発ૹしなければならな
い。

（ٞ　　）
ୈ��　૯ձのٞは、ͦ の૯ձに͓いて、出੮した正
ձ員のதからબ出する。

（ٞ　　ܾ）
ୈ��　૯ձのٞ事は、出੮正ձ員のա数によってܾ
し、可൱同数のときは、ٞ のܾするとこΖによる。た
だし、ҕঢ়による出੮を認める。

（ٞ 事 ）
ୈ��　૯ձのٞ事については次の事߲を記載したٞ
事を作成しなければならない。
　（1）　։࠵の࣌・所
　（�）　出੮ձ員数
　（�）　৹ٞ事߲及びܾٞ事߲
　（�）　ٞ事の経աの֓要及びͦの݁果
　（5）　ٞ事ॺ名人のબに関する事߲
̎　ٞ事には、ٞ 及びͦの૯ձに͓いてબされた
ٞ事ॺ名人�名Ҏ上がॺ名、ԡҹをしなければなら
ない。

ɹɹୈ̑ষɹ理ࣄձ
（構　　成）
ୈ��　理事ձはձ及び理事によって構成する。
̎　理事ձのӡӦをԁにするためৗ理事ձをஔくこ
ととする。
　（1）　ৗ理事ձは、ձ、෭ձ、ઐ理事をもって

構成する。
　（�）　ৗ理事ձは、必要にԠじて有ࣝ者に出੮をٻ

めることができる。
（理事ձの権限）
ୈ��　理事ձはձଇで定めるもののほか次の事߲を
ܾٞする。第�߲の合については、事ޙ、ۙの૯ձ
に͓いて承認を得る。
　（1）　૯ձにٞすき事߲
　（�）　૯ձのܾٞ事߲の執行に関する事߲
　（�）　૯ձを։くいとまのない合に͓けるٸۓ事߲
　（�）　ͦの他૯ձのܾٞを要しないۀの執行に関す

る事߲
　（5）　ͦの他重要なձの執行に関する事߲
（։　　࠵）
ୈ��　理事ձは定࣌理事ձとྟ࣌理事ձの�छ類とす
る。

̎　定࣌理事ձはຖ�ճ、ݪଇとして�݄、11݄及び�
݄に։࠵する。

す࠵理事ձは次の֤߸の一に該当する合に։࣌ྟ　̏
る。

　（1）　ձが必要と認めたとき
　（�）　理事のうͪ�分の1Ҏ上から理事ձの的たる事

߲及びটूの理༝を記載した書໘により理事ձ։
があったときٻの࠵

　（�）　事からটूٻがあったとき
（ট　　ू）
ୈ��　理事ձはձがটूする。
̎　ձは前の規定によるྟ࣌理事ձのٻがあった
合には、ͦ のから�1Ҏ内にྟ࣌理事ձをটूし
なければならない。

̏　ձは理事ձを։࠵する合には、ձٞの࣌、
所、的及び৹ٞ事߲を記載した書໘を։࠵のの�
前までに理事に対して発ૹしなければならない。

（ٞ　　）
ୈ��　理事ձのٞはձがこれを行う。ただし、ձ
の指名による者がٞとなることを͛ない。

（定  数）
ୈ��ɹ理事ձは理事のա数の出੮により成ཱする。
ただし、ҕঢ়による出੮を認める。

（ٞ　ܾ）
ୈ��　理事ձのٞ事は、出੮者のա数をもってこれ
をܾし、可൱同数のときはٞのܾするとこΖによる。

（ٞ 事 ）
ୈ��　理事ձのٞ事は理事がこれを記し、ٞ 及び
બ出されたٞ事ॺ名人がॺ名ԡҹの上これをຊձが
保存する。

ɹɹୈ̒ষɹֶࣄװձ
（構　　成）
ୈ��　ֶװ事ձは理事及びֶװ事によって構成
する。

（։　　࠵）
ୈ��　ֶװ事ձはݪଇとして1ճ։࠵する。
（ট　　ू）
ୈ��　ֶװ事ձはձがটूする。
（৬　　）
ୈ��　ֶװ事ձはຊձの事ۀをԁに行うために
必要な情報を提ڙしກをはかる。

���� ୈ̓ষɹྟ時ҕһձ
ୈ��　ಛผな事߲について必要がある࣌には理事ձ
の承認を得てྟ࣌ҕ員ձをઃけることができる。

ୈ��　ҕ員ձは理事ձのܾٞを経てձのࢾに
える。

ୈ��　ձٞのٞ事は出੮者のա数でこれをܾ定す
る。
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ɹɹୈ̔ষɹձɹɹܭ
（の管理࢈ࡒ）
ୈ��　ຊձの࢈ࡒはձが管理し、ͦ の方法は૯ձ及
び理事ձのܾするとこΖに従う。

（経අのࢧห）
ୈ��　ຊձの経අはつ͗のऩೖをもってこれにॆて
る。
　（1）　ೖձొඅ（ೖֶ࣌ೲೖ）　　　�5���ԁ
　（�）　ձඅ（ଔۀॳからೲೖ）　		����ԁ
　（�）　寄ෟۚͦの他のऩೖ
（事ۀ）
ୈ��ɹຊձの事ۀはຖ�݄1に࢝まりཌ�݄
�1に終わるものとする。

（事ܭۀ画及び༧ࢉ）
ୈ��ɹຊձの事ܭۀ画及びこれにうऩࢧ༧ࢉは、ຖ
事ۀ͝とにձが作成し、૯ձのܾٞを経なけれ
ばならない。
̎　やΉを得ない理༝により、ऩࢧ༧ࢉが成ཱしないと
きは、ձは理事ձのܾٞを経て༧ࢉ成ཱのまで、前
のऩࢧ༧ࢉに४じてऩೖࢧ出することができる。

（ࢉ　　ܾ）
ୈ��　ձはձଇの定めるとこΖに従い、ି आ対র
表・損益ࢉܭ書・事ۀ報ࠂ書・༨ۚのॲ分又は損ࣦ
のॲ理に関するٞҊとこれらの属明細書を作成し、
事のࠪをडけ૯ձに͓けるܾٞを経なければなら
ない。
̎　ຊձのऩࢉܾࢧにऩֹࠩࢧがあるときは、理事ձの
ܾٞ及び૯ձの承認を経て、ͦ の一部又は全部をجຊ
。りӽすことができる܁りೖれ、又は次に܁に࢈ࡒ
̏　ຊձのձܭॲ理については、ຊ章で定めるほかは、ผ
に定める。

ɹɹୈ̕ষɹձଇのมߋ
（ձଇの変更）
ୈ��　このձଇは、૯ձに͓いて、出੮正ձ員の�分の
�Ҏ上のܾٞを経なければ変更することができない。

ɹɹୈ��ষɹࡶɹɹଇ
（ҕ　　）
ୈ��　このձଇのࢪ行に必要な細ଇは理事ձのܾٞ
を経てผに定める。

（書類等のඋ）
ୈ��　ຊձの事ہには、第��及び第��に規定
するもののほか、次の書類及びாをඋえ、ഁ するغ
合は理事ձの承認を得る。
　（1）　ձଇ
　（�）　ձ員の名
　（�）　員及び৬員の名及びཤྺ書
࢈ࡒ　（�）　

　（5）　資࢈ா及びෛ࠴ா
　（�）　ऩೖࢧ出に関するா及びূ拠書類
公ॺԟ෮書類　（�）　
　（�）　ऩࢧ༧ࢉ書及び事ܭۀ画書
　（9）　ऩࢉܭࢧ書及び事ۀ報ࠂ書
　（1�）　ିआ対র表
　（11）　正ຯࢉܭݮ૿࢈ࡒ書
　（1�）　ͦの他必要な書類及びா
　　　
　　　ෟ　ଇ
　このձଇは、ฏ成1�（���5）5݄�1からࢪ行する。
　ฏ成1�（����）5݄��（改定）
　ฏ成��（��1�）5݄�5（改定）
　ฏ成��（��15）�݄�（改定）
　ྩ �（����）݄̒5（改定）
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ֶ෦ֶੜ・େֶӃੜ・ઐ߈ՊֶੜのͨΊの研究ྙ理ڭҭ
ʕ 論文・レポートを書くときに৺ಘͯ΄しいこと ʕ

　ฏ成 ��にىこった45"1細๔など、೦ながらわがࠃでは重େな研究不正がʑىこってい
ます。また、ֶ生がレポートなどを作成する際に、インターネット上の文章などを引用ݩを明記せずに
記載（コピー＆ペースト）したことで、ݫ正なॲ分をडけた事例もۙ報ಓされています。
　研究ྙ理に関し、「研究׆ಈに͓ける不正行為の対Ԡ等に関するΨイυϥイン」がฏ成 �� �݄
に文部Պֶେਉܾ定、ฏ成 �� �݄にࢪ行され、େֶ等の研究機関に͓いて、く研究׆ಈにかかわ
る者を対に定期的に研究ྙ理教ҭを実ࢪすることがٛけられました。
　見େֶ・見େֶ期େֶ部では上記Ψイυϥインを౿まえ、正しい研究やֶशのためのࢧԉの一
として、研究ྙ理教ҭを実ࢪしています。

ֶੜੜ׆に͓いͯਖ਼しい研究・ֶशをͨ͏ߦΊに
׆と思うかもしれませんが、「研究者」とは教員に限らず、研究「は研究者ではないから関係ないࢲ」　
ಈを行う者全てを指します。ֶ部ֶ生・େֶӃ生・ઐ߈Պֶ生も研究にかかわるとき（自分自が研究
をするときや、他の研究者のखいをするとき等）は研究者に४ずる者とみなされ、研究ྙ理を९कす
ることがٻめられます。
　また、ৗのレポートなどもϧーϧに従って作成しなければなりません。
　さらに、研究分についてもҩࣃ薬ܥ等にかかわらず、人文ܥをؚΉ全ての研究が対となることを
理解してください。

ֶ෦ֶੜ・େֶӃੜ・ઐ߈Պֶੜ͕理ղすべき研究ྙ理のجຊత߲ࣄ
　研究等で得られたデータや݁果の「፻

ㆭつ㆞う

造」、「改ざん」、他者の研究成果等の「盗用」が研究不正行為
に該当します。また、研究׆ಈに関࿈した不適切な行為として、他のֶज़誌等に既に発表又は投稿தの
論文とຊ質的に同じ論文を投稿する「二重投稿」、論文著者が適正に公表されない「不適切なオーサー
シップ」等が͛ڍられます。
不正行為のٙいの指ఠをडけたときは、自でٙいを෴すにる説明がٻめられます。

ʬ ಛ定不正行為 ʭ
　文部Պֶল「研究׆ಈに͓ける不正行為の対Ԡ等に関するΨイυϥイン」では、「፻

ㆭつ㆞う

造」、「改ざん」、
「盗用」を特ఆ不ਖ਼ߦҝと定ٛしています。

「፻」
　存在しないデータ、研究݁果等を作成すること。

「վ͟Μ」
　研究資料・機ث・ա程を変更するૢ作を行い、データ、研究׆ಈによって得られた݁果等をਅ正でな
いものに加工すること。

「౪༻」
　他の研究者のアイディア、分析・解析方法、データ、研究݁果、論文又は用語を当該研究者の了解又
は適切な表示なく流用すること。

ʬ 研究׆ಈに関࿈した不適切な行為 ʭ
　ಛ定不正行為Ҏ外でも、次のような行為は研究׆ಈに関࿈した不適切な行為とみなされる合があり
ますので、意が必要です。

「ೋॏߘ」
　既に公表されている論文等であることを公表せず、同一の研究݁果について �つҎ上のֶज़雑誌に投
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ֶ෦ֶੜ・େֶӃੜ・ઐ߈ՊֶੜのͨΊの研究ྙ理ڭҭ
ʕ 論文・レポートを書くときに৺ಘͯ΄しいこと ʕ

　ฏ成 ��にىこった45"1細๔など、೦ながらわがࠃでは重େな研究不正がʑىこってい
ます。また、ֶ生がレポートなどを作成する際に、インターネット上の文章などを引用ݩを明記せずに
記載（コピー＆ペースト）したことで、ݫ正なॲ分をडけた事例もۙ報ಓされています。
　研究ྙ理に関し、「研究׆ಈに͓ける不正行為の対Ԡ等に関するΨイυϥイン」がฏ成 �� �݄
に文部Պֶେਉܾ定、ฏ成 �� �݄にࢪ行され、େֶ等の研究機関に͓いて、く研究׆ಈにかかわ
る者を対に定期的に研究ྙ理教ҭを実ࢪすることがٛけられました。
　見େֶ・見େֶ期େֶ部では上記Ψイυϥインを౿まえ、正しい研究やֶशのためのࢧԉの一
として、研究ྙ理教ҭを実ࢪしています。

ֶੜੜ׆に͓いͯਖ਼しい研究・ֶशをͨ͏ߦΊに
׆と思うかもしれませんが、「研究者」とは教員に限らず、研究「は研究者ではないから関係ないࢲ」　
ಈを行う者全てを指します。ֶ部ֶ生・େֶӃ生・ઐ߈Պֶ生も研究にかかわるとき（自分自が研究
をするときや、他の研究者のखいをするとき等）は研究者に४ずる者とみなされ、研究ྙ理を९कす
ることがٻめられます。
　また、ৗのレポートなどもϧーϧに従って作成しなければなりません。
　さらに、研究分についてもҩࣃ薬ܥ等にかかわらず、人文ܥをؚΉ全ての研究が対となることを
理解してください。

ֶ෦ֶੜ・େֶӃੜ・ઐ߈Պֶੜ͕理ղすべき研究ྙ理のجຊత߲ࣄ
　研究等で得られたデータや݁果の「፻

ㆭつ㆞う

造」、「改ざん」、他者の研究成果等の「盗用」が研究不正行為
に該当します。また、研究׆ಈに関࿈した不適切な行為として、他のֶज़誌等に既に発表又は投稿தの
論文とຊ質的に同じ論文を投稿する「二重投稿」、論文著者が適正に公表されない「不適切なオーサー
シップ」等が͛ڍられます。
不正行為のٙいの指ఠをडけたときは、自でٙいを෴すにる説明がٻめられます。

ʬ ಛ定不正行為 ʭ
　文部Պֶল「研究׆ಈに͓ける不正行為の対Ԡ等に関するΨイυϥイン」では、「፻

ㆭつ㆞う

造」、「改ざん」、
「盗用」を特ఆ不ਖ਼ߦҝと定ٛしています。

「፻」
　存在しないデータ、研究݁果等を作成すること。

「վ͟Μ」
　研究資料・機ث・ա程を変更するૢ作を行い、データ、研究׆ಈによって得られた݁果等をਅ正でな
いものに加工すること。

「౪༻」
　他の研究者のアイディア、分析・解析方法、データ、研究݁果、論文又は用語を当該研究者の了解又
は適切な表示なく流用すること。

ʬ 研究׆ಈに関࿈した不適切な行為 ʭ
　ಛ定不正行為Ҏ外でも、次のような行為は研究׆ಈに関࿈した不適切な行為とみなされる合があり
ますので、意が必要です。

「ೋॏߘ」
　既に公表されている論文等であることを公表せず、同一の研究݁果について �つҎ上のֶज़雑誌に投
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稿すること。内容がほぼ同じであることや、他の言語に翻訳されたものも二重投稿となる。
「不適切なオーサーシップ」
　論文の著者となることができる要件を満たさない者を著者として記載すること（ギフト・オーサーシッ
プ）や、反対に著者としての資格がありながら著者として記載しないこと（ゴースト・オーサーシップ）、
又は当人の承諾なしに著者に加えること。
　「著者」となることができる要件は、次の①～③の要件を全て満たす者とされています。
　①研究の企画・構想、実験・観測データの取得・解析など、実質的に寄与していること。
　②論文の草稿を執筆することや、論文の重要な箇所に関する意見を表明して論文の完成に寄与してい
ること。

　③論文の最終版を承認し、内容について説明できること。

「サラミ出版」
　一つの研究として発表可能な成果を、複数の小研究に分割して細切れに出版すること。

「利益相反及び利益相反に関する情報の非開示」
　外部との経済的な利益関係によって、研究に必要とされる公正かつ適正な判断が損なわれる、又は損
なわれるのではないかと第三者からみなされかねない事態のこと。

「研究データ等の不適切な管理」
　生データ、実験ノート、実験試料・試薬及び関係書類等を所属機関が規程等で定める期間、適切な方
法で保存・管理しないこと。

※�本学では「鶴見大学における研究データの保存等に関する指針」を定めていますので、本指針に則り、研究デー

タの適切な保存を行ってください。

　https://www.kitei-kanri.jp/2kw/tsurumi/doc/extsurumi/rule/474.html

◆研究不正行為の事例◆
○既に発表された論文やインターネットで見つけた他者の論文や文章をコピー＆ペーストして、自分が
書いたものとして提出する。
○実際には実験を行っていないのに、存在しないデータを偽造する。
○推論に合わないデータを改ざんや削除する。
○架空の実験画像を作るなど、実際の画像を加工して論文に掲載する。
○他人の実験データを当該者の了解を得ずに流用する。
○同僚や他人が話していたアイディアを、当該者の了解を得ずに自分のアイディアとして公表する。

※社会問題になった事例の詳細は、文部科学省ホームページや新聞等を参照してください。

論文・レポートを書く時に、特に気をつけるべきこと
「安易にコピー＆ペーストしない」（「盗用」、「剽

ひょうせつ

窃」の防止）
　情報源を明記せずに、インターネット上の情報の一部をコピー＆ペーストする等の方法で論文やレ
ポートを作成すると、「盗用」、「剽窃」といった不正行為に該当します。
　誰もが共有していると思われる情報を除き、文・資料・データなどの情報源を必ず明記しなければな
りません。文献・資料については、著者名、書名・論文名、出版社名・掲載雑誌名、掲載頁を必ず明記
してください。

「出典を明示する」（「盗用」の防止）
　著作物を作成するにあたって、論述の前提として、又は自説の根拠の一部として他人の著作物を「引用」
という形で利用することは、著作権法で認められています。ただし、他人の見解やデータを引用する際
には、出典を明示した上で忠実に引用し、変更を加えてはいけません。また、引用の際は最小限の引用
に限ります。
　出典を明示しないと著作権の侵害となり「盗用」とみなされます。引用部分の提示方法については、
指導教授（指導教員）などの指示に従ってください。
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「Ξϯέート࣮ࢪ等、研究ରऀのྙ理తྀ」（ྙ理৹ࠪҕ員ձによる৹ࠪ）
　研究やレポートを作成するにあたって、アンέートௐࠪ、インタϏϡーௐࠪ、ϏデオࡱӨ、ࣸਅࡱӨ
等を実ࢪする合には、ͦの対者のྙ理的ྀが必要となり、ྙ理৹ࠪҕ員ձの承認を得なければ
実ࢪすることができないέースがありますので、実ࢪする前に指導教授（指導教員）に必ず૬ஊしてく
ださい。

　この他にも、研究不正行為とみなされる事例はあります。ৄしくは「研究׆ಈに͓ける不正行為の
対Ԡ等に関するΨイυϥイン」（文部Պֶল）、「Պֶの݈全な発లのためにʵ実なՊֶ者の৺得ʵ」（
ຊֶज़ৼڵձ）、ճ「Պֶ研究に͓ける݈全ੑの上について」（ຊֶज़ձٞ）を֬認してください。
これらのΨイυϥイン等は、ຊֶϗーϜペーδや文部Պֶল（又は֤機関）のϗーϜペーδから、いつ
でもӾཡできます。

「研究׆ಈの不ਖ਼ߦҝࢭに関するجຊํ」（ຊֶϗーϜペーδ）
IUUQT���XXX�UTVSVNJ�V�BD�KQ�TJUF�BCPVU�TFFET�QSFWFOUJPO�IUNM

研究不ਖ਼ߦҝのࢭのͨΊに
　研究不正行為については、まずはࢲたͪ一人ͻとりが防止にめなければなりませんが、他者の研究
。きてしまった合は、不正を正していかなければなりませんىಈで不正がٙわれる合、又は׆
　研究不正がٙわれるような໘にしたときは、まずはͦの研究の関係者に指ఠすることや、他の研
究ϝンόーとٞ論することがまれます。
　ͦれでも解ܾしない合や、ͦのような行ಈがとりにくいঢ়گである合には、を์ஔせずに、
発をする合はՊֶ的な根拠をもって行わࠂ、がେ切です。な͓࢟に૬ஊするというޱ発・૬ஊ૭ࠂ
れることが重要であり、ແなࠂ発を行ってはいけません。

ʤൃࠂ・相ஊ૭ޱʥ
教ҭ研究ࢧԉ՝
˟�����5�1
ԣࢢ見۠見 ��1��　見େֶ �߸ؗ̎֊
5&-	 ��5�5�����1� ～ ����
'"9	 ��5�5���9599
ϝーϧアυレス　LZPLFO!UTVSVNJ�V�BD�KQ

େֶӃੜなͲをରとしͨ研究ྙ理ڭҭについͯ
　େֶӃ生を対に、ҎԼの̎つの研究ྙ理教ҭのडߨを必ਢとしていますので、必ずडߨしてくださ
い。
　な͓、େֶӃ生Ҏ外でも、ຊֶで研究׆ಈを行っている人や、公的研究අ等のڝ૪的資ۚに係る研究
のखいをする際には、ҎԼの̎つのडߨが必ਢです。

「研मձ等のࢀՃ」
　େֶで定期的に実ࢪしている研मձにࢀ加してください。研मձの͓らせは、見େֶポータϧシ
スςϜや掲示等で行っています。
　ຊֶに͓いて研究׆ಈにࢀ加する全ての研究者や研究のखいをする合は、研究׆ಈの公正ੑを֬
保し、研究අを適正に用することをしたຊֶ指定の༷ࣜによる書を研मޙに提出することが
必要です。提出がない合は、研究׆ಈ、Պ研අ等公的研究අのӡӦ・管理に関わることができなくな
ります。
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「ຊֶज़ৼڵձ 研究ྙ理 FラーχϯάʠF- $P3&ʡʢΤϧコΞʣのडߨ」
　ຊֶज़ৼڵձで提ڙしている Fϥーχンά「F- $P3&」をडߨしてください。この Fϥーχンάは、
「Պֶの݈全な発లのためにʵ実なՊֶ者の৺得ʵ」がϕースとなっています。डߨコースは「ຊ
語版」と「ӳ語版」がありますので、いずれか一つをडߨし、म了してください。
　डߨの͓らせは、େֶで与されている（あるいはେֶにಧ出済みの）ϝーϧアυレスѼにૹ৴さ
れますので、Ҋ内に従ってडߨしてください。ֶश内容に改గがない限りは、一डߨ・म了するだけ
で構いません。

※�研ಟ会ཬࡧ eࣛーࢢࣥࢽ「e/ &o5(」に関するお問いྜࡏࢃは、ᩍ⫱研究ᨭㄢ㸦㸰ྕ㤋㸰㝵㸧までお㢪いします。

ެత研究අのӡӦ・管理ମ੍についͯ
　ຊֶでは、「研究機関に͓ける公的研究අの管理・ࠪのΨイυϥイン（実جࢪ४）」（ฏ成 19݄̎
15文部Պֶେਉܾ定、ྩ � �݄ 1改正）にͮجき、ڝ૪的資ۚをத৺とした公的研究අの管
理等のମ੍について、規ଇ等によりମܥ、管理ମ੍及びࠪମ੍などを定め、研究අの不正用等
が生じないよう適正なӡӦ・管理を行っています。
　関係規程等はຊֶϗーϜペーδから、いつでもӾཡできます。

「ެత研究අのӡӦ・管理ମ੍」（ຊֶϗーϜペーδ）
IUUQT���XXX�UTVSVNJ�V�BD�KQ�TJUF�BCPVU�NBOBHF�IUNM

㸨参⪃㈨ᩱ

文部科学省

㺀研究άືにおけるṇ行Ⅽのᑐᛂ等に関するࣥࣛࢻ࢞ 㺁㸦ᖹᡂ 2� ᖺ㸶᭶ 2� ᪥㸧

㺀研究ᶵ関におけるබⓗ研究㈝の⟶⌮࣭┘ᰝのࣥࣛࢻ࢞㸦ᐇᇶ‽㸧」㸦௧ �ᖺ 2᭶ �᪥ᨵṇ㸧

᪥本学⾡⯆会

「科学のなⓎᒎのために̿ㄔᐇな科学⪅のᚰᚓ̿」

᪥本学⾡会㆟

ᅇ⟅「科学研究におけるᛶのྥୖにࡘいて」㸦ᖹᡂ 27 ᖺ㸱᭶㸴᪥㸧




